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   対馬市告示第57号 

    平成28年第３回対馬市議会定例会を次のとおり招集する 

       平成28年８月26日 

                               対馬市長 比田勝尚喜 

   １ 期 日  平成28年９月６日（火） 

   ２ 場 所  対馬市議会議場 

 

   ○開会日に応招した議員 

春田 新一君          小島 德重君 

入江 有紀君          船越 洋一君 

渕上  清君          脇本 啓喜君 

黒田 昭雄君          小田 昭人君 

長  信義君          波田 政和君 

上野洋次郎君          齋藤 久光君 

初村 久藏君          大浦 孝司君 

小川 廣康君          大部 初幸君 

兵頭  栄君          作元 義文君 

山本 輝昭君          堀江 政武君 

 

   ○９月９日に応招した議員 

 

 

   ○９月12日に応招した議員 

 

 

   ○９月13日に応招した議員 

 

 

   ○９月16日に応招した議員 

 

 

   ○９月９日に応招しなかった議員 
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波田 政和君                 

 

   ○９月12日に応招しなかった議員 

波田 政和君          上野洋次郎君 

大浦 孝司君                 
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平成28年 第３回 対 馬 市 議 会 定 例 会 会 議 録（第１日） 

                           平成28年９月６日（火曜日） 

 

議事日程（第１号） 

                       平成28年９月６日 午前10時00分開会 

    日程第１ 会議録署名議員の指名 

    日程第２ 会期の決定 

    日程第３ 議長の諸般報告 

    日程第４ 市長の行政報告 

    日程第５ 厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第６ 産業建設常任委員会に付託中の発議第４号対馬市伝統的町並み保存条例

について委員会の中間報告 

    日程第７ 国境離島活性化推進特別委員会の閉会中の調査報告 

    日程第８ 議会基本条例調査研究特別委員会の閉会中の調査報告 

    日程第９ 長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の報告 

    日程第10 報告第５号 平成２７事業年度公益財団法人厳原愛育会経営状況報告に

ついて 

    日程第11 報告第６号 平成２７事業年度株式会社まちづくり厳原経営状況報告に

ついて 

    日程第12 報告第７号 平成２７事業年度一般財団法人豊王町振興公社経営状況報

告について 

    日程第13 報告第８号 平成２７事業年度一般財団法人対馬市農業振興公社経営状

況報告について 

    日程第14 報告第９号 平成２７事業年度株式会社カミレイ経営状況報告について 

    日程第15 報告第10号 平成２７事業年度公益財団法人対馬栽培漁業振興公社経営

状況報告について 

    日程第16 報告第11号 平成２７事業年度一般財団法人対馬市国際交流協会経営状

況報告について 

    日程第17 報告第12号 平成２７年度対馬市健全化判断比率及び資金不足比率の報

告について 

    日程第18 報告第13号 平成２７年度対馬市一般会計継続費精算報告について 



- 4 - 

    日程第19 対馬市教育委員会の事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報告 

    日程第20 認定第１号 平成２７年度対馬市一般会計歳入歳出決算の認定について 

    日程第21 認定第２号 平成２７年度対馬市診療所特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

    日程第22 認定第３号 平成２７年度対馬市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の

認定について 

    日程第23 認定第４号 平成２７年度対馬市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について 

    日程第24 認定第５号 平成２７年度対馬市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定

について 

    日程第25 認定第６号 平成２７年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

    日程第26 認定第７号 平成２７年度対馬市旅客定期航路事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

    日程第27 認定第８号 平成２７年度対馬市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

    日程第28 認定第９号 平成２７年度対馬市集落排水処理施設特別会計歳入歳出決

算の認定について 

    日程第29 認定第10号 平成２７年度対馬市水道事業会計決算の認定について 

    日程第30 議案第66号 平成２８年度対馬市一般会計補正予算（第４号） 

    日程第31 議案第67号 平成２８年度対馬市診療所特別会計補正予算（第２号） 

    日程第32 議案第68号 平成２８年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号） 

    日程第33 議案第69号 平成２８年度対馬市旅客定期航路事業特別会計補正予算（第

１号） 

    日程第34 議案第70号 平成２８年度対馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

    日程第35 議案第71号 平成２８年度対馬市水道事業会計補正予算（第２号） 

    日程第36 議案第72号 対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例 

    日程第37 議案第73号 対馬市公園等設置条例の一部を改正する条例 

    日程第38 議案第74号 対馬市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条

例 
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    日程第39 議案第75号 対馬市体育施設条例の一部を改正する条例 

    日程第40 議案第76号 対馬市消防本部等設置条例の一部を改正する条例 

    日程第41 議案第77号 対馬市消防吏員待機宿舎設置、管理及び使用料条例の一部

を改正する条例 

    日程第42 議案第78号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について（横

浦地区） 

    日程第43 議案第79号 市道の認定について（厳原若田線） 

    日程第44 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

    日程第45 諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

    日程第46 諮問第３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

    日程第47 諮問第４号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

    日程第48 諮問第５号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

    日程第49 諮問第６号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

    日程第50 請願第１号 海岸漂着物対策にかかる財政支援措置の堅持を求める請願

書 

    追加日程第１ 議員派遣について 

 

本日の会議に付した事件 

    日程第１ 会議録署名議員の指名 

    日程第２ 会期の決定 

    日程第３ 議長の諸般報告 

    日程第４ 市長の行政報告 

    日程第５ 厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第６ 産業建設常任委員会に付託中の発議第４号対馬市伝統的町並み保存条例

について委員会の中間報告 

    日程第７ 国境離島活性化推進特別委員会の閉会中の調査報告 

    日程第８ 議会基本条例調査研究特別委員会の閉会中の調査報告 

    日程第９ 長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の報告 

    日程第10 報告第５号 平成２７事業年度公益財団法人厳原愛育会経営状況報告に

ついて 

    日程第11 報告第６号 平成２７事業年度株式会社まちづくり厳原経営状況報告に

ついて 
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    日程第12 報告第７号 平成２７事業年度一般財団法人豊王町振興公社経営状況報

告について 

    日程第13 報告第８号 平成２７事業年度一般財団法人対馬市農業振興公社経営状

況報告について 

    日程第14 報告第９号 平成２７事業年度株式会社カミレイ経営状況報告について 

    日程第15 報告第10号 平成２７事業年度公益財団法人対馬栽培漁業振興公社経営

状況報告について 

    日程第16 報告第11号 平成２７事業年度一般財団法人対馬市国際交流協会経営状

況報告について 

    日程第17 報告第12号 平成２７年度対馬市健全化判断比率及び資金不足比率の報

告について 

    日程第18 報告第13号 平成２７年度対馬市一般会計継続費精算報告について 

    日程第19 対馬市教育委員会の事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報告 

    日程第20 認定第１号 平成２７年度対馬市一般会計歳入歳出決算の認定について 

    日程第21 認定第２号 平成２７年度対馬市診療所特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

    日程第22 認定第３号 平成２７年度対馬市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の

認定について 

    日程第23 認定第４号 平成２７年度対馬市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について 

    日程第24 認定第５号 平成２７年度対馬市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定

について 

    日程第25 認定第６号 平成２７年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

    日程第26 認定第７号 平成２７年度対馬市旅客定期航路事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

    日程第27 認定第８号 平成２７年度対馬市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

    日程第28 認定第９号 平成２７年度対馬市集落排水処理施設特別会計歳入歳出決

算の認定について 

    日程第29 認定第10号 平成２７年度対馬市水道事業会計決算の認定について 

    日程第30 議案第66号 平成２８年度対馬市一般会計補正予算（第４号） 
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    日程第31 議案第67号 平成２８年度対馬市診療所特別会計補正予算（第２号） 

    日程第32 議案第68号 平成２８年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号） 

    日程第33 議案第69号 平成２８年度対馬市旅客定期航路事業特別会計補正予算（第

１号） 

    日程第34 議案第70号 平成２８年度対馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

    日程第35 議案第71号 平成２８年度対馬市水道事業会計補正予算（第２号） 

    日程第36 議案第72号 対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例 

    日程第37 議案第73号 対馬市公園等設置条例の一部を改正する条例 

    日程第38 議案第74号 対馬市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条

例 

    日程第39 議案第75号 対馬市体育施設条例の一部を改正する条例 

    日程第40 議案第76号 対馬市消防本部等設置条例の一部を改正する条例 

    日程第41 議案第77号 対馬市消防吏員待機宿舎設置、管理及び使用料条例の一部

を改正する条例 

    日程第42 議案第78号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について（横

浦地区） 

    日程第43 議案第79号 市道の認定について（厳原若田線） 

    日程第44 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

    日程第45 諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

    日程第46 諮問第３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

    日程第47 諮問第４号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

    日程第48 諮問第５号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

    日程第49 諮問第６号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

    日程第50 請願第１号 海岸漂着物対策にかかる財政支援措置の堅持を求める請願

書 

    追加日程第１ 議員派遣について 

 

出席議員（20名） 

１番 春田 新一君       ２番 小島 德重君 

３番 入江 有紀君       ４番 船越 洋一君 
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５番 渕上  清君       ６番 脇本 啓喜君 

７番 黒田 昭雄君       ８番 小田 昭人君 

９番 長  信義君       10番 波田 政和君 

11番 上野洋次郎君       12番 齋藤 久光君 

14番 初村 久藏君       15番 大浦 孝司君 

16番 小川 廣康君       17番 大部 初幸君 

18番 兵頭  栄君       19番 作元 義文君 

20番 山本 輝昭君       21番 堀江 政武君 

 

欠席議員（なし） 

 

欠  員（１名） 

 

事務局出席職員職氏名 

局長      神宮 満也君  次長     糸瀬 美也君 

課長補佐    梅野 浩二君  主任     洲河 直樹君 

 

説明のため出席した者の職氏名 

市長  比田勝尚喜君 

副市長  桐谷 雅宣君 

教育長  永留 和博君 

総務部長  豊田  充君 

総務課長  有江 正光君 

しまづくり推進部長  阿比留勝也君 

観光交流商工部長  俵  輝孝君 

市民生活部長  根メ 英夫君 

福祉保険部長  仁位 孝良君 

健康づくり推進部長  福井 順一君 

農林水産部長  西村 圭司君 

建設部長  佐伯 廣教君 

水道局長  増田 敬一君 

教育部長  須川 善美君 
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中対馬振興部長  平山 祝詞君 

上対馬振興部長  園田 俊盛君 

美津島行政サービスセンター所長  神宮 喜仁君 

峰行政サービスセンター所長  三宅 一郎君 

上県行政サービスセンター所長  多田 幸喜君 

消防長  永留 弘和君 

会計管理者  阿比留 保君 

監査委員事務局長  松尾 龍典君 

農業委員会事務局長  春日亀剛一君 

   代表監査委員  長岡 豊明君 

 

午前10時00分開会 

○議長（堀江 政武君）  おはようございます。報告します。配付しております平成２７年度一般

会計決算書及び監査意見書並びに平成２８年度対馬市旅客定期航路事業特別会計補正予算（第

１号）について、配付の正誤表のとおり、訂正の申し出があっております。また、平成２７年度

主要な施策の成果説明書については、本日配付のものとは全て差しかえるよう申し出があってお

ります。これらについては、上程前であり、議長がこれを許可しておりますので、了承願います。 

 ただいまから、平成２８年第３回対馬市議会定例会を開会します。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（堀江 政武君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定によって、小田昭人君及び長信義君を指名します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．会期の決定 

○議長（堀江 政武君）  日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、お手元に配付しております会期日程案のとおり、本日から

９月１６日までの１１日間とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。会期は、本日から９月１６日までの１１日間に決

定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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日程第３．議長の諸般報告 

○議長（堀江 政武君）  日程第３、議長の諸般報告を行います。 

 議長の庶務報告は、お手元に配付のとおりであります。 

 次に、産業建設常任委員会から、委員派遣に関する調査報告書の提出があっておりますので、

報告します。配付資料のとおり、佐世保市、武雄市、うきは市を訪問し、ふるさと納税、イノシ

シ加工処理施設、景観保護条例について視察、調査、研究を行っております。 

 以上で報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．市長の行政報告 

○議長（堀江 政武君）  日程第４、市長の行政報告を行います。 

 市長から、行政報告の申し出があっておりますので、これを許します。市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  おはようございます。本日、ここに、平成２８年第３回対馬市議会定例

会を招集いたしましたところ、議員の皆様には、御健勝にて御出席賜り心より御礼申し上げます。 

 初めに、平成２９年度有人国境離島並びに離島振興関係概算要求に関する情報について御報告

申し上げます。 

 谷川弥一衆議院議員が委員長を務めます離島振興特別委員会などにおいて、関係省庁へ対し、

概算要求の状況について聴取がなされました。 

 内閣府では、特定有人国境離島地域の地域社会維持に向けて、航路・航空路運賃の低廉化、物

資の費用負担軽減、雇用機会の拡充などの取り組みを支援する地域社会維持推進交付金を設置し、

その関係予算５０億円と、そのほか、創業・事業拡大を図る事業者の融資を行う金融機関などに

対する利子補給金など新規計上し、これらを含めて事業費ベースで１００億円を上回る財源確保

の新規要求が行われます。 

 また、国土交通省所管の離島活性化交付金は、特定有人国境離島地域に係る海上輸送支援など

を拡充し、前年比３９％増の１６億円を要求、水産庁所管の離島漁業再生支援交付金についても

特定有人国境離島地域の漁業集落活動における交付金等を加算し、前年比２５％増の約１５億円

が要求されています。 

 加えて、ジェットフォイルなど代替船建造に係る自治体や事業者負担の軽減、離島の実情を踏

まえた介護サービスの確保と柔軟な支援体制を望む意見も出されております。 

 次に、６月定例会以降、今日までの主な事項につきまして御報告を申し上げます。 

 まず、しまづくり推進部からでございますが、これまで国境離島新法の制定に向けた取り組み

として対馬市国境離島新法期成会を組織し、要望活動等を展開してまいりましたが、その島民の

思いが結実し、本年４月に有人国境離島法として可決成立し、当初の目的を達成するに至りまし
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たので、８月２２日同会を解散しております。 

 今後は、平成２９年４月の法施行に向け、法に定める支援事業を最大限活用していくための各

種活動が必要となるため、産業団体、民間事業者等を中心に構成する対馬市国境離島新法協議会

を同日設立いたしました。 

 同協議会では、支援事業を促進するための推進運動を中心に活動するとともに、実務者レベル

の協議を踏まえ、調査研究を重ね、効果的な活用を検討してまいります。 

 ふるさと応援寄附金制度についてでございますが、現行の対馬市ふるさと応援寄附金は、寄附

者が希望する施策メニューの選択方式による制度運用を行ってまいりましたが、新たに対馬産品

のＰＲを主軸に、新規顧客の創出を図りながら産業の活性化を図ることを目的として、返礼品制

度を設けることといたしました。 

 現在のところ、ことし１１月からの実施に向けて、インターネットによるふるさと納税システ

ムの構築及び返礼品となる地場産品の選定等に取り組んでいるところであります。 

 次に、観光物産関係でございますけども、７月２８日、ホテルグランドハイアット福岡におき

まして、「国境の島対馬、日韓観光友好の場に」をテーマとした講演会並びにシンポジウムを開

催し、当日は、予定定員を超える約３３０名の参加をいただきました。 

 第１部の講演会は、多摩大学学長、寺島実郎氏から「歴史的背景から見た対馬の持つポテンシ

ャルについて」をテーマとする御講演をいただき、第２部のシンポジウムでは、九州大学名誉教

授の藪野祐三氏、ＪＲ九州高速船株式会社代表取締役社長の水野正幸氏、公益財団法人九州経済

調査協会研究主査島田龍氏らとともに、私自身もパネラーの１人として、「対馬をもっと身近な

観光地に！」をテーマに熱い議論を交わすことができました。 

 加えて、シンポジウムの中、秋野公造参議院議員にも御登壇いただき、国際航路への国内旅行

者の混乗実現の可能性に関する現状報告をいただき、会場にお集まりいただいた多くの方々から

も混乗の実現を願う力強いお言葉もいただきました。 

 今後、対馬の潜在能力を活かした観光交流の促進に向け、オール対馬で取り組みを進めてまい

ります。 

 次に、対馬市島おこし実践塾についてでございます。上県町志多留地区において、８月１８日

から２３日までの６日間、対馬市島おこし実践塾を開催いたしました。 

 本年で５回目を迎え、これまでに約１３０名の塾生を受け入れております。 

 本年度は、島内外から２１名の塾生が地域に民泊しながら、農地再生、漂着ごみ清掃、夏祭り

など、若い力を活かした地域づくりの実践活動に取り組みました。 

 また、市内の３高校からも９名の学生が塾生として参加し、大学生や地域の方々との交流を通

じ、対馬に対する理解を深め、島への誇りや郷土愛を育むことができました。 
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 さらに、大学生の塾生が地域との結びつきや温かさに触れたことで、将来の移住先として、ま

た、研究フィールドとして、何度も対馬へ足を運んでくれることを期待しております。 

 また、島おこし実践塾の実施に当たっては、伊奈、志多留、田ノ浜地区の皆様に多大なる御協

力をいただきましたことに対し、心から御礼申し上げます。 

 観光交流商工部でございますけども、対馬市と沖縄県竹富町の友好都市協定の締結についてで

ございます。７月７日、沖縄県竹富町と友好都市協定の締結を行いました。 

 今回の友好都市協定は、国内でヤマネコが生息する２つの島が、豊かな自然環境を次世代に引

き継ぎ、教育、文化、産業などの分野での交流を促進することを目的としています。 

 早速、７月には佐須奈小学校５年生１１名が竹富町西表島を訪問して自然環境保全の取り組み

を学び、８月の厳原港まつりには、竹富町民俗舞踊団が参加され、伝統芸能を披露していただき

ました。 

 今後は、他の分野への交流拡大につなげてまいります。 

 建設部についてでございます。厳原港岸壁の係留に係る損害賠償請求の和解についてでござい

ますが、平成２３年１０月に発生した事件で、厳原港岸壁の係留施設使用許可日をめぐり、係留

船舶の船長に対し、対馬海上保安部から警告書が発せられたことは、使用申請を受信するＦＡＸ

の管理が不十分であった市の怠慢であるとの理由として、平成２７年３月、申請代理店である原

告から市に対し、損害賠償請求を求められたものです。 

 平成２８年８月３０日付で長崎地方裁判所厳原支部の担当裁判官から、紛争の早期かつ円満解

決の見地に立ち、和解条項案が提示され、その内容は市の主張に沿ったものでありますので、和

解に応じたく、今後、議会における手続を進めてまいります。 

 次に、消防本部でございます。第３３回長崎県消防ポンプ操法大会についてでございますが、

８月７日、長崎県大村市におきまして開催されました第３３回長崎県消防ポンプ操法大会におい

て、ポンプ車操法の部に豊玉町仁位を拠点とする豊玉第１分団、小型ポンプ操法の部に美津島町

今里を拠点とする美津島第１０分団がそれぞれ対馬市代表として出場し、いずれの部門も結果は

５位という成績でございました。 

 団員の皆様におかれましては、満足できる結果ではなかったやもしれません。しかしながら、

崇高な消防精神のもと、長期間にわたる訓練にも時間を割き、全力で競技された皆様に心から拍

手を贈ります。大変御苦労さまでした。 

 以上が、行政報告でございます。 

 最後に、本定例会において御審議願います案件でございますが、平成２７事業年度公益財団法

人厳原愛育会経営状況ほか報告９件、平成２７年度一般会計歳入歳出決算ほか各会計の決算の認

定案件１０件、平成２８年度一般会計ほか補正予算案件６件、条例の一部改正６件、あらたに生
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じた土地の確認及び字の区域の変更１件、市道の認定１件、人権擁護委員の推薦に係る諮問６件、

合わせて３９件について御審議をお願いするものでございます。 

 内容につきましては、後ほど担当部長に説明させたいと思いますので、慎重に御審議の上、適

正なる御決定を賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、本会期中に追加議案として、消防の高規格救急自動車の購入に係る財産取得契約の締結

について、先ほどの報告事件に係る和解についての２議案を上程する予定としております。あわ

せて御審議くださいますようお願いいたします。 

 以上、開会に当たっての挨拶といたします。 

○議長（堀江 政武君）  以上で、市長の行政報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

○議長（堀江 政武君）  日程第５、厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を行います。厚

生常任委員長、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  おはようございます。厚生常任委員会の所管事務調査報告をいた

します。 

 平成２８年第１回対馬市議会定例会において、会議規則第１０５条の規定により、閉会中の所

管事務調査の承認を得ておりました当委員会の調査の内容とその概要を、同規則第１１０条の規

定により報告をいたします。 

 当委員会は、平成２８年８月５日、８月８日の２日間にわたり、保育士の処遇改善に向けた保

育所現場の状況と問題点について現地調査を行いました。 

 まず、８月５日は午前９時に豊玉庁舎に集合し、委員全員出席、理事者側より仁位福祉保険部

長、村井こども未来課長ほか担当職員に同行いただき、比田勝保育所、比田勝認定こども園、仁

田保育所、佐賀保育所、仁位へき地保育所及び豊玉南保育所の現地調査を行いました。 

 続いて、８月８日は午後１時に本庁舎に集合し、委員全員出席、同じく福祉保険部の同行のも

と、大船越へき地保育所、盒知保育所及び民間施設である親愛こども園を現地調査し意見交換を

行いましたので、その概要を報告いたします。 

 まず、比田勝保育所は昭和５２年に建設され、築３９年になります。入所児童数は定員４０名

に対し５２名で、基準保育士数は６名でありますが、現在、正職２名、嘱託３名の保育士が配置

されております。 

 このたび、比田勝認定こども園が完成したことにより、平成２９年４月から移転することにな

りますが、幼稚園につきましては本年９月から入園するとのことであります。 

 次に、仁田保育所は昭和５９年に建設され、築３２年になります。入所児童数は定員４０名に
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対し２７名で、基準保育士数は３名で、現在、正職１名、嘱託２名の保育士が配置されておりま

すが、正職の方が他町から通勤をしており、大雨等災害時には通勤に支障を来すため、正職はで

きるだけ地元に在住の保育士の配置が望ましいと思われます。 

 次に、佐賀保育所は昭和５７年に建設され、築３４年になります。入所児童数は定員４０名に

対し３５名で、基準保育士数は４名であり、現在、正職２名、嘱託２名の保育士が配置されてお

ります。 

 なお、ここには駐車場がなく、園児の送迎時には運動場に車を乗り入れるほかなく、雨天時は

大変苦労されているようですが、現在、駐車場整備に向けて準備を進めているとのことでありま

す。 

 次に、仁位へき地保育所は平成元年に建設され、築２７年になります。入所児童数は定員

７０名に対し４９名で、基準保育士数は４名でありますが、現在、正職１名、嘱託２名の保育士

が配置されており、４９名の児童に対し正職が１名であると負担が大きく、休暇が取得しにくい

状況も考えられます。また、建物の傷みが激しい箇所が多いため、随時改修をしていく必要があ

ります。 

 なお、今後、子ども・子育て会議等で協議を進め、対馬市保育所配置計画をもとに、中地区の

拠点となる認定こども園の設置を検討していくとのことであります。 

 次に、豊玉南保育所は昭和６３年に建設され、築２８年になります。入所児童数は定員４０名

に対し３４名で、基準保育士数は７名でありますが、現在、正職２名、嘱託３名の保育士が配置

されております。 

 大船越へき地保育所ですが、大船越へき地保育所は平成１４年に建設され、築１４年になりま

す。入所児童数は定員４５名に対し２２名で、基準保育士数は２名であり、現在、正職１名、嘱

託１名の保育士が配置されております。 

 次に、盒知保育所は、平成１５年に建設され、築１３年になります。入所児童数は定員

１２０名に対し１２４名で、基準保育士数は１４名であります。 

 現在、正職８名、嘱託１０名の保育士が配置されておりますが、正職４名が産休・育休中であ

るため、臨時職員を雇用して補充している現状であります。 

 また、施設内に学童教室、地域支援センターが入っているため、教室が足りず、遊戯室を教室

として使用せざるを得ず、雨天時には園児たちの遊ぶスペースの確保が難しい状況であります。 

 最後に親愛こども園でありますが、親愛こども園は平成２０年４月に認定こども園の指定を受

け、入所児童数は定員１６０名に対し１９８名で、現在、保育教諭２０名、保育補助員１６名、

各年齢指導保育教諭４名の職員が配置されております。 

 平成２７年４月に子ども・子育て新制度に基づく幼保連携型認定こども園に移行し、現在は定
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員を大幅に超えての運営となっております。 

 協議の中で、特別支援に関する補助や奨学金制度等についての市への要望等や現状課題として

職員の確保問題について意見を交わしました。 

 現地調査終了後、本庁別館第２会議室において委員会を開催し、２日間の日程で９カ所の保育

所等を調査し内容を精査した結果、本委員会の意見として、まず、保育士の処遇改善について、

正職員より嘱託職員の数が多い職場は是正が必要であり、各保育所について少なくとも正職員の

数を半数以上に増やすべきである。 

 嘱託職員は正職員とはほぼ同様の業務内容で従事しているため、待遇改善を図るべきである。 

 長年、嘱託職員として勤務し、正職員以上の力量を持った方もいるため、採用募集がなかった

年齢層の嘱託職員を正職員として登用できないか。 

 また、有資格者である臨時職員の処遇改善を図るべきである。 

 次に、施設整備面に関し、各保育所に共通した事項として、建設年度の古い保育所では、遊戯

室に冷房設備がなく、夏季の保育活動が制限されているため、熱中症対策を含めた冷房設備など

の設置が望まれる。 

 施設内に補修、改修が必要な箇所が多いため、適宜対応すべきである。等の意見や要望があり

ましたので報告をいたします。 

 以上で、厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を終わります。 

 最後に、報告を１件させていただきます。 

 いづはら病院跡利用調査特別委員会は６月定例会をもって終結をいたしましたが、委員会開催

中、長崎県病院企業団並びに長崎県医療政策課には医師確保のため大変お世話になっておりまし

たので、７月５日、当時のいづはら病院跡利用調査特別委員会委員長、私、船越洋一、副委員長、

渕上清、福井保健部長の３名で出県し、長崎県病院企業団、米倉企業長、川原副企業長、総務部

長と面会し、今までの協力に対するお礼と今後の対馬病院との連携についてお願いをしたところ、

企業長も協力してやっていきましょうとの言葉をいただきました。また、長崎県医療政策課にも

あわせてお礼の御挨拶をしてまいりましたので、報告をさせていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．産業建設常任委員会に付託中の発議第４号対馬市伝統的町並み保存条例について

       委員会の中間報告 
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○議長（堀江 政武君）  日程第６、産業建設常任委員会に付託中の発議第４号対馬市伝統的町並

み保存条例について委員会の中間報告を議題とします。 

 会議規則第４５条第２項の規定により、同委員会から中間報告をしたいとの申し出があってお

りますので、これを許します。産業建設常任委員長、春田新一君。 

○議員（１番 春田 新一君）  皆さんおはようございます。市議会議長、堀江政武様、産業建設

常任委員会委員長、春田新一。産業建設常任委員会審査の中間報告をいたします。 

 産業建設常任委員会の審査の状況を、会議規則第４５条第２項の規定に基づき、次のとおり報

告をいたします。 

 本委員会は、平成２８年８月２５日、午後１時５５分から対馬市役所別館第２会議室において、

参考人を招致し、付託を受けた議案の審査を行いました。 

 審査の内容については、平成２７年発議第４号対馬市伝統的町並み保存条例についてでござい

ます。 

 審査に当たっては、参考人として当該条例案の対象として想定をされる厳原地区から、区長会

代表の柴田孝文氏、商工会青年部長、河本岳志氏、婦人部長、田中恵美子氏の３人の出席をいた

だき、意見陳述を聞いた上で質疑を行いました。参考人共通の意見としては、伝統的町並み保存

条例をつくることは大いに賛同するところであるが、個人の財産に直接関わる問題でもあり、具

体的な内容を市民に対し十分に説明を行い、その理解が得られた上で条例を制定すべきであると

いうものでした。 

 参考人退出後に、参考人の意見を踏まえた上で委員会として審査した結果、平成２７年発議第

４号対馬市伝統的町並み保存条例については、引き続き慎重審査に期間を要するため、継続審査

とし、９月定例会において、議長に対し、さらに閉会中の継続審査の申し出を行うことに決定を

いたしました。 

 以上で、産業建設常任委員会審査の中間報告といたします。 

○議長（堀江 政武君）  報告が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第７．国境離島活性化推進特別委員会の閉会中の調査報告 

○議長（堀江 政武君）  日程第７、国境離島活性化推進特別委員会の閉会中の調査報告を行いま

す。国境離島活性化推進特別委員長、長信義君。 

○議員（９番 長  信義君）  おはようございます。国境離島活性化推進特別委員会の調査報告

を行います。 
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 国境離島活性化推進特別委員会の調査状況を、会議規則第１１０条の規定に基づき、次のとお

り報告いたします。 

 平成２８年７月２８日国境離島新法関係国への予算要望活動が行われ、堀江議長、作元副委員

長が出席いたしました。 

 ８月９日午後３時から長崎県市町村会館４階第１会議室において、長崎県離島三市二町及び佐

世保市・西海市議会国境離島特別委員会連絡協議会が開催されましたので、概要について報告い

たします。 

 当日の出席者は関係市町から１９名が出席いたしました。 

 議題として、１、長崎県国境離島市町議会連絡協議会規約（案）について、２、国境離島新法

に係る施策の推進及び財源確保に関する要望書（案）について協議されましたので、決定事項に

ついて報告いたします。 

 協議会の名称を「長崎県国境離島市町議会連絡協議会」とする。 

 規約第２条の組織について、佐世保市・西海市は特別委員会が設置されていないため、国境離

島新法を所管する常任委員会または特別委員会の「委員長」をもって組織するを「代表」に修正

する。 

 役員の任期については、佐世保市・小値賀町を除く４市１町が来年議員の任期を迎えるため、

平成２９年８月８日癩癩これは壱岐市議会議員の任期満了日の翌日となります。から、会長１名、

副会長１名とするが、それまでの間、会長１名及び副会長癩癩これは特別委員長です。５名が各

議員の任期まで在任する。 

 特別委員会の副委員長も役員同様に議員の任期まで在任できるよう決定しました。 

 また、国境離島新法に係る施策の推進及び財源確保に関する要望書（案）は原案のとおり決定

されました。 

 次に、期成会の活動について報告いたします。 

 ８月１０日午後１時３０分から対馬市役所１階会議室において対馬市国境離島新法制定期成会

に代わる組織設立に向けた意見交換会が開催されましたので、長委員長、作元副委員長が出席い

たしました。 

 当日の会議内容は、１、新組織設立に係るこれまでの経過報告について、２、新組織の名称及

び規約・組織構成について、３、対馬市国境離島新法制定期成会解散総会及び新組織設立総会日

程について協議されました。 

 ８月２２日午後３時から対馬市交流センター３階第１から第３会議室において、対馬市国境離

島新法制定期成会解散総会が開催されましたので、堀江議長、長委員長、作元副委員長が出席い

たしました。 
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 会議内容は、報告１、これまでの取り組み経過について、報告２、期成会会計決算について、

承認１、対馬市国境離島新法制定期成会の解散について、承認２、新組織への引き継ぎ事項につ

いて協議され、当日の出席者は３１名、欠席者５名でありました。 

 また、午後４時３０分から同会場において有人国境離島法に係る新組織設立総会が開催されま

した。 

 出席者は、来賓、比田勝市長、堀江議長、委員、齋藤商工会長、桐谷農協組合長、中島森林組

合長、部原漁協組合長会会長、二宮漁協組合長会副会長、松島長崎県建設業協会対馬支部事務局

長、江口対馬観光物産協会長、平井真珠養殖漁業協同組合長、犬束対馬地区漁協女性部連絡協議

会長、オブザーバー、対馬市議会国境離島活性化推進特別委員会、長委員長、長崎県国境離島市

町議会連絡協議会、作元会長、対馬市しまづくり推進部、阿比留部長、一宮課長、事務局、未来

創生課であります。 

 会議内容は、報告１、新組織設立までの経過については、事務局から報告がなされました。 

 承認１、新組織の規約については、名称を対馬市国境離島新法協議会とし、代表者会及び事務

レベルの幹事会を設置する。 

 承認２、役員の選任については、会長に桐谷農協組合長、副会長に齋藤商工会長、中島森林組

合長、二宮漁協組合長会副会長、監事に平井真珠養殖漁業協同組合長が選任されました。 

 承認３、予算案の承認については、期成会予算残金を新組織へ移行し、対馬農協、対馬市漁協

組合長会、対馬森林組合、対馬市商工会、対馬観光物産協会、長崎県建設業協会対馬支部、対馬

真珠養殖漁業協同組合の各団体、７団体に１万円の会費を負担していただくことが承認されまし

た。 

 ８月２３日午前１０時から対馬市役所豊玉庁舎３階小会議室において、委員は全員出席、堀江

議長にも同席いただき、第２回特別委員会を開催いたしました。 

 第２回定例会以降の経過報告を議題とし、７月２８日の国への予算要望活動状況について、作

元副委員長から報告を受け、堀江議長からも補足説明を受けました。 

 その後、８月９日長崎市で開催されました連絡協議会及び８月２２日開催の期成会解散総会と

国境離島新法協議会設立総会の経過を報告し、今後の委員会活動を協議して閉会いたしました。 

 なお、８月３１日締め切られた平成２９年度予算の概算要求で地域社会維持推進交付金癩癩こ

れは仮称ですが、の創設に国費が５０億円計上され、海路はＪＲ並み、空路は新幹線並みの運賃

に引き下げられることになると思われます。地方自治体の負担分を加えた事業費ベースで

１００億円を超える新規財源が確保される予定でありますので、人口減少対策等、新法を最大限

活用したまちづくりに積極的に取り組まれるよう切望いたします。 

 以上で、国境離島活性化推進特別委員会の報告といたします。 
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○議長（堀江 政武君）  これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第８．議会基本条例調査研究特別委員会の閉会中の調査報告 

○議長（堀江 政武君）  日程第８、議会基本条例調査研究特別委員会の閉会中の調査報告を行い

ます。議会基本条例調査研究特別委員長、上野洋次郎君。 

○議員（１１番 上野洋次郎君）  議会基本条例調査研究特別委員会の調査状況を、会議規則第

１１０条の規定に基づき、次のとおり報告いたします。 

 調査の内容、議会基本条例の制定までの経過と運用状況、課題について。 

 調査月日、平成２８年７月２５日（月）から２６日（火）まで。 

 調査先、福岡県大牟田市議会、福岡市で開催された議会基本条例に関する研修会。 

 出席委員、委員長上野、春田副委員長、小島委員、入江委員、脇本委員、小田委員、山本委員

の７名であります。 

 視察対応者、田中議会改革特別委員長、大野前議会改革特別委員長、中園議会事務局長、平野

事務局次長、前田主査。 

 調査の概要、当委員会は、平成２８年７月２５日午後１時３０分から、福岡県大牟田市議会を

訪問し、北別館４階会議室で約２時間程度、議会基本条例の制定について、行政視察研修を行い

ましたので、その概要を報告いたします。 

 まず、田中議会改革特別委員長から資料により説明を受け、質疑の後、議場を見学しました。 

 議会基本条例の制定までの経過と運用状況、課題について。 

 大牟田市議会では、平成２１年５月２９日の臨時会で、委員９名による議会改革特別委員会を

設置し、まず各委員が改革への共通認識を持てるよう、先進地視察や研修会を実施することとし、

先進地視察は、同年１０月に京都府京丹後市議会と三重県伊賀市議会を訪問し、議会と議員の活

動原則の規定、議会報告会の役割、議員相互の自由討論による合意形成の大切さ、条例制定まで

のプロセスの重要性などの説明を受けておられます。 

 また、同年１２月には、第２９次地方制度調査会委員である山梨学院大学教授を招き「地方議

会の活性化と議会基本条例の制定の流れ」と題した議員研修会が開催されております。 

 平成２２年２月には、議会に対する市民の意識をデータとして集約するために、市内に在住の

２０歳以上の２,０００人を対象に、市民アンケートを実施し、５２.２％の人から回答があり、

回答結果の抜粋では、議会に関心があるが２７.５％、市議会を評価するが２％、市民の意見や

声が市議会に反映されている２.１％、議会の改革は必要である５８.２％とのことでした。 
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 その後、これまで実施した先進地視察、研修会、市民アンケートの結果を踏まえ、議会基本条

例の骨格案を作成、市民の意見を反映させるために、市内団体との意見交換会や市民懇談会を開

催し、骨格案を示しながら、市民の意見を聴取されております。 

 平成２２年１０月に、基本条例骨格案に聴取した市民意見を反映させて、議会基本条例案を作

成し、同年１１月に、８月に聴取した市民意見への回答も併記して、議会基本条例案のパブリッ

クコメントを実施、同年１２月２０日に、大牟田市議会基本条例が全会一致で可決、成立し、平

成２３年２月１日から施行されております。 

 また、基本条例の規定に基づき、条例の目的の達成について、毎年度検証作業が行われており、

ホームページで公開されております。 

 なお、昨年実施された市議会に関するアンケート結果では、議会に関心はあっても議会のこと

がよくわからないといった回答が増える傾向にあり、この課題の解決には、議会の広報・広聴機

能を高め、議会への関心度合いの一層の向上と、議会の活動状況の「見える化」の推進に取り組

むことが重要であり、問題解決の仕組みづくりを早急に検討し、実施すべきであると総括されて

おりました。 

 議会報告会の現状と課題についてでは、議会報告会は、条例でその実施を義務化されており、

８月に市内９会場で実施され、平成２７年度は２５０名の参加があっております。開始時刻は、

午後７時開始が７会場、平日の午前または午後開始が１会場、土曜または日曜日の午後２時開始

が１会場と、それぞれの地区住民が参加しやすい時間帯に設定されております。 

 報告会は９０分で、議会からの報告３０分、その後市民との意見交換が６０分程度行われてお

ります。運営については、全議員を３班に分け、３会場ずつ担当することになっており、ほかの

会場に入る場合はオブザーバーとして出席している、また、議会改革特別委員会正・副委員長は、

全会場に出席しているとのことでした。 

 なお、参加者を増やすことや、参加者は高齢者の男性が多く、年齢バランスと男女の比率も課

題であるとのことでした。 

 今回視察した大牟田市議会は、議会改革度調査で、福岡県内第２位にランキングしております。

市民に対し、積極的な情報の公開と情報伝達方法の創造、政策形成過程での市民参加の機会の拡

充を図ることによって、市民に開かれ、信頼される議会を築くため、議会における最高規範であ

る議会基本条例を制定し、問題意識を持って積極的に取り組まれておられました。 

 今回の視察研修でいただいた貴重な意見を、今後の当委員会での調査、研究の参考にするとと

もに、十分な議論を進めてまいりたいと思います。 

 最後に、御多忙中にもかかわらず懇切丁寧な御説明、御指導と種々御高配を賜りました大牟田

市議会の皆様に対し、心からお礼を申し上げ、議会基本条例調査研究特別委員会の調査報告とい
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たします。 

○議長（堀江 政武君）  これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第９．長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の報告 

○議長（堀江 政武君）  日程第９、長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の報告を行います。

１８番、兵頭栄君。 

○議員（１８番 兵頭  栄君）  長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員報告をいたします。 

 平成２８年８月１６日長崎県市町村会館において、長崎県後期高齢者医療広域連合議会平成

２８年第２回定例会が招集されましたので、議案審議の内容について次のとおり報告いたします。 

 審査内容は、議案５件、請願１件であります。 

 議案第１３号長崎県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例を廃止する

条例、この条例は、高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金について、基金への積み立てをしな

いこととされたことに伴い、後期高齢者医療制度臨時特例基金条例を廃止するものであります。 

 議案第１４号平成２８年度長崎県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）は、歳入歳出予算総額に、歳入歳出それぞれ１,４９１万１,０００円を追加し、歳入

歳出予算総額を２,１９７億７,２９１万４,０００円とするものであります。 

 議案第１５号平成２７年度長崎県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算は、歳入総額

２億４,８４２万１,３９０円、歳出総額２億３,２９７万８,８３２円、実質収支額１,５４４万

２,５５８円であります。 

 議案第１６号平成２７年度長崎県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算は、歳入総額２,２５７億２,４６１万７４７円、歳出総額２,１６４億２,６６７万

６,０７７円、当年度の実質収支額９２億９,７９３万４,６７０円であります。 

 議案第１７号長崎県市町村総合事務組合規約の変更については、長崎県後期高齢者医療広域連

合職員の退職手当に関する事務を長崎県市町村総合事務組合で共同処理をすることに伴い、規約

の変更が生じたためであります。 

 以上、議案第１３号から議案第１７号までの５件、いずれも賛成多数で可決されました。 

 請願第１号後期高齢者の保険料軽減特例処置の存続を求める請願については、賛成少数で不採

択と決定されましたが、請願の趣旨には賛同できるもので、県内市町議会議長の意見を確認して、

広域連合議会議長において、国に対して要望書を提出することが了承されました。 

 最後に、諫早市の西田議員、佐世保市の北野議員の一般質問がありました。 
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 以上で、長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の報告といたします。 

○議長（堀江 政武君）  これから、報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 暫時休憩します。再開は１１時１５分からとします。 

午前10時58分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時14分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１０．報告第５号 

日程第１１．報告第６号 

日程第１２．報告第７号 

日程第１３．報告第８号 

日程第１４．報告第９号 

日程第１５．報告第１０号 

日程第１６．報告第１１号 

日程第１７．報告第１２号 

日程第１８．報告第１３号 

○議長（堀江 政武君）  日程第１０、報告第５号、平成２７事業年度公益財団法人厳原愛育会経

営状況報告についてから、日程第１８、報告第１３号、平成２７年度対馬市一般会計継続費精算

報告についてまでの９件について、報告を求めます。総務部長、豊田充君。 

○総務部長（豊田  充君）  ただいま一括議題となりました報告第５号から報告第１３号までの

９件につきまして、提案理由とその内容を御説明申し上げます。 

 報告第５号から報告第１１号までの平成２７事業年度の経営状況報告につきましては、地方自

治法第２４３条の３第２項の規定により、その経営状況を議会に報告するものであります。 

 資料は、別冊となっていますのでごらんいただきたいと思います。 

 報告第５号、平成２７事業年度公益財団法人厳原愛育会ですが、本会は、昭和４９年４月に設

立され、平成２６年４月に公益財団法人へと移行し、佐須、久根、豆酘の３つのへき地保育所に

ついて受託運営を行っているところであります。 

 運営状況ですが、佐須３０名、久根３０名、豆酘２５名の入所定員に対しまして、平成２７年

４月１日現在、佐須１８名、久根６名、豆酘６名の入所人員であります。 
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 次に、報告第６号、平成２７事業年度株式会社まちづくり厳原ですが、本法人は、平成１４年

３月に設立され、平成１８年１０月に対馬市交流センターの開設以来、同センターのテナント管

理、駐車場の管理運営、施設管理運営などを主な業務として行っております。 

 本事業年度における商業施設の１日当たりのレジ通過人数は約３,２００人、公益施設、商業

施設を合わせた全館の１日当たりの来館者は３,５０５人となっています。 

 次に、報告第７号、平成２７事業年度一般財団法人豊玉町振興公社ですが、本公社は、平成

３年１０月に設立され、対馬産品の特色を生かした新商品の開発・販売、水産物の加工・販売を

主な事業としており、平成２６年４月に一般財団法人へ移行を機に、従来の赤字経営からの脱却

を目指し、経営改善計画に基づき経営体制の改善に取り組んでおります。 

 ネットショッピングなどの通信販売、都市部での対馬特産品の販売、商品の宣伝、ＰＲなどを

継続して行っております。 

 次に、報告第８号、平成２７事業年度一般財団法人対馬市農業振興公社ですが、本公社は、峰

町、美津島町、上県町の３つの農業振興公社が平成２２年３月に合併し、その後、平成２６年

４月に現在の一般財団法人として設立されております。峰町に本所を置き、美津島町、上県町へ

それぞれの事業所を配置し、対馬市の農業の活性化のための事業を展開しております。 

 主な業務として、農林作業等の支援・受託、農地利用集積円滑化事業、肥育・繁殖・堆肥事業

及び特産品加工販売事業、特にそば道場あがたの里及び美津島店の経営運営、そのほか、農作物

の栽培事業、農地中間管理事業を行っています。 

 次に、報告第９号、平成２７事業年度株式会社カミレイですが、本法人は、平成１０年４月に

設立され、冷凍事業と漁師用の釣り餌供給事業などを行っております。 

 次に、報告第１０号、平成２７事業年度公益財団法人対馬栽培漁業振興公社ですが、本公社は、

栽培基金の管理と栽培センターの運営を目的に平成８年１月に設立され、平成２６年４月に公益

財団法人へと移行しております。 

 公益事業として、アワビ、赤ウニの種苗生産、収益事業としてアコヤ貝、岩ガキなどの種苗生

産を行っています。 

 次に、報告第１１号、平成２７事業年度一般財団法人対馬市国際交流協会ですが、本協会は、

平成１５年３月に設立され、平成２６年４月に一般財団へと移行しています。対馬と海外諸国、

特に韓国との友好親善を目的として、対馬の総合窓口としての業務を行っています。事務所は釜

山広域市の龍頭山公園近くに開設し、韓国内での観光ＰＲ事業、添乗員研修事業、その他各種文

化交流事業等に対する連絡調整や通訳などの支援を主な業務としています。 

 以上、７法人の平成２７事業年度の経営状況報告とさせていただきます。 

 なお、これらの経営状況報告の質疑につきましては、それぞれの所管の部長にて対応させてい
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ただきますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、報告第１２号、平成２７年度対馬市健全化判断比率及び資金不足比率の報告につ

いて御説明いたします。 

 議案書のほうになります。議案書１５ページをお願いいたします。 

 本案は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び同法第２２条第１項の規

定により、監査委員の意見を付して報告するものでございます。 

 監査委員の意見書につきましては、別冊となっておりますのでよろしくお願いいたします。 

 財政健全化の判断は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の

４つの指標が用いられています。 

 議案書１５ページ、中段の健全化判断比率の表中、実質赤字比率は、一般会計等を対象とした

実質赤字の標準財政規模に対する比率でありまして、実質収支が赤字でないため数値はございま

せん。 

 次の連結実質赤字比率は、全会計を対象としました実質赤字の標準財政規模に対する比率でご

ざいまして、連結実質収支が赤字でないため数値はございません。 

 次に実質公債費比率は、一般会計等が負担する借入金の元利償還金及び公営企業会計に対する

繰出金のうち元利償還金相当分の標準財政規模に対する比率でありまして、９.８％でございま

す。 

 次に将来負担比率は、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

であり、１４.１％でございます。 

 また、次表の資金不足比率の表は、公営企業会計におきまして資金の不足額がないため、いず

れにおいても数値はございません。 

 健全化判断比率の実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率のいずれ

かが早期健全化基準以上の場合は、早期健全化団体、さらに実質赤字比率、連結実質赤字比率、

実質公債費比率のいずれかが財政再生基準以上の場合は、財政再生団体となります。 

 本市の健全化判断比率は、これらの数値をいずれも下回っているため、本市の財政状況は健全

段階であると言えます。 

 なお、今回、御報告申し上げました各比率につきましては暫定値であり、今後、変更もあり得

ることを申し添えておきます。 

 続きまして、報告第１３号、平成２７年度対馬市継続費精算報告について御説明いたします。 

 議案書１７ページをお願いいたします。 

 本案は、地方自治法施行令第１４５条第２項の規定により、報告するものでございます。 

 本案は、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第１号）及び補正第５号並びに平成２７年度
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対馬市一般会計補正予算（第６号）におきまして議決をいただきました比田勝港国際ターミナル

建設事業費の継続費につきまして、議案書１８ページの平成２７年度対馬市一般会計継続費精算

報告書のとおり、継続費の精算を議会へ報告するものであります。全体計画の年割額として、平

成２６年度３億５,２１０万円、平成２７年度２億８,２２２万１,０００円、合計６億

３,４３２万１,０００円に対し、実績の支出済額として平成２６年度１億１,８５０万円、平成

２７年度５億１,５１９万６４６円、合計６億３,３６９万６４６円となっております。 

 以上、報告第５号から報告第１３号の９件についての説明を終わります。よろしく御審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  報告が終わりました。これから９件に対する一括質疑を行います。質疑

はありませんか。６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  報告第９号、平成２７年度の株式会社カミレイのことについてな

んですが、現在、民営化ということになってるかと思うんですが、そのことについて、監査報告

等、それから報告等があってないようですので、市民に向けてもはっきりさせておいたほうがい

いと思いますので、そのあたりの報告をお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  上対馬振興部長、園田俊盛君。 

○上対馬振興部長（園田 俊盛君）  カミレイの運営状況につきましては、３月の議会のときに予

算の関係で、５００万の株の譲渡をしたという報告は、総務部長のほうから報告をしております。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  対馬市農業振興公社の３ページ、この中で、私は、伝承館の指

定管理をこの団体が指定管理にされて、この１年間、この実績がどうなるかと見とったんですけ

ども、委託料がゼロで、自力でやっているというふうに、非常に賢明な内容だったと思います。

それで、この結果、１万６,０００人を超えるお客さんが店舗に来たと。これは美津島町時代に

多分じゃなくて、１万２,０００ぐらいの数字が私は記憶にあるんですが、果たしてこの委託料

ゼロの中で、２７年度の収支決算がどのような報告があっておったか、担当部長のほうに、わか

る限り説明をお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  農林水産部長、西村圭司君。 

○農林水産部長（西村 圭司君）  今の御意見ですけど、伝承館についての話でよろしいというこ

とですね。（「よろしいです」と呼ぶ者あり）２７年度収支決算は委託料ゼロで、確かに、赤字

が今回、２７年度は発生をしております。その中で、その赤字の原因というのが、病院のお客を

取り込んだ人数であの計算をされとったんですが、そこがうまく取り込むことが難しかったとい

うことで、その病院のお客さんを取り込んだ形の人件費の人員配置をしておりましたので、それ
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と、今回初年度でしたので、ちょっと初期投資にお金がかかったということで、４００万ぐらい

の２７年度決算は赤字が出ております。今後の対策としましては、まず、来年度から初期投資が

要らないということと、病院のお客を取り込むような努力をしていくということと、人件費、今

７人体制でやっておりますけど、これを来年度から５人体制で行うような努力をしていって、経

営をよくしていこうということで対策案も出ておりますので、そういうふうに報告を受けており

ます。 

○議長（堀江 政武君）  いいですか。１５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  確かに、私、行くたびに車の台数がどのくらいかなということ

で、１０台もとまってる日はそんなになかったんですけど、これは少し外来の患者の帰りやら、

あるいは見舞いのことがよそに回っとるなという感じは受けました。７人という体制はかなり以

前に比べれば十分な対応されたと思います。ですから、そういう面は前向きな取り組みで、非常

に評価をし、時間をかけていい方向に期待をいたします。１年目の反省を生かして、いい方向に

頑張っていただきたい、かように思います。 

 以上で終わります。 

○議長（堀江 政武君）  ほかに。１０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  おはようございます。報告６号について、せっかく報告してあ

りますので、この決算の内容については、お示しのとおりだと、前年並みであったという報告で

ございますから、安心しておりますが、その内容について少し、報告の文章の内容について確認

させていただきたいと思います。まず１点目ですが、３項目目の交流センターにおける施設管理

の運営事業という点についてでありますが、あの施設は、公共と商業とミックスした施設でござ

います。そういう中で、特に長崎県や消防が査察によって指摘したって書いてあるんです。何を

指摘したんですか。消防長、わかればお答えいただきたいんですが。 

○議長（堀江 政武君）  消防長、永留弘和君。 

○消防長（永留 弘和君）  あいにく本日、回答するような資料を持ち合わせておりませんで、申

し訳ございません。 

○議長（堀江 政武君）  １０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  そうですか。それなら、先に進みます。多分、消防があの施設

を回ったときに何か指摘があったんじゃなかろうかなと察しております。そういったものに対し

て、消防長が何も知らないってどういうことなんですか。やっぱその辺が、せっかく議会に上程

する以上はしっかりしていただきたい。 

 そして、なぜこの話をするかと言いますと、来館者が３,５００ぐらいという報告もあってお

りましたよね。そしたら、安全面がどうなのかということになってくると思うんですよ。担当部
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長、どうですか。消防長はわからんということですが。部長もわからないんですか。 

○議長（堀江 政武君）  観光交流商工部長、俵輝孝君。 

○観光交流商工部長（俵  輝孝君）  私のほうが聞いてる、消防の点検等については、指摘とい

うよりも不具合というか、不具合の設備のメンテナンス等に費用を充ててるということを聞いて

ますけども、具体的な修繕指摘箇所等については、管理組合のほうで管理をしております。そこ

までの報告はあっておりません。 

○議長（堀江 政武君）  １０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  最後ですから、再度消防長に確認したいと思いますが、先ほど

から言います安全面の指摘になりますけども、私があそこ何回か行くのに、１階の安全通路につ

いて、消防はあそこ行っとるはずですよ。安全通路が半分は死んでるんですが、指摘は今までし

たことないんですか。それともあれはあのままでいいんですか。そういうことじゃないかなと思

ったから尋ねたんですが、それはそのままでいいならいいで答えてください、明確に。いいです

か。最後になりますので。だから、要するに、せっかくの報告ですから、そういう指摘があった

り、いろいろすることは、正確に何をしたんだと、改善はどうしよるんだということをお願いし

ておきます。 

 もう１点は、１階の安全通路といいますか、吹き抜けといいますか、南から北へ突き抜ける通

路の話を私しております。わかりますか、どの場所言ってるか。そこについて、消防が、せっか

くパトロールとか、いろいろしてあるなら、あれでいいか悪いかの根拠を言ってくださいよ。言

えなかったら、市長に聞き直しますが。どうですか。答えられますか。 

○議長（堀江 政武君）  消防長、永留弘和君。 

○消防長（永留 弘和君）  お答えします。建物内におきましては、避難通路の幅員というものが

定められております。それよりはみ出しまして、幅員が保てないという場合には、幅員を保つよ

うにという指導をしております。よろしいでしょうか。 

○議員（１０番 波田 政和君）  答えなってない。あれでいいかどうかって聞きよるんです。 

○消防長（永留 弘和君）  玄関の階段のところなんですか。（発言する者あり） 

 申し訳ありません。数回、幅員が不足ということで管理組合のほうには、指導書という方法で

指導は行っております。（発言する者あり） 

○議長（堀江 政武君）  休憩します。 

午前11時37分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時38分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 
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 消防長、永留弘和君。 

○消防長（永留 弘和君）  幅員が不足している場合は、消防法の違反になりますので、それに対

して、幅員を保つようにということで、こちらは指導しております。数回の指導においても改善

できない場合には、警告を発して、最終的には違反対象物ということで公表、そちらのほうまで

進めるように順次指導から始めているところであります。（発言する者あり）だめな場合は、指

導書として現在はしております。 

○議長（堀江 政武君）  また質問をされれば質問をしていただきゃいいで。それで、答弁は。

１０番、波田政和君。（発言する者あり） 

 休憩します。 

午前11時39分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時53分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 消防長、永留弘和君。 

○消防長（永留 弘和君）  お答えいたします。例の通路に関しましては、消防法的には保たれて

おりますので、消防としては違反ということではありません。ただ、通路にはみ出ているという

ことに関しては、消防サイドとしては、発言することはできないということであります。指導書

ということに関しましては、あらゆる設備がありますので、そちらのほうの指導書を切ったとい

うことでございます。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  １０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  済いません。皆さん。あと１点だけ、今消防長は違反じゃない

と明確に言われましたので、それはわかりました。そしたら、１日３,０００人も超して来るも

のに対して、安全対策上、行政のほうに聞きましょう。それでよかったのかどうか、誰かお答え

ください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  実は、前消防長からの報告で、消防法上は違法ではありませんでしたと

いう報告は受けておりました。そういう中で、今波田議員の質問にもありましたように、じゃあ、

それでいいのかということでございますけども、このことにつきましては、あくまでも、皆さま

が同じようにすれば、だんだん通路が狭くなっていくわけでございますので、この件につきまし

ては、今後またまちづくり厳原のほうにも適正な管理ができるようにということで指導したいと

いうふうに思いますので、御理解願いたいと思います。 
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○議長（堀江 政武君）  よろしいですか。（「もういいです」と呼ぶ者あり） 

 ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 以上で、報告第５号から報告第１３号までの報告を終わります。 

 昼食休憩とします。再開は１時からとします。 

午前11時55分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時00分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１９．対馬市教育委員会の事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報告 

○議長（堀江 政武君）  日程第１９、対馬市教育委員会の事務の管理及び執行の状況の点検及び

評価の報告を行います。教育部長、須川善美君。 

○教育部長（須川 善美君）  対馬市教育委員会の事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報

告（平成２７年度事業分）につきまして御説明させていただきます。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条におきまして、教育委員会は毎年その権限

に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うこととなっております。 

 点検評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする

となっていることから、３名の委員から所見をいただき、その結果に関する報告書を作成いたし

ました。 

 なお、この報告書は、議会に提出するとともに公表しなければならないこととなっております。 

 本日、お手元にお配りさせていただいております点検評価報告書の内容についてでございます

が、１ページに自己点検評価についてで、２ページ目から７ページに学識経験者の所見として評

価できる点、改善を要する点を記載いたしております。また、８ページ以降に教育委員会の活動

及び管理執行事務、教育委員会事務局の執行事務の項目別の活動内容等及び点検評価コメントを

記載しております。 

 教育委員会といたしましても、委員から、教育委員会と市長の連携、教職員研修の開催、郷土

読本の制作等、一定の評価が得られたものもございますが、教育委員による教育施設の実態把握、

学校整備計画の検討、社会教育事業のあり方など、さらなる改善が必要であると御意見をいただ

いております。所見を真摯に受けとめ、課題や今後の取り組みの方向性を再考し、市民の皆様に

信頼される効率的な教育行政の推進に努めてまいりたいと考えております。 
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 以上で教育委員会の点検評価報告書の説明とさせていただきます。 

○議長（堀江 政武君）  報告が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  ただいま報告いただきましたが、昨年までは１２月の議会に、大

体そういう前後に出されていたと思いますが、今年度は９月の議会に提出いただいて、教育委員

会事務局の御努力というのを評価したいと思います。この時期に出していただきますと、前年度

の総括ができますし、そしてまた今年度の事業展開あるいは次年度以降の予算編成等に十分生か

せると思いますので、今後もまたこのような時期への提出というか、報告をお願いしておきたい

と思います。 

 内容的に２点ほどお尋ねをしたいと思います。 

 まず、１点目は、４ページのところですけれども、社会教育の推進に関する事務の中で、指定

文化財の保存整備、それから８番の史料・民俗の調査・記録と関連するんですけれども、ここの

中では、現在、指定されている文化財関係等の報告がございますけれども、私、一般質問で以前

お尋ねしたんですけれども、軍事遺跡関係の調査、それから整備等について進めるべきではない

かというふうな質問をしましたけれども、その後、教育委員会の中で、文化財保護審議委員会等

でその検討していくというようなことを御答弁いただいたような記憶がありますが、そのほうの

取り組みがどのようになってるか、お聞かせ願えたらと思います。 

 それから、もう一点は、１２ページ、学校教育の推進に関する事務のところで、地域特性を踏

まえた教育の充実という項目がございますけれども、これ、今年度から特にこのことは対馬市教

育委員会としては重点的に取り組むということで取り組みがなされてるわけですが、その中で

（１）のエのところで新補及び転入管理職員の研修会というのが昨年２６年度あるいは７年度実

施されたというふうに記載されております。このことは大変結構なことだと思います。ぜひ続け

ていただきたいわけですが、管理職員以外の一般教諭あるいは事務職員とかも含めた学校の職員

に対する対馬の特性を知ってもらうための研修会とか等は今現在実施されてないのか。この２点

についてお尋ねいたします。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  教育部長、須川善美君。 

○教育部長（須川 善美君）  ただいま御質問のございました、まず軍事施設の関係になりますけ

れども、平成２６年度の第２回の文化財保護審議会で近代化遺産に継続的に調査を進めていこう

ということで決定がなされているみたいでございます。それとあわせまして、２７年の第１回の

対馬市文化財保護審議会で部会を設置されております。近代化遺産調査部会ということで文化財

保護審議会の中での部会が発足されております。 
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 それから平成２７年度に２回ほど部会が開催されておりまして、１回目が調査対象の範囲とか

場所をどうするかということで話がなされております。海軍要港部跡とか、あと砲台跡を調査し

ていこうということで、砲台跡につきましてはアクセスとか完成時期、設置目的、いろいろ検討

の結果、芋崎と姫神、それと豊の３砲台について調査をしていこうという方向になってるみたい

でございます。それと１回目のときに現地調査がされております。 

 平成２７年の第２回のときに指定に向けたスケジュール等の検討がされておりまして、このと

きにも芋崎砲台跡の現地視察等が開催されております。 

 それと２８年の３月に文化財保護審議会のほうに調査部会のほうから中間報告というのがなさ

れております。内容的に申し上げますと、指定に向けた今後のスケジュール等の打ち合わせとか

今までの部会の開催の経過とか話されておりまして、スケジュールといたしましては、２７年度

が初年度ということで、今年度、２年目ということで、部会を３回開催される予定といたしてお

ります。これも現地調査とか聞き取り調査とか行いまして、遺産についての詳細の調査を行うと

いうことでございます。 

 それと、来年度になりますけれども、遺産についてのまだ継続的な調査とあわせまして、報告

書を作成する予定になっているようでございます。そして平成３０年度に向けて指定に向けた取

り組みをやっていこうということでスケジュールが組まれてるようでございます。 

 近代化遺産については以上でございます。 

 研修のほうにつきましては教育長のほうに。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  地域特性を踏まえた教育の充実ということで、今御指摘のように新補

及び転入管理職員には毎年行っております。そのほかは、初任者研修の中で１０回の中で２回程

度は対馬のいろんなふるさと学習にかかわるような関連の研修も行っております。また、今年度、

毎年行っております教育講演会の中で対馬学ということで対馬の自然について講演をやっていた

だきまして、約、対馬の教員の半数程度は出席しております。 

 御指摘のありました島外からの転入者に対する研修ですけれども、これは非常にいい御指摘を

いただいたと思っております。子供たちに対馬のよさを教えるには教員がまず知らなければいけ

ないというふうに考えますので、今後、前向きに検討させていただきたいというふうに思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  一応、今の答弁で理解できる面もありますし、少し要望しておき

たいこともあります。まず、文化財関係については、せっかくの貴重な史跡とかなわけですから、
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もう少しスピードアップして検討したらどうかと思います。これは保存が必要なところもありま

すし、修復とかも必要なところもあります。 

 そしてまた、これは軍事遺跡というのが、最近、世界遺産とかあるいは日本遺産の中でもそう

いう近代の遺産まで含めてクローズアップされていますし、そしてまたこれは、未来というか、

これからの子供たちの平和学習の場にもすごく役立つし、そしてまた観光地としても当該からお

いでになられた方、ある一定の期間滞在される方等には、砲台めぐりとか、そういうようなこと

は観光資源としてできると思うんです。そういう意味でももう少しスピードアップできないかと

いうことを要望しておきます。 

 それから２点目の島外から赴任いただいている先生方への研修です。教育長からの答弁もあっ

たように、その重要性を十分認識されてるということですから、ぜひ。管理職の先生方は、ある

程度対馬に来られても関心を持っていただいていたりする意識は高いと思います。特に年配にな

ったら対馬のことなんかも知った上で赴任される方が私の経験からいったら多いように思います。

ただ、若年で２０代とか３０代でおいでになる方は、そういう対馬に対する知識というのは少な

いんじゃないかと思います。一般教員の先生とか、その他の若い層の先生方にこそ、子供たちに

現場で第一線で指導いただくわけですから、対馬のよさ、それから対馬の地域のことを十分知っ

てもらって、そして対馬の子供たちを育ててもらうというのが大切だと思いますので。 

 そして、講演会とか研修会の座学だけじゃなくて、現地に出向く研修というのが大事じゃない

かというふうに感じます。特に夏休み中とか長期休業中等には先生方もある程度時間の余裕もあ

りますので、現地に足を運ぶような研修のあり方というのも考えていただけたらと思います。 

 以上、要望を含めて私の意見です。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  ほかにありませんか。６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  ２３ページなんですが、６番の学社融合による地域が連携した青

少年教育の充実というところですが、２番のつしまっ子郷土読本についてはすばらしいものがで

きてるというふうに思っております。また、いろんなところで活用されてるかと思います。その

活用事例等も報告いただきながら、ますますのすばらしい本ができておりますので、活用をお願

いしておきたいと思います。 

 １番の対馬市青少年健全育成連絡協議会主催事業少年の主張大会なんですが、毎年、私も拝聴

しております。年々レベルの高い主張が行われて、楽しみにさせていただいてます。ただ、ここ

にも書いてあるとおり参観数が毎年残念ながら少ない状況です。以前から申し上げてたんですが、

対馬市の場合、どちらかというと体育、スポーツのほうに偏重してるようなところがあるんでは

ないかというふうに私は感じています。こういう学習の発表の場等にも予算をぜひとっていただ
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いて。 

 例えば今までずっと豊玉で行ってきてますが、上・中・下で３年間そういう形で開催場所を設

定して、その近くの学校についてはクラブ活動も何もその日はやめにして、バスで会場に来てい

ただいて自分の学校の発表してる生徒の応援に行くとか、そうすると近くの、３年に１回だと、

保護者達、それから健全育成連絡会のほうの役員の方たちも負担が減るんじゃないかと思うんで

す。少しでも増やしたいというのであれば、そういう形も考えられるんではないかと思うんです。

全島から豊玉にバスを使って来るというとかなりの予算が要るかと思うんですが、中学校３年間

そういう形で年３回違う場所で受け持っていただいてやるという形であれば、予算的にも、それ

から集客のほうも増えるんじゃないか。せっかくいい主張があってますので、ぜひそのようにし

ていただきたい。 

 それから、もう一点なんですが、これは市教委の主催ではないのでそこまでお願いするのはち

ょっと酷かもしれませんが、健全育成協議会のほうも大変な労力がかかってるかと思います。今

まで各町で予選を行って本大会という形であったものが、予選ではなく、原稿、文章だけで選考

を行って本番に臨むという形の大会になっているところが出てきています。人前で発表するとい

う体験をたくさんの子供たちに味わわせる機会というのはなかなかないと思うんです。予選であ

ったとしても、ある程度の人たちの前で発表することができます。その機会を生徒たちに与える

ためにも、大変でしょうが、教育委員会のほうがバックアップしてでも。各町単位では難しいと

したら２つの町一緒になってでもいいです。予選をぜひ行って本大会に臨むという形をとるよう

に検討をもう一度していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（堀江 政武君）  教育部長、須川善美君。 

○教育部長（須川 善美君）  御質問の第１点目の件になりますけども、まず開催の場所と回数に

なりますけども、現在、今、御存じのとおり豊玉地区、豊玉中央のほうで各町の代表者が寄って

主張の発表大会を行うということで県大会につなげるような大会運営を行っております。 

 おっしゃるように１年間のうちに上・中・下という。（発言する者あり）３年間ですね。わか

りました。その分に関しては、３年間のうちで１会場ずつ持ち回るという考えについては、市の

育成連のほうでも協議をさせていただきながら検討はさせていただきたいと思うんですけれども、

移動に伴います経費等考えますと、どうしても中央がいいのかなという感じで受け入れておりま

す。また、何度も言いますけども、市の育成連等とも協議をさせてはいただきたいと思います。 

 それと２点目の各町の予選についてですけども、これも教育委員会も主催じゃないですけども、

事務局的な立場を持っておりますので、各町の育成連のほうとも協議をさせていただきながら検

討はさせていただきたいと思っております。ただ、御存じのとおり、少年の主張大会を開催する

に当たって、学校の関係、特に原稿とか、そういう学校現場との関係もございますので、そこら
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辺とも協議をさせていただければと思っております。 

○議長（堀江 政武君）  脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  思いのほか消極的な答弁だったんでちょっと残念なんですが。こ

れからアクティブ・ラーニングとかそういうことに力を入れていかないといけないわけなんです。

そういう机上での学習ではなくて、いかに人に自分の思ってることを伝えるかというのはすごく

大事なことだと思うんです。その経験する機会を減らしていくということは逆行してることと思

うんです。いかにして、そういう人の前で話ができる場をつくっていってあげようかと考えてい

くことがこれから必要だと思いますので、ぜひ前向きに検討していただくことを要望して終わり

ます。 

○議長（堀江 政武君）  ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで教育委員会の報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２０．認定第１号 

○議長（堀江 政武君）  日程第２０、認定第１号、平成２７年度対馬市一般会計歳入歳出決算の

認定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。会計管理者、阿比留保君。 

○会計管理者（阿比留 保君）  ただいま議題となりました、認定第１号、平成２７年度対馬市一

般会計歳入歳出決算の認定については、地方自治法第２３３条第３項の規定により別紙監査意見

書を添えて議会の認定を求めるものであります。 

 決算の概要説明につきましては、別冊の主要な施策の成果説明書をもって省略させていただき

ます。 

 決算内容の御質問等につきましては、その都度、担当部長のほうより御説明いたしますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上、簡単でございますが、説明を終わります。御審議の上、御承認賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、議長を除く全議員を委員とする決算審査特別委員会を設置し、これに

付託して審査することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は、議長を除く全議員を委員とする決算審査

特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。 

 委員長互選のため、決算審査特別委員会を議員控室に招集いたします。 

 暫時休憩します。 

午後１時24分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時39分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 報告します。決算審査特別委員会の委員長に長信義君、副委員長に大部初幸君が決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２１．認定第２号 

日程第２２．認定第３号 

日程第２３．認定第４号 

日程第２４．認定第５号 

日程第２５．認定第６号 

日程第２６．認定第７号 

○議長（堀江 政武君）  日程第２１、認定第２号、平成２７年度対馬市診療所特別会計歳入歳出

決算の認定についてから、日程第２６、認定第７号、平成２７年度対馬市旅客定期航路事業特別

会計歳入歳出決算の認定についてまでの６件を一括議題とします。提案理由の説明を求めます。

会計管理者、阿比留保君。 

○会計管理者（阿比留 保君）  ただいま一括議題となりました、認定第２号、平成２７年度対馬

市診療所特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第３号、平成２７年度対馬市国民健康保険

特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第４号、平成２７年度対馬市後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算の認定について、認定第５号、平成２７年度対馬市介護保険特別会計歳入歳出決

算の認定について、認定第６号、平成２７年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計歳入歳出決

算の認定について、認定第７号、平成２７年度対馬市旅客定期航路事業特別会計歳入歳出決算の

認定について、以上６件の決算につきまして地方自治法第２３３条第３項の規定により別紙監査

意見書を添えて議会の認定を求めるものであります。 

 決算の概要説明につきましては、別冊の主要な施策の成果説明書をもって省略させていただき

ます。 

 決算内容の御質問等につきましては、その都度、担当部長のほうより御説明いたしますので、

よろしくお願いいたします。 



- 36 - 

 以上、簡単でございますが、説明を終わります。御審議の上、御承認賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。 

 これから６件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２７．認定第８号 

日程第２８．認定第９号 

日程第２９．認定第１０号 

○議長（堀江 政武君）  日程第２７、認定第８号、平成２７年度対馬市簡易水道事業特別会計歳

入歳出決算の認定についてから、日程第２９、認定第１０号、平成２７年度対馬市水道事業会計

決算の認定についてまでの３件を一括議題とします。提案理由の説明を求めます。水道局長、増

田敬一君。 

○水道局長（増田 敬一君）  ただいま一括議題となりました、認定第８号、認定第９号、認定第

１０号の３件は水道局の所管でございますので、続けて御説明申し上げます。 

 認定第８号、平成２７年度対馬市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第

９号、平成２７年度対馬市集落排水処理施設特別会計歳入歳出決算の認定については、それぞれ

地方自治法第２３３条第３項の規定により監査意見書並びに主要な施策の成果説明書を添えて議

会の認定を求めるものであります。 

 次に、認定第１０号、平成２７年度対馬市水道事業会計決算の認定については、地方公営企業

法第３０条第４項の規定により監査意見書並びに事業報告書等関係書類を添えて議会の認定を求

めるものでございます。 

 以上、簡単でございますが、説明を終わります。よろしく御審議の上、御認定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。 

 これから３件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 認定第２号から認定第１０号までの９件は、配付しております決算審査付託表のとおり所管の

常任委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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日程第３０．議案第６６号 

○議長（堀江 政武君）  日程第３０、議案第６６号、平成２８年度対馬市一般会計補正予算（第

４号）を議題とします。提案理由の説明を求めます。総務部長、豊田充君。 

○総務部長（豊田  充君）  ただいま議題となりました、議案第６６号、平成２８年度対馬市一

般会計補正予算（第４号）について、その提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 今回の補正は、ふるさと納税返礼システム事業、ＩＣＴを活用した有害獣捕獲システムを導入

する獣害から獣財プロジェクト、市道など、各種公共施設の改修費が主なものでございます。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 第１条第１項歳入歳出予算の補正ですが、平成２８年度対馬市一般会計補正予算（第４号）は、

歳入歳出予算の総額を２億３,２００万円と定め、歳入歳出予算の総額にそれぞれ追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２９９億９,６５６万１,０００円とするものです。第２項歳

入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

２ページから４ページにかけて記載しています「第１表歳入歳出予算補正」によるとするもので

す。 

 第２条地方債の補正ですが、地方債の変更を６ページから７ページに記載しています「第２表

地方債補正」によることを定め、地方債の限度額を２９億６,４３０万円としようとするもので

あります。 

 次に歳入歳出補正予算の内容について、その主なものを御説明いたします。 

 予算書１２ページをお願いいたします。 

 まず歳入ですが、１０款地方交付税は普通交付税を３億５,８２０万９,０００円を追加してい

ます。１２款分担金及び負担金ですが、１項分担金は事業費調整により林業費分担金を５３万

５,０００円の追加、水産業分担金を１５２万２,０００円減額しております。２項負担金は、保

育所入所負担金を８万１,０００円追加しています。 

 １３款使用料及び手数料は、神話の里自然公園施設使用料及び比田勝港国際ターミナル使用料

を追加しています。 

 １４款国庫支出金１項国庫負担金ですが、民生費国庫負担金へ保育所施設型給付費負担金

６０万５,０００円の追加、２項国庫補助金ですが、総務費国庫補助金は離島活性化交付金

３９万１,０００円を追加しています。 

 １４ページをお願いいたします。 

 ４目農林水産業費国庫補助金に、ＩＣＴを活用して有害獣捕獲通知システムを導入するための

情報通信技術利活用事業費補助金２,４９８万１,０００円を、水産業費補助金、商工費補助金、

道路橋りょう費補助金及び都市計画費補助金につきましては、国庫補助金内示額による減額調整
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であります。 

 １５款県支出金１項県負担金ですが、民生費県負担金へ保育所施設型給付費負担金３０万

２,０００円の追加、２項県補助金は全体で３,１２３万６,０００円を追加しています。主なも

のは、民生費県補助金に地域介護・福祉空間整備等補助金３１８万円、衛生費県補助金に海岸漂

着物等地域対策推進事業費補助金２,１８１万９,０００円の追加、農林水産業費県補助金、農業

費補助金に構造改善加速化支援事業補助金４０９万１,０００円、産地パワーアップ事業補助金

３５８万８,０００円を追加しています。林業費補助金に自然災害防止事業補助金４５０万円、

水産業費補助金に漁場整備事業補助金１,５６９万７,０００円、漁業等近代化対策事業補助金

４５１万９,０００円などを追加しています。 

 １６ページをお願いいたします。 

 ２１世紀の漁業担い手確保推進事業補助金の１,８４６万５,０００円の減額ですが、この事業

は平成２８年度当初予算に県単独補助事業として予算計上していました。本年１月に一億総活躍

社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策として国の平成２７年度補正予算（第１号）が成立い

たしました。このことに伴い、地方創生加速化交付金の広域連携事業として長崎県と対馬市を含

む県内４市、島原市、五島市、西海市において、「ながさき」の浜のひとづくり・しごとづくり

プロジェクト事業として実施することになりましたので、平成２７年度補正予算（第７号）に計

上いたしましたので、今回、本事業を減額するものでございます。 

 １６款財産収入２項財産売払収入ですが、県道改良の工事に伴い市が代行買収していた厳原町

内山地区の道路用地の登記が完了したため、県に売り払うものです。 

 １７款寄附金ですが、ふるさと納税返礼システムを本年１１月から開始する予定で準備を進め

ています。本年度の寄附額を４,０００万円と見込み、今回３,３００万円の寄附金を追加してい

ます。 

 １８款繰入金２項基金繰入金の財政調整基金繰入金２６０万８,０００円ですが、特別養護老

人ホーム浅茅の丘の民間譲渡による建物売払収入を国・県補助金、市債の返還に充てるために平

成２７年度に財政調整基金に積み立てていましたので、今回、市債の返還をするため繰り入れる

ものです。ツシマヤマネコ基金繰入金ですが、ツシマヤマネコ保護事業に充当するため２７７万

円を追加、合併振興基金繰入金については、まちづくり交付金事業の事業費増に伴う財源調整で

２億円繰り入れることとしております。 

 １９款繰越金は、前年度剰余金７,６４１万４,０００円を追加しています。 

 １８ページをお願いいたします。 

 ２０款諸収入５項雑入ですが、コミュニティ助成事業補助金２５０万円、長崎県鳥獣被害防止

対策推進協議会から交付されます鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業交付金１,４００万円の追加
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などです。 

 ２１款市債ですが、それぞれの事業の変更等により２億１,５９０万円を減額しています。 

 なお、地方一般財源の不足に対処するための交付税の振りかえ財源として発行する臨時財政対

策債は９,０６０万円を減額しています。 

 続きまして、歳出について御説明いたします。 

 なお、歳出につきましては、別途参考資料をお配りいたしておりますので、あわせてごらんい

ただければと思います。 

 予算書の２０ページをお願いいたします。 

 ２款総務費１項総務管理費、一般管理費ですが、特別職を初めとして国境離島新法の制度構築

のための陳情活動等の普通旅費に５８３万７,０００円、印刷製本費に２６万６,０００円を追加

しています。財産管理費は、資産データ・財務会計データを取り込み、統一的な基準による財務

書類等を作成するための公会計システム導入委託料２４８万４,０００円を計上しています。財

産管理費は、庁舎、公共施設等の光熱水費、修繕料、集会施設等の改修費など１,１４０万

８,０００円を追加しています。企画費です。参考資料は１ページ及び２ページでございます。

ふるさと納税返礼システム事業として、返礼品代、通信運搬費、システム使用料など２,２９６万

７,０００円と計上しています。参考資料は１ページです。ふるさと納税返礼品の充実に取り組

み、地域産業の活性化を図るなりわいづくりプランナー事業として２２２万６,０００円を、ま

た対馬北部地区の子供たちの総合学習をサポートする教育コーディネーター事業として１７２万

円を計上しています。いずれも島おこし協働隊により実施する事業です。 

 予算書の２２ページをお願いいたします。参考資料は３ページです。 

 コミュニティ助成事業補助金２５０万円を計上しています。また、積立金にがんばれ国境の島

対馬ふるさと応援基金への積立金として寄附金額と同額の３,３００万円を追加しています。

１１目諸費ですが、地区要望のありました防犯灯設置工事８０万９,０００円を追加しています。 

 ３款民生費１項社会福祉費ですが、社会福祉総務費負担金補助及び交付金へ介護職員育成支援

として介護職員研修事業支援補助金１２万２,０００円を計上しています。 

 老人福祉費ですが、２４ページをお願いいたします。負担金補助及び交付金へ介護施設のスプ

リンクラー整備を支援する地域介護・福祉空間整備等補助金３１８万円を計上、本年１０月

１５日から長崎県で開催される全国健康福祉祭のアトラクションに本市から出演する３つの団体

への出演負担金として３７万円を計上しています。２項児童福祉費、児童福祉施設費は、保育所

修繕料１４７万４,０００円の追加、広域保育所運営費負担金１５３万２,０００円の追加などが

主なものです。 

 ４款衛生費１項保健衛生費、保健衛生総務費は診療所特別会計繰出金２４４万２,０００円を
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追加、２項清掃費１目清掃総務費は海岸漂着物等地域対策推進事業の補助対象事業費の調整によ

り回収運搬処分委託料を１,１００万円追加しています。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 ６款農林水産業費１項農業費ですが、農業振興費は資料は３ページのほうになります。そばコ

ンバイン購入費補助として産地パワーアップ事業補助金５０２万３,０００円の追加、獣害から

獣財プロジェクトとして有害獣捕獲通知システム構築委託料などに２,４９８万１,０００円を計

上しています。畜産業費は資料は４ページになります。畜産運搬トラック購入費補助として構造

改善加速化支援事業補助金６５４万５,０００円の計上、農地費は農道維持補修工事費に

４６５万円を追加しています。２項林業費、林業振興費ですが、資料は４ページになります。自

然災害防止事業に工事費と事務費を合わせまして９１０万円を計上、また林道維持補修工事に

４８７万６,０００円を追加しています。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 負担金補助及び交付金、有害鳥獣駆除鹿事業補助金１,８００万円の追加などです。３項水産

業費、水産業振興費ですが、歳入の県補助金の説明で申し上げましたとおり、２１世紀の漁業担

い手確保推進事業は平成２７年度補正予算（第７号）に「ながさき」の浜のひとづくり・しごと

づくりプロジェクト事業として計上し、平成２８年度に繰り越して実施しますので、新規就業者

指導料、新規就業者指導用船借上料、後継者対策事業補助金など３,６９２万９,０００円を減額

しています。資料は４ページになります。漁業等近代化対策事業補助金６７７万８,０００円の

追加、また漁業環境保全創造工事１,９９８万円を追加しています。漁港管理費は、照明灯など

漁港施設維持補修工事に４２９万６,０００円の追加、漁港建設費は補助対象事業費内示による

調整を行っています。 

 ３０ページをお願いいたします。 

 ７款商工費１項商工費、観光費ですが、資料は５ページになります。ツシマヤマネコ普及啓発

事業スタンプラリーの賞品代等として６１１万８,０００円の追加、キャンピングＴＳＵＳＨＩ

ＭＡ事業の高規格テント購入費等として１３８万円の追加、豊玉町の神話の里シンボル塔塗装工

事に６８０万６,０００円を計上しています。 

 資料は６ページになります。 

 施設維持管理機械購入事業として備品購入費に３３２万７,０００円を計上しています。その

他観光施設の修繕料に６２７万５,０００円を追加しています。 

 なお、国庫補助金内示額の減により観光案内板整備工事１,１０５万円を減額しています。ま

た、ことしは１２月に東京都で開催されるＢ癩１グランプリに自治体単位で参加することとなっ

たため、出場負担金１００万円を計上しています。 
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 ３２ページをお願いいたします。 

 ８款土木費２項道路橋りょう費、道路維持費、維持補修工事４,４７４万１,０００円の追加は、

各地区の要望に応えるため早期に改修等が必要と判断された箇所について整備を行おうとするも

のです。道路新設改良費及び橋りょう費は国庫補助金内示額減による工事請負費などの減額調整

が主なものであります。また、美津島町高浜地内の市道国民宿舎線改良事業として用地購入費、

建物等補償費など７００万円を計上しております。河川費につきましては地区要望により早期に

護岸の改修や土砂の撤去等が必要と認める箇所の整備等を行うものです。 

 ３４ページをお願いいたします。 

 ４項港湾費は、比田勝港国際ターミナルの利用者増加に伴い維持管理委託料等を追加していま

す。５項都市計画費まちづくり交付金事業は建物等補償等の増により２億４７１万円を追加して

います。住宅費は、公営住宅の修繕料、維持補修工事、解体工事など１,７００万２,０００円を

追加しています。 

 ３６ページをお願いいたします。 

 ９款消防費ですが、防災対策費、防災行政無線改修工事２カ所分６０２万２,０００円を計上

しています。 

 １０款教育費１項教育総務費、教職員住宅管理費は、教職員住宅の修繕料１０８万５,０００円

を追加しています。２項小学校費ですが、資料は６ページのほうになります。特別支援教育に係

る改修事業として、委託料、工事請負費等に２,４９５万円を、その他、学校施設機械器具など

の修繕料、学校備品購入費などを追加しています。３項中学校費は、小学校費と同様、特別支援

教育に係る改修事業として、委託料、工事請負費に５５１万５,０００円を、その他、学校施設

機械器具などの修繕料、学校備品購入費等を追加しております。 

 ３８ページをお願いいたします。 

 ４項幼稚園費は、消耗品費、備品購入費を追加、５項社会教育費ですが、公民館費は施設の修

繕料及び備品購入費として１２２万９,０００円を追加しています。文化財保護費は、旅費及び

「あのころの対馬」の印刷製本費を追加しています。６項保健体育費、体育施設費ですが、峰総

合運動公園陸上競技場改修事業において、工事請負費から備品購入費へ１,３４０万円及び消耗

品費への予算組み替えを行っています。また、体育施設の修繕料として２００万円を追加してい

ます。３目学校給食費は、施設の修繕料、改修工事など４２７万３,０００円を追加しています。 

 ４０ページをお願いいたします。 

 １２款公債費は、特別養護老人ホーム浅茅の丘の民間譲渡に伴う市債の繰上償還分２６０万

８,０００円を追加しています。１３款諸支出金ですが、旅客定期航路事業特別会計への繰出金

２,０１０万５,０００円を追加しています。 
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 以上、簡単ではありますけども、議案第６６号の提案理由の説明を終わります。よろしく御審

議くださいますようお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  まずは予算書のほうから、３５ページですが、８款土木費４項港

湾費のうちの港湾管理費のところなんですが、比田勝港国際ターミナルのターミナルビル等、維

持管理委託料追加はわかるとして、浄化槽維持管理委託料追加というのが出てきてるんですが、

現在その浄化槽、今使ってるやつで対応できるんでしょうか。追加になってる。どういうことに

ついて、費用が増加したのか、具体的に教えてください。実際、今の浄化槽の容量で今後も対応

できるのかどうか、そのあたりをお聞かせください。 

 もう一点。今度は、こちらのほうの参考資料の５ページ、キャンピングＴＳＵＳＨＩＭＡ事業

というのが出ていますが、昨年、観光商工課の職員と、それから振興局の職員も一緒に韓国のキ

ャンプ場を視察に行かれて、そのレポートが出てました。そのレポートも読ませていただいて、

なるほど、日本と韓国でいうキャンプといっても施設を何を思い浮かべるかというのが全然違う

んだなというふうに思いました。キャンプというと、ここに書いてあるようにテントに泊まると

いうのが日本人の感覚ですが、韓国の場合はコテージというか、ペンションっていうか、そうい

う何もかも施設の整ったところに家族で行って楽しむというのが主流だというふうにそのレポー

トには書いてあったはずなんですが、高規格テントっていうのは一体どういうものなのか、お聞

かせください。私が思うテントっていうのであれば、出張した際の復命書に書いてあった方向性

と違うものを購入することになるのではないかと思うので、そのあたりをお聞かせください。 

○議長（堀江 政武君）  上対馬振興部長、園田俊盛君。 

○上対馬振興部長（園田 俊盛君）  まず、第１点目の浄化槽の維持委託料に関しましては、浄化

槽の汚泥の抜き取りの回数、今毎月してるんですけれども、月に２回ということの清掃回数の増

加による増額になります。おっしゃるように比田勝港の第１国際ターミナルにつきましては、当

初の計画の段階では駅を想定して浄化槽の設置をしておりましたけれども、御指摘のとおり、今

現在かなりオーバーしてるのが現状でございます。今後はコンサル等に、今依頼してまして、そ

の予算措置について検討する段階でございます。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  観光交流商工部長、俵輝孝君。 

○観光交流商工部長（俵  輝孝君）  高規格テントについての御質問ですけども、高規格テント

っていうのは、この表記のぐあいですけれども、明確な高規格テントはこれですっていう明確な

ものはありません。ただし、従来からあるテント、張って泊まるだけのテントという意味ではな
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くて、キャンパーですかね、愛好者の人たちのいろんな意見が取り入れられて、従来、ただ寝る

だけ宿泊するだけのものが多いんですけども、リビングスペースとかベッド、夏場は、はいでメ

ッシュ生地になるとか冬場の防寒対策がなされているとか機能がよくなったものということで、

年間を通じてキャンプテントが利用できるっていうようなものが、通常、高規格テントというこ

とで表記をされております。 

○議長（堀江 政武君）  ６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  まずは国際ターミナルのほうの関係ですが、予算については今検

討してるところだということですが、実際のところ浄化槽という形ですが、浄化槽ではなくて汲

み取りと変わらないような状況なんじゃないかと僕は思ってるんです。月に２回取るということ

は。浄化槽のていをなしてないと言われても仕方がない状況にあると思うんです。 

 それであれば、今後、前回の一般質問でも話をしましたが、網代側に移転も考慮に入れてるか

どうか検討するということでしたが、浄化槽を今の比田勝側のターミナルのところにもう１基設

けるのか、早急に検討する必要があると思います、決断を。このまま比田勝側で国際ターミナル

をやっていくのか、つぎはぎつぎはぎでやっていくのか、それともここで転換して網代側に移す

のか。岐路に立ってると思いますので、次の１２月議会までにはある程度検討する必要はあるん

じゃないですか。そのあたり市長の考えをこの後お聞かせください。それから、できたばかりで

あっても、それを計画したのは対馬市。それからあれなんですから。私は最初から網代側という

ふうに主張してたわけですから。 

 それからキャンピングＴＳＵＳＨＩＭＡ事業についてですが、今お聞かせいただいたのではち

ょっとよくわからないんですが、お聞かせいただいた限りにおいては、やはりテントですよね。

これ委員会付託になってますので、委員会のほうにも、ぜひ。昨年だったと思うんです。一昨年

にはならないと思うんですが、復命書が出てますよね。商工観光課、それから振興局が一緒に調

査に行ったレポート。僕はすごく勉強になりましたので、ぜひ委員会のほうにもお渡しして、ど

ういう方向性で行ったらいいのかというのが書かれてまして、それと一致してるのかどうか、委

員会のほうでもぜひ協議していただきたいと思うんですが、委員長のほうよろしくお願いいたし

ます。 

 国際ターミナルの件について、浄化槽に絡んで、そのあたり答弁願います。 

○議長（堀江 政武君）  最初に園田俊盛君。 

○上対馬振興部長（園田 俊盛君）  合併浄化槽につきましては、早急に大型化ができる、対応で

きるように予算化に努めていきたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  今の部長の答弁であれば、比田勝側をそのままやり、これから増
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えてきたとしても、つぎはぎでやっていくんだという答弁です。その方向で大型のものを設置す

るということは、またお金を使うわけですから、ここでその決断を出していいのかということを

僕は市長に聞きたいんです。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  比田勝の国際ターミナルの件でございますけれども、私もたしか前回そ

ういった質問をいただいたと思っておりますが、ただ網代側のほうへ移転をしましょうといった

回答はしてないというふうに私も考えております。 

 そしてまた、もう一つ。これも、私も、以前、比田勝港の整備委員会の協議会の事務のほうを

しておりました関係上、もともとは確かに網代側のほうで計画しておりましたけれども、これが

いつの間にか今の現在のほうになってたということで、私もそこの詳しい事情はちょっとわかり

ませんけども、ただ今の段階ではこれをまた再度網代のほうへすぐに移転しましょうといったこ

とは私自身は考えられないというふうに思っております。そして、それよりも、つぎはぎにはな

りますけども、今の現在の比田勝側のターミナルのほうに増築するほうが賢明な施策じゃないか

というふうに考えているところでございます。 

○議長（堀江 政武君）  よろしいですね。ほかに。８番、小田昭人君。 

○議員（８番 小田 昭人君）  補正予算書３１ページ、参考資料の６ページの上段でございます

けど、あそうベイパークに乗用草刈機を１台設置する補正予算３３２万７,０００円が上がって

おります。ほかに美津島町の場合はグリーンピアあるいはグリーンパーク、そしてパークゴルフ

場、大きく分けてあそうベイパーク入れて４カ所ぐらいありますが、この乗用草刈機はほかの会

場でも無料で貸し出しができるかどうかをお尋ねいたします。恐らくあそうベイパークに保管さ

れるかと思いますけど、その点も合わせてお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  総務部長、豊田充君。 

○総務部長（豊田  充君）  今回の乗用の草刈り機につきましては、市としてあそうベイパーク

のほうに配置するという計画をしております。特に美津島管内は先ほど議員さんがおっしゃるよ

うにいろんな施設がありますので、その施設の除草の管理状況を見て、ほかの施設にも、せっか

く入れる草刈機ですので、対応できるようにしたいというふうに思います。ただ、ほかの施設に

も、このタイプではない草刈機はありますけれども、今回、乗用ということと、かなり草を取れ

る量も今までよりはちょっと大きいものですので、施設管理のほうに生かしながら使っていきた

いというふうに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  小田昭人君。 

○議員（８番 小田 昭人君）  今、総務部長がおっしゃいましたように、ほかの施設にも草刈機

がございますけど、手動でロープを引っ張るとか、冬時期は特にかかりが悪くて修理屋を呼んだ
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りとかしておりますので、このような乗用の草刈機があるわけですから、ほかの施設にも無料で

貸し出しができますように要望して終わります。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  私も今のことに関連して、参考資料６ページの一番上段の草刈機

のことについてお尋ねを少し補充したいと思います。この草刈機は人が乗って運転できるという

ことと、もう一点、刈った草の処理、これが後ろに袋がついてできる機械なのかどうかというこ

との確認をまず一点したいと思います。 

 それから、あそうベイパークのグラウンドの、このことに関連してですが、ここはいろんな使

い方があるんですが、一番、今、使用目的として多いのはグラウンドゴルフの会員の方が一番た

くさん利用してあるんですけども、その中で、ここで大会する折に、非常に、利用する方々から

の意見としては、芝の刈り込み、なかなか手間がかかって難しいということがよく言われますが、

そのことと関連するんですが、グラウンドの面、これもかなり凹凸があります。そして、せっか

くの広いグラウンドなんだけども、グラウンドの状態としてはでこぼこが出てきていて、もう少

し整備できないかという声を聞きますけども、長期的には、芝だけじゃないでグラウンドの路面

といいますか、地面の整備というのは考えてないかどうかということをあわせてお尋ねします。 

 それから、もう一点は、同じく別冊資料６ページの特別支援教育に係る小学校中学校の改修の

中で、東小学校の改修で保健室を改修する、それから児童用玄関を改修するということで、多分

これは特別支援で車椅子対応とか等の子供が予定だろうと、入学されるんだろうというふうに思

いますが、その際、保健室を改修するというのはどういうことなのか。保健室を特別支援の教室

に使うのか。それとも特別支援用の教室は別にあるけれども、保健室に出入りするために改修が

必要なのかどうか。そこらあたりを少し御説明ください。 

 以上２点です。 

○議長（堀江 政武君）  美津島行政サービスセンター所長、神宮喜仁君。 

○美津島行政サービスセンター所長（神宮 喜仁君）  まず、あそうベイパークの乗用芝刈機につ

いて回答いたします。今回の乗用草刈機は集草機がついておりまして、集草機も６００リッター

を超える大きな集草機をつけております。あそうベイパークの多目的グラウンドも１日で集草ま

で処理できる能力を有しておる機械でございます。 

 また、グラウンドの凹凸については、今すぐちょっと改修というのは考えておりませんが、将

来的には検討していきたいと思います。ただ、イノシシの掘り起こしでかなりの凹凸ができてお

ります。その分については、ある程度補修はできておりますが、全体的な凹凸はかなりあります

ので、その辺はどうしたらいいかというのは今後検討していきたいと思っております。 

 以上です。 
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○議長（堀江 政武君）  教育部長、須川善美君。 

○教育部長（須川 善美君）  先ほどの東小学校の工事の件になりますけれども、保健室が今２階

にございまして不便ということで、この保健室を１階の児童の玄関のほうに持ってこようという

ことで、一応２階にありました保健室を特別支援教室に活用しようということで学校とも協議が

なされております。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  まず、草刈機の件ですけれども、そういう集草がついたというこ

とで安心いたしました。私もグラウンドゴルフで時々あそこのグラウンドお世話になるんですけ

れども、いつも準備するときに草は刈るけれども刈った後の草の処理で人手と時間かかって手間

取ってるという現実がありましたので、そういう対応をしていただけるということは大変利用さ

れる方々は喜ばれると思いますので。 

 それからグラウンドの凹凸も将来的には検討しなきゃいけないということですけど、ぜひこれ

も一番使いやすいグラウンドで、そして交通の便もいいところにありまして、このことも御検討

いただきたいというふうに思います。 

 それから特別支援の子供に対する対応という点では大変ありがたい配慮をしていただいてるわ

けですが、なぜ私がそのことを今尋ねたかと申しますと、かつて教室スペースが足りないから保

健室を特別支援の子供の教室に充てたと。そうしたら、保健室を今度は別のところにまた移転し

たというときに、ある学校ではその保健室がちょっと手狭で使い勝手が悪かったということを現

場で聞いています。だから、そのあたりは十分後々まで、改修されるときに、使えるような移転

した先の施設もまた十分対応できるように、恐らく現地で確認をしていただいてると思いますけ

ども、よろしく御配慮お願いしておきます。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 本件は、議案審査付託表のとおり各常任委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３１．議案第６７号 

日程第３２．議案第６８号 

日程第３３．議案第６９号 

日程第３４．議案第７０号 
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日程第３５．議案第７１号 

○議長（堀江 政武君）  日程第３１、議案第６７号、平成２８年度対馬市診療所特別会計補正予

算（第２号）から、日程第３５、議案第７１号、平成２８年度対馬市水道事業会計補正予算（第

２号）までの５件を一括議題とします。提案理由の説明を求めます。健康づくり推進部長、福井

順一君。 

○健康づくり推進部長（福井 順一君）  ただいま一括議題となりました議案のうち、議案第

６７号、平成２８年度対馬市診療所特別会計補正予算（第２号）について御説明いたします。 

 今回の補正は、豊玉診療所配水管修理及び豆酘歯科診療所エアコン改修が主なものであります。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成２８年度対馬市診療所特別会計補正予算（第２号）は次に定めるところによることを規定

し、第１条第１項歳入歳出予算の補正は歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３５３万

９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億９,１２７万４,０００円と

するものであります。第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、２ページから３ページにかけての「第１表歳入歳出予算補正」に

よるとするものであります。 

 次に歳入歳出補正予算の内容について御説明申し上げます。 

 ６ページ、７ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でありますが、４款繰入金は一般会計から２４４万２,０００円を追加しておりま

す。 

 ５款繰越金は、前年度繰越金として１０９万７,０００円を追加しております。 

 次に歳出について御説明いたします。 

 １款総務費１項施設管理費１目一般管理費は、３４３万１,０００円を追加しております。

１１節需用費は豊玉診療所埋設配水管の修理代６７万円、１２節役務費の手数料１３万５,０００円

と１４節使用料及び賃借料のソフトウェアの使用料９万４,０００円は、豊玉診療所の電子カル

テ用パソコンとインターネットを連携いたしまして診療効果を上げようというものでございます。

１３節委託料は、７月１日の組織改正により出張診療所のレセプト請求システムを所管の部署に

移転する費用５４万５,０００円であります。１４節使用料及び賃借料の物品借上料はいづはら

診療所の玄関マットや寝具のリース料１３万５,０００円であります。１８節備品購入費は豆酘

歯科診療所のエアコン７１万３,０００円であります。 

 ２款１項医業費１目医業用機械器具費は、豊玉診療所の血液凝固分析装置を更新するため

１０万８,０００円を追加しております。 

 以上で、議案第６７号、平成２８年度対馬市診療所特別会計補正予算（第２号）の説明を終わ
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ります。御審議の上、御承認いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  福祉保険部長、仁位孝良君。 

○福祉保険部長（仁位 孝良君）  ただいま一括上程となりました議案のうち、議案第６８号、平

成２８年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につきまして提案理由とその内容を

御説明申し上げます。 

 今回の補正は、基金への積立金や償還金の増額が主なものでございます。 

 補正予算書１ページをお願いいたします。平成２８年度対馬市の国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）は次に定めるところによることを規定し、歳入歳出予算の補正は第１条第１項で歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億６３７万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ５９億１,０６３万６,０００円とするものであります。第２項で歳入歳出予

算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページ

及び３ページの「第１表歳入歳出予算補正」によるとするものであります。 

 歳入でございますが、６ページをお願いいたします。 

 第１０款繰入金１項他会計繰入金は、一般会計繰入金を５１万４,０００円、１１款１項繰越

金は療養給付費交付金繰越金を２７１万円及びその他の繰越金１億６１５万４,０００円をそれ

ぞれ増額しています。 

 次に歳出についてその主なものを説明いたします。 

 ８ページをお願いいたします。 

 第９款１項基金積立金は、財政調整基金積立金として６,７２７万６,０００円を増額しており

ます。 

 第１１款１項３目償還金は、平成２７年度療養給付費における国庫支出金と交付金の返納金と

して合わせて４,１５８万８,０００円の追加でございます。 

 以上、議案第６８号の補正予算の内容について御説明させていただきました。御審議の上、御

承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  中対馬振興部長、平山祝詞君。 

○中対馬振興部長（平山 祝詞君）  ただいま一括議題となりました、議案第６９号、平成２８年

度対馬市旅客定期航路事業特別会計補正予算（第１号）について、その提案理由と内容について

御説明申し上げます。 

 今回の補正は、修繕料の追加及び寄港地住民の意向を十分に踏まえ効率的な旅客定期航路事業

経営を図るべく極めて利用者が少ない寄港地を集約し、陸上交通・バスを併用した市営渡海船の

利用環境を整えるための補正予算でございます。 

 補正予算書の１ページをお願いいたします。 
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 平成２８年度対馬市旅客定期航路事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

ることを規定し、歳入歳出予算の補正は第１条第１項で歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ１,９８９万５,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５,４２２万

４,０００円とするものであります。第２項で歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ご

との金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページの「第１表歳入歳出予算補正」による

ものとするものであります。第２条で地方債の補正は地方債の廃止を３ページの「第２表地方債

補正」によるとするものであります。 

 まず、歳入について御説明を申し上げます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 ４款繰入金１項他会計繰入金は、一般会計からの繰入金を２,０１０万５,０００円の追加、

８款市債１項市債は、旅客定期航路事業債で４,０００万円を減額いたしております。 

 次に歳出でございますが、８ページ、９ページをお願いいたします。 

 ２款施設費１項施設費１目施設管理費は、１１節需用費で７３万５,０００円の追加、１３節

委託料で５７０万１,０００円の減額、１５節工事請負費で２,０３２万７,０００円の減額、合

計２,５２９万３,０００円の減額でございます。 

 ３款公債費１項公債費１目元金は、２３節償還金、利子及び割引料の交通事業債の償還元金

５３０万円の増額、同款同項２目利子は、２３節償還金、利子及び割引料の交通事業債償還利子

９万８,０００円の増額、合計で５３９万８,０００円の増額でございます。 

 以上、簡単ではございますが、説明を終わります。よろしく御審議の上、御決定を賜りますよ

うお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  水道局長、増田敬一君。 

○水道局長（増田 敬一君）  一括して議題となりました議題のうち、議案第７０号、議案第

７１号の２件は水道局所管の議案でございますので、続けて御説明申し上げます。 

 まず、議案第７０号、平成２８年度対馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について

御説明いたします。 

 今回の補正予算につきましては、前年度繰越金の追加と水道管漏水調査委託料の増額補正が主

なものでございます。 

 補正予算書１ページをお願いいたします。 

 平成２８年度対馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は次に定めるところによること

を規定し、歳入歳出予算の補正は第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,４８１万

４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２億６,４６９万４,０００円

と定めるものでございます。第２項で歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並
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びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページ及び３ページの「第１表歳入歳出予算補正」によ

るとするものでございます。 

 補正の内容について歳入のほうから御説明いたします。 

 ６ページ、７ページをお願いいたします。 

 ７款１項繰越金１,４８１万４,０００円は、前年度繰越金の追加でございます。 

 次に歳出について御説明いたします。 

 １款簡易水道費１項水道管理費１目一般管理費の１,２８６万５,０００円の増額は、簡易水道

事業財政調整基金積立金の追加でございます。２目施設管理費１９４万９,０００円の増額補正

は、水道管漏水調査業務委託料の追加によるものでございます。 

 続きまして、議案第７１号、平成２８年度対馬市水道事業会計補正予算（第２号）について御

説明申し上げます。 

 補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 第１条平成２８年度対馬市水道事業会計補正予算（第２号）は次のとおり定めるものでありま

す。第２条平成２８年度の対馬市水道事業会計予算、第３条に定めた収益的収入及び支出の予定

額を、第１款水道事業収益第２項営業外収益を３２９万６,０００円増額し、水道事業収益の総

額を３億３,７３８万４,０００円とし、第１款水道事業費用第１項営業費用を７４０万円増額し、

水道事業費用の総額を３億６６９万５,０００円に補正するものであります。 

 補正の内容について収入から御説明申し上げます。 

 ６ページ、７ページをお願いいたします。 

 収入でございますけども、１款水道事業収益２項営業外収益３目雑収入３２９万６,０００円

の増額は、建物災害保険の保険金追加であります。 

 次に支出でございますが、１款水道事業費用１項営業費用１目配水及び給水費７４０万円の増

額は、１５節委託料の水道管漏水調査委託料の追加と１９節修繕費の増額によるものでございま

す。 

 以上、議案第７０号、議案第７１号の補正予算の概要について御説明申し上げました。よろし

く御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  暫時休憩します。再開は３時からとします。 

午後２時44分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時59分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 説明が終わりましたので、これから５件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま一括議題となっております５件については、委員会への付託を省略し

たいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。５件については、委員会への付託を省略すること

に決定いたしました。 

 これから各案ごとに討論、採決を行います。議案第６７号、平成２８年度対馬市診療所特別会

計補正予算（第２号）について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。議案第６７号は、原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６８号、平成２８年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。議案第６８号は、原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６９号、平成２８年度対馬市旅客定期航路事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。議案第６９号は、原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７０号、平成２８年度対馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。議案第７０号は、原案のとおり決定する
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ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７１号、平成２８年度対馬市水道事業会計補正予算（第２号）について討論はあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。議案第７１号は、原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３６．議案第７２号 

日程第３７．議案第７３号 

日程第３８．議案第７４号 

日程第３９．議案第７５号 

日程第４０．議案第７６号 

日程第４１．議案第７７号 

○議長（堀江 政武君）  日程第３６、議案第７２号、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例から、日程第４１、議案第７７号、対馬市消防

吏員待機宿舎設置、管理及び使用料条例の一部を改正する条例までの６件を一括議題とします。

提案理由の説明を求めます。総務部長、豊田充君。 

○総務部長（豊田  充君）  議案第７２号、対馬市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例について提案理由とその内容を御説明いたします。 

 議案書３９ページ、新旧対照表は１ページになります。 

 平成２８年６月の定例会において、対馬市農業委員会の委員の定数及び農地利用最適化推進委

員の定数を定める条例が議決されましたので、今回、新たに農地利用最適化推進委員の報酬の額

を定めたく、条例の一部を改正するものであります。 

 改正の内容ですが、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別

表中、現行の農業委員会の会長及び委員の年額報酬は会長２５万５,０００円、委員２３万

３,０００円となっています。今回新たに加える推進委員の報酬につきましては、農業委員会に

おける議決権を有してないことなどの理由により年額２１万５,０００円とするものでございま

す。 
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 また、改正の内容につきましては、農業委員会において協議・了承済みであることを申し添え

ます。 

 なお、附則につきましては、推進委員の公募の期間等を考慮し、平成２８年１０月１日から施

行することと定めています。 

 以上、議案第７２号の提案理由の説明を終わります。御審議の上、御決定くださいますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  観光交流商工部長、俵輝孝君。 

○観光交流商工部長（俵  輝孝君）  ただいま一括議題となりました、議案第７３号、対馬市公

園等設置条例の一部を改正する条例につきまして提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 議案集の４２ページをお願いいたします。 

 今回の条例改正は、近年、国内外を問わずアウトドア志向が高まる中、キャンプ愛好者が増え

ており、対馬市内のキャンプ施設の利用も確実に増加傾向にあり、さらなる利用者の利便性・満

足感の向上を図るため、高規格テントを導入することに伴い所要の改正を行うものであります。 

 改正の主な内容は、神話の里自然公園のオートキャンプ場に高規格キャンプテント３張、導入

を計画しており、その利用料を１日５,０００円としようとするものであります。 

 使用料の設定につきましては、既存の常設テントとの整合性をとり、高規格テントの快適性や

利便性を考慮し、また高規格テントを既に導入している他施設等の利用料を聞き取り、決定した

ものであります。 

 先ほど申しましたけども、高規格テントとは、明確な規定はありませんが、キャンパー等の愛

好者の意見を聞き入れ、従来の寝泊まりするだけではなく、リビングスペースとしての利用もで

き、夏場はメッシュ生地、冬場は防寒対策が施されており、年間を通しての利用が可能で、天井

には採光窓もあり、従来のテントに比べ高級感を感じるキャンプテントとなっております。 

 なお、附則で施行期日を公布の日といたしております。 

 参考資料として配付しております一部改正条例、新旧対照表の３ページ及び４ページを御参照

くださるようお願いいたします。 

 以上で議案第７３号について提案理由と内容の説明を終わります。御審議の上、御決定賜りま

すようよろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  福祉保険部長、仁位孝良君。 

○福祉保険部長（仁位 孝良君）  ただいま一括上程となりました議案のうち、議案第７４号、対

馬市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の提案理由について御説明申し上げま

す。 

 議案書は４３ページでございます。新旧対照表は５ページを御参照願います。 
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 本条例は、障害者、乳幼児、子供、母子家庭における母と子、父子家庭における父と子及び寡

婦等に対して医療費の一部を給付することにより、福祉の増進を図ることを目的に制定されてお

ります。 

 今回の改正は、児童扶養手当法の一部を改正する法律の施行により、児童扶養手当の支給制限

の方法を監護と児童の数に応じたものとすると改められました。それに伴い、同手当法施行令の

一部を改正する政令が平成２８年８月１日から施行され、引用する条文の繰り下げが生じたため、

所要の改正を行うものでございます。 

 なお、附則におきまして施行日を公布の日からと定めています。 

 簡単ですが、説明を終わります。御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（堀江 政武君）  教育部長、須川善美君。 

○教育部長（須川 善美君）  一括議題となりました議案のうち、議案第７５号、対馬市体育施設

条例の一部を改正する条例は教育委員会所管の議案でございますので、提案理由について御説明

させていただきます。 

 議案集の４５ページをお開きください。新旧対照表は６ページをご参照ください。 

 今回の改正は、学校の統廃合により廃校となりました豊玉町の旧塩浦小学校体育館及び厳原町

の旧阿連小学校体育館につきまして、それぞれの地区の関係者の皆様より、スポーツを通して地

域住民の健康増進を図るため社会教育施設として活用したいとの要望がございましたので、対馬

市体育施設条例の一部を次のように改正するものでございます。 

 別表第１中、名称及び位置といたしまして、対馬市日新館武道場の項の次に、対馬市阿連体育

館、対馬市厳原町阿連１１３番地を加え、同じく対馬市豊玉総合運動公園の項の次に、対馬市塩

浦体育館、対馬市豊玉町鑓川４８番地を加えるものでございます。 

 この改正を行うことにより、地域住民の皆様の健康増進及び地域コミュニティの活性化等に寄

与できるものと考え、所要の改正を行うものでございます。 

 なお、附則で施行期日を平成２８年１０月１日としております。 

 以上で提案理由の御説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようよろし

くお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  消防長、永留弘和君。 

○消防長（永留 弘和君）  一括議題となりました議案のうち、議案第７６号及び議案第７７号に

つきましては消防本部の所管でございますので、続けてその提案理由と内容を御説明申し上げま

す。 

 初めに、議案第７６号、対馬市消防本部等設置条例の一部を改正する条例につきまして御説明
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いたします。 

 議案集の４７ページ及び参考資料の７ページをお願いいたします。 

 このたびの改正は、消防本部の位置に係る地番に誤植が判明したために精査いたしましたとこ

ろ、国土調査による成果に伴い変更されていたものを今回改正をお願いするものでございます。 

 内容は、消防本部及び消防署の位置につきまして、厳原町桟原５２番地第２の第を削除しまし

て、厳原町桟原５２番地２に変更するものでございます。 

 続きまして、議案第７７号、対馬市消防吏員待機宿舎設置、管理及び使用料条例の一部を改正

する条例につきまして御説明いたします。 

 議案集は４９ページを、参考資料は８ページをお願いいたします。 

 本条例の改正につきましても、国土調査の成果によるものでございます。全待機宿舎の位置に

つきまして精査いたしましたところ、現在５つの町に建設しております６棟の待機宿舎のうち、

佐賀、佐須奈を除きます４カ所につきまして変更するものでございます。 

 なお、変更箇所につきましては参考資料の新旧対照表に記載のとおりでございます。いずれも

附則に施行期日を公布の日からと定めております。 

 大変簡単ではございますが、議案第７６号及び議案第７７号の説明を終わります。御審議の上、

御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。 

 これから６件に対する一括質疑を行います。質疑はありませんか。６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  議案第７３号なんですけれども、これは今回先ほども質問しまし

たが、予算に上がってきてるものに伴う条例変更ですので、ここで質問というよりは、本会議一

括というふうになってますが、これは予算のほうは委員会付託、条例のほうは本会議一括という

よりは委員会付託するのであれば、この件も条例も委員会付託すべきだと思うんですが。これは

理事者側に聞いても、事務局、議運のほうで決めたことだと思うんですが、ここで質問すべきか

最後に一括でいいですかというときに言えばいいかどうか迷ったんですが。 

 休憩をお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  休憩します。 

午後３時17分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後３時45分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 ただいま一括議題となっております６件のうち議案第７３号を除く５件については、委員会へ

の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  ５件は、委員会への付託を省略することに決定しました。 

 これから５件について各案ごとに討論、採決を行います。議案第７２号、対馬市特別職の職員

で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について討論はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。議案第７２号は、原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７４号、対馬市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について討

論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。議案第７４号は、原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７５号、対馬市体育施設条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。議案第７５号は、原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７６号、対馬市消防本部等設置条例の一部を改正する条例について討論はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。議案第７６号は、原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７７号、対馬市消防吏員待機宿舎設置、管理及び使用料条例の一部を改正する条

例について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。議案第７７号は、原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は、原案のとおり可決されました。 

 議案第７３号は、所管の常任委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４２．議案第７８号 

○議長（堀江 政武君）  日程第４２、議案第７８号、あらたに生じた土地の確認及び字の区域の

変更について（横浦地区）を議題とします。提案理由の説明を求めます。農林水産部長、西村圭

司君。 

○農林水産部長（西村 圭司君）  ただいま議題となりました、議案第７８号、あらたに生じた土

地の確認及び字の区域の変更について（横浦地区）の提案理由を御説明いたします。 

 議案集の５１ページをお願いいたします。 

 本議案は、地方自治法第９条の５第１項の規定によりあらたに生じた土地を確認し、同法第

２６０条の第１項の規定により字の区域を変更しようとするものでございます。 

 本件は、旧豊玉町が事業主体で施工しました千尋藻漁港整備事業に伴い、護岸敷、海岸保全施

設関連用地、水路敷として公有水面の埋め立てを行ったもので、この土地があらたに生じた土地

であることを確認するとともに、その区域を豊玉町横浦字新横浦に編入しようとするものでござ

います。 

 土地の位置につきましては、添付しております位置図、字図及び求積平面図に着色表示してお

ります部分で、豊玉町横浦字新横浦３７５の第２、３７８の２、３７９の第１、３８０、

５２９の２及び５３０地先並びに３７６から３７８まで、３７９の第２、３８１、３８２及び

３８２の２に隣接する道路地先で面積１,３０８.０３平方メートルの土地でございます。 

 以上、簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。御審議の上、御決定賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  あらかじめ申し上げます。本日の会議は議事の都合により延長します。 

 説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は、委員会への付託を省略することに決定し

ました。 

 これから議案第７８号について討論、採決を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件は、原案のとおり決定することに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４３．議案第７９号 

○議長（堀江 政武君）  日程第４３、議案第７９号、市道の認定について（厳原若田線）を議題

とします。提案理由の説明を求めます。建設部長、佐伯廣教君。 

○建設部長（佐伯 廣教君）  ただいま議題となりました、議案第７９号、市道の認定について

（厳原若田線）につきまして提案理由とその内容を御説明申し上げます。 

 議案書の５７ページをお願いします。 

 本案は、主要地方道桟原小茂田線の道路改良工事により佐須坂トンネルを含む新たな路線の完

成に伴い、旧県道の引き継ぎを受けるもので、路線名を市道厳原若田線として認定し、維持管理

を行っていくため、道路法第８条第２項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 

 内容につきましては、裏面の５８ページの図面をごらんください。 

 濃い黒色の実線が市道認定をお願いする部分で、起点の対馬市厳原町北里字大多羅から終点の

厳原町下原字若田に至る９.９２キロメートルの区間でございます。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は、委員会への付託を省略することに決定し

ました。 

 これから議案第７９号について討論、採決を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件は、原案のとおり決定することに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４４．諮問第１号 

日程第４５．諮問第２号 

日程第４６．諮問第３号 

日程第４７．諮問第４号 

日程第４８．諮問第５号 

日程第４９．諮問第６号 

○議長（堀江 政武君）  日程第４４、諮問第１号から、日程第４９、諮問第６号までの人権擁護

委員の推薦につき意見を求めることについての６件を一括議題とします。提案理由の説明を求め

ます。市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  ただいま一括議題となりました諮問第１号から諮問第６号までの人権擁

護委員の推薦につき意見を求めることについて、その提案理由を御説明いたします。 

 今回、御提案いたします委員につきましては、現委員６名の任期が本年１２月３１日をもって

満了となりますので、後任として新たに推薦する方を、阿比留勝也氏、長瀬善彦氏、佐伯達也氏、

山下功氏及び八坂達也氏の５名で、武田朋三氏の１名の再任と合わせて６名の方を委員として推

薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の御意見をお願いするものであり

ます。 

 阿比留勝也氏は、厳原町久田７３３番地２にお住まいで、昭和５４年４月から昭和５７年

１２月まで陸上自衛隊に勤務され、現在はあびる酒店を営んでいらっしゃいます。正義感の強い

方であることに加え、平成１８年４月から２年間、久田子ども会の会長を務められています。 

 長瀬善彦氏は、厳原町椎根６７２番地第１にお住まいで、昭和４６年から平成２４年まで郵便

局に勤務され、職場内においても人権啓発活動をされる等、人権意識が非常に高い方でございま

す。 
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 佐伯達也氏は、美津島町箕形１３９番地４にお住まいで、平成１８年８月から現在まで株式会

社対馬グランドホテル代表取締役として活躍されております。鶏鳴小学校や対馬高等学校のＰＴ

Ａ会長等を歴任し、現在も対馬高等学校ＰＴＡ顧問を務められており、子供たちへの教育に高い

関心をお持ちです。 

 山下功氏は、豊玉町仁位９８３番地２にお住まいで、昭和５３年から平成２８年まで長崎県の

教職員として活躍されています。現在も乙宮小学校講師として教育に携わっており、人権を大切

にする社会の実現に意欲をお持ちの方です。 

 八坂達也氏は、上県町飼所８９３番地にお住まいで、平成１５年１２月から延命院の住職とし

て活動され、平成１９年からは慶雲寺、平成２０年からは圓照寺でも勤められておりました。ま

た、全国の被差別地区や国立ハンセン病療養所を訪問される等、人権問題に強い関心をお持ちの

方です。 

 武田朋三氏は、上県町佐須奈甲６０３番地９にお住まいで、平成２０年１月から人権擁護委員

として活躍されており、現在３期目でございます。 

 候補者の皆様は、広く社会の実情に精通され、人格、見識、ともに申し分なく、人権擁護委員

としてふさわしい方々でございます。 

 御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。 

 これから６件に対する一括質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま一括議題となっております６件は、委員会への付託を省略したいと思

います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。６件は、委員会への付託を省略することに決定し

ました。 

 これから６件について各案ごとに討論、採決を行います。諮問第１号について討論はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 お諮りします。諮問第１号は、阿比留勝也氏を適任とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。諮問第１号は、阿比留勝也氏を適任とすることに
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決定しました。 

 次に諮問第２号について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 お諮りします。諮問第２号は、長瀬善彦氏を適任とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。諮問第２号は、長瀬善彦氏を適任とすることに決

定しました。 

 次に諮問第３号について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 お諮りします。諮問第３号は、佐伯達也氏を適任とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。諮問第３号は、佐伯達也氏を適任とすることに決

定しました。 

 次に諮問第４号について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 お諮りします。諮問第４号は、山下功氏を適任とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。諮問第４号は、山下功氏を適任とすることに決定

しました。 

 次に諮問第５号について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 お諮りします。諮問第５号は、八坂達也氏を適任とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。諮問第５号は、八坂達也氏を適任とすることに決

定しました。 

 次に諮問第６号について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 
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 お諮りします。諮問第６号は、武田朋三氏を適任とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。諮問第６号は、武田朋三氏を適任とすることに決

定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５０．請願第１号 

○議長（堀江 政武君）  日程第５０、請願第１号、海岸漂着物対策にかかる財政支援措置の堅持

を求める請願書を議題とします。 

 本件は、配付の議案審査付託表のとおり常任委員会に付託します。 

 議事運営の都合により暫時休憩します。審査案件を配付しますので、そのままお待ちください。 

午後４時05分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後４時07分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 ただいま配付のとおり、議員派遣についてを日程に追加し、追加日程第１として直ちに議題と

したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。議員派遣についてを日程に追加し、追加日程第

１として直ちに議題とすることに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第１．議員の派遣について 

○議長（堀江 政武君）  追加日程第１、議員の派遣についてを議題とします。 

 お諮りします。さきの臨時会招集時に開催いたしました議員全員協議会において協議いたしま

した結果により、お手元に配付しておりますとおり、当議会選出の長崎県病院企業団議会議員の

２名を派遣することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。したがいまして、配付のとおり派遣することに決

定しました。 

 議長より報告いたします。報告漏れがありましたので改めて報告いたします。と申しますのは、

さきの特別委員長でありました船越議員、副委員長でありました渕上議員において病院企業団に

派遣いたしました。これは緊急の場合でしたので、議長の権限において派遣いたしました。その

ことを報告しておりませんでしたので、報告いたします。内容は船越委員長が報告されたとおり
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です。 

 以上です。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（堀江 政武君）  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。 

 あすは１０時から各常任委員会の付託案件の審査日としております。 

 本日は、これで散会とします。お疲れさまでした。 

午後４時09分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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午前10時00分開議 

○議長（堀江 政武君）  おはようございます。報告します。波田政和君から欠席の届け出があっ

ております。 

 ただいまから議事日程第２号により、本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．市政一般質問 

○議長（堀江 政武君）  日程第１、市政一般質問を行います。本日の登壇者は、５人を予定をし
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ております。それでは、届け出順に発言を許します。１６番、小川廣康君。 

○議員（１６番 小川 廣康君）  それでは、皆さん、おはようございます。新政会所属の小川廣

康でございます。 

 まず冒頭に、去る９月４日夕方に発生をいたしました、観光客が白嶽にて行方不明になった件

につきまして、必死の捜索の結果、３日目に無事発見・保護をされました。関係者の皆様、特に

生業の傍ら、市民の生命・財産を守るために頑張っておられます消防団員の皆様に心から感謝を

申し上げます。 

 しかし、この件について通告はいたしておりませんが、この危機管理体制について、もし議長

の許可が得られるならば、考え方だけでもお伺いをいたしたいと思います。 

 この件は、９月４日夕方発生をいたしまして、５日朝に美津島町洲藻の白嶽登山口に対策本部

が設置をされました。なぜそのときに、地元の行政サービスセンターのほうには連絡が行かなか

ったのか、そういうシステムなのか、もし議長の許可が得られれば、冒頭お考えをお聞かせ願い

たいと思います。 

 また、きのう、対馬観光物産協会のブログを拝見をいたしておりますと、いろいろ検証がなさ

れているようでございます。私も数年前、頂上までには行かなかったわけですが、鳥居のあると

ころまで行ったことがございますが、やはり誘導標識といいますか、そういうものがやはりこれ

は不備だなと感じました。 

 その後、どのようになっておるかわかりませんけど、観光協会のブログによっても、そういう

点が検証されております。 

 もちろん、洲藻集落の、今、公衆トイレがある、あそこ、第２駐車場という看板がかかってお

りますが、あそこまではおのずと市道です、あの道路は。それから先は、あそこは林道だろうと

思うんです。そういうことで管轄がどこになるのかわかりませんけど、やはりこの問題は観光客

だけじゃなくて、やはり対馬島民の登山愛好家もよく利用されるコースでございます。 

 今回は上見坂口からの登山で、洲藻登山口に下がってくるコースと聞いとりますけど、もう一

回そこらあたりの検証をお願いできないか、この件についてもお伺いをしときたいと思います。 

 さて、本題に入りますが、７月に執行されました参議院選挙におきましては、対馬市は県内

１３市の中で一番高い投票率を上げることができました。ここに、選挙管理委員会の投票に対す

る啓蒙のあり方に対し敬意を表したいと思います。この中で、市民皆様の確かな投票行動に対し

ましてもお礼を申し上げたいと思います。 

 しかし、一点、国政選挙等の期日前投票の方法について問題を提起をしておきたいと思います。 

 これは、公示日の翌日からは期日前投票が実施されるわけですが、対馬市の場合は本庁のみ、

ほかの活性化センター、振興部あたりは１週間後だったと記憶しておりますが、このたびの検証
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が、選挙管理委員会等で検討された結果、こういう方法をとっておられると聞いておりますが、

これは知事選挙、国政選挙はこういう方法でやられておりますが、この件についても、答弁は求

めませんが、問題提起をしておきたいと思います。 

 さきの３月の対馬市長選挙におきましては、多くの市民皆様の支援をいただき、比田勝市政が

誕生して約半年を経過をしようとしております。国境離島新法成立後は、その組み立て、予算確

保のために走り続けている市長に対し、改めてエールを送りたいと思います。 

 自民党本部におきましても、該当自治体を支援するために、有人国境離島地域保全・振興議員

連盟が設立されたと聞いております。対馬再生元年という意気込みで、市民はもとより、島外の

対馬を思う人々の負託に応えられるよう、県並びに国会議員の先生方のお力添えをいただきなが

ら、頑張っていただくことを冒頭お願いをしておきたいと思います。 

 今回は３項目６点について通告をいたしております。 

 まず、１項目めの農業振興の方向性についてでありますが、平成２３年１０月より、南阿蘇家

畜市場での子牛販売開始以来、価格が安定し、生産意欲も向上し、頭数も微増しております。ま

た、現在の子牛価額は高値安定取引が続いておりますが、繁殖雌牛の増頭と繁殖率を上げること

が急務であると考えます。 

 また、ＴＰＰの影響を考えたとき、どのような生産コストの削減策を講じようとされているの

か、お示しをいただきたいと思います。 

 ２点目のシイタケの生産拡大についてでありますが、福島原発事故以来、風評被害等から長期

間価格低迷が続き、植菌量も減少し、生産量も減少しています。對馬椎茸やる倍ナバダス計画総

合対策支援事業に取り組んでいますが、安定生産、安定収入の確立を図るために、どのような対

策を講じようとしているのか、お伺いをいたします。 

 ３点目のカンショの作付拡大につきましては、対馬の伝統的食品でありますろくべえを島内外

へ売り出そうと、比田勝市長はされております。原材料のカンショの生産基盤が危惧をされます。

耕作放棄地等の活用により生産基盤を確立する必要はないのかお伺いをいたします。 

 ４点目は、配送センターの設置を所信表明されましたが、農水産物を安定的に供給できるシス

テムの構築は必要だと考えます。具体的な計画があれば、お示しをいただきたいと思います。 

 ２点目の市営住宅のあり方についてでありますが、美津島町の夕日ケ丘団地と盒知団地につい

ては入居応募を中止していますが、今後の計画についてお伺いをいたします。 

 ３項目めの学校教育環境の整備についてでありますが、美津島町の盒知中学校は、昭和４３年

以降、築後約５０年を経過をしようとしています。現在は空き教室もなく、平成３２年度には

１クラス増え、教室不足が発生をいたします。これも将来的な考えを教育長のほうにお伺いをい

たしたいと思います。 
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 市長、教育長の簡単明瞭な、短時間のうちに答弁をいただきますようよろしくお願いいたしま

して、質問の内容によりましたら、一問一答方式で再質問をさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  おはようございます。 

 まず冒頭、このたび発生いたしました韓国人遭難者の捜索についての危機管理体制のあり方と

いうことで御質問をいただきました。このことにつきまして若干触れてみたいと思いますが、こ

のたび、９月４日午後に対馬南警察署から事件発生の一報が入っております。そういった関係で、

翌朝から捜索を開始しているような状況でございました。そういう中で、今回この捜索の開始情

報が、美津島町の行政サービスセンター管内に情報が行ってないというようなことでございまし

たが、今後、この遭難者を含む行方不明者などの捜索においても、早期発見の観点から幅広い情

報提供が必要であると考えておりますので、今後慎重に対応してまいりたいというふうに考えて

おります。 

 それとまた、この白嶽の登山道の案内板の設置等におきましても、これも順次整備する必要が

あろうというふうに考えております。 

 また、可能であれば、携帯電話の充電設備なども、重要なポイントには設置できるように考え

てまいりたいというふうに考えております。 

 さて、本題の答弁のほうに入りたいと思います。 

 まず、農業振興の方向性についての中の、肉用牛の増頭計画についてでございますが、肉用牛

の増頭計画につきましては、議員御承知のとおり、平成２３年１０月より南阿蘇家畜市場へ子牛

を出荷するようになって以降、高値で安定した取引が行われております。生産者の意欲も向上し

増頭につながるなど、対馬の農業にとりまして、極めて明るい状況となっております。 

 しかしながら、この高値は例を見ない価格でありまして、肥育農家の経営と先行き不透明なＴ

ＰＰの影響を考えたときに、その反動が危惧されるところでもあります。 

 そのような中、市では平成２７年度から３１年度までの５カ年計画で、肉用牛生産基盤安定奨

励事業として、みんなで牛をＣＯＷＣＯＷプランを策定し、放牧飼育によるコスト削減を初め、

多頭飼育農家に対する飼料費の一部助成と共同飼育に係る牛舎の建設及び農機具等の購入助成、

また、増頭を目的とした牛舎の増築に要する助成などを行っているところでございます。 

 今後想定される子牛価格の低迷と、先行き不透明なＴＰＰの影響を考慮し、足腰の強い畜産農

家とするため、基本的にはこの計画に基づき増頭を進めるものでありまして、具体的な飼養頭数

の目標につきましては、目標年次である平成３１年度までには、５００頭まで増頭したいと考え

ているところでございます。 
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 続きまして、２点目のしいたけの生産拡大についてでございますが、現在、対馬市におきまし

ては、對馬椎茸やる倍ナバダス計画、平成２６年度から３０年度まででございますけども、これ

に基づき、シイタケ生産体制から流通、販売体制に至るまで一体となった取り組みを行っている

ところでございます。 

 東日本大震災に端を発したセシウム風評被害により単価が暴落しておりましたが、全農乾しい

たけ市場における平均単価の推移は、再生産価格と言われる３,５００円を大きく上回り、最近

では、５,５００円前後で取引されております。 

 また、セシウム風評被害により、平成２３年度以降、生産量は減少しておりましたが、平成

２７年度から生シイタケ及び乾シイタケともに増加傾向にあります。 

 本年度におきましては、原木林の賦存量状況調査事業により、原木林の現況調査や原木林所有

者の原木売買意向調査を実施し、生産者が安定生産できる体制を整えることにしております。 

 さらに、販売流通体制につきましては、全国におけるデパート、百貨店における催事出展、商

談会等へ出席し、対馬シイタケの普及ＰＲ活動等を通して、販路拡大に取り組んでいるところで

ございます。 

 続きまして、３点目のカンショの作付拡大についてでございます。 

 対馬には、希少性の高い農産物、加工食品が複数存在していますが、後継者不足等により栽培、

加工継承が困難になっております。 

 対馬の伝統発酵食品せんについても例外に漏れず、継承が困難になっており、その希少価値を

解明するなど、東京農業大学による研究成果が得られており、今後、農産物、加工食品及び栽培

加工技術の客観的、学術的評価や付加価値への期待ができることから、平成２８年６月７日、東

京農業大学と対馬市とで包括連携協定の締結を結んでおります。 

 現在、大学では、昨年の対馬学フォーラムでも発表がありましたが、ろくべえの食感の形成機

構を解明し、その知見を生かした製造技術の簡略化についての研究が行われております。 

 結果といたしまして、製造技術の簡略化が可能であることは示唆されておりますが、本来のろ

くべえの食感の再現にまでは至っていないため、さらに研究が進められるなど、現在のところ、

製造方法の確立までには至っておりませんが、対馬の伝統発酵食品せんの継承に向け、連携した

取り組みを進めてまいります。 

 また、カンショの作付面積の拡大につきましては、まだ、せんの製造方法の確立に至っていな

いことから、全体量が見えておりませんので、計画を立てるまでには至っておりません。状況を

見ながら今後検討してまいりたいと考えております。 

 次に、供給センターの位置づけでございます。本件は、平成２８年６月、第２回定例会での会

派代表質問にて、大部議員さんからも御質問を受けておりますが、御承知のとおり、対馬には多
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くの観光客が来島しております。 

 しかしながら、対馬の新鮮な魚介類などを提供できる飲食店等が少なく、島の魅力を十分発信

することができていない現状であります。 

 まずは、関連する団体が連携するためにも、協議の場としてプロジェクトチームを立ち上げ、

島内における需要と供給の現状調査を行い、配送センターの場所や運営主体などについて検討し

てまいります。 

 対馬ならではの流通システムの配送センターを整備することにより、対馬らしい料理を地元民

や国内外から対馬に訪れる観光客に食べていただくことで、観光の掛け算による食の拡大を図っ

てまいりたいと考えております。 

 続きまして、市営住宅のあり方についてでございますが、市内では、４９団地１３２棟

７６７戸の公営住宅を管理しております。そのうち盒知団地におきましては、１７棟５６戸を管

理しているところでございます。 

 盒知団地につきましては、中の町、上の町、夕日ケ丘の３地区に分かれて建設しております。

内訳につきまして、中の町は１０棟１８戸のうち４棟１１戸が空き家となっております。上の町

は１棟６戸のうち１戸が空き家で、夕日ケ丘団地は、６棟３２戸のうち８戸が空き家となってお

ります。 

 この中の町１０棟の木造住宅につきましては、耐用年数を超過しており、上の町、夕日ケ丘団

地の７棟の鉄筋コンクリートつくりにおきましては、耐用年数に達しているもの及び残存年数が

４年から１年となっており、非常に老朽化が進んでいるところでございます。 

 このような状況を考慮し、対馬市公営住宅等長寿命化計画において、盒知団地全ての建てかえ

を行うことで計画をされた次第でございます。 

 したがいまして、盒知団地におきましては入居募集を停止して入居者を減らし、係る建てかえ

を円滑に行えるよう対処しているところでございます。 

 盒知団地の今後のスケジュールでございますが、対馬市公営住宅等長寿命化計画に基づき、建

てかえを進めていくことはもちろんでございますが、建てかえを実施するには、入居者の合意形

成等が必要であり、時間を要することが懸念されるところでございます。 

 しかしながら、中の町の木造住宅１０棟のうち４棟が空き家となっております。このうちの

２棟につきましては、老朽化の度合いが著しく、ひどい状態で、周辺の環境等を損ねている状況

でございます。よって、この２棟につきましては、本９月補正に計上しておりますので、御決定

賜り次第解体したいと思っております。残る２棟につきましても、早期に解体を行いたいと考え

ております。 

 以上でございます。 
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○議長（堀江 政武君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  おはようございます。 

 学校教育環境の整備につきましては、児童生徒が一日の大半を過ごす場所であることを深く認

識し、教育委員会といたしましては、安全、安心で快適な教育環境を整備することを重点施策と

して実施しているところでございます。 

 御指摘のありました盒知中学校につきましては、平成３２年度には、中学１年生の入学予定者

が８１名となり、１年生が３クラスになることが予想されており、あわせて、特別支援学級につ

きましても、知障、情緒、病弱の３クラスが必要な状況となっております。 

 現状と比較いたしますと、新たに普通教室１カ所、特別支援教室２カ所が必要となります。 

 文科省の基本的な考え方といたしましては、老朽化に伴う大規模改造から、コストを抑えなが

ら建てかえと同等の教育環境の確保を行う長寿命化改良事業へと方向性がシフトされてきたこと

もあり、教育委員会といたしましても、長寿命化改良事業について検討を進めてまいりたいと考

えているところでございます。 

 盒知中学校につきましては、校舎本体は平成元年度に大規模改造、平成２５年度に校舎耐震工

事を実施してまいりましたが、平成３２年度には、普通教室を含めて新たに３教室が必要になる

ことから、本体校舎のみでの対応が難しいこともあり、増築を行う予定といたしております。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  小川廣康君。 

○議員（１６番 小川 廣康君）  それでは、残り時間が２６分になりました。今回、質問のちょ

っと項目が多かったのもありますが、本会議始まりまして、ほかの議員さんの通告書見てみます

と、ダブる点がございます。 

 まずシイタケにつきましては、後日初村議員がシイタケ関係で質問をする予定になっておりま

すので、これはもう、あとは再質問はやめたいと思いますが。 

 ちょっと、今、先ほどの市長の答弁の中で、私の聞き違いかどうかわかりませんが、まず市営

住宅問題から確認をしていきたいと思いますが、先ほど、盒知団地、俗に言う中の町、上の町の

盒知団地４棟が、今、空き家ということになっておりますが、それでよろしいんですか。 

 今、お手元に、私がけさ、市長、副市長、総務部長、建設部長、農水部長、美津島の活性化、

この住宅の地図やってますが、今、この赤で、これ、私の近所だからわかるんですが、赤で入れ

てるのが現在入居されてる方ですね。そして、その中のほうの甲と書いてあるそこが、今、１、

２、３、４、５、５棟の残っとるんですよ。建設部長、現地を確認されてますかね。４棟で間違

いないですか、４棟で間違いない。私も、じゃあ、後で確認をしてみましょう。 

 そのうちの、今、入居されてる方が６世帯、これも間違いないですかね、建設部長。市長に、



- 73 - 

入居者数、今の。今、お手元に資料を配付している分です。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  私のほうにある資料におきましては、この中の町の団地につきましては、

１０棟１８戸のうち、４棟１１戸が空き家となっているというような資料を、こちらのほうは持

ち合わせております。 

○議長（堀江 政武君）  １６番、小川廣康君。 

○議員（１６番 小川 廣康君）  ですから、今ここに、私、資料を出してますでしょ。赤いの出

してますでしょ。これは現在、今、入居されてる方でしょ。ですね。入居されてる方。甲の

７２２の、７２２のこれ、２軒長屋ですから２世帯入ってます。６世帯と私は思います。それは

数字の誤差、建設部長もよく確認を、私は、していただきたいと思います。 

 それから、市長、次のページの写真、私が添付してありますね、これ２枚目の資料ですね、こ

の写真の。これが現況ですよ。これも数年こういう状態になってるんですね。これ市営住宅です。

ですから私は、今回この一般質問をしようとしたときに、私は建設部の管理課のほうにお伺いを

いたしました。そうすると、「いや、いろいろと予算を要求してるんですが、非常に厳しいんで

す」ということで、もちろん、当初予算、６月、ついておりませんです。 

 私が７月の終わりから８月に言ったときにも、ちょっと今回は厳しいんですよということで返

事を伺ってましたので、私は今回、市長に対して一般質問をしたわけですが、その後、実は、き

のう、おととい、決算委員会、私の所管ですが、建設委員会の補正第４号の中で、２棟三百三十

何万円かの補正がついております。 

 私は、だからそういうやり方ではだめですよ。ですから、基本的に、本来ならば、当初予算で

組んで、足らなければ、また６月で組む、またこの９月で組むとか、１度じゃなくてですね、そ

ういうやり方をしていただかないと、私が一般、とりようによっては、私が一般質問で取り上げ

たから、この前担当部長に言いましたけど、「後出し予算ではだめですよ」て、そういうことを

私は、部長、課長には言っておりましたので、しかし今回は、今回の補正では２棟、３３０万で

す。 

 あと残るのは最初の棟数が、私の、ちょっと１棟ありませんのでね、いずれにしてもあと２棟

か３棟か残るんですよ。私は、この、今の、今度の急遽補正に組まれた２棟の分がどの棟かまだ

確認しておりませんけど、じゃあ、あとの分はどうするんですか。 

 これ見てください。この写真。人様には見せられない写真ですから、私はあえて担当部だけに

見せておりますけどね。これは、本当、町の中です。これ以外にも、大船越にもあります。ほか

にいっぱいあるんじゃないですか。あの市営住宅の中には、借地のまま、そのまま建ってるとこ

ろもあるでしょうし、ここは市の土地ですから、まあまあということですが、やっぱしもう一度
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ですね、現地を確認しながら、優先順位をつけながら進めてくださいよ。 

 こうして言われたから云々じゃなくて、やっぱし基本的な考え方を、やっぱしもう少し示して

いただきたいと、私はそういうことでお願いをしておきたいと思います。まあ、こればっかしは、

できませんので、もう一回現地を確認をしてみてください。 

 何か言うことがありましたら、どうぞ。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  この中の町の住宅についてでございますけども、特にこの中の４棟が危

険な住宅であるというようなことで、このたびの補正にも計上させていただきました。残る２棟

については、もう早いうちに解体をやろうということで計画をいたしております。そしてまた、

ほかの残る住宅につきましても老朽化が激しいということで、対馬市公営住宅等長寿命化計画に

基づきまして、来年度、平成２９年度に設計等に取りかかる予定という計画でおります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  １６番、小川廣康君。 

○議員（１６番 小川 廣康君）  はい、わかりました。じゃあ、早急に、まあ、ここだけじゃな

くてほかのところも照らし合わせながらやっていただきたいと思います。 

 じゃあ、この写真のですね、市長、この写真の、市長、この写真の一番左上。これは２世帯の

うちの１戸なんですよ。これはもうどうしようもないんですよ。これ、ここは解体できないんで

す。ですからこういうところは、もう台風時期ですからですね、これいつ飛んでもしょうがない

状態なんですよ。ですから、何かネットを張るとか、ここは、この下は、老人ホームに行くあの

道路ですよ。しょっちゅう、しょっちゅう車が、お年寄りもあそこを散歩したり、老人ホームの

車がどんどん行って、上にもあの民間のアパートがありますし、しょっちゅう車、交通量の多い

ところなんです。こういうのをやっぱし見せたくないからですね、できたら対処してもらいたい

と思います。 

 そしてまた、法律も変わりましたですね、特に町なかにも、空き家になって持ち主のいない、

いつ崩れてもいいような住宅が、田舎もそうですが、見られますよ。これも、今、法が変わりま

して、行政がそこに絡んでもいいような法律ができましたですね。そういう時期で、市の財産が

こういう状態では市民に対しても「じゃあ、解体しなさい」とか、そういうこと言えませんよ。

ですから、それを申し添えておきます。ちょっと時間とりましたですね。ちょっと数字がかみ合

いませんでした。 

 それから、教育長のほうにちょっと、あっ、教育長に行く前に、あとのちょっと問題ですね、

配送センターの件につきましては、前回うちの代表がいましたからわかるんですが、この件につ

きましても私の意図するところは、後日、船越議員が御質問されるようですが、それとちょっと
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絡みがございますので、もう具体的には触れませんが、やっぱり抜本的な考え方といいますか、

島内を網羅した農林水産物の、その拠点を私はお願いしたいということで、今回質問しましたの

で、この件については質問内容が船越議員とかち合いますので、後日よろしくお願いしときたい

と思います。 

 それから、教育長、学校問題に入ります。 

 教育長も苦しい立場は重々理解できます。盒知中学校の校長を勇退されて、教育長に御就任、

遅くなりましたけども、おめでとうございます。前任者の梅野教育長も盒知中学校の校長、勇退

されて教育長に就任しました。何かの因縁でしょう。私は盒知のことばっかり言いますが、ほん

とにその文科省のいろいろそりゃいいでしょう。しかし、一番ね、教育長が一番わかってると思

うんですよ。あれで今から補修、補修していっていいんですか。今度また３クラスあそこに、今

浄化槽のあるところに増築をされますね。そしてこの水道関係が１,７００万か８００万の予算

ですかね、水道、もう赤さびが出る水道ですから、それもやりかえます。 

 そして、今まであそこは単独浄化槽でしたので今回２,７００万の予算がつきまして、合併浄

化槽に移行されますね。本体の、本校舎、あれ、昭和４３年ですかね、４４年の３月にできたと

思いますが、果たしてそういうことでいいんでしょうか。私は、盒知中学校だけじゃなくて、例

えば厳原小学校はもっと古いですよ。私は前行きましたけど、外廊下で雨の降ったときは滑って

転んで、まあ、あそこはいま空き教室がありますから……。果たしてそういう考え方でいいんで

しょうか。 

 私が言いたいのは、基本的な、いつも市長も教育長も言われます、「教育は対馬の宝、子供は

対馬の宝だ、一生懸命頑張ります」と言いますが、やはり先ほど冒頭、答弁の中で、子供たちが

大半を学校で過ごすんだから、なんだかんだ言いますが、それは十分に理解できますが、果たし

ていいんですか、そういうことで。私、基本的にですね、計画をやっぱり立ててもらえないかな

と、誰かのときに。今ずうっと先送り、先送りになっているようなので、私少しは気になるんで

す。 

 で、今回、例えば、今回浄化槽の工事が２,７００万含まれております。私も気になって、気

になって現地に足を運びましたら、校長先生と聞きましたら、あそこに特別教室の隣、横に簡易

水洗のトイレがございます。教育長が一番知っていると思いますが。あそこの分もてっきり私は

浄化槽をですね、そこのトイレの横を流入管が通るもんですから、てっきりそこに入ると思って

いたんですよ。簡易水洗の汚泥がね。それは違うんです、予算が。教育委員会からの話では、そ

りゃ、今までどおりなんですって。「何で」と言ったんです。せっかくつくるのに、そりゃ遠い

ところならわかりますよ、すぐトイレの横を流入管が通るとに、何でそこ、３メーターか５メー

ターかある引き込みをすればいいのに、何で引き込まないの。予算がとか、いや、今までの分を
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改修ですから、今までの分を、単独の分を合併にするだけです。ああ、そうですか、といってそ

のときは別れましたですけどね。 

 そして、教育長、見てください。この２枚目の盒知中学校のトイレですね。これも本当は人に

は見せたくないです。ですから、教育長と予算執行者の市長と副市長と総務部長に渡してますけ

ど。 

 結局、今私が言います簡易水洗のトイレ、これ女子用が４つあるんですね、今。教育長は一番

わかっていると思いますけど。男子用が大のほうが３つあるんです。行きましたら、写真のとお

りテープが張ってあります。使用禁止。女子トイレは４個のうちの３個が使用禁止。男子トイレ

は３個のうちの大のほうが、３個のうちの１個が使用禁止。私は、ですから、いつか、教育委員

会にお願いをしてトイレの設置、生徒に対するトイレ数の数を調べて、お聞きしましたら、盒知

中学校は断トツに少ない。これは、その使用されてないトイレもその数の中に入っているんです

けどね、その積算の中でも一番悪いと。 

 ですから、これは、予算がつかないから、だからせっかくここを通るとに何でできないのかな。

私が、もし、私が自分のうちが、自分のうちを合併浄化槽にするなら、私はしますよ。幾らか手

出しをしてでもですね。確かに学校だからいいのかなと思います。 

 そして、市長、ですから、市長のほうにもこれ、トイレの写真があると思いますけどね。そし

て、これが、こういう状態が、例えばですよ、例えば、市の管理している公民館とか、そういう

観光施設とか、こういう場所だったらどうしますかね。それは相当な批判が出るでしょうに。私

は、学校だからいいのかと。子供が文句言えないから。校長先生もなかなかやっぱ言えないでし

ょ、教育委員会に対しては。私はね、そこらあたりを、もし私が、ふと考えましたよ、これがも

し、例えば、交流センターでもいいでしょう、あそこあるうちの、４つあるうちの３つがもし使

用禁止、それも何カ月か、話によると古いやつはもう大分前からずっとそういう状態になってる

そうです。 

 ですから、教育行政とその市長部局との連携ですね、私は、これをほんとに言っておきたいと

思います。ですから、教育長、もう少し市長部局とよくすり合わせをお願いをしてですね、それ

は私は教育長の仕事だと思いますよ。新たな構想を立てるのは。ただ学校教育云々じゃなくて、

やっぱり学校施設関係についても、いかに市長部局から予算を勝ち取るか。けんかでもしてくだ

さいよ。ほんとに子供はかわいそうです。 

 で、もう今月の１８日に今度、運動会なんですよ。運動会のときどうするんですか、これね。

まさか、サービスセンターに行ったり、ほかのところに行くわけにもいかんでしょうけど、その

対応方についてもですね、現場は非常に困っております。よろしくお願いしときます。 

 教育長もわかっているように、なかなか現職の校長先生てなかなかやっぱし言いづらいじゃな



- 77 - 

いですか、要求はするにしてもですね。そこらあたりをよく教育委員会がよくくみ取っていただ

いて、それを市長部局のほうにつないで、なるだけ言葉だけじゃなくて「子供は対馬の宝だ」と

言いながら教育現場はこういうことですので、あえて私はこれを申しましたので、今後よろしく

お願いをしておきたいと思います。 

 そういうことで、市長、その点はくれぐれもですね、さっき私は、盒知団地の補正のつき方に

ついては、ついたから喜べばいいんじゃないかという問題ではないと思います。それはですね。

逆にじゃあ、予算はつけましたよと、つきましたよと、電話一本ぐらい、じゃあ、補正もつきま

したからとか、財政のほうにお願いしたらこうしてつきましたからとか、そういう連絡だけでも

いいじゃないですか。私は、きのうの、おとといの補正予算のときの、初めて担当部長から聞き

ましたのでね。後出しでも結構ですけど、そういう考え方じゃなくて、お願いをしておきたいと

思います。 

 戻りますが、畜産の件についてはですね、まあ、今いいんですよ、高値で推移されております

から。いいんですが、私が一番心配するのは、今はいいけど、今特に若い新規就農者が入ってま

すね。やっぱしこの人たちに、私は、ある程度継続して経営ができるようなシステム、言葉悪い

ですけど、もう今は高齢化してる高齢化農家の一、二頭飼いはいいでしょう、安くなれば。私は、

この問題が長くは続かないと思います。ＴＰＰの関連もありますし、今、肥育農家が非常に苦し

んでおりますのでね。ですから、いつ肥育農家が手を挙げたときには、またうちのこの繁殖産地

がこれが痛手をこうむる。だから、そういうときのために……。私は、この前、農協とも話しま

した。市の担当とも話しましたけど、今高いうちにですね、昔、子牛、安くなったときの子牛価

格安定基金というのがありましたよ。３０万かそこら下がったら２万上げますよとか。ですから、

今は、その逆バージョンで、これが対馬版として農協さんどうかならんですかねて。今、例えば

８０万ですよ、相場がですね。だから、それは６０万を超えて、もうその売り上げの何％かを自

分たちで基金に積んどこうやと、後々のために。まあ、それにも市も幾らか加担してもいいじゃ

ないですか。 

 そうしていかないと、今、さっき市長が答弁されました、施設もつくります、機械も入れます、

牛舎も補助します、それはいいですよ、ハード事業は。私が心配しているのは、その後ですよ、

その後。ですから、今のうちに、何らかの手を打つ方法はないのかと、いうことを検討を私は農

協にもお願いしましたし、この前担当職員にもそういう方法も考えてみてはどうねということを

言っていましたので、これは、部内でも検討してみてくださいよ、今のうちに。そうしなきゃ、

また若者、せっかくＵターンしてきたりして畜産、３０頭規模、４０頭規模をやり出した農家が、

夢が持てるでしょうかね、１０年、２０年後。だから、そこらあたりの、今のうちに、私は、安

くなってバタバタするよりも高値で推移しとるうちに、いまのうちに何かを、そういう対馬独自
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の基金を農協も出す、生産者も出す、市もそれに幾らか出す、幾らか基金を積んで、特に若者が

継続して畜産の経営ができるようなそういうシステムをとっていただきたいと思います。あとは

職員とのやり方だと思いますが、その点について考えがあればお聞かせ願いたい。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  小川議員さんがですね、おっしゃられるように、現在、子牛の価格が暴

落した場合は、肉用子牛生産者補給金制度がございます。これは黒毛牛の場合が３３万７,０００円、

で、赤牛の場合が３０万７,０００円ということになっておりますけども、議員さんおっしゃら

れるように、今の牛の高いうちにここら辺で基金制度が構築できないものか、農協、そしてまた

生産者の皆様と今後協議を進めてまいりたいというふうに考えます。 

○議長（堀江 政武君）  １６番、小川廣康君。 

○議員（１６番 小川 廣康君）  教育長、もとに戻りますけど、その、今、盒知のその合併浄化

槽の件につきましてはですね、また検討してみてくださいよ。また後で、後でまたやると、また、

また余分な金がかかるんじゃないでしょうかね。今、私は、例に、さっき写真をお見せしました

ように、現状はそうですから。まあ、これをまた、今、簡易水洗のまま、また補修すると、やっ

ぱ、また金がかかるでしょう。それ、後でまた、合併浄化槽にしたら、また便器までかえてこな

きゃいけないという、また、二重の経費がそこにかかりますよ。ですから、いつやるのか。誰か

じゃないですが、今じゃないですか。今やるべきですよ。トイレの補修についてもですね。です

から、それ検討して、教育部長、財政のほうとやりおうて、どうかしてみてくださいよ。子供が

かわいそうですよ。うん。もし自分の子供がそういうとこに通っていたらどうしますか。 

 はい、わかりました、もう時間がありません。 

 比田勝市長が誕生して初めて、これ、つくづく見さしてもらったんです。いいスクラムですね、

これ。チーム対馬でということで、議会、市民、行政が一体となって次なるステージへ進むとい

うことです。まあ、しかし市長は、高校時代は剣道で、今は剣道の師範、プロですけど。私は高

校時代少しラグビーちょっとした経験があるんですが、スクラムというのは非常に難しいですよ。

特に前列の３人ね。ほんとに同じ気持ちで、同じような心構えで前に進まないとスクラムが回っ

たりして、反則になります。ですから、私はね、この絵はいいんですが、やっぱしね、そのスク

ラムの前列のそのフロントローの１列目は、市職員が組んでくださいよ、市職員で。そして２番

目の、セカンドロー、そこは私たち議会でも何でもいいじゃないですか。そしてあとのバック

ローの３列目は市民も何も一緒になって押そうやて、そういうスクラムの組み方を。まず、市の

職員が前列をスクラムを力合わして同じ気持ちで進んで、そして議会、市民の皆様にお願いしま

すよというスクラムの組み方がね、一番いいんじゃないでしょうか。 

 そういうことで、今後のその市長の市政運営に期待をしたいと思いますが、私も、またまた農
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業問題かと言われますけど、私も零細農家の長男坊としてね、１５の春から農業を学んできまし

た。農家留学じゃありませんけど、専業農家に下宿して日曜日も土曜日も、農業を加勢しながら

勉学をしてきました。まだまだ、私の域には達しませんけど、やっぱし農業は基盤ですから、堆

肥、堆肥生産もする畜産は特にですね、今後とも、それに力を入れていただきたいと思います。 

 時間オーバーしまして申し訳ありません。これで私の一般質問を終わります。ありがとうござ

いました。 

○議長（堀江 政武君）  これで小川廣康君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  暫時休憩します。再開は１１時５分からとします。 

午前10時51分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時04分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 １７番、大部初幸君。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  おはようございます。１７番、新政会の大部です。今回は、市

長、ちょっと今までの形と変えて、ちあきなおみさんふうでいこうと思っているんですよ。それ

というのも、４つのお願いをするもんですから、頼んでおきます。 

 まず、第１点目です。美津島町平瀬原地区の公民館の新設について。 

 この質問は、２１年の９月、２３年の６月、２４年の６月、２７年の３月の定例議会で一般質

問させていただき、今回で５回目の一般質問となります。 

 この平瀬原地区は大船越と久須保に境界がまたがっており、土地の区画はまだたくさん残って

おります。昨年も新築が建ち、ことしも新築が建築されています。この１２月ごろまでには、も

う一件の家が建築をされます。５２世帯から増えつつ、１６０名を超えた住民が住んでおります。

近くには大船越小学校、大船越中学校もあり、ここから見る朝日はすばらしく、正月の初日の出

を見に来られる人もたくさんおります。そのような、景観のよい地区です。これから先も住宅は

増えていくと思われます。 

 そのような地区ですが、この地区には、集会施設がなく、区民の総会やいろんな集会、またイ

ベント、行事等は大船越地区の公民館等を借りて行事等を執り行っております。大船越地区の公

民館までは、歩いてはなかなか遠くて行けません。お年寄りとか、車等を持たない人は、出席し

ようにも出席できずに困っております。 

 このような不便さを被っている平瀬原地区の住民が、長い期間にわたり待ち望んでいる集会施

設の新設をしていただけないのかをお尋ねします。 
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 ２問目。美津島町女護島地区の防波堤のかさ上げと防風ネットの設置について。 

 この一般質問も２５年の９月、２６年の１２月と、今回が３回目の一般質問です。女護島地区

は美津島の三浦湾独特の沖海上から、長方形に長く、両サイドは山に囲まれ、北風、北東の風の

ときは風の逃げるところがなく、万関橋の方向に一斉に吹いて、もちろん波も高く、女護島湾内

の船は避難をしなければ、防波堤を越えた波で船は壊れてしまいます。この防波堤のかさ上げと、

防風ネットの設置ができないかをお尋ねをいたします。 

 ３問目。自然災害又は自己の責によらない理由のへい死した養殖魚介類への処理費の助成につ

いて。 

 昨年の９月１日は、大雨に竜巻、このときは対馬でも５隻の漁船が被害に遭い、尊い命も失わ

れました。その後、９月１８日の大雨や、５０年ぶりという大雨と赤潮により、多くのマグロ養

殖魚がへい死をしました。今までの対馬の水産業は、イカ釣りが一番多く、水揚げも一番多かっ

たのですが、イカ漁の不漁等が影響し後継者もほとんど育っておりません。 

 そのような、水産業の不振を改善しつつあるのが、マグロ養殖業です。現在では、水揚げ高は

日本一の水揚げ高まで成長をしてきています。当然、雇用も若い後継者も増えてきております。

昨年の９月の出来事は、５０年振りといっておりますが、そのときのへい死したマグロの処理は

全てに自己負担でした。今後、自然災害でへい死した養殖魚介類への、処理費の補助金交付はで

きないかをお尋ねいたします。つけ加えますが、死んだマグロの魚代ではなく、処理費です。 

 ４番目。久しぶりのトイレの大部です。 

 対馬市立小学校、中学校のトイレは和式です。洋式のトイレに変えていく考えはないか、お尋

ねをいたします。 

 現在の家庭は洋式トイレ、つまり便座に座ってするトイレがほとんどになってきております。

そのような中で、新しく１年生に入学した子供が、和式のトイレを怖がり、泣き出す子供もいた

そうです。先生がついて、トイレをさせようと努力してもだめで、仕方なく親に連絡をして学校

に来ていただき、トイレを済ませた子供もいたそうです。ことしに限らず、昨年もそのようなこ

とはあり、先生たちも困ったそうです。高学年になれば、怖がることもないでしょうが、このこ

とは毎年、入学時には起きております。一度に全部を和式から洋式のトイレに改善するには、か

なりの費用がかかります。せめて、１学校に１個の洋式トイレに早急に改善をしていくことはで

きないかをお尋ねいたします。よろしくお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  大部議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の平瀬原地区の公民館の新設につきましては、大部議員からこれまで４度の質問

があっており、また昨年６月にも平瀬原地区より要望が上がっております。 
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 昨年３月の定例会の一般質問におきまして、最優先に検討する前段としまして、当地区を担当

する地域マネージャーと、地域の皆さんとの協働の取り組みにより、当地区における集会施設の

位置づけや、活用計画等を盛り込んだ地域づくり計画を策定していただく必要性について、地区

要望とあわせて回答させていただいております。 

 その後、平瀬原地区が地域づくり計画を平成２７年６月に提出し、認定されたことを受けまし

たが、土地の提供予定地に係る諸条件により、土地の受け入れができない状況でありました。 

 しかしながら、ことしの６月に土地の受け入れが可能となったことを確認しております。前回

の答弁のとおり、要件が整いましたので、今後は担当者が現地に出向き、施設規模や施設管理に

ついて地区との協議を進めてまいりたいと考えております。 

 あわせまして、施設整備には多額の費用がかかるため、国や県の助成事業を活用、模索しなが

ら、当該施設の新設を最優先に取り組んでまいりたいと考えておりますので、御理解いただきま

すようお願いいたします。 

 次に、２点目の女護島地区の防波堤のかさ上げと、防風フェンスの要望についてでございます

が、このことにつきましても、これまで２回、一般質問を受けております。こういう中、県振興

局に対して、強く要望をしてきたところでもあります。 

 本年度、本漁港は施設の機能診断及び水域施設の機能保全事業として、調査・設計を実施中で

あります。市としましても、防風時における住民皆様の苦労は十分理解し、必要性を感じており

ますので、今年度も引き続き、防波堤の改良について要望してまいる所存でございますが、振興

局におきましては、県の予算等厳しい状況の中、前向きに検討をしていただいております。 

 しかし、前回も答弁しましたように、女護島地区の防波堤のかさ上げと防風フェンスの設置の

みでは、補助事業として採択条件に該当しないというようなこともあり、池ノ浦地区の浮き桟橋

の屋根及び防波堤の延伸、かさ上げ等を含め地元の要望を取り込み、現在、平成２９年度からの

次期整備計画に盛り込む作業中でございますが、池ノ浦地区への陸揚げ機能の集約が条件になる

と聞いております。 

 今後におきましては、一日も早く防波堤のかさ上げ及び防風フェンスの設置ができるよう、こ

れまでどおり強く要望していきたいと考えております。 

 続きまして、３点目についてお答えいたします。 

 本件は、平成２７年１２月、第４回定例会にて御質問を受けております。 

 昨年の被害につきましては、９月２日から竹敷、尾崎地区海面で赤潮が発生し、９月９日から

は有害プランクトンがクロマグロをへい死させる細胞密度となったことから、周辺養殖漁業者に

対し、対馬水産業普及指導センターにより、餌止め等の注意喚起を行っていたところ、９月

１７日の大雨による河川等からの流入による濁りも重なり、養殖マグロに多大な被害を及ぼした
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ものであります。 

 対馬市といたしましても、養殖漁業につきましては、今後、獲る漁業から育てる漁業というこ

とで、新たな雇用の場の確保の観点からも、大切な漁業であると位置づけております。 

 前回の御質問を受け、他市の助成制度の状況など調査いたしましたが、県の新水産業収益性向

上・活性化支援事業においても、同様のへい死魚などの処分費について、事業費１００万円以上

が対象でございますが、２分の１以内の補助制度がありますので、本事業を活用していただくと

ともに、漁業共済制度は少し高くて条件にも制限がございますが、こちらも利用していただけれ

ばと考えております。 

 今後は、県事業の活用状況を見きわめながら、対象外となっております、１００万円未満の処

分費につきましては、前向きに検討をしてまいります。 

 次に、４点目の小中学校におけるトイレの洋式化に関する御質問でございますが、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第２１条第７項の規定により、校舎その他の施設及び教具その他

の設備の整備に関することでは、教育委員会の職務権限となっておりますので、本市の小中学校

における現状把握と、教育委員会としての考え方について、教育長から先に答弁の後、私が答弁

したいと思います。どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  今般、議員より御指摘のありました、小中学校のトイレにつきまして

は、和式トイレがほとんどでございまして、洋式トイレの普及率は小学校で１８.６％、中学校

で１７.２％と、非常に進んでいないのが現状であります。 

 しかしながら、１校を除いて全小中学校に少なくとも１カ所程度の洋式トイレ、あるいは簡易

洋式トイレを設置している状況でございます。 

 また、特別支援学級等必要な児童生徒に対しましては、その身体状況を加味いたしまして、本

年度においても入学に間に合うよう、洋式トイレの設置を進めているところでございます。 

 次に、就学前の状況といたしまして、小学校にまだまだ和式トイレが多いことから、特に幼稚

園、保育所もそうなのでございますが、厳原幼稚園、比田勝こども園等新しい施設につきまして

は、練習用の和式トイレを設置し、入学時に児童が戸惑わないよう指導をしているところでもご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  議員御質問の４点目のトイレの件でございますけども、本市のみならず

全国的な問題となっております。 

 昨年度、学校のトイレ研究会という民間団体が、学校において改善が必要と思われる施設、整
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備についての調査を実施され、その結果において、学校現場の約６割、市区町村の７割以上がト

イレの改善が必要と考えていると、回答されたという結果も出ております。 

 学校の常設トイレの整備促進は、教育現場の切実なニーズに応え得るものであると同時に、避

難所としても利用することから、災害に対する備えという観点からも二重の効果が期待されるも

のであり、今後、教育委員会と教育施設整備の事業全般を見直し、協議の上、優先順位の高い事

業から、財源の確保に努め段階的にトイレの洋式化も進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  １７番、大部初幸君。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  市長の答弁をお聞きしまして、まず１問目の平瀬原地区ですけ

ど、今の市長の答弁をお聞きするとこ、全ての土地も解消できました、私も書類を持ってきまし

たけど、ということは、お聞きしている範囲では、もう、全てがある程度整ったから、やってい

くという方向でいいんですね。わかりました。 

 これ、平瀬原区民も、本当、私が言わなくても、もう長きにわたって待ってるわけですよ。今

までは、個人の家を個別で回ったりして集会開いたり、イベントをやってきてるもんですから、

ぜひ早期に実現できるようにお願いしておきます。ありがとうございます。 

 それから、２問目のこの女護島地区の防波堤、これは前回も美津島漁協の荷さばき所とかそう

いうトータルでやっていくというようなお話やったんですけども、やっぱここも毎回一緒なんで

すけど、市長も御存じのように沖から吹いてくる風が逃げるとこがなくて、どうしても女護島地

区の住民のとこに吹き上げてくるわけなんですよ。波しぶき、それにプラスチック類が多いから

プラスチック類のごみとか、トロ箱とか、高台の家まで吹き上げてるような状態ですので、この

とこも、市長、できるだけ早目にしたいということですけど、これ２９年度でこれは入っていく

という予算になっているんですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  はい。漁港の次期長期計画が、平成２９年度からとなっておりますので、

平成２９年度からこの事業が始まるということでございます。 

 ただし、先ほども答弁いたしましたように、池ノ浦地区の荷さばき所とか、そこら辺の集約化

が条件となるというところでございます。 

○議長（堀江 政武君）  １７番、大部初幸君。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  池ノ浦っていうか、美津島漁協ですから、美津島漁協もこれも、

待ち望んどるわけなんですよね、荷さばき所が今のような吹きさらしのとこですからね、屋根は

ないし、それで困っているわけですから、美津島漁協自体も一日も早い着工を待っておりますの

で、ひとつよろしくお願いいたします。 



- 84 - 

 全てが、市長がいいいいと言うから。 

 今度はマグロのほうですけど、市長の答弁もありましたとおり、このマグロは、対馬の水産業

は平成６年が３３０億ありましたよね、水揚げ高が。それから、一番落ちたときが１６０億ぐら

いだったですかね。そういう中で、今マグロに携わっている業者が対馬だけで、２３社あります

ね。 

 そういう中で、ちょっと参考的なんですけども、２３社の中で、今、漁業に対する後継者育成

事業資金とかいろんなやつを、補助を対策でやってるやないですか。でも、なかなか育ってない

んですよね、若い者が。今、若い者が一番育ってきているのは、マグロ養殖業に携わっている関

係の会社だけが、若い後継者が育っているので、皮肉な話ですけど、実際それなんですよ。尾崎

地区なんかは、やっぱり若い者がそのまんまおって、どんどん増えていってますもんね。 

 今の１２漁協の中で、一番組合員数が多いのが豊玉漁協なんですよ。７８０名おりますけども、

豊玉漁協が７８０名の中で、組合員数ですよ、２０代が３名、３０代が９人、４０代で５６人、

５０代で１６５人、６０代が５３７人となっております。 

 ２番目に組合員数が多いのが美津島漁協です。６８０名。豊玉が７８０名で約１００名ぐらい

豊玉が多いんですが、その中で、美津島漁協は２０代が２０名です。３０代が４１名、４０代が

６４名、５０代が１４２名、６０代が４１４名。 

 ３番目の厳原町漁協が、６３３名です。で、２０代が１０名、３０代が３０名、４０代が

４７名、５０代が１３７名、６０代で４１０名です。 

 １２漁協の中で、約４,５００名近くの組合員がおるわけですが、５０歳以上が８５.３％の比

率なんですよ。いかに若い者が育ってきてないかということなんですよね。 

 そういう中で、このマグロ養殖業は、業者だけでなくて、市長、マグロを釣ってもらう船です

よね、釣り小舟っていうんですけど、釣ってもらう船が大体今の２３社の中で、１社が６人と契

約するやないですか。そしたら、もうそこで百三十何名の雇用ができとるわけですよ。そういう、

たくさん養殖の枠を持っている人は、８隻１０隻って釣り船を持っているわけなんですよ。そう

すれば、８隻１０隻をもっていくということになったら、そこだけでも雇用というのがもう

１５０人、おおか２人で釣ってる人もおりますから、それだけの雇用ができてきてるわけなんで

すよ。 

 ただ、昨年のそういうへい死があったとき、前回のときも言わせてもらったんですけど、全部

自己負担ですよね、処理費用ですね。やっぱり私も同業者として、仲間が金額的に１億数千万の

被害が出た業者もおりましたので、これではやっぱりいかんなということで、いろいろしてる中

で、市長も御存じのとおり、平戸市が１００万円で豊かな海づくりという事業ということで、

１００万円限度ぐらいで処理費用を持つという豊かな海づくりの補助事業ですかね、これは。そ
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ういうのをつくってますよね。平戸市はですね。 

 だから、対馬市もそれができないのかなということで、私はお願いしているんですが。市長、

そこんとこもう一度。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  はい。大部議員さんおっしゃられるように、この処分につきましては、

対馬市のほうは安神の焼却センターのほうに、これ、なかなか持ち込めないというような観点も

ございますので、先ほども答弁いたしましたように、この１００万円以下の分につきましては、

今後これは前向きに、制度化していきたいというふうに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  １７番、大部初幸君。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  ぜひですね、今の市長の答弁を聞いてやっぱり、マグロ養殖協

議会というのが対馬にありますけども、力強く持たれると思いますよ。災害がしょっちゅう起こ

るわけでもないし、赤潮っていうのもほとんどなかったんですよね、今まで。この前のような大

雨でマグロが死んだっていうの、魚の被害ていうのは、僕らも養殖して何十年になりますけど、

初めてですよ、お聞きしたのが。やっぱりマグロの場合は、１匹単価が１０万円、十何万円の売

買単価でいってますので、一業者で１億数千万っというのは大きな被害ですもんね。その中で、

こういう処理費が出てくるっていうことは、皆さんありがたいと思いますので、ひとつぜひです

ね、よろしく早目にこれも実施できるようお願いしておきます。 

 それから、最後の質問の、トイレの問題ですけど、これ、教育長からも答弁もらいましたけど

も、結局私が言わなくてもみんな中身知ってるわけですよね。そういう困ってるっていうのが。

私も、この、トイレが和式で、非常に困って泣いてたていう、その実例の電話がありまして、私

も、ふと自分を振り返ったときに、私が修学旅行に行ったときですね、もう中学３年ですよ、修

学旅行やから。広島に行ったんですけど、そこの旅館がですね、まだそのころは対馬は、そりゃ、

水洗トイレったら１軒もないですよ。和式見たこともなかったんですけど、修学旅行に行ったと

きに、先生から、水洗トイレだから、ボタン押せば水が流れるていう、その言葉はお聞きしてた

んですけど、これ笑い話ですけど、一人の男が用を足しながらさわってるんでしょう。あのころ

の水洗っていうのは、ガガーって下から音がしよったですもんね、今なら、ぱっと流れてきます

けど。だからその音に、中３ですよ、怖がってですね、パンツもはかずに、○○○○○外に出て

きたわけですよ。ほんと、いや、これ笑い話やないんですよ。女の子やったら、大変ですけどね。

そういうことを私もふと思い出して、小学校の女の子なんか特別にですね、教育長、やっぱりし

たことがない、座ってするのが、またがってするっていうのにすごくどこも抵抗があってるらし

いからですね、この件はいち早く、早急に解決していっていただいて、そして、住みよいという

か勉学のしやすい学校、市長もさっき言われましたように何かがあれば災害時に、やっぱり、一
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番学校にどこでも避難したりするやないですかね。そういう緊急対策にもなります。 

 ぜひ、さっき教育長言われましたが、幾つかの学校はもう洋式になってるんでしょ。ああ、幾

つかですね。今の対馬市立小中学校、もう小中学校でやってるのは、佐須奈が１校ですよね。佐

須奈１校で、小学校が１９校、それから、中学校が１２校で全部で３２校になってますけど、う

ちの大船越も洋式っていうのは、僕は小学校のとき一回一回見てませんけど、ほとんど見当たら

ないですもんね。各学校に１つは入ってるんですか。それひとつ聞かせてください。市長でもい

いし、どちらでもいいです。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  １校を除いてほかの学校には全て、１カ所以上は入っています。はい。 

○議長（堀江 政武君）  １７番、大部初幸君。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  はい。そしたら、やっぱり教育長が言われた１校が、一つもな

いっていうとこは、豊玉ですか。（発言する者あり）ああ、そうでしょう。私のとこに電話あっ

たのが豊玉の人ですもんね。ぜひそういうふうにして、洋式を一つでも入れてください、と、子

供がそういうふうで、毎年、同じようなことが繰り返されているんですよ、ということでありま

した。 

 うちの地元のＰＴＡさんあたりに聞いても、やっぱり小さい子が和式が慣れなくて、順番待ち

したりいろいろしてるらしいんですよね、洋式を。だから、休憩時間ていうのは限られた時間で

すので、市長、これを一日も早い改善で、小さい子が怖がってするようなトイレじゃなく、本当、

快適なトイレができるように一日も早い要求をいたします。 

 市長、そこで答えをもらったらもういいです。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  はい。先ほど教育長の方からも、答弁がありましたように、今、対馬の

中の小学校で洋式化になってないのが、１校だけだというようなことでございますので、こうい

ったところから優先的に進めてまいりたいというふうに考えます。 

○議長（堀江 政武君）  １７番、大部初幸君。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  はい、今、教育長と市長の力強い答弁をいただきましたので、

必ず洋式になっていくものだと信じて、私の一般質問を終わらせていただきます。 

 本当にありがとうございました。 

○議長（堀江 政武君）  これで、大部初幸君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  昼食休憩とします。再開は、午後１時からとします。 

午前11時37分休憩 



- 87 - 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時00分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 報告します。小川廣康君より早退の届け出があっております。 

 １７番、大部初幸君。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  先ほどの私の一般質問におきまして不適切な言葉がありました

ので、取り下げていただきます。申し訳ありません。 

○議長（堀江 政武君）  はい。内容を精査の上、議長において適切に処理をいたします。 

 それでは、一般質問を行います。３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  こんにちは。入江有紀と申します。よろしくお願いします。 

 一般質問に入ります前に、一言市長に言わせていただきたいと思います。 

 ６月の議会が終わってからの、市長に対する市民の批評がすごいものでした。私たち議員は、

一般質問に対して通告をしているのですから、そのことを、職員の書いた文書だけを読むんじゃ

なくて、自分の頭にちゃんと入れておいて答弁してもらいたいと思います。長々の答弁は、私た

ちには５０分しかないんですから、長々の答弁はもう控えてください。お願いします。 

 それでは、通告をしておりました一般質問に入らせていただきます。 

 大船越の野積み場用地に建物を建てて、１２年間もの間、市の土地で無断使用している業者に

ついて。 

 第２番目に新病院に対する市民の要望。 

 第３番目に久田のプールに対する市民の要望なのですが、温水プールにしていただきたいとい

う要望が出ております。 

 第４番目に清水が丘のお手洗いのことなんですけど、あそこは観光客が多いんですけど、男女

兼用で、前の議会でも私はお願いしたんですが、汚くて、あれではいかがなものかと思いますの

で、このことも新しいトイレをつけていただけたらと思っております。 

 第５番目に市長及び副市長の給料についてなんですけど、財政再建のために前市長は２年間に

わたって３０％カット、その後は１５％でずっともらわれたんですけど、副市長は２０％カット

でした。それで、今度の新市長、副市長はカットするお気持ちはありませんかということを質問

いたします。 

 それから、第６番目に対馬の公共工事のことなんですけど、どのような、工事を配分するのに、

どのような発注をしているかお答えください。それと、今まで３年間にＡランク、Ｂランク、Ｃ

ランク、Ｄランクにどのように発注したかお答えください。手短にお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 
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○市長（比田勝尚喜君）  入江議員の御質問にお答えいたします。余り原稿を見るなということで

ございますが、間違った答弁をするよりも、きちっと答弁したほうがいいと思いますので、原稿

を参考にしながら答弁させていただきます。 

 まず、詳しい質問の内容はございませんでしたけども、大船越の野積み場用地の建物について

ということでございますが、この大船越の野積み場用地の占用につきましては、平成２７年の第

１回定例会より５回にわたり御質問をいただいておりますが、この占用問題につきましては、前

回の第２回定例会におきまして長崎県及び水産庁とも協議中のため、結論が出次第、漁協及び地

域の関係者とも協議し、適正な手続に従い、適切に対応してまいりたいとお答えしたところでご

ざいます。 

 ６月末に長崎県から水産庁に対して協議した結果について連絡があり、今回一定の方向性が確

認できております。 

 議員御指摘の野積み場用地内の製氷施設の対応につきましては、現在も使用している施設であ

り、地元企業として漁業者を雇用し、漁獲量も多く、市の水産振興に大きく貢献している企業で

もあること、また、現有施設を解体、撤去することの経済的消失を勘案すると、施設は現状のま

まで、施設の敷地を単独用地として変更、処理することが可能であるとの確認ができております。

具体的には、現在、施設が建っております補助用地と同漁港内の未利用の単独用地と交換する方

向で、適正な手続に従い、事務を進めているところでございます。 

 今後につきましては、法令、条例等にのっとり、漁港施設の管理に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 ２点目でございますけども、新病院に対する市民の要望ということで、このことにつきまして

も、昨年６月の議会から要望等を病院のほうに伝えているところでございまして、病院には特段

の配慮により改善に努めていただきまして、かなりの改善がなされたと思っております。 

 今回も御質問があっておりますので、まず前回６月議会において、解決できていない未解決要

望に対しまして、病院側から回答をいただいておりますので、御報告をさせていただきます。 

 ６月議会における要望は４つの項目だったと思っております。 

 まず、１つ目に、バスを玄関の前に乗り入れることはできないかということだったと思います

が、この件につきましては病院建設基本計画段階で協議を行った経緯がありまして、結論として、

対馬南警察署から病院玄関付近は障害者の駐車場を設けていること、福祉車両の乗り降りが多い

こと等、事故の危険性が高いとの理由で指導を受け、現在の場所にバス停を設置した経緯があり

ますので、バスを玄関前に乗り入れることは不適切ではないかと思っております。 

 次に、２つ目でありますけども、バス停の改修の件であります。設計が完了し、屋根つき歩道

がバス停の前まで来る設計となっておりますので、雨の降り込みの問題は解決できるものと思っ
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ております。また、屋根つき歩道につきましては、雨に対する対策としまして、歩道西側には壁

を設けておりますので、雨の降り込みを軽減できる設計がなされた歩道が整備される計画であり、

年内には完成する予定と伺っております。 

 次に、３つ目として、食堂の整備についてであります。当然、院内には整備できるスペースが

確保できないので院外設置となり、病院建設計画時には救急車入り口付近の病院敷地内に整備す

る計画でございましたが、建設には至っておりません。また、病院敷地内はグリーンピア用地埋

め立ての竣工認可条件といたしまして、利用計画が公共施設のみとなっております。民間が建設

することはできないこととなっております。病院としましては、予算の手だてが必要となり、厳

しい財政状況の中でありますので、単独施工だけでなく、ＰＦＩ方式等も視野に入れ検討し、進

めているところであると伺っております。このＰＦＩ方式というのは、民間の企業等に建物を建

てていただいて、それを公共のほうが利用するというような方式でございます。 

 次に４つ目として、通用口の椅子の設置の件であります。前回も答弁させていただきましたが、

救急入り口につき、椅子の設置は厳しいとのことです。７時になれば入口の扉が解錠されますの

で、７時以降に来院されるよう申し出があっております。また、必要に応じてインターホンで守

衛に連絡すれば院内に入ることはできます。開院当初、８時開錠だったものを７時まで早くして

いただいておりますので、御理解、御協力をお願いしたいと思っております。入江議員同様、対

馬市といたしましても、対馬病院に対しましては、対馬の基幹病院であり、市民に愛される病院

であっていただきたいので、運営方針、病院環境改善等、市民の皆様の声を、対馬病院を運営す

る長崎県病院企業団へきちんとお伝えしているところであり、今後もきちんとお伝えしていきた

いと考えております。 

 次に、５点目の市長及び副市長の給与の件でございます。本年３月の第１回対馬市議会定例会

におきまして、市長給与を月額７２万円から８０万円に、副市長給与を月額５５万１,０００円

から６５万２,０００円に改定する議案を提出し、可決いただいたところであります。 

 また、この市長の給与月額８０万円は合併時に定めた給与月額であり、平成７年当時の旧厳原

町長の給与月額と同額でございまして、合併後の財政運営の状況を考慮し、現在まで額の改定が

見送られてきた経緯もございます。 

 なお、条例の改正に当たっては対馬市特別職報酬等審議会条例に基づき、諮問を行い、同審議

会における審議の結果を踏まえての議案提案でございます。 

 これまで特別職、その他の給与カットについては、財政の早期立て直しとその健全化に向けた

取り組みの１つといたしまして、平成１９年度より市長を初めとする常勤特別職及び一般職の職

員給与の削減を実施し、御承知のとおり、議会においても一般職員と同様に、議員報酬５％の減

額措置が行われました。平成２０年３月の前市長就任時においても、なお厳しい財政状況が続い
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ておりましたので、市長の給与を合併当初の８０万円から３０％削減して５６万円とし、副市長、

教育長も含め、一般職も同様に、平成２２年３月まで削減を継続したところです。結果、この

３年間の減額で捻出した６億８,０００万円の財源を公債費の繰り上げ償還に充てることができ

ました。合併後１０年間は、退職者不補充など人件費の抑制にも努めたことも、財政再建に向け、

効果を上げたことも事実でございます。議員も御承知のとおり、対馬市は自主財源に乏しく、交

付税交付団体であり、決して余裕のある財政状況にはございませんが、現在は合併時のような危

機的状況にはなく、削減した当時は、明確な使途を定めて実施しており、仮に１９年度と同様の

措置をとり、数億円という給与削減を実現するためには、職員や議員皆様にも御協力を得なけれ

ばならず、職員給５％カットといえども職員の生活基盤に手をつけることとなり、公僕とはある

べき姿で、公務員といえども労働者であり、職員だけに負担を強いることはできないと認識して

おります。 

 また、財政再建を考える上においては、財政の持続的な改善が期待できる方策を探らねばなら

ないと考えます。今後、県内他市の動向も見ながら、財政運営が合併時のような危機的な状況を

強いられるおそれがある場合には、適切に判断し、対処してまいります。引き続き職員一丸とな

り、行財政改革に努め、財政計画に基づく健全な財政運営に努めてまいります。 

 続きまして、対馬の公共工事をどのような配分で発注しているかということでございますけど

も、入札参加資格の格付につきましては、対馬市建設工事等入札制度合理化対策要綱の規定に基

づきまして決定しております。 

 その内容は、建設工事の業種、全２８業種のうち、土木一式工事、建築一式工事、とび・土

工・コンクリート工事、電気工事、管工事、舗装工事、水道施設工事の７業種につきまして、建

設業法の経営事項審査の審査結果による客観的審査事項とそれぞれの企業の工事成績、技術職員

数、事故等による指名停止などの信用度を基準とする主観的審査事項により算定した総合数値に

よりＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄと業種により最大で４分割のランク分けを行っております。 

 発注基準につきましては、予定価格が１３０万円を超える工事は、原則として一般競争入札を

実施しております。そのうち、ランク分けしております７業種、それぞれでランクごとの発注基

準が異なりますが、一般的な土木一式工事につきましては、予定価格が３,５００万円以上の工

事をＡランク、１,０００万円以上３,５００万円未満をＢランク、２５０万円以上１,０００万

円未満の工事をＣランク、２５０万円未満の工事をＤランクとして発注しております。１３０万

円以下の工事につきましては、地方自治法施行令の規定により、随意契約としてＤランクを中心

に地域性を勘案し、主管課において企業から見積書を徴収する簡易的な見積入札を実施しており

ます。 

 このほか、大雨などにより発生した道路のり面の崩壊等、緊急に対処しなければならない工事
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につきましては、地方自治法施行令の規定によりまして、災害現場の近くで、早急に対応いただ

ける企業と契約を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  ３点目の久田のプールに対する市民要望の件でございますが、御質問

の久田の厳原プールは平成２２年度、きめ細やかな交付金事業の採択を受けて平成２４年３月

２２日に完成し、平成２６年度に３,６６２人、平成２７年度においては３,１１０人の利用があ

っており、多くの方々に御利用いただいているところでございますが、利用者の９割以上が中学

生以下の利用となっております。現在対馬市のプールは、この厳原プールのほかに豊玉町、峰町、

上県町に設置され、市民の皆様に御利用いただいております。 

 その中で、上県町仁田地区のプールは、平成２１年度から対馬市の公共施設見直し計画により

経費節減のため温水機能を休止し、夏季限定の常温プールとして利用されている状況でございま

す。 

 御要望の厳原プールは平成２３年３月の定例議会におきまして、夏季の期間利用のプールとし

て議決をいただきました。議員御質問の温水プール化につきましては、温水化のためには多額の

費用がかかること、仁田地区のプールの現状と経緯、指定管理で運営されている温水プールが美

津島町にあることから、競合を避けることなどを勘案いたしますと、現状のままで利用促進を図

っていくのが望ましいというふうに考えます。 

 以上のことから、教育委員会といたしましては、隣町にあります既存の温水プールの送迎バス

が久田の柳ノ元バス停まで運行しているとのことでございますので、厳原プールにつきましては、

現状のままでの施設の有効活用を図ってまいりたいと考えております。 

 ４点目の清水が丘公園のトイレについてでございます。この清水が丘公園は、観光客は及ばず

ソフトボール、少年サッカー、グラウンドゴルフ等の皆さんが活用し、多くの方々がこのグラウ

ンドで汗を流されております。 

 議員御指摘のトイレについてでございますが、確かに老朽化は否めず、現在シルバー人材セン

ターに週３回の清掃をお願いしているところです。このトイレは落とし込みのトイレと老朽化に

よる暗いイメージがありますが、現地確認の折は便器等の清掃はきれいになされているようでご

ざいました。ただ、この施設は、御存じかとも思いますが、金石城跡として国指定の史跡範囲内

でありまして、新築、増築等は国や県においても認められないとの回答があっております。何と

か簡易水洗への改修を打診いたしましたが、これも認めていただくことができない状況でありま

す。さらに、国指定の史跡範囲内であるため、文化庁におきましては、撤去を基本に進めていた

だきたいとの意向でございました。教育委員会といたしましては、将来的には博物館が建設され
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ることから博物館のトイレ等の活用を図る方向になってくるのではないかというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  まず野積み場用地の建物の件なんですけど、私、去年の３月の議

会から６回にわたってやってきましたが、恐らく、私、こういう返事が来るということはもう予

想してました。大体、不正に無断で建てて、１２年間も使用しておいて、このまま使わせること

自体がおかしいですよ、これは。１回解くとかなんとかして、それから許可を出してっていうな

らわかるけど、大船越の市民の方たちの要望でこれは私は出したんですけど、これを市民が聞い

たら、そしたら野積み場用地に誰でも建ててからすればいいじゃないですか。そんなことになる

じゃないですか。議員バッジをつけたら何でも悪いことは許されるっていうことになりますよね、

みんな。みんな市民はそう思いますよ。バッジつけとる人はいいですねって言いますよ。大船越

の市民の人たちもこれは私に要望を上げたんですけど、これびっくりしますよ、こういう返事が

市長から来たら。何でもでたらめに、そしたら野積み場用地に建物建てて、年数がたてばまたそ

のまま、これどういうことなんですか、その答弁は。何のために私は１年以上やってきたんです

か、これは。こんな答弁はないと思いますよ。これは市民の人たちからあれが来ますよ、不満が。

そしたら、みんな大船越の人たちも、あのまま建物を建てさせられとって解かされたんですから、

そのまましとってよかったっていうことじゃないですか。そんな不正なことを１２年間も無断使

用して、それをそのまま解かさずに、その解き代がかかるからとか、そういう言い方はないと思

いますよ、そんな答弁は。あきれましたよ。大船越の人たちも、きょうは見てますけど、議員バ

ッジつけたら何でも悪いことができるんだなっていうことになりますよ、これは。言っておきま

すけど。このまま許すなら。 

 あと、新病院に対する要望ですけど、私も去年の６月からずっと言い続けてまいりましたけど、

市民の方たちに、私は、ならなかったと思うんですよ。私は何のためにこんなに１年以上もわた

って市民の病院の要望を言ってきたんですけど、たいした改善もできんし、もう私は本当気の毒

ですよ、市民に対してから。そして、この前、私が会計に入って２時間以上待たされて、そして

文句言ってから消してもらったんですけど、その市長のこの前の答弁が「入江議員だけをたまた

ま間違えました」という答弁でしたよね。私は１年に１回しか行かないんですよ。１年に１回し

か行かない私をたまたま間違えましたっていうのも、これも言いわけですよ。それで、私は、こ

の答弁があってから、ずうっと病院の前に毎日立ちました。そして、出てくる人たちに全部聞い

てみました。そしたら、２時間以上はざらですよ。こんな言い方はないと思いますよ。私だけを

間違えた。これは議会が終わってから市民の人たちから「あの市長の答弁はおかしいじゃないで
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すか」て言いましたよ。そうですよ。誰が聞いてもおかしいですよ。１年に１回しか行かないの

に、「たまたま入江議員のその計算だけを間違えました。済みませんでした」っていう答弁でし

たよね。あれもおかしいですよ。 

 それともう１つ。朝６時に並ぶ窓口ですけど、あれは７時から来ればいいやろうとかいう答弁

ですけど、７時から行ったら上の人たちやなんかは１時２０分のバスに間に合わないんですよ。

だから早く来るんですよ。そして、あそこに椅子を置けない理由というのを市長は答弁されてま

すけど、私も昼前にちょっと、あれ見ましたけど、答弁書を。「あそこは救急車の入り口ですか

ら置けません」て言われました、前回の答弁で。行ってみられて見てないですか、あそこの、あ

の場所を。救急車の入り口はずっと手前ですよ。あそこ並ぶとこはずっと先ですよ。だから救急

車の入り口には一切関係ない場所なんですよ。それも自分が見てみてから答弁してあるならいい

ばってん、見もせんで答弁しとるでしょうが。行ってみませんか、あの病院に。朝６時に並ぶと

ころは救急車の入り口かどうかっちゅうことを見てきたほうがいいですよ、答弁する前に。そう

じゃないですか。ずっと手前ですよ、救急車は。私は警備員の人にもちゃんと言ってから説明し

てもらいました。「救急車はどこですか」「救急車はずっと手前です」と。「あそこ、皆さんが

並ぶとこは全然違います」という答弁です。前回、市長はその答弁をしてますから。それも病院

の言いわけ。そのとおりに市長が答弁してありますので。大体、私が１年に１回しか行かないの

に間違えるわけないじゃないですか。その後私はですね、１カ月間にわたってから、私が救急車

で運ばれたんじゃなかろうかっていうぐらい、入院しとるっちゅうぐらい、私は、うわさがたち

ましたよ。ずうっとあそこに立ちましたよ。そして、どのぐらい待ち時間かかりましたか、どの

ぐらいかかりましたかっていうことをずうっと聞きました。そしたら、ある議員さんから、「お

まえ、救急車で運ばれたんじゃないとか」ちゅう電話まで来ました。でも、私はずっとあそこの

病院に立って、出てこられる方に、どのぐらい待たれましたか、どのぐらい待たれましたか、ず

うっと聞きました。そしたら、２時間以上はざらです。これも病院の言いわけです。だから、私

が去年の６月から要望してきよることは何にもなりよらんみたいです。いろいろ言いわけをする

だけのことですよ。だから、市長も、あそこが救急車の入り口かどうか、行って見てこられたら

どうですか。そして答弁してくださいよ、私に。全然違うじゃないですか。病院の言いわけばっ

かしを真に受けてからしとるやないですか。そして、私たちは前もって通告書を出しているんで

すから、もうちょっと市長もその通告書を見てから、答弁をするときにもうちょっと勉強をして

から答弁をしてもらいたいと思っているのですよ。だから、現地に行くなり、それを救急車の入

り口、本当に救急車の入り口かなと、行けばわかることじゃないですか。そしたらそんな答弁で

きんと思いますよ。市民のことを思うならそれをしてくださいよ。私は、１カ月にわたって立ち

ましたよ、あそこに。本当かどうかちゅうことで。 
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 それから、今度は整形のことについて一言言わせていただきます。この方を例にとりますけど、

一人だけじゃないんですよ。両手の手首がまん丸腫れて、私は見てみました。まん丸腫れて、そ

して首も腫れているんですよ。それで、やっぱり患者さんというのは先生を頼りに行くんですよ。

だから、レントゲンを撮って、どういう病名ですよ、どうですよ。親切に教えてくれるならいい

けど、整形の先生の言われたことは、治らん。帰れ。それですよ。治らん、帰れ。病名も言わな

い。治らん、帰れですよ。そして、福岡にずっと１カ月１回ずつ通院されて、やっと治りかけて

いるんですよ。だから、本人にも私は会ってきております。まん丸腫れてあります。だから、も

うちょっと先生を頼りに、手首が痛い、首が痛いからといって行くんですから、優しく、レント

ゲンを撮ったのなら、ここがこうでこういう理由だから、もうあなたのはちょっと治らんやろう

とか言ってくれるのなら理解ができるんですよ。だから、そういうことばかりあっているんです

よ。これだけじゃないです。言い切れないぐらいあるけど、私はこれだけに今度はしておきます

けど、余りしたいことしよったら、これはもうかわいそうですよ、患者さんが。そのことは、一

応整形の先生にもおっしゃってください。もう。治らん。治らん帰れ。理由もわからん。病名も

わからん。普通、そんなに自分が言われたときはどうしますか。もうちょっと親切に、対馬市の

病院なんですから親切にしてもらいたいと思います。 

 それから、バスの停留所の件ですけど、私はどうしてもつくってもらえないなら、森木材の横

にある停留所を移してもらえんやろうかちゅうということで要望が来たから、市のほうにお願い

したら、病院側が８月に入札して１２月にはもうでき上がりますからという返事が来ましたので、

その方には一応もうこういうふうになりましたからということでしております。でも、たださっ

き言われたように、玄関前で乗せるのは、それは大変かもわかりません。でも、あそこで１２月

にできるまであそこで待たせるより、バスを玄関前に行ってもらえたら本当に市民は助かるんで

すよ。だから、それも要望を言っておきます。市民のためにもうちょっと考えてもらいたいです

ね。 

 そして、食堂の件なんですけど、私もそうですけど、前の日の９時から何も食べんで行ってま

すよね。１２時半ですよね。そしたらおなかがすいてたまらんですよ。だから、ちょっとした場

所でいいですから軽食が出る。おにぎりでもうどんでもいいですから、いなりでも。軽食のでき

るとこを。狭い場所でいいんですよ。置いていただきたいというのが一市民の要望です。 

 で、プールの件は、今言われましたのでわかりました。 

 そして、清水が丘のトイレの件もわかりました。 

 で、あと市長と副市長の給料の件ですけど、平成２０年と２１年は、前市長は３０％カット、

副市長が２０％カット、２年度にわたってですね。それから、２２年度から、ずっと辞められる

まで１５％カットしてました。副市長も一緒です。だから、これを前の市長がこんなして協力し
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てくださったんですから、もうちょっと、何かあったときには給料を引きますではなくて、もう

ちょっと市民に、私たちはこうして給料をカットして協力しますよっていうあれが一言欲しかっ

たんですよ、私は。何か残念ですけど。その答弁は。 

 それと、時間がありませんので、３年間、土木工事の件ですけど、十四、五年前は２００社お

ったんですよね、土木業者が。２００社おって、現実に仕事がもう減ってしまったから８０社に

減っているんですよ、業者がですね。その８０社のうちのＡランクが１５社なんです。その

１５社しかいないＡランクが、今年度の２８年度の前期は９６％。１００％のうちの９６％、

８億７,９００万３,０００円のうちのＡランクが８億７,４６６万４,０００円の９６％をＡラン

クに発注しているんですよ。あとの、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄランクはどうして仕事をするのですか。こ

んなにＡランクに全部渡してしもうたら。もうちょっとこれ、配分の仕方をＡランクにこんなに

全部９６％も渡したちゅうことはどういうことなんですか。説明してください。あとのＡ、Ｂ、

Ｃ、Ｄはどうして仕事をするんですか。下請けをさせられて、お金にならない下請けをさせられ

るんですよ。だから、２８年度はそれですよ。今言うた金額です。Ａランクだけに、１５社しか

おらんＡランクに９６％渡してます。あとのＢ、Ｃ、Ｄランクはどうして生活をしていくんです

か。ちょっとやり過ぎですけど、これをどんなふう市長は考えられますか。 

 お答えください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  順序立てて答弁したいと思います。 

 まずは、大船越の野積み場用地の件でございますけども、決して議員バッチをつけてるからと

かそういったことでの対応ではございません。これは、先ほども答弁いたしましたように、対馬

の産業は基盤が水産関係でもありますこと、そしてまた、多くの雇用を抱えてあるというような

ことで考えたわけでございまして、これまでもこのような事例が対馬の中でも４件ほどあります。

こういったことに基づいて判断したわけでございますが、建設当時からこれまでの占用料の相当

額につきましては、市の漁港管理条例をもとに算定し、負担を求めることといたしております。 

 そして次に、この病院の救急入口の件でございますが、私も病院のほうにたまに行っておりま

すので、ここも裏口のほうから何度も確認をいたしております。そして、きょうもこういうふう

に写真ももらっておりますので、救急入口の先にその裏口の入口があることは承知いたしており

ます。ただ、裏口の入口は救急車の入口の横のほうから入ることになるということでございます

ので、そちらのほうにその椅子等を設置すればなかなかちょっと危ないというような見解を聞い

ているところでございます。 

 そして、同じくその病院の整形外科の先生の対応でございますが、このことにつきましては、

この議会の放送も、病院の先生たちも見ていらっしゃると思いますので、改めての報告は必要な
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いかなというふうに思っております。 

 そして、バス停の件でございますけども、入江議員おっしゃられたように、もうすぐ完成する

ようになっております。ただ、その間どうにかならんかということでございますが、これはやは

り警察署とも協議した上で、そのことについては福祉車両とかそういった車が多いということで、

危険だということでの指導でございますので、このことについては、なかなか難しいというふう

に考えております。 

 次に、院内食堂の件でございますが、病院内にはなかなかそういったスペースがないというこ

とで、現在病院のほうではこの病院の外側にＰＦＩ、先ほど申しましたが民間の方にそういった

建物を建てていただいて、その使用料をその民間の方にやるというようなことでの計画を今模索

してあるようでございますので、もうしばらくそこら辺をお待ちいだだければなというふうに思

っております。 

 そして最後に、給料カットの件でございますが、先ほども申しましたとおりでございますし、

要は前市長のほうが、平成２４年度以降もカットしているということでございますが、合併当初

の市長給与が８０万円でございまして、これが２４年度以降は７２万円になっております。です

から、平成２０年から２２年度まではカットされておりますけども、２４年度以降は市長給与の

本則に従った７２万円ということになっているようでございます。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  いいですよ。給料をカットするつもりはないということはわかり

ましたから。市民の人もわかると思いますので。前市長はカットしとったのに、今度の市長も副

市長もカットしないということを今答弁されてましたから。みんなわかってはると思いますので。 

 それと、Ａランクにこの９６％やってありますが、これをこのＡランクだけにこんなに９６％

もやるんじゃなくて、Ａランクの仕事を分けて前松村市長の場合の例をちょっと言いますけど、

Ａランクの大きな仕事を分けてやってくださってたんですよ、業者に。だから、Ａランクだけに

ポンと渡せばそれは市の担当者も楽でしょうよ。設計やなんかも。楽やろうけどそれを、Ｂラン

ク、Ｃランク、Ｄランクを育てるために、地元の業者を育てるために分けてやることはできない

んですか。 

 御答弁ください。時間がありませんので。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  議員が、どの資料をもとに９６％の割合と言われているのか私もちょっ

とよくわかりませんが、（「これです。これです。持ってますちゃんと。２８年度の前期の分で

す」と呼ぶ者あり）２８年度の前期ですか。それは金額的なものなのか発注件数によるものなの
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か、ちょっとそれが、（「金額的にこれ金額を計算した結果９６％」と呼ぶ者あり）はい、わか

りますけども、要は、確かにランク分けは先ほども説明いたしましたように４段階に分けており

ますけども、これを、例えばできる限りの分割発注を心がけております。分割、要するに一つの

工事を分けれるところは分けて、Ｂランク、Ｃランク、Ｄランクのほうに工事が行き渡るような

指導をしているところでございまして、私の今持っている資料では、発注の割合が２７年度でご

ざいますけども、Ａが約３７％、Ｂが１９％、Ｃが３３％、Ｄが１１％というようなことに実績

としてはなっているようでございます。（「わかりました」と呼ぶ者あり） 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  これは、私が持っているのは２８年度の前期の分です。これも入

札が済んだ分で、９６％はもうＡランクです。だから、それをしないで私が言いよるのは、Ｂ、

Ｃ、Ｄをもうちょっと育ててやりたいんですよ。だから地元の業者がほんと泣いているんですよ。

だから、前の市長みたいにずっと大きい工事を分けて、Ｂ、Ｃ、Ｄにも回るようにしていただか

ないと、Ｂ、Ｃ、Ｄはいつまでたってもこの状態ではＡに上がれないし、上がれませんよ、これ。

仕事の量が回ってこないわけやから。仕事の量が回ってこんけ上がられんじゃないですか、いつ

までたっても。だから、本土の業者に仕事をやるんじゃなくて、もうちょっと地元の業者を育て

るような形で、もうちょっとしてやらんとかわいそうですよ。 

 それともう一つ。時間も迫ってきましたので。私は何日か前に上久田道の工事の件で、現場に

行ってきました。そしたら、市役所のほうに、石垣をこれ積んであったんですけど。市役所のほ

うに聞いたら、１３０万円。大体は、税込みの１３０万円以下は見積もり入札ていうのをせんと

いかんですよ、３０万円以上は。それやとに、見積もり入札をしないで、同じ会社に３カ所渡し

ているんですよ。見積もり入札なしで。これはするべきじゃないと思うんですよ。私は、これは

どの会社かということを一応調べさせてもらいました。○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○それで、現場にも行かせてもらいました。その現場の

１３０万円以下だからあれ要りませんよって言った。緊急を要したからやりました。緊急を要し

てるかもしらんけど、崩れてる石垣の下はそのままで、５０センチぐらい崩れてきているのにそ

れの上に石を積んでるんですよ。そして、腹うんでるんですよ。いつ崩れるかわからんように。

そんな工事を１３０万円以下でさせて、いいものですかこんなこと。そして、黙って渡したらだ

めですよ、入札なしに。見積もり入札せんといかんでしょう。税込み１３０万円以下だったら。

それもここだけじゃないですよ。同じ会社に、内山も２件渡してますよ。見積もり入札もせんで

から。そういうことをしたら、やっぱりあの人だ、あの建設会社、市長運動したからとか。そん

なのが耳に入ってくるんですよ。だから、これからもう私は、このことは全部調べさせてもらっ
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て対馬の市民に市長がどういうことをしよるか。新市長がそういうことを、自分のほうの味方に

そういうことをした。ちゅうのは…… 

○議長（堀江 政武君）  入江議員は、質問は冷静に願います。質問は冷静に願います。 

○議員（３番 入江 有紀君）  見積もり入札をせんといかんとこを。やるべきじゃないと思いま

すよ。私は、きのうも市役所に行ってきてから、あんたたちはすることはなんやとねちゅうてこ

れ怒ってきましたけど、これはするべきことじゃないと思いますが、みんな市民にわかってもら

いたくて、私はきょうは一般質問しましたので、こういうことを新市長はしているんですよとい

うことを、市民にわかってもらいたいと思いますので。だから、ほかの業者が見たら、１３０万

円以下、税込み１３０万円以下で見積もり入札もないでから仕事をしよるよって。そんなのがど

んどん入ってくるんですよ。どこねちゅうたらこうこう。だからそういうことを、こんなことし

ていいんですか。していいんですか。 

 御答弁ください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  まず、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○（○○○○○○○○○○○○○○○と呼ぶ者あり） 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○このＡランクにな

るためには先ほど申しましたように、客観的、主観的（「わかってます」と呼ぶ者あり）そうい

うものがあります。そして、その技術者の（「わかってます」と呼ぶ者あり）数もあります。そ

ういったところがきちっとそろって初めてＡランクになりますので、こちらが意図的に上げない

とか、そういうわけじゃございません。そこは御理解お願いしたいというふうに思います。 

 そして、次に、久田道のその入札の件でございますが、この１３０万円以下の随意契約につき

ましては、これは地方自治法施行令１６７条だったかな、これによって認められております。ま

してや、こういう災害とか緊急的な事項のときには、これが認められるということになっており

ますので、そのような対応をしているということで御理解お願いしたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  ちょっと待ってください。今、入江議員のほうから○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○発言がありましたけど、市長のほうは確認してもその事実はないと

いうことでございますので、これは無礼な言葉になります。ですので、法１３２条の規定によっ

て、こういう発言は禁止をされておりますので、取り消していただきたいと思います。 

 お願いします。 
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○議員（３番 入江 有紀君）  はい、わかりました。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  もう時間がありませんので、やっぱり人が見る目はそんなふうに

見ますので……（発言する者あり） 

○議長（堀江 政武君）  取り消しを先にお願いします。 

○議員（３番 入江 有紀君）  取り消します。（発言する者あり）何ですか。 

○議長（堀江 政武君）  ちょっと待ってください。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

発言を取り消してください。○○○○○○○○○○○○○○○ 

○議員（３番 入江 有紀君）  今の発言は間違ってました。一応取り消します。それでやっぱり

市民の方ていうのは、よく見てるんですよ。だから市長の応援をした人とか、あんな人たちに仕

事をやってとかいうことが、私たちの耳に入ってこないように、ちゃんと１３０万円以下でも入

札をして、見積もり入札をしてから仕事を渡してください。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  これで、入江有紀君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  暫時、休憩します。再開は２時１０分からとします。 

午後１時54分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時09分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 報告します。渕上清君より、早退の届け出があっております。 

 一般質問を行います。２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  会派つしまの小島德重でございます。 

 午後のこの時間帯は、人間のコミュニケーションの取り方では、一番何かうまく通じる時間帯

だと聞いたことがあります。そういうことを念じながら、通告に従い、２項目についてお尋ねし

ます。 

 １項目めは、小中学校におけるＩＣＴ機器の整備についてお尋ねします。 

 平成２５年６月に閣議決定された、国の第２期教育振興基本計画では、２１世紀にふさわしい

学校教育を実現できる環境の整備を図るため、ＩＣＴ環境の整備目標が示されています。 

 目標達成のため、平成２６年度から２９年度までの４年間で、全国の自治体に単年度１,６７８億

円、総額６,７１２億円の地方財政措置が講じられています。 

 しかるに、対馬市教育委員会の２８年度予算、事業計画によると、ＩＣＴ教育推進モデル校と
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して小学校２校のみを指定し、その成果を検証することで、今後のＩＣＴ機器の整備促進とその

有効活用による児童生徒の学力向上を図るとなっています。 

 国の第２期教育振興基本計画及び長崎県教育委員会が平成２７年２月に示したＩＣＴ機器整備

計画には、ほど遠いと言わざるを得ません。 

 ＩＣＴ教育の推進、機器の整備について、平成２５年１２月定例会及び２６年９月定例会にお

ける私の一般質問に、当時の梅野教育長は、「ＩＣＴ活用の効果が確実にあることがわかります、

ＩＣＴ活用の効果が学力向上に有効である」という旨の答弁をされました。その都度、それなら

早急に導入すべきであると指摘しましたが、教育長は、平成２６年の９月の議会で、「東部中学

校ほか県内１１のモデル校の報告を参考にして、平成２７年度末までに、ＩＣＴ機器の整備計画

を作成する」と答弁されました。 

 これまでの教育長答弁を受け、各学校現場では、平成２８年度から、国の振興基本計画で目標

とされる水準の機器の整備が、各学校になされるものと期待していましたが、対馬市教育委員会

は、またしてもモデル校２校で検証するという、整備計画の先送りと言えるような事業になって

おります。 

 モデル校での検証の結果は、県内のみならず全国的にも既に効果ありと報告をされています。

各学校に、国の教育振興基本計画で目標とされている水準の機器の整備を早急に行うべきである

と考えます。教育長の答弁を求めます。 

 次に、磯焼け対策についてお尋ねします。 

 藻場の衰退、消失が、全国各地で大きな問題となって、かなりの年月が経過しています。対馬

沿岸も藻場の衰退、消失は深刻です。 

 昭和５０年代の半ばに、ヒジキの生育不良や局所的な藻場の衰退が確認され、平成に入った

１９９０年代から衰退の範囲が広がり、２０００年、平成１５年以降も衰退が続いています。平

成２０年には、対馬の北西部など一部を除き、ほぼ対馬全域で消失が確認され、現在も回復の兆

しが見られません。藻場の衰退が進むにつれ、藻場における主な水産資源であるアワビ、サザエ、

ウニ、海藻類の漁獲量は急激に落ち込んでいます。 

 代表的な資源であるアワビは、昭和５７年には２５２トンの漁獲量がありましたが、２０年余

り経過した平成１５年には１１２トンと、５分の２に落ち込み、その後も減少を続け平成２５年

には３３トンにまで減少しています。最近一、二年はさらに状況は悪化し、平成２７年は２３ト

ンまで落ち込んでいるということです。磯場を生活の糧にしている漁業者の方の話では、このま

まではアワビは対馬の海から絶滅してしまう。ある漁業者の方は、ヤマネコ以上に絶滅危惧種に

近いのではないかという話をされました。 

 また、海藻の代表的な資源であるヒジキについても同様の状況にあります。平成２７年には
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１１９トンと、３０年ほど前の２０分の１の量に激減をしているということです。 

 磯焼けの要因として、海水温の上昇、食害、窒素やリンの栄養分不足、あるいは溶存鉄の不足

などが上げられています。 

 市長は、就任時の所信表明において、第１次産業の活性化が最優先課題であるとの認識を示さ

れ、特に基幹産業である水産業では、漁業者の所得安定のため、磯焼け対策、藻場造成、資源管

理など、漁場環境の保全の取り組みを重点政策として掲げられました。漁業関係者の市長への期

待は大きいものがあります。 

 今回は、次の３点を中心に市長の見解を求めます。 

 １点目は、藻場衰退の大きな要因の一つであると指摘される藻食性魚類、いわゆる海藻類を食

べる魚類の駆除を重点的に実施すべきであるとの多くの漁業者の声があります。市長は、この声

をどのように受けとめられるかということで見解を求めます。 

 ２点目は、まだ藻場が残っている区域では、アワビ、サザエ、ウニ、海藻類及び魚類の種苗の

放流をもっと大規模に行い、漁獲量の増大を図るべきであると考えます。また、藻場の造成関係

の予算を拡充すべきであると考えます。市長の見解を求めます。 

 ３点目は、磯焼け対策、藻場再生に向けた情報の共有及び行政、漁協、地域住民が一体となっ

た組織・体制づくりは十分であるか伺います。 

 以上、２項目４点について、簡潔明快な御答弁をお願いいたします。必要に応じて、一問一答

で再質問をお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  ＩＣＴ教育の推進、機器の整備についてということでございますが、

電子黒板、電子教科書、タブレット端末、実物投影機等のＩＣＴ機器を活用した授業と学力向上

の関係については、ＩＣＴ活用の効果が学力向上に確実にあらわれているという研究報告がござ

います。当然のことですが、ＩＣＴ機器を整備するだけでは学力は向上をしないと思っておりま

す。効果的にＩＣＴ機器を活用する授業と、教師の指導力を高めていくことが重要だと考えてい

るところです。ＩＣＴ機器は、情報化社会への対応ではなく、議員御指摘のように、学力向上を

図るための教師のツールであると捉え、ＩＣＴ機器を有効的に活用し、教育の質の向上を図りた

いというふうに考えております。 

 対馬市の小中学校のＩＣＴ機器の整備状況でございますが、電子黒板を整備している学校数が、

小学校４校、４台、中学校１校、８台、併設校１校、１台でございます。タブレット端末を整備

している学校が、小学校２校、１１台、中学校１校、２０台の３校でございます。実物投影機を

整備している学校は、小学校１５校、３３台、中学校９校、１９台となっております。 

 今後の見通しとしましては、本年７月から指定をしましたＩＣＴ教育推進モデル校の２校にお
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いて、タブレット端末や電子黒板、実物投影機等を活用した授業事例、効果的な授業実践をする

ために必要なソフトウェアについて実践研究をしていただきます。その結果を、タブレット端末

の導入機種及び導入ソフトウェア検討のための参考資料として、国が示している第２期教育振興

基本計画に若干遅れることにはなりますが、平成３１年度、３２年度に予定をされております次

期教科書の採択までに、その基準に沿うように、ことし３月に策定をしております推進計画に基

づいて整備ができるよう、市長部局と協議を進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  次に、磯焼け対策についての御質問にお答えいたします。 

 小島議員御指摘のとおり、対馬沿岸の春期の藻場の状況は、平成元年には１,２１６ヘクター

ルあったものが、平成２５年には１,１４６ヘクタールと、７０ヘクタール減少しており、私も

議員同様、危機的な状況に直面しているものと感じております。藻場は、沿岸の１次生産の場で

あり、沿岸環境を保全する重要な機能を持つとともに、多種多様な水産生物にとりまして産卵の

場や稚魚の成育の場でもありますので、藻場の保全、回復は、対馬沿岸の生態系の維持だけでな

く、対馬の水産業の再生、発展にとりましても喫緊の課題であると認識しております。 

 本市におけるこれまでの取り組みといたしましては、離島漁業再生支援交付金におきまして、

島内３７の漁業集落と漁業再生の取り組みを行うための協定を結び、種苗放流、漁場の管理・改

善、産卵場、育成場の整備等の支援、水産多面的機能発揮対策事業を活用して、４地区が実施し

ております海藻の種苗投入、食害生物の駆除等の支援、対馬地域栽培漁業推進協議会によります

種苗放流への支援、藻場礁の設置による藻場の造成等を実施しております。 

 また、平成２８年７月には、長崎県におきまして長崎県藻場回復ビジョンが策定され、おおむ

ね１０年後の藻場の回復目標や、藻場回復の全体像が示されたところでございます。現在、本市

におきましても、このビジョンに基づき、島内各漁協で藻場の見守り体制の構築が進められてい

ます。平成２８年８月末現在、７漁協で藻場見守り隊を設置し、地区ごとの藻場回復計画を策定

して、藻場の保全、回復活動に取り組んでいただいているところです。 

 しかしながら、磯焼けの拡大阻止、藻場の回復までには至っていないのが現状でございます。

そこで、藻場の消失減少の大きな原因の一つであります藻食性魚類の駆除の件でございますけど

も、この件につきましては、私も、小島議員と同感でございます。私も、漁協の組合長の方々に、

ぜひ対馬全島で一斉にこの藻場を荒らす藻食性魚類、要するにイシヅミとかバリとか、こういっ

たところの捕獲作業を実施していただきたいというふうにお願い申しております。そういうこと

で、漁協のほうでも各集落単位で取り組み計画を立て、必要に応じて今現在は実施されておりま

すけども、これを全島に拡大していく必要があるというふうに感じているところでございます。 
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 まずは、漁協、集落、県、関係機関と情報を共有しつつ、離島漁業再生支援交付金や水産多面

的機能発揮対策事業等を活用して、先ほど申しましたように、このイシヅミ、アイゴ等の魚類の

重点的な駆除や適切な場所への種苗放流等に、各漁協、集落が一体となって横断的に連携して取

り組んでいただくよう、市としても協力を求めるとともに、しっかり支援してまいります。 

 次に、組織づくりでございますけども、現在、本市では、磯焼け対策、藻場再生に特化して協

議、検討を行う組織は設置しておりませんが、磯焼けは一朝一夕に解決できる問題ではありませ

んので、私も、この磯焼け問題に対しては、今できる対策とあわせて中・長期的に取り組むため

の組織づくりが必要と考えます。早急に磯焼け対策、藻場再生を目的とした組織を立ち上げ、藻

場再生に関する調査、研究、イシヅミ、アイゴなどの藻食性魚類の有効活用等に取り組んでまい

りたいと考えております。今後とも漁協、集落、対馬振興局、大学等研究機関との連携を一層高

め、対馬沿岸の藻場の保全、回復を図る取り組みを推進してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  御答弁、ありがとうございました。 

 まずは、ＩＣＴ機器の導入関係から少し詰めさせていただきたいと思います。 

 まずその前に、永留教育長、教育長就任、おめでとうございます。学校現場でたくさんのすぐ

れた実践、そしてまた学校経営にも手腕を発揮され、また行政でも仕事されましたので、最適の

方が経営責任者になられたと思っておりますので、どうぞ頑張ってください。それからまた、部

長は生涯学習のエキスパートと聞いておりますし、そのコンビでぜひ教育委員会の仕事がさらに

推進できるようにしたいと思います。私たちも応援できる分は応援し、また現場や市民の声を届

けることを心がけていきたいと思っております。 

 きょうは、私、このことを取り上げさせていただいたのは、６月から７月にかけて島内の小中

学校を回らせていただいたんです。日程上、全部全校までいかない、あと何校かはまだ残ってい

るんですが、その中で、やはりこのＩＣＴ機器の導入についての要望が一番大きいわけです。だ

から今回取り上げさせていただきました。その中で、今、教育長の答弁お聞きしましたら、梅野

前教育長が示された認識と全く同じで、ＩＣＴ機器の整備が必要だと、その成果というのは認め

ているということをおっしゃいましたので、まず一つは安心をいたしました。その上で、あえて

またお願いというか、お尋ねをするわけですが、今、教育長の答弁にもありましたけども、

２８年度の事業を見ますと、２校をまた検証のために指定をして、それ以外は、またこの検証を

もとに、今後、機器の導入を進めていくということなんですか。 

 このことについては、先ほどの質問の中でも述べましたように、やっぱり現場は、このことは

落胆をしています。なぜかと申しますと、やはり既に国の段階では、平成１８年のときに、既に
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もうＩＣＴ機器の活用が必要だという結論が出て、それに基づいて研究開発校とか実験校で検証

がされたわけです。それを受けて、平成２１年、２２年に、全国の各学校にＩＣＴ関係、コンピ

ューター、それからデジタルテレビ等が配置されたわけです。それを受けて、さらに進んで、今

度は、電子黒板やタブレットや無線ＬＡＮが必要だというのが、今度の第２期の振興計画なんで

す。 

 そして、対馬市もそれを受けて、既に平成２４年と２５年に今里小学校で、複式における成果

を発表し、だからもうその段階で私は、ほかの学校にも入れてやったらどうですかという質問を

したところが、前教育長が、「いや、今、県下で１２校検証しているから、それを待ってからに

します。」と言って、２７年度末までに整備計画をつくると、こうおっしゃったんです。だから、

２７年度までに整備計画ができ上がったら、２８年度から国が示したこの基準です、ここに示し

たこの基準に基づいて、何らかの、いわゆる機器が各学校に整備されるものと期待してたんです。

で、なぜそれが２校だけになったのかです。これは前教育長からも引き継ぎ受けられたりしてい

ると思いますから、そのあたりを少し御説明ください。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  今年度、なぜ２校かということですけれども、やはり機器先行、ＩＣ

Ｔ機器を入れればいいというもんじゃないというふうに捉えております。今年度、２校を指定を

して進めているのは、２校の実践によって機種検討を行いたい、その資料をつくりたいというこ

とです。電子黒板はどういう種類がいいのか、また、タブレットパソコンはどういう種類が効果

的なのか、そういうものを今年度からの研究指定によって見つける手がかりをつかみたいという

のが一つございます。本格的には、来年度からＩＣＴ機器の整備を行っていくようにしておるわ

けですけれども、ちょうど２１年、２２年度に国のＩＣＴ事業で、校内ＬＡＮを整備したりパソ

コンを入れたりデジタルテレビを入れたりしましたけれども、そのとき入れたパソコンが、もう

耐用年数を過ぎているような状況になっております。まず来年度は、だからそこらあたりから取

りかかっていきまして、そしてもう一つは、３１年度、３２年度に教科書採択がございます。そ

の教科書採択の折に出てくるデジタル教科書、これを見越した状況で、それまでに何とかＩＣＴ

機器を各学校に整備をしていきたいな、いう考えのもとに、今、計画を進めているところです。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  今年度、５月に就任された永留教育長に、今までの経緯を含めて

質問するのは、私も気がちょっとひけるところがあるんですけど、しかし、これはやっぱり行政

の継続性として当然聞かなければいけないから、もう少し詰めさせてもらうんですけど、今、教

育長おっしゃたように、ここに項目ございます。その中で、確かにもう電子教科書は、採択時で
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それはいいと思います。ただ、それ以外の電子黒板も、今教育長説明されたように、まだ各学校

にそろってない。国の基準は、各学級１台です。学級１台です。学校１台じゃないです。それか

ら、実物投影機は案外対馬の学校は入ってます。それでもまだ、これも各学級１台ずつですから、

これもほど遠いです。それから、無線ＬＡＮもまだほとんどの学校、新しい時代の高速無線ＬＡ

Ｎには対応できないわけです。今あるのが、既にもう故障とか使えなくなっているというのも聞

いてあると思います。そして、タブレット、これも使い方によって、いわゆる学校によってはタ

ブレットがぜひ欲しいというところもあるし、タブレットは次でもいいというところもいろいろ

あると思います。これも入れなきゃいけない。そして、あとは、コンピューター室のコンピュー

ターも、もう７年目、８年目になってるから、これも更新しなきゃいけないでしょ。そうすると、

電子教科書は３１年、３２年にしても、なぜこの２８年度から、整備計画の、前教育長が言われ

たように教育委員会としては、教育長の責任だけじゃないわけですけど、教育委員会、あるいは

事務方も含めて、なぜ２８年度から配備さえできなかったかということを聞いてるわけです。こ

れは、現場は、これまた教育委員会、先送りだなと、そういうふうな受けとめ方をしています。

だから、この２８年度、そんなら何を、例えば電子黒板は中学校と書いてありますが、どこの学

校にどう入れていくんですかという尋ねが、私されましたからね。やあ、それちょっと議会で尋

ね、あるいは、委員会に尋ねてみますよということなんです。どうですか。これでいくと、

２８年度、入れなきゃいけない予定になっています。これは、教育委員会が出された推進計画で

す。それで、無線ＬＡＮについては小学校、もう２８年度から、これ検討するようになってます

けど、この取り扱いはいかがなんですか。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  （「これは推進計画の８ページに載っています。」と呼ぶ者あり） 

 私がいただいている推進計画では、２８年度小学校、その研究指定校、２校になっています。

２９年度と３０年度で、小中学校に順次導入をしていくというふうになっております。何で

２８年度から導入に取りかからないかいう質問に関しましては、私も詳しいところは知りません

けれども、確かにそういうふうに言われると、遅れたことは否めないのじゃないかなというふう

に思います。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  それで、教育長、答えられたように、２８年度２校入れるからい

いじゃないかということですけど、この推進計画、各学校にも渡っているとしたら、各学校にも

これは電子黒板渡る、行くものと、そう思われます。そして、当然、国は２９年度までに入れま

しょうと言っているわけです。電子黒板、投影機、特に需要が高い、要望が多いから。だから、

ぜひ、このあたりは、今年度のうちに、２校のみじゃなくて、どの段階かで補正組んででも、や
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はり入れていかないと、後ずっと尻が詰まってですよ、もうこれは３１年度分の教科書までいか

ない前に、対馬の教育機器の状況は破綻します。 

 それで、事務方、教育部長でいいんですけどね。このことについて、今年度、財政当局に予算

要求されるとき、ＩＣＴの充実については、どのような予算要求をされたかをお尋ねをしたいと

思います。 

○議長（堀江 政武君）  教育部長、須川善美君。 

○教育部長（須川 善美君）  ＩＣＴの導入の財政との関係になりますけれども、財政当局のほう

に、パソコンの更新、先ほどから出てますとおり、伴うＩＣＴ機器の導入について機器を選定と

か、協議を進めているところでございますけども、財政的な面もございます。あわせて２９年度

から学校のＩＣＴ推進事業として振興計画に計上させていただいているところでございます。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  答弁大変ですけど、あの私が聞いてるのは、やはり２６年、７年、

８年、９年の４年間でやるべきことですから、やっぱりもう２年間遅れて３年目ですから、やは

りことしのうちにある程度のところは、現場の要望が多い電子黒板と、それから投影機、特に電

子黒板については、各学校、各学級１台とは言いませんけども、そこは、やはり進めるべきだと

思います。それを、やはり教育委員会にも図ってみてください。教育委員の方々にも意見を聞い

て、事務方の意見も十分聞いた上で、やはり教育委員会として練り上げてください。 

 それで、一応必要に応じて、市長のほうにもお尋ねをするということで資料も差し上げており

ましたけども、前市長もこういう答弁をされました。教育委員会からきちんと整備された、整備

についての計画が上がったら、それに対して対応を考えますという答弁をいただきました。市長

も、そのあたりについては、先般の波田議員の質問に対して、教育予算については惜しまないつ

もりだと御答弁なされました。 

 そこで、今、教育委員会は多分検討されるでしょう。このままでは後ずさりしてしまって詰ま

ってしまって、国が求めているような標準的なものは配備されないんですが。 

 そこで、いわゆる総合教育会議で、昨年からことしにかけて教育機器ＩＣＴのことについて議

題になったことがあるかどうかをお答えください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  総合教育会議で、そのＩＣＴ関係が議題になったかということでござい

ますが、ちょっと私まだそこですね、よく記憶には今のところございません。申し訳ございませ

ん。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  教育会議も去年、総合教育会議も去年からスタートしたんですけ
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ど、私が聞いた範囲では、総務課長からいただいた資料では、去年もあってないというふうに聞

いています。いわゆる教育大綱の制定が主な内容だったということです。 

 多分、この地教行法が改正されたとき、総合教育会議は市長が招集するとなっていますけれど

も、ＩＣＴの整備とか、それから図書費の増設とか、そういう予算を伴うことについては教育委

員会から、いわゆる要望を出して、教育会議を招集してくださいという通知が来てるはずです。

教育委員会、県の教育委員会を通じて国の通知が。そのあたり踏まえて、これはぜひ、総合教育

会議を活用してください。そのことは、通知については申し上げときます。 

 平成２６年７月１７日付の初等中等教育局長の名前でそういうふうな通知が行っています。は

い。だから、市長が招集されなくても教育委員会が予算関係のことに伴っては、あるいは、人の

配置とか等については招集を申し入れてくださいというのがあります。ぜひ活用していただきた

いと思います。そのことを、教育長、最後に確認をしてください。取り遅れないためにはことし

のうちに手を打たないといけないということを含め。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、永留博君。 

○教育長（永留 和博君）  御指摘ありがとうございますと言いたいんですが、私も市長も、多分、

総合教育会議１回しか、まだ７月でしたか、１回開催しただけで。今後の総合教育会議をどうい

うふうに進めていくかということにつきましては、今の御指摘も参考にさせていただきながら今

後の計画を立てたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  一応、教育委員会のほうの現状というのはお聞きしましたので、

一応それは区切りたいと思います。 

 次に、磯焼けのほうにいきたいと思います。磯焼けについては、市長は、多分、漁業者の方々、

組合長会とかいろんな漁民の方と触れ合う機会が多くて、現状は十分把握しているとおっしゃい

ました。私も、にわか勉強ですけども、いろんな水産課とかあるいは海洋資源保全室に行って資

料をいただいたりして勉強しましたら、これはいわゆる、磯場で揚がる資源の中の代表的なもの

であるアワビとヒジキだけをここに上げております。このことについてはもう市長も答弁された

とおりなんです。 

 その中でもいろいろ磯焼けの要因は専門的には分析されてあるんだけども、現実、そのいろん

なこと細かいことを今ここで議論するつもりありませんし、ただ、私が漁協関係者、実際に毎日

海に行ってる人たちの話を聞いた中で、緊急というか一番すぐ手を打って効果があるなというの

は、いわゆる市長が答えられた魚類の食害です。これは手を打てば、必ずそれなりの効果という

ことをお聞きしてきました。 
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 その中で、特に魚類の中でも、対馬ではよく言われるのがアイゴとブダイとイシズミですけど、

特にイシズミが最も被害が、最近食害が大きいということ。 

 これは上対馬漁協さんからいただいてきた資料なんです。これを見ていただくと、この魚の大

きさが４キロから大きいのは５キロ近くあるそうです。その内容物は、このようにいわゆる海藻、

全部です。そして、これが軽トラ１台ありますけど、これはわずか建て網を３段立てただけで、

６０匹余りかかっていたということです。だから、３段というのは１００数十メートルみたいで

すけど、その中で６０匹取れるということは、すごくおるという話。これは美津島のほうでも漁

協関係者の方に聞きますと、イシズミがすごいと。だから、これをとりあえず退治したい、して

くださいと。 

 市長、おっしゃったように、ある地区だけでやっても効果が薄い、できれば全島一斉にやる、

全島が無理なら一地域、旧町とかあるいは東沿岸なら、その上県郡とかそのあたりの範囲とか、

やっぱり一斉にやれば、それも産卵時期前とか活動期前とかいろんな時期があるみたいですけど。

そのあたりについて、漁民の方は一斉にやりましょうというけど、なかなか漁協十幾つもあって

まとまらない。また漁協の中でそれぞれ地区ごとに思惑があるから、そのあたりを私が聞いた言

葉は、ある組合長さんは「市が、あるいは県が音頭を取ってもらえないか」と。そういうあたり

を期待してありますけど、市長、そのあたりはどうですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  私は先ほど答弁いたしましたとおり、このアイゴ、そしてイシズミ、ブ

ダイ等は、全島で一斉にやっていかないと効果がないと考えておりますので、今、小島議員さん

言われたように、離島活性化交付金等もこれは使える事業でございますので、ここら辺を使って

市が船頭になってやってもかまいませんと思っております。実際、私のほうも水産課の職員のほ

うには、この離島再生交付金を使って一斉にやってくれということを進めてくれというような指

示をいたしているところでございます。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  一応、市長のほうに、そういうお願いがあっておりますけど、漁

民の方が思っているのは、皆さんそうです。そして、そうなってくると建て網が今度はまたいろ

いろあるんだそうですけど、防波堤のところのイシズミは、いわゆる波除のテトラポットのとこ

ろが一番住みかなんだそうです。ここに集中していて、そして回遊をすると。そのときに、いわ

ゆる建て網の高さが３メートルものでは取れないと。もっと高いものを、やっぱり購入しなきゃ

いけないと。 

 それで、その漁協の方は、市で、何らかその再生交付金だけじゃなくて、一斉にやるならそう

いうことの補助はできないかというような考え方をお持ちですけど、そう言われましたけど、そ
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のあたりはいかがですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  離島漁業再生支援交付金でそういった網も、もちろん買えるということ

でございますので、それでまだ不足するということであれば、今現在この藻場礁等もかなり海に

投入はしておりますけども、この藻食性魚類の捕獲が先決だと思いますので、そこら辺は前向き

に検討してまいりたいというふうに思います。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  それで、私も漁業者の方々にいろんな話を聞きますと、そういう

ことがうまくいっている漁業地区、集落単位です、ところと、余りうまく運んでないところがあ

るように感じました。だから、そのあたりを情報交換といいますか、そのあたりをしてうまくい

ってるところのノウハウを全島的に広げていくべきだと思うんです。 

 そのためにはやはり、組合長会議だけではなくて実務的なレベルの漁協の担当者、それから実

際海で仕事をしている人という漁民の代表、そういう方たちを、今、見守り隊ができたと言って

ありますけども、見守り隊にしてもまだ７つか８つしか発足していないと。再生交付金で登録し

ている集落はかなりの数です。そのあたりを市だけでなくて、県と市一緒になった行政の指導力

というのが欲しいということを言ってありますよ。そのあたりも、市長は十分御存じだろうと思

います。 

 それから、その情報不足というか、そういう情報がうまく全島回ってないということで、一つ

気になったことがあったんで、市長にも手元に資料をお渡ししましたけど、これは磯焼けの衰退

について、女護島の対馬水産業普及指導センターが聞き取りをした調査結果です。これは海洋保

護区の科学委員会の報告書の中にある資料そのままです。このことについて、私も、これを見て

いましたら、聞き取り調査を５年ごとにしてきていながら未発表と書いてあるんです。これはな

ぜこんな貴重な調査をしながらこれが未発表なのか、このことについては農林水産部長をしてあ

ったから、そのあたりの事情は御存じですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  実は、正直申しまして、私も農林水産部長をしてた時代から振興局のほ

うにこの藻場の衰退の状況を知りたいということで、情報提供を求めたんですけども、文章とか

こういった図面等ではまだ渡せないということで、口頭で大体どこからどこぐらいというような

ことしか聞き出せませんでした。これが、要は、渡せない理由というのが、その時点では、はっ

きりとして聞き出すこともできませんでした。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  やはり、それは、行政のあり方としては県の姿勢なのか、県のど
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のレベルか知らないですけど、おかしいと思うんです。漁民に聞き取りしたことを、聞き取った

だけで、漁民には知らせないんです。一体そこが、やはり漁師の人たちも不信感持ちます。せっ

かく協力したのに、自分たちには情報が伝わらないと。それはいけないと思うんです。 

 そこで、私は組織づくりという点でこういうふうに感じたんですけど、対馬市はやっぱり磯焼

けの対策本部を設置すべきじゃないかと思うんです。そして、今言った漁協、漁業者、そして県

も入ってもらって、水産普及センターあたりの優秀なスタッフの方々の意見もいただきながら、

やはりそういう組織を立ち上げて対応すべきだと思うんですが、そのことについてはいかがです

か。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  磯焼け対策本部につきましては、冒頭の答弁をいたしましたとおり、こ

の中長期的なことを考えたときには、やはりこの磯焼け対策の、そういった本部を立ち上げる必

要があるのではなかろうかというふうに私自身も考えているところでございますので、ここら辺

を早急に立ち上げたいというふうに思います。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  そういうことで、市長が前向きに取り組んでいただく、私、最初

に申しましたように、実りあるコミュニケーションとれていい応答ができればと言いましたけど、

やはりそういうふうな姿勢を示していただくと、漁業者の方たちも元気づくと思うんです。この

ままではほんと海はだめになってしまうということは、危機感は共通しているわけですから。 

 それで、今言われた対策本部とともに、今度、国境離島特別新法が動き出すのにあわせて、対

馬市の要望事項の中に国の研究機関を要望しようという項目がございます。このあたりについて

は、どのような動きになっているか、もし今の段階でわかれば教えてください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  この国境離島の申請に関しましては、対馬市から、たしか５１項目だっ

たと思いますけども、要望いたしております。この中に、国の機関の誘致というような形でこう

いった研究機関が、誘致が、お願いしたいというようなことで今現在申請をしているところでご

ざいます。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  ありがとうございます。ぜひ、この項目、やはり対馬にとっては

海あってこその対馬だと思うんです。ぜひ、強力にここを進めていただく、そのためには、市の

職員の中にも水産、そういう専門的な知見を持った職員を置くべきだと思うんです。これは数年

前の議事録を読んでみましたら、山本副議長さんがそういう質問をされていたというふうに記憶

しています。そのあたりについて、やはり専門的な職員の配置についてはいかがお考えか。 
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○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  その専門的な職員の件につきましては、ちょっとなかなか今現在、行政

改革等にも取り組んでいる中で、果たしてそのような専門職員を採用できるかといったことは、

また今後検討させていただきたいというふうに思います。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  ぜひ、これから何十年先見たときに必要だと思います。そして、

今すぐ、その市の職員が採用できなければ、共同体の職員としてでも、今、いろんな分野８人い

らっしゃると聞きましたけど、ぜひ海の育ちだったら全国から応募すれば、特に海藻だけの研究

者ということであれば、応募があると思うんです。 

 去年の秋に視察に行った三重県の鳥羽市は、人口２万だけども海藻中心にした水産研究所を持

っていました。そして、現実、その自分たちの前の磯場で役立つ研究をしているという事例もあ

ります。ぜひ、それは前向きに取り組んでいただきたいなあと。 

 それから、藻場の造成について、予算が、私見せてもらったら、沖合の大きな漁礁は結構何千

万単位です、６,０００万、７,０００万、市の予算だけでもあります。ところが、藻場、いわゆ

る里海の部分は合わせて１,２００万ぐらいしかありません。ここにも、やはり予算づけを藻場

の造成については、市長、公約にも掲げられていましたけど、ぜひ、次年度以降、もっとそこの

部分を増やしてほしいなあと、それは感じます。 

 そして、そのとき、私が聞いた話は、いわゆる長藻もなくなってしまっている、カジメ類もな

くなってしまっていると。その長藻もなくなってしまっているから、海が荒れたらじかに磯がひ

っくり返されてしまって、サザエとかアワビが隠れるとか、ちっちゃい魚が育つような、いわゆ

る石陰とかそういうものがないと言ってあります。だから、いわゆる藻場の回復のためには、あ

るいはアワビやサザエが育つためにも、外側海底に防波堤的なものも必要じゃないかという意見

を言われる漁業者もおられましたので、参考のために最後に申し上げときます。 

 一応、欲張っていろんなこと申し上げましたけど、前向きに検討していただけるということお

聞きしまして、私の質問終わらせていただきます。 

○議長（堀江 政武君）  これで、小島德重君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  暫時休憩します。再開は３時１５分からとします。 

午後３時01分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後３時15分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 
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 あらかじめ申し上げます。議事日程の都合により、時間延長いたします。 

 一般質問に入ります。１５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  このたび、３件の、私は一般質問のことで市長にお尋ねいたし

ます。 

 答弁が長くならないように一問一答に重点を置いて、きょうはじっくり話してみたいと思いま

す。よろしくお願いします。私のほうも二、三分で済むようにしとりますので、よろしくお願い

します。 

 通告に従い、市政一般について質問を行います。 

 林道網の整備でございますが、各団体等より整備計画の要望が上がってると思いますが、比田

勝市政においては選挙前の指針として、林道網の整備という言葉を私は目にとめました。本日は、

比田勝市長のこのことに対する取り組みを今後どのように考えておられるか、このことについて

お尋ねを１点いたします。 

 ２点目でありますが、西泊三宇田浜ホテルの建設について、この進捗状況について現在どこま

で進んでいるのか、お尋ねをいたします。 

 最後に有害駆除対策事業について。本年度当初予算では、イノシシ、鹿の通常捕獲予算は１頭

１,０００円減額した９,０００円を計上というふうになっております。 

 そしてまた、地区捕獲隊が捕獲したものについては、基本額にさらに２,０００円を増額する

旨となっております。このことに対する基本的な考え方、根拠についてお尋ねをいたします。 

 以上３点について、簡単に市長のほうから答弁を求めます。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  林道の整備についてということでございますが、答弁は簡潔にというこ

とでございますので、若干はしょらせていただきますけども、まず林道網につきましては、林道、

そして林業専用道、作業道の３つの区分に整理をされておりますけども、この中の林業専用道の

整備につきましては、長崎県林業公社、対馬森林組合との協議を行い、長崎県対馬振興局農林整

備課の協力を得て、平成２７年度から１０カ年計画として、前半５カ年間で計画路線１１路線を

抽出した上で、対馬市森林整備計画に登載し、効率的な森林施業が実施できるよう、開設効果の

高い路線を優先的に順次進めているところでございます。 

 しかしながら、計画路線の中には地権者の同意を得ることが難しい路線もあり、路線整備の進

捗に苦慮をしているところでございます。 

 現在、市発注の林業専用道は、平成２７年度１路線、平成２８年度２路線の計３路線で、延長

６.８キロメートルを整備中でございます。完成いたしますと、年間１４３ヘクタールの間伐が

可能となります。また、平成２９年度より新たに市発注の森林作業道を１路線０.６キロメート
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ルを整備する計画であり、補助事業として毎年１～２路線程度を事業化してまいりたいと考えて

おります。 

 市といたしましても林業の振興、特に人工林の活用につきましては、林道網の整備なくしては

ならないものと考え、効率的な森林施業を推進し、人工林の活用が容易にできるよう林業用大型

車両の走行を想定した、安価で耐久性の高い林業専用道と、それに接続する森林作業道を組み合

わせた路網整備を図り、林道密度の向上に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、２点目のホテルの誘致の件でございますけども、上対馬町三宇田に予定されております

ホテルの誘致につきましては、ことし３月に東横インに事業者の決定をし、現在、東横イン側に

より建設・設計に向けたボーリング調査などの準備作業をしていただいているところでございま

す。 

 東横インによりますと、自然公園法に係る県との協議、建築確認申請などの手続を経た後、平

成２９年１月に地鎮祭、平成３０年春ごろにオープンをしたいとの意向を伺っております。 

 ３点目の有害駆除対策事業についてでございますが、捕獲補助金の１万円から９,０００円へ

の１,０００円の減額は、平成２７年１２月２日の対馬猟友会理事会におきまして承認をいただ

いており、１２月１４日の全員協議会においても説明を申し上げ、３月定例会において予算の可

決をいただいているところでございます。 

 平成２８年５月１０日に、捕獲補助金の増額に対して猟友会より要望書の提出があっているこ

とは承知しております。このときと６月定例議会において申し上げておりますが、これらのイノ

シシ、鹿対策に対しましては全般的な対策を検討し、構築していくことが重要な課題であります。

捕獲補助金の額についても、国、県また他の自治体の動向も見きわめながら、今後検討してまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。済いません、それから捕獲隊推進の補助金の件で説明いたします。 

 平成２８年３月８日に開催されました３月定例議会予算審査特別委員会におきまして、平成

２８年度の予算説明の中で、被害対策に対して自分たちの地域は自分たちで守ることを目的に結

成されている地区捕獲隊に対して、１頭当たり２,０００円を補助する捕獲隊推進補助金を計上

し、現在の捕獲隊は５地区であります。説明も行い、５００頭分の１００万円を計上し、承認を

いただいております。捕獲隊につきましては、６月議会で説明しておりますので省略いたします

が、捕獲されたイノシシ、鹿については、捕獲補助金の対象となり、補助金は協定書の中で免許

所持者と地区とで配分を決めて、日々の被害対策に取り組んでおります。捕獲隊での捕獲補助金

は、必ず有害鳥獣対策に関連する活動に使用することになっており、防護柵の補修、草刈りなど

維持管理に必要な原材料費及び人件費、また、餌代、わなの購入費などとなっております。 

 今日、高齢化や人口減少により、地域活動が衰退している現状の中、地域で取り組むことによ
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り、地域活動の再構築、また、捕獲従事者の労務の軽減にもつながり、獣害に強い地域づくりを

目指していくことが捕獲隊の大きな役割と考えております。 

 しかしながら、捕獲隊の活動を継続していく中で、被害対策の維持管理には経費がかかるのが

現状であり、この捕獲隊推進補助金の２,０００円は、地区への補助金として新設をしている状

況でございます。 

 今後も、現在活動されております捕獲隊の皆様のお力もいただきながら、捕獲隊の推進に向け

て取り組んでまいります。よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  まず、林道網の整備にいきましょう。今の説明では平成２７年

度から５カ年間を目途とし、１１路線の整備を図るということで、いわゆる５者協議、県の林業

部、市、森林組合、公社、それから営林署、従来のですね、そういうふうな方向で進めておると

いうふうなことでしょうか。それで、その都度５カ年以降また話し合いをするというふうなこと

ですか。 

 市長に報告ちいいますか、申し上げますが、予算が非常に限られておりますから積極的なこと

が常にできることはありませんけども、林業公社の要望書の中でこの近年に利用間伐、４５年に

１回、それから６５年に１回、利用間伐の整備に１７路線、これも必要でありますというふうな

数字が書かれております。それから、森林組合がこれまた２５路線上がっております。で、それ

ぞれその延長が出ております。私は組合、あるいは公社の現実を目の当たりにしまして、確かに

その５社の中で５カ年の１１路線を進めた経緯はわかるんですが、この全体の計画を再度、財部

市長のころに私は一般質問いたしました、２６年の９月と１２月。非常に、余り、前向きな答弁

ではございませんでした、このことについて。それで私もがっかりいたしまして、少し市長にこ

のようなことでは関係者が落胆するんじゃないかという苦言も申し上げました。 

 しかし、その後、よく見てみたら２７年度に１路線、それから２８年度に２路線、これは私も

もう少し詳細を把握してりゃよかったんですが、前向きな取り組みをされておったということで

評価するもんですが。先ほど申し上げました森林組合の数字、公社の数字、この１１路線の中で

私はかなりそれでもまだほかに検討の余地がないかという意見を聞いております。 

 それで市長、現状を申し上げますが、林業専用道の予算、これは２つございまして、メーター

２万５,０００円から５万円以内の１００％補助。これは対馬市林業公社、森林組合、これは事

業債になります。財源負担がそれで済めばです、１００％補助になる、こういう一つの考え方。

それを超える経費のかかるものは、国費を５割いただいて、県費が１割。ところがあとの４０％

が対馬市では地元が１％、そして対馬市が３９％。この３９％負担が非常に重いというふうに私

は受けとめとります。ここらについて、市長の考えを林業の、林道の本数をさらにどんどん進め
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るために、この３９％に対する市の負担をどのように受けとめておるか、ここらについて意見を

伺いたいと思うんです。ここの負担が大きいもんだから、一遍にことがやりにくいというふうに

私は理解しとるんですが、その辺について、市長の考えをお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  この林道網の関係で補助が、国費が５０％、県費１０％、そして、地元

負担を１％取りますので、市の負担は３９％であります。それ、今、大浦議員さんがおっしゃら

れたとおりでございますが、この市の負担のうちの９５％辺地債で充当することにしております。

そして辺地債で充当したあとの８０％が交付税で返ってくるというようなことでございますので、

辺地債の枠が取れれば、ある程度の事業はやれるものというふうに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  今の辺地債の財源は広域的な林道、いわゆる部落間からが対象

であって、突っ込み林道については該当しないんではないでしょうか。私はそう理解しておりま

す。そこのところを、担当部長でも結構ですが。どうですか、部長。 

 辺地債の適用は、集落間から集落間の間の広域的な林道、これは財源的には辺地債の７０％じ

ゃないですか、市長。返ってくるお金は。８０は過疎債ですから。７０だと思いますよ。 

 だから、広域林道は今の考えでいいと思うんですが、突っ込み林道はあくまでこの財源が使わ

れんと思うんですよ。だから一般起債、建設債を適用というようなことになって、市の負担が大

きいと。このように私は理解しておるんですが、林業部長、その辺市長は細かいことはわかりに

くいかもしれんが、あなたのほうの見解は。今のことは一致しとかないかんとですよ。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  担当部長のほうに。 

○議長（堀江 政武君）  農林水産部長、西村圭司君。 

○農林水産部長（西村 圭司君）  今おっしゃられるとおりです、市が林道として整備しよる分に

ついて起債がつくようになっております。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  突っ込み林道っちゅうのはもうわかりますよね、先に行けんわ

けですよ。受益の山いっぱいあるけども。ところが、広域林道というのはこっちの集落からあっ

ちの集落へ通すということになれば、辺地債の適用で７割返るという認識なんですが。そういう

ことじゃないんでしょうか。 

○農林水産部長（西村 圭司君）  今おっしゃられるとおり、道路と道路を結ぶについては起債が

使われます。その突っ込み林道が、済いません、起債がつくかどうかについては、私のほうで勉

強不足でわかっておりませんので。 
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○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  そうですか。市長、現実の山の実態というのは、４５年以降

３割切らないかんとですよ。そして、６５年たったらまた３割切って、残りが８０年で切る、こ

ういうふうなことに今の世の中なっとるそうです。非常に遠い話ですが。 

 そこにはどうしても山を切る段階では、森林作業道という、国のかなり高額な補助金と、長崎

県が森林環境税をつけまして、これまた１００％、その山切り等道つけは、メーター３,０００円

以内でできるんですよ。 

 ところがそこから下して幹線、いわゆる県道、市道、既存の農道等に、林道等に引き込む林道

がないから、今それをしてくれんじゃろうかということをおっしゃってます。それで、私もわか

らんことがあったんですけども、その補助金の一番負担のないメーター５万円以内の補助金、こ

れは国が１００％これを出すということですが、平成２７年度まで森林整備加速化・林業再編事

業補助金、その名称で１００％お金が来よったそうです。そしてこれが、２８年度に消えるだろ

うということであったんですが、ベニヤ板の合板・製材生産強化対策事業、この名称の補助金で

また切りかえてやられることになったそうです。そうしますと、これを使って森林組合、それか

ら林業公社、対馬市もこれを活用できるんですよ、５万円以内であれば。ところがよく話を聞い

てみれば、森林組合にその設計を組めるような人がおらない。あるいは林業公社においても、そ

れに類似しておると。まったくゼロではないという話であるんですが。 

 ここらの補助金の活用と、それから通常林道の市が３９％どうしても持たにゃいかん箇所の整

理を、再度、私は、市長のその選挙、何といいますか、自分が行政に対してやろうとする林道網

の整備というふうな勢いの中で、再度その森林組合の２５路線と林業公社の１７路線の仕分けを

１回してみたらどうでしょうか。 

 ５年だけじゃなくて、とりあえずその要望箇所が本当にできるのかどうか。これ時間かけても

いいじゃないですか。木を切らんば絶対でけんということじゃなくて、２年や３年や待てるでし

ょう。だからそういうふうな要望路線を、ひとつ、何といいますか、現場検討の上、５者協議の

中で、もう一遍見直しをして、今の事業等にどう当てはめるか。一回そのことを、ひとつ市長、

部長に指揮をしていただいて、この対馬をまとめていただきたいと思うんですが、ひとつ御意見

を頂戴いたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  この専用林道につきましては、答弁の中でも申しましたけども、まず確

かにそういう要望箇所があるとは聞いております。ただしその中で、かなり同意をとるのが難し

い路線もあるというふうに聞いております。ですから、この地権者の合意がきちんと得られたと

ころは、私自身もまたこの計画の中に盛り込むことはやぶさかではないというふうに考えており
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ます。 

 そして、先ほど説明の中でもありましたけども１００％補助の分が、まだこれはあるんですけ

ども、これは２万５,０００円までです。それで協議の上ですれば、５万円までは可能だという

ことですけども、ただ絶対５万円まで大丈夫と言い切れんというような話も聞いております。 

そしてまた、対馬のこういった専用林道の場合はどうしても山が急峻な山でございますので、

メーター当たり単価が、１０万円を大方超えるような単価でございます。 

 そうしたときに、例えば１０万円としたときは、国庫補助の事業で行えば、３万９,０００円

が市の負担ということになります。ただし、この１００％補助の事業を使えば、１０万円使えば

６万１,０００円、市の補助はもらえますけども、またその分が例えば５万円までもらったとし

ても、５万円の市の負担が発生するというようなことになりますので、市といたしましては、で

きる限りこの林道開設事業におきましては、国、県の補助を活用してまいりたいというふうに考

えているところでございます。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  非常に前向きな答弁だと私は受けとめております。それで、皆

さん、現場を常に見ておられて、そういう要望をつくっておられますから、５者協議の中で、も

う一回言いますが、２５路線１７路線の全体の、検討を再度、今年度１年かけて、あるいは来年

かけてそれはしっかりやっていかないと、利用間伐の作業ができない。このように思いますので、

ひとつしっかり取り組んでいただきたいと。特に部長さん、そういうふうな中で音頭をとって、

ワンフロアですから、県の林業部とセットで今おるわけですから、そういう中で、ひとつ推進の

母体になってほしいと、かように思います。よろしくお願いしいます。 

 林道関係、もう一つございます。 

○議長（堀江 政武君）  農林水産部長、西村圭司君。 

○農林水産部長（西村 圭司君）  先ほどの林道の分は、突っ込みを含めて、全て辺地債で対象に

なるということで、辺地債の率は８０％ということで、確認をさせてもらってます。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  それから、もう１点。 

 林道を開設して、雨とかあるいはイノシシの鼻で車が通られんようなところがかなりあるわけ

ですが、そういうふうな林道網の既存の林道の整備というふうなことで、私も要望は聞いちゃお

るんですが、例えば対馬市が１年間に林道の維持管理、これはどのくらいの予算を計上しており

ますか。 

 市長がわからなければ、部長でも結構です。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 
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○市長（比田勝尚喜君）  平成２７年度の決算額で、林道維持補修費、約１,２００万計上いたし

ております。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  実は、財源的なことが地方交付税の算定の中に組み込みがなさ

れとるそうであります。その場合、林業施設という言葉で林道の維持管理について国の地方交付

税の算定額が１億１,０００万を超えておりました。これは、そういうふうなことに充当できる

ものであるというふうに理解を私はしておりますが、ひとつ今後、今までは別としまして、そう

いうふうなことが対象になれば、寛容な対応を、私はお願いしたいと、かように思っております。 

 それと、一般林道の市町村が事業主体の場合には、災害復旧の適用は全て可能であるが、対馬

林業公社等が施工した林道については、災害復旧の対象ではないという、この現実を私は聞いて、

それに対しての御意見は、市長、何かございます。 

 例えば、そこらあたりが、現場の中で収拾がつかんそうですよ。国費がついた災害復旧がゼロ

であるという。私もそれは対馬市の一つの行政判断だと思いますが、その辺の御意見を聞いて、

質問のこの林業関係は終わってみたいと思うんですが。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  林業公社が整備したこの専用道につきましては、確かに議員さんおっし

ゃられるように、災害の対象ではないというふうに聞いております。 

 そういった中で、以前から協議が進められておりますけども、この林業公社の林道を市のほう

に移管しても構わないというようなことで、担当のほうは協議をしているということでございま

す。ただ、今現在、こちらが移管で受け付けるためにも、きちんとした台帳等で、図面等の整理

とか、現地の確認におきましても、きちんと整備をした上での市の規格に合った林道じゃないと

こちらとしても受け入れられないというようなことでございますけども、そこら辺の対象路線の、

調査をして、規定に合った路線であれば、市の林道に受け入れるということで、今後も検討して

まいりたいと思っております。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  よくわかりました。ありがとうございました。 

 それでは、三宇田浜のホテル誘致の進捗について次に展開いたします。２７年９月１８日の公

募がありまして、２月１９日、２８年ことしの、４業者の提案をもとに審査会が２月の１９日に

審査の決定を下したというふうに報告があっております。その結果、途中、２業者が非常に高得

点を上げ、いろいろな面から最終的には採決によって決定をしたと。それが６対４でＡ業者とＢ

業者というふうなことで聞いております。私は３月の定例会の、今年、３月１４日の一般質問に

おいて、このことについてどのようにその決定されたかということを財部市長に尋ねたところ、
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非常にその内容に自分としても悩んだ判断がなかなか決定しないと。最終日には、議会の最終日

の１８日にはそのことを決定したいというような一般質問のやりとりがあったんです。それで最

終的には、この東横インに決定。審査会はその逆でありまして、株式会社理研ハウスというふう

なことでございましたが、これが逆転したというふうなことでございます。きょうの進捗状況に

ついて聞く前に、東横インの三宇田浜の最終的な提案の形を私は確認したいんですが、市長のほ

うが資料がなければ部長でも結構ですが、最終的な施設の規模等について報告をお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  こちらのほうも、この三宇田のホテルの審査会の関係については、審査

会の内容は非開示ということでございますが、部長のほうから公開できる分だけ公開させるよう

にいたします。 

○議長（堀江 政武君）  観光交流商工部長、俵輝孝君。 

○観光交流商工部長（俵  輝孝君）  三宇田のほうに進出を決定いたしております東横インにつ

いてですけれども、２３３室の３００名の規模でございます。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  これは何階建て、事業費というのは提案の中にはございません

でした。 

○議長（堀江 政武君）  観光交流商工部長、俵輝孝君。 

○観光交流商工部長（俵  輝孝君）  階層は８階であります。ただ、事業費については、あくま

で提案をいただいたのは審査会用の提案ですので、この場での公表は差し控えたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  そこは私もそれでとめます。そしたら、これは国定公園２種で

すよね。これに対して、財部市長の方が挨拶の最後にこう書いています。「東横インさんにおか

れては、御提案の事業計画の本質を大きくゆがめることなく県との協議に速やかに入るようお願

いします。」 

 県の協議というのは、国定公園に建設するホテルの構造、そして景観、そういうふうな外から

の見られ方、色合い、そこらが審査の対象になると思いますが、これを速やかにということは、

３月の時点では４月以降早くやるように望みますと、こう書いております。私は８月の２４日、

対馬振興局の総務の担当係官に、どうなっておりますか言ったら、いえ、まったくその後応答も

ございませんというふうな話でございました。で、この辺につきまして、少し、時間も少ないん

ですが、認識をお互い、お互いといいますか、どのように市がしておるのかというようなことで、

この遅れについてどう思われますか。協議の遅れ、どうでしょうか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 
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○市長（比田勝尚喜君）  私のほうで聞いているところによりますと、平成２９年１月に地鎮祭と

いうことでございますので、これまでの間には県との協議等も終えて無事に地鎮祭にこぎ着ける

ことになるであろうというふうに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  私はもっと心配していることがあるんですが。１番でいった業

者が不採択ということで、その後４月以降に比田勝港湾の一部の土地に独自のホテルを建設する

ような計画を情報として聞いております。この内容については、私も最終的な規模はわかりませ

ん。一部、１００人であるとかいうことは少し聞いたんですが、１期目の工事の中で。この動向

について対馬市はどこまで把握されておりますか。この情報、この情報を私は見込まないと、東

横インの建設も進みにくいと、そういうふうに理解しているんですが、担当部署としてどのくら

いの把握をしておりますか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  比田勝のほうのこのホテルにつきましては、私のほうも完全でありませ

んけれども、大方の情報は聞いております。そういった中で私も市長に就任後、東京に行った際

に東横インに挨拶に出向いたときに、このような話があっておりますというような報告も一応い

たしております。ですから、東横といたしましても、どこまでつかんであるかわかりませんけれ

ども、そういった計画があって実際にもうホテル建設への計画が動き出しているということは、

つかんであるというふうに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  私は業界のことは最終的なことを言うだけの力はございません

が、現況の中で上対馬町の宿泊施設の人員は何人泊まれる数字かというのは把握されております

か、上対馬町の数字。どちらでも結構ですよ。既存の施設です、既存。 

○議長（堀江 政武君）  上対馬振興部長、園田俊盛君。 

○上対馬振興部長（園田 俊盛君）  既存の施設は、ホテル、旅館、民泊、民宿を含めて１９施設

の４３５名です。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  上対馬町に今から３００というふうなホテルの収容人員が東横

インが行うと、こうすりゃもう７００人です、７３０幾らか、７３５人。それに理研ハウスが仮

に２００という数字を、どうなるかわかりません。しかし、これが明確にしないと長期的にはい

いとしても、スタートの時点で２００人を超えるホテルがいきなり１年目からスタートするちゅ

うことは非常に、何といいますか、当初の予想を超えるようなことじゃないかと。その中で状況

を見て今の遅いその協議がその理由じゃないかと私は思っているんですよ。しかし、市長はいや
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強気で、いや１月には地鎮祭をやるんだから理研ハウスが何やろうと３００人のホテルは大丈夫

よと、いうふうな考えでよろしいですね。そういうふうな自信を持っておると。私はそれが、少

し足踏みしちょる、というふうに思っているんです。だから、そこらの調整、把握に時間がかか

っているなと思っているんですが、対馬市の見解は強気でいきますが、それでいいんですね。よ

ければ、私も心配はしないんですが、ただ市長、これで行けば１万、上対馬比田勝港に入港する

船が最大で１万７,０００です、一月。そのうちの旅館の８割計算して全部入れねばいかんくら

いの数字になりますよ。現在の、現在の。そうしますと、厳原方面にお客が分散して行きますが、

私は当面立ち上がりの中で非常に、何といいますか、思わぬスタートになるような気がします。

そこを今見てるんじゃないかなと私は思っているんです。だから、この情報は私もわかりません、

最終的には。理研ハウスさんの計画が。そこのところが仮に両方取ればすごいことになります、

この町にです。ただ既存施設の皆さんが大変その中で苦戦をするかもしれませんが、いろいろな

ことを考えないかんちゃなかろうかと思います。そこらあたりのことは少し市長、御意見を。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  私も先ほど申しましたように、就任後、東横さんのほうに御挨拶に行っ

たときに、東横さんのほうが申されるのは、要は東横さんは全世界に約２５０店舗ぐらいのホテ

ルを持っていらっしゃいます。こういった中で、このホテルの中でこの対馬の２つのホテルの紹

介をすることでものすごい効果が出ますということで、ここら辺はかなり自信も持っていらっし

ゃいました。そういうことで、この対馬のホテルについては、このホテルの各部屋にそういった

対馬観光のパンフレット等を置いていくと、そうすることによってお客さんをまだまだ呼び込め

るんですと、いうようなことも話をされておりましたので申し上げておきます。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  市長、参考までにお聞きください。２７年度の１年間の比田勝

港に入国された総数が１３万８,０００人。これは国内の港では第２位だそうです。第１位は博

多港です。比田勝港が２番目です。国内全体ですよ、港の中で、外国人の入国。それとことしの

５月、６月、この数字は比田勝港が１万５,８００、博多港が１万２,８００、６月が比田勝港が

１万６,５００、博多港が１万３,３００。結局、その月は国内最大になったそうです。その港の

外国のお客さんが入る１つの実績としては国内最大というふうな数字が出ております。そこまで

港に人が上がったり出たり。そしてもう１つ、ホテルの建設に伴い重要なことは、現在ＪＲビー

トル、大亜高速のシーフラワー、それから、未来高速のコビー、この３艇で対馬に来ています。

それにもう１つ大亜高速のシーフラワーⅡ、これが８００という数字が、聞いとるでしょう、私

も聞きました。未来高速がさらに４００人乗りを就航させたいと来てます。だから、そこのこと

を近々に解決するような方向をやることが大きな政治課題ですよ。そして今のホテルとこれを組
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み合わせれば私は施設が２ついっても見込みは立つかもしれんと、私は見ているんですが、その

辺に市長の腹のつもりはどうあるか、ちょっと聞かせてください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  今、大浦議員さんがこう話されていることは、あくまで韓国からのお客

様主体というふうに私も受け取りましたけども、東横インさんのほうはこの韓国の方だけじゃな

く私も先ほど申しましたように全世界のホテルのそのブランド力を利用して国内客を呼び込みた

いというような計画を持っていらっしゃいますので、それに沿った計画になるのではないかなと

いうふうに考えております。そしてまたもう１点、この近々のうちに大亜高速さんや未来高速さ

んが計画されてあります船の大型化につきましては、振興局等とも協議を重ねております。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  心配する方向にはないような答弁で、私も安心をいたしました。

というのが、せっかく港が大きくなるということは上の北部振興に大きくプラスですよ、人が集

まるということは間違いなく。それで、これは地元の商工関係の対応なんですが、どのぐらいの

店舗、何人ぐらい飯を食うところがあるかということは把握されていますか。現在、現況。 

 あ、いいです。商工会から聞きましたから。（笑声） 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  上対馬商工会の調査では、１７店舗で８７０人が総数で入ると。

しかし、そんなもんでは受け入れるだけの規模ではなくて、かなり相当すごい対応を今後じわじ

わ求められると思います。その辺も担当部長さん、その観光振興、商工振興の中で取り組んでく

ださい。皆さんの思いやらそういうふうなことがどう描かれるか、ここらは課題です。ホテルは

できた、船は来た、食うところがないじゃいかんですからね。その辺は問われるところです。 

 まだあるんですけれども、例の、それからこれちょっと、市長、私は余り言うちゃいかんと思

ったんですが、理研さんを６対４で一応決まったけれども、市長が最終日に３月１８日に苦慮の

中でかえましたと会議録に載っています、その資料が。私、ちょっと余り言うていいかなという

ふうなことで申し上げにくいんですが、前市長が例えば東横インの責任者になるとかいうふうな

噂を聞いたことがあったんです。多分間違いだろうと思います。私はそういうふうなことはあっ

てはいけないと思いますし、そういうことをできるようなタイプじゃないと思っています。そこ

がちょっと引っかかったもんですけれども、今の意見でとめます。噂は私はそうじゃないと思い

ますが、その辺は、ひっくり返したということについては自信を持ってやらないかんわけですか

ら、その後のおつりがきちゃいかんと思っています。それで私はとめますから、これは流してく

ださい。 
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 それと最後に１分です。地区捕獲隊の助成のことにつきまして、一般の捕獲の奨励金は

１,０００円カットで９,０００円になった、９,０００円プラス２,０００円という意味ですよね。

そうですね。そうしますと、さっき言った理由ちゅうのが一般の免許資格持った方も同じことな

んです。ちょっとその辺の考え方について、もう時間がございませんが、前回も時間がなかった

んですけれども、幾らか理解しにくいところがあります。きょう、もう時間がありませんがやめ

ますが、後で西村部長とじかに話し合いをしてみましょう。 

 そういうことで、もう５０分が過ぎましたので終わります。 

○議長（堀江 政武君）  これで大浦孝司君の質問は終わりました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（堀江 政武君）  次は９月１２日、定刻より本日に引き続き市政一般質問を行います。 

 本日はこれで散会とします。お疲れさまでした。 

午後４時06分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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午前10時00分開議 

○議長（堀江 政武君）  おはようございます。 

 報告します。波田政和君から欠席の届出があっております。 

 また、大浦孝司君、上野洋次郎君は議員派遣により、長崎県病院企業団へ派遣することが決定

されておりますので、本日の会議は欠席であります。 

 ただいまから議事日程第３号により、本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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日程第１．市政一般質問 

○議長（堀江 政武君）  日程第１、市政一般質問を行います。 

 本日の登壇者は４人を予定をしております。 

 それでは、届け出順に発言を許します。１番、春田新一君。 

○議員（１番 春田 新一君）  皆さん、おはようございます。清風会の春田新一でございます。 

 まず、きょうは週明けの月曜日で雨になりました。今回の質問は、５項目を挙げてますので、

時間がかかりますが、よろしくお願いをいたします。 

 皆さん方御存じのように、ことしの夏は暑い日が続き、猛暑でありました。その中で、リオの

オリンピックが行われ、日本、日の丸を背負った選手団、金・銀・銅合わせて４１個のメダルを

獲得されたということで、本当にお疲れさまと言いたいところでございます。 

 そして、また子供から大人まで、この日本選手団に感動されたのではないかなというふうに思

っております。 

 また、選手団の中には、インタビューの中で、諦めることなく最後まで一生懸命戦った結果で

ございますというコメントもございました。本当に非常にこう、日本人として一生懸命取り組ま

れたんだなというふうな感じで、私はおりました。 

 それでは、通告のとおり、一般質問をさせていただきます。 

 まず、１点目でございます。このことにつきましては、同僚の脇本議員も何回となく質問をさ

れております。私も１期で３回目になりますが、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 比田勝博多線国際線・国内線混乗航路就航に向けた具体的な施策について、そしてまた現状に

ついてお尋ねをいたします。 

 このことについては、北部市民の悲願である国際線・国内線混乗による比田勝から博多間直行

航路は、法的には概ね、概ねでありますが、クリアできる状況であります。早期実現に向けた取

り組みについて、新市長にお尋ねをいたします。 

 また、このことにつきまして、前に戻りますが、ことしの３月３日の参議院予算委員会での秋

野先生の質問がなされております。その秋野先生の質問の趣旨を少し説明をさせていただきます。 

 博多対馬の比田勝釜山を結ぶ国際航路を用いて、海外からのお客様が比田勝港・博多港をにぎ

わせています。しかしながら、この対馬・比田勝にお住いの方がこの国際航路に乗ることができ

ません。国内旅客は国際旅客に乗ることはできないわけでありますが、もしもこの国際航路に乗

船できたならば、１時間とちょっとで博多につくところを、北部の皆さんは陸路を２時間ちょっ

と厳原まで移動して、それから国内航路でまた博多に向かうといったような、今の状況でありま

す。 

 ここで、対馬の前市長、財部市長を中心として国内旅客と混乗させて皆さんの生活利便の向上、
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ひいては対馬を訪れる国内旅行者の増加につなげようという取り組みが行われております。 

 もちろん、混乗にかかわるＣＩＱの問題はクリアしなくてはなりませんが、クリアできたなら

ば、国際航路に国内旅客を混乗させて運行することは可能でしょうか。 

 航路の事業を所管する国交大臣として、このような地元の取り組みに対して今後どのように望

んでいくか、お考えをお伺いいたします。 

 国交大臣の答弁でございます。１槽の船に国際旅客と国内旅客を一緒に乗せる、混乗させると

いう対馬市の取り組みは、新たな着想による工夫であるというふうに考えております。本件は、

昨年４月に太田前国土交通大臣が対馬に伺った際に、地元の御要望をお聞きしたものと承知をし

ております。また、混乗にかかわる出入国管理や税関等の問題については、今、秋野議員さんが

精力的に関係者の調整を図っておられるとお伺いをしております。国土交通省といたしましては、

その問題が解決されれば、国際旅客と国内旅客を混乗させて航路事業を行うことは可能と考えて

おります。今後、出入国管理や税関等も問題がクリアされれば、航路開設の動きが本格化してま

いりましたら、航路事業者や対馬市などの関係者の意向を確認しながら、航路開設の手続きを対

応してまいりたいと存じますという答弁でございます。 

 このような質問と答弁がございました。これは皆さん、御存じのとおりと思います。３月３日

の質問でございます。 

 これについて、前市長も一生懸命取り組んでいただいた。そして、また新しい市長もいろいろ

な取り組みで、今、頑張っておられます。このことについて答弁を願いたいと思います。 

 それでは、次の２項目めでございます。 

 島内の交通網対策ということで、挙げさせていただきました。 

 国道沿いのバス待合所で、整備についてお尋ねをいたします。 

 それで、まず待合所の建設、それから後の管理というものは、どこがどういうふうにされてい

るのかということもお尋ねしたいというふうに思います。 

 もともと通学バスの停留所は教育委員会の管轄じゃなかったかなというふうに思っております。

今は児童と一般客との混乗になったところでありますので、そこら辺を明確に答弁をお願いいた

します。 

 このことにつきましては、私が言わんとすることは、やはり県道沿いというところになります

と、比田勝国際ターミナルも今度は始発になるというふうに聞いております。そこには、待ち合

わせでも駐車場の中にバスのポールがあるのみでございますので、そこら辺も始発になればいろ

んなことがこう、調査されて考えられるんじゃないかなというふうに思っております。 

 またはその駐車場に入る前の道路に屋根のついた休憩所があります。それも県の建物じゃない

かなというふうに思いますが、そこら辺と協議をされて、バス停の位置の変更というものも考え
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ていいんじゃないかなというふうに思っております。 

 また、大浦から、大浦に２カ所のバス停があります。これも非常に古い建物であります。年月

は私は調べておりませんけど、非常にこう、草が生い茂って壁が破損をし、屋根のスレートも飛

んでるような状況が見受けられております。このバス停の国道沿いについては、やはりシンボル

的な建物にコンパクトにできないかなというふうに私は思うところでございます。 

 市長の考え方で２０２０年には観光客を３０万人に増やしたいということでありますので、や

はり国道沿いのバス停はシンボル的なバス停で、対馬を見せられるバス停に、待合所にしていた

だけないかなというふうに思って、質問を取り上げました。 

 あと、もう１点目でございます。高齢者の交通事故防止対策ということで質問をさせていただ

きます。 

 近年、高齢者の人口の増加に伴い、高齢者が運転中に重大な事故を起こす割合が高くなってき

ており、高齢者の運転免許返納を促進する必要性が感じておられます。 

 しかし、交通手段として、特にこの対馬はマイカーが必要なところでございます。また地域に

よっては車がなければ移動ができないというような状況でもあります。 

 しかしながら、非常に高齢者で、後期高齢者の方はそういうふうな不便を感じて免許、車を運

転されているわけですが、非常に危ないなというところも見受けられます。 

 そういうようなことで、自主返納をされた方への助成と言いますか、対馬市の助成の取り組み

を考えていただけないかということでございます。よろしくお願いをいたします。このことにつ

きましては、また一問一答で再質問をさせていただきます。 

 それから、３項目めの、対馬病院駐車場の安全対策についてということでございますが、金曜

日の質問の中にも少し出てきました。玄関とバス停、バス待合所の付近は横風を防げるものの設

計をして、建設を発注しますということで、私も病院の院長さんとも少し話をさせていただきま

した。そういうことで、入り口とバス待合所のほうはそれで風も遮れるんじゃないかなというふ

うには思いますが、あの広大な６００台収容の駐車場の中で、風が強いときには、ドアの開閉が

困難であるというような話も聞いております。しかし、非常に予算が必要になります。そうなれ

ばどうかなというふうに思います。 

 それと、またその６００台を収容される駐車場を風を遮るということは、高さが、非常に高さ

がこう、防風柵も要るんじゃないかなというふうに思って、その高さをすれば、高さを高くすれ

ば景観が悪くなると。そこはやはりこの浅茅湾でございますので、景観のいいところであります

ので、その景観も遮られる、悪くなるというようなことで、もう少しこう、何かいい方法があれ

ば答弁を願いたいというふうに思います。 

 それから、４項目めでございます。２級河川三根川について。清流日本一の三根川であるが、
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下里橋ですね、１０メーターぐらい上流にある堰が開閉できない状況にある。対馬市の農業を取

り巻く課題、後継者不足、高齢化による休耕農地、耕作放棄地をなくすためにも、一日も早いこ

の堰が開閉できるように整備をしてもらいたいと思います。 

 また、この２級河川三根川でありますが、県の２級河川ですから、県の河川であります。しか

し、県が建設をした後は行政のほうで、市のほうで管理はするようになってるかなというふうに

は思っております。この清流日本一という三根川でありますが、やはりその堰が開閉をしないた

めに、塩害も起きているというような状況であります。流れが遅いわけですから、どうしても川

の上流・下流の高低差がない。そうすることは、満潮時には潮が上がってくるということですか

ら、その堰は非常に必要な堰であります。 

 こういうことで、本当にこの農家の方は困っておられ、また皆さん御存じのように三根の公民

館の横のかなりの面積がある田畑ですが、耕作放棄地になりつつあります。この堰が開閉をして

るときには、稲作がなされておりました。なぜ、今、なされないのかなということを聞きました

ら、そういうことでございます。３年前から潮が、塩害があって、水が使えませんということで

ございます。 

 そういうことも含めて、一日も早い整備をお願いしたいというふうに思います。 

 ５項目めの総合学習の拡充についての質問でございます。離島対馬は今後２０年で人口半減に

なると見込まれております。その時代を迎えて島の自然・歴史・文化・経済を支えることができ

る人材の育成が急務であるというふうに思います。 

 また、対話や議論を通じて協働し、みずから問題を発見・解決し、新たなものをつくり出して

いくことができる力が必要と思います。子供たちのさまざまな課題に対応するには、学校・家

庭・地域が、地域の連携はもちろんのこと、社会全体が協力し、我々対馬を愛し、学びを続ける

子供たちを育成しなければならないというふうに思います。そのことで、総合学習の拡充で子供

議会というのを開催できないかということでございます。 

 以上、５点について、長くなりましたが質問を終わります。御答弁をよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  おはようございます。春田議員の質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の、比田勝・博多間の国際線・国内線の混乗の関係でございますけども、このこ

とにつきましては、平成２１年度から検討している事項でございます。このことが実現できれば、

釜山から博多港を結ぶ国際航路に比田勝港または博多港から国内旅客が乗船でき、比田勝港から

博多港を２時間余りで結ぶことができるようになります。 

 行政報告でも申し上げましたが、７月２８日に福岡市において対馬をテーマとした観光交流の
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あり方や混乗の可能性についての講演及びシンポジウムを約３３０名の皆様にお集まりいただき、

開催することができました。 

 市における現在の取り組みの状況でございますが、国内旅客が国際線へ混乗するための法的な

問題をクリアするために、まず国際旅客と国内旅客が混在することがないような対策が必要にな

って来ることから、関係官署に国内・国際旅客の分離方法等について調整をお願いしているとこ

ろでございます。 

 また、法的問題をクリアできる国内・国際旅客の分離方法について確立された後、国際航路事

業者と船舶改造についての協議が必要となってまいります。 

 今後、寄港後、下船時の旅客の混在を防止するための措置及び対策について、関係機関との調

整が必要になって来るものと考えており、混乗にかかる諸問題解決の調整に努め、国際航路への

混乗実現に向けた取り組みを進めてまいります。 

 次に、２点目の、島内交通網対策についてでございますが、まず、バス待合所の整備に関する

御質問にお答えいたします。 

 国道沿いのバス待合所を含め、バス待合所の整備につきましては、待合所設置の要望を受け、

バス事業者において行われておりますが、設置に当たり経費的負担が発生してくることから、国

道沿いにおけるバス待合所の整備が進んでいないのが現状でございます。 

 市におきましても、全ての停留所に待合所を設置することは、財政上も困難であるとの考えの

もと、市において、バス待合所新設時に係る方針を定め、バス事業所への要望及び市においてバ

ス待合所の設置を行ってきているところでもございます。 

 その設置の方針といたしましては、１つ、バス待合所設置位置が路線の始発地であり、相当数

の利用者が見込まれること。２つ目といたしまして、学校の統廃合等により、通学路線として児

童生徒の利用が見込まれること。３つ目といたしまして、公共施設等の最寄りバス停であり、相

当数の利用者が見込まれること。この３点を掲げ、運用を行っております。 

 なお、幹線系統の強化とともに、支線と連動した交通体系の構築を目指した対馬市地域公共交

通再編実施計画におきまして、幹線系統と支線系統の主な結節点につきましては、ベンチの設置

や上屋の整備などを進めることとしておりまして、利用者の利便性向上に努めてまいります。 

 先ほどの御質問の中に、バス停の管理の件ということもございましたが、現在、１４０カ所の

バス停のうちに、対馬市、教育委員会、対馬交通、そしてそれぞれの地区が管理する、大体この

４とおりとなっております。 

 続きまして、高齢者の運転免許証返納に対する支援策についてでございますが、近年の交通事

故は、発生件数だけを見ますと、全国的にも減少傾向にありますが、議員御指摘のとおり、高齢

者が事故に遭われる割合が非常に高く、社会の高齢化に伴い、その傾向も強まっております。 
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 この現状を踏まえ、全国的にも警察機関が行政と連携して、高齢者の運転免許証の自主返納を

進めております。 

 また、自主返納を推進するため、他の自治体におきましても圏域を中心にＩＣカード乗車券の

交付やスーパーマーケット、旅館等の自主返納サポート加盟店において割引特典が受けられるな

ど、高齢者運転免許証自主返納支援制度事業として実施しているところもあるようでございます。 

 高齢者の交通事故の原因につきましては、加齢による身体機能の低下が大きな要因であり、重

大事故となりますと、被害者・加害者とも生命と財産を失う事態ともなります。その意味でも、

運転者はみずからの責任におきまして、自制いただくことも大切なことであろうと考えます。 

 市としては、長崎県、地元警察署及び交通安全協会と連携し、高齢者に対する運転者講習と交

通安全キャンペーン等を通した安全運転の啓発に努めるとともに、ハード・ソフト両面から自主

返納の気運が高まる環境の醸成に努めてまいりたいと考えております。 

 ３点目の、対馬病院駐車場の安全対策についてでございますが、対馬病院が開院してから一冬

を越し、１年３カ月ほどになります。病院敷地におきましては、確かに風が強く吹くところでは

ありますが、対馬病院によりますと、強風による事故トラブル等は１件のみ報告されているとの

ことでありました。 

 強風からの事故を防ぐための施策としては、高速道路等に整備されておりますフェンスを整備

することで、ある程度防ぐことができると思われますが、いかんせん駐車場が広く、高さ何メー

トルのフェンスにすれば効果があるのか、判断することも難しいことであろうと思います。 

 そして、また春田議員さんもおっしゃられたように、景観に対する配慮も怠ってはならないこ

とであろうと考えます。 

 現状対策といたしましては、風が強い日には、ドアのあけ閉めの際には十分な注意を払って、

車の乗り降りを行っていただくことが一番の対策だと思っております。その方策といたしまして、

駐車場を利用される方に強風による注意を促すための看板等の設置について、対馬病院と協議を

行いたいと考えているところでございます。 

 ４点目の、三根川の下里頭首工についてでございますが、これは昭和４４年に設置され、平成

３年に災害復旧事業により改修された施設で、下里地区の農地に用水の取水用として設置され、

施設の下流域の約３.６ヘクタールの農地に利用されている施設であります。 

 平成２８年５月に下里地区から施設改修の要望があり、８月に要望についての回答書を送付し

ているところでもあります。 

 現在、３名の方が利用されておりまして、平成２７年３月から頭首工が漏水し、水がたまらな

い状況であるとの報告があり、現地を確認いたしました。 

 対馬振興局の担当者及び長崎県土地改良事業団体連合会とも協議を行い、補助事業で整備がで
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きないか検討していただき、頭首工の調査を行い、改修を実施する上で今後、頭首工の機能を保

つために、扉体装置、戸当装置、開閉装置等の改修が必要となり、膨大な事業となるため、経済

効果等を考えると、補助事業での早急な対応は困難な状況であります。 

 今後、補助事業で整備が困難であれば、現在の頭首工の修繕または頭首工に替わるような工法

等がないか、委託業者と協議を行い、検討してまいりたいと考えております。 

 そして、またこの９月９日にも坂本副議長のほうも現場を確認されているようでございます。 

 ５点目につきまして、総合学習の拡充という観点から、教育委員会の見解について、さきに教

育長からの答弁の後、私の答弁を行いますので、よろしくお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  おはようございます。平成２７年第１回定例会において、子供議会の

取り組みについて御要望もあり、検討課題としておりましたが、子供たちを対象としたスポーツ

事業・文化事業等が年間を通して島内でも開催されており、学業を含めて子供たちは非常に忙し

い日々を過ごしている状況であること等もあり、関係部局との検討会等は開催していない状況で

ございます。 

 御質問の、子供議会の開催に際し、総合学習の時間を充てることは、１つの学校を対象とする

のであれば、授業の一環として可能ではないかと考えますが、対馬全体の学校から選出し、代表

として子供議会へ参加する方法になりますと、学校休業日等を活用するしかないのではないかと

考えます。 

 その場合におきましても、行政への質問等、参加される子供たちの意見集約等は、学校の協力

なしでは難しく、まずは各学校へ協力をお願いし、質問の整理を図っていくことになろうと思い

ます。 

 もし、本市で開催する場合、イベント的な開催では意味がございませんので、対馬の未来を担

う対馬っ子の育成のため、郷土を知る、愛する、未来を考える等の目的を持ち、開催する必要が

あると考えますし、保護者の理解、学校の協力体制、参加対象者、開催時期等、いろいろな課題

があろうかと思います。 

 他部局と十分な協議を重ねていきたいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  市長。 

○市長（比田勝尚喜君）  私のほうからの答弁でございますけども、子供議会は対馬市の未来を担

う児童・生徒が議会制民主主義を体験的に理解することで、政治への関心を深め、また対馬市の

将来について考え、議会で質問や提案をすることにより、ＥＳＤ教育を推進し、児童・生徒の社

会参画への態度や意欲を培うことにつながり、さらに保護者を初め、市民の皆さんに児童・生徒
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の議場での活動を傍聴していただくことを通じ、市議会や行政の取り組みをより身近なものと感

じてもらうことができるという効果も期待できます。 

 残念ながら、本市におきましては合併後、そのような機会を設けることができておりません。

なお、県内では１３市８町のうち、実施予定または実施実績のある団体は９市４町となっており、

市に限定いたしますと７割の団体で実施されている状況にございます。 

 本年３月に策定いたしました対馬市教育大綱の基本目標の１つとして、「自分自身の考え方を

明確にし、コミュニケーション能力を持ち、グローバル化にも対応できる子供を育てる」と掲げ

ております。まずは児童・生徒の意思も尊重しながら、カリキュラムの調整など、教育委員会に

おいて学校現場との調整から始め、実施に向け、議会とともに前向きに検討を進めてまいります

ので、御理解をお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  春田新一君。 

○議員（１番 春田 新一君）  どうも御答弁ありがとうございました。 

 では、一問一答で整理をしていきたいと思います。 

 まず、１点目の、この国内線混乗問題について、行政報告の中にもありました、対馬の観光交

流の促進に向けた講演会とシンポジウム、この中でも参議院議員の秋野先生が御登壇をいただき、

国際航路への国内旅行者の混乗実現の可能性に関する現状報告があったというふうに聞きました。 

 また、その中で、会場にお集まりいただいた多くの方々から、混乗の実現を願う力強いお言葉

もいただいたというふうに行政報告がございました。 

 そのことを踏まえて、財部前市長も一生懸命取り組んでおられました。新市長は特に取り組ま

れるんじゃないかなというふうに思っておりますが、これからの課題としてどういうのが上げら

れるのか、まず１問、質問いたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長。 

○市長（比田勝尚喜君）  これからの課題ということでございますが、まず、ＣＩＱ関係で、一番

国の官署の関係の方が心配されております、例えば麻薬の受け渡しとか、それと税関の方が心配

しておられます、もし対馬の島民のほうに、例えばそのバックの中にそういう麻薬をいつの間に

か入れられたときはどうするのかとか。そういったところを一つ一つ解決していかなければなら

ないというようなことをお聞きいたしております。 

 市といたしましても、こういったところを関係官署の方たちとともに解決をしていきたいとい

うふうに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  春田新一君。 

○議員（１番 春田 新一君）  今の市長の、新市長の取り組みもよくわかりました。 
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 これも２１年ぐらいから始まって、協力的にこの中で地元では期成会も立ち上げられてやって

おられます。そういうことで、前市長が何回となく足を運んで説明に来られたわけでございます。

比田勝市長としても、今までの現状報告とこれからどういうふうにしていくのか。また地元期成

会、あるいは北部の住民の皆さんにどういうことをしてもらったらいち早く実現ができるのかと

いうことも、説明がしていただければというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いをいた

します。 

 １問目を終わります。 

 続きまして、この２項目めのバス待合所の問題につきましては、答弁がございましたので、そ

のようによろしくお願いいたします。 

 高齢者のこの免許自主返納、これは県下でもかなりのところがやっておられます。対馬は特に、

車がなければ移動ができないというような状況でありますので、なかなか進まない現状にあるか

というふうに思いますが、これからはどうしてもこう、取り組んで行ってもらいたいというふう

に思いますので、どうかこの事業の組み立てをしていただいて、取り組んでいただきたいという

ふうに思います。 

 対馬市における運転免許証の申請取り消しというのが、免許の有効期限が有効のうちに免許を

返納することでありますが、だんだんふえてるんですね。平成２４年度が県下で９４６名、対馬

北で１名、対馬南で２名、２５年度が県下で１,１１４名、対馬北で２名、対馬南で５名、

２６年度が県下で２,０５０人、対馬北で４名、対馬南で１５名、２７年度が県下で３,０１０人、

対馬北で８人、対馬南で２９人、２８年度の７月末でありますが、県下で１,９５７名、対馬北

で６名、対馬南で２４名、こういうふうにどんどんこうふえてきているわけであります。 

 また、免許保有者の総数は、対馬市における総数でありますが、１万９,２２４人、男性が

１万１,０４８人、女性が８,１７６人、それから６５歳以上の免許総数は６,１８５人、男性が

４,３７２人、女性が１,８１３人でございます。 

 そういうことで、特に島原半島・諫早・大村・佐世保で取り組みが強化されております。 

 このことについて、いろいろな市の取り組みはございますが、実績を踏まえられて、対馬市も

どのようにしたらいいのかなということを今後、検討されて、前向きに進めていただきたいとい

うふうに思います。よろしくお願いをいたします。 

 それから、対馬病院については、再質問はございません。市長の答弁にあったように、私も質

問をしたように、難しい問題があります。しかしながら、行政は市民の財産生命を守るというこ

とが大事ですから、そこら辺も事故ないうちに取り組みを進めていただきたいというふうに思っ

て、これも質問を終わります。 

 ４項目めの、２級河川三根川について、先ほど市長も少し述べられましたが、９月６日の午前
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中に地元県議の坂本副議長が三根の地元の方と視察をされました。私に電話が入りまして、きょ

う、午前にちょっと視察するよということで視察があったと聞いております。 

 ２級河川ですから、県のほうでやってもらえれば一番いいのかなというふうに思いますが、管

理は対馬市ということですので、よくこう協議をされて、勉強されながら、一日も早い完成をし

ていただきたいと。そうすることによって、この耕作放棄地も減ってくるんじゃないかな。行政

が求めてるこの耕作放棄地をなくそうということで、いろんな問題をクリアするために取り組ん

でおられますが、だから、こういう水が一番大事ですから、水がなければ農業はできません。そ

ういうことで、この水については私は一番大事なのじゃないかなというふうに思っております。 

 私がちょうど見たときは、視察に行ったときには、腰が曲がったお父さんたちが何名かで、水

が、水位がないため川を掘って、畑を掘って、水を出すために頑張っておられました。その光景

から見て、非常に対馬の第１次産業、農業、大事なんだなというふうに思いますが、後継者不足

というのも大変、皆さん悩んでおれます。そういうことを解決するには、行政が手本を見せてや

っていかなければ、私はだめだというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し

上げます。 

 ５項目めの、総合学習の拡充について、教育長の答弁にありました、非常に難しいことはわか

ります。このことは先ほど市長の答弁にもありましたように、非常にこう、子供たちが熱心に取

り組んでおるところもございます。 

 市の現状や未来を考える貴重な時間になったということも言われております。また、物事を決

める大変さがよくわかった。この議会と行政で物事を決める大変さがよくわかった、子供なりに

いい回答が出ております。本当に感銘を受けるわけでありますが、対馬市としてもスポーツ、あ

るいはいろいろな学習クラブがあるとは思います。しかしながら、それを両立する立場、我々大

人が子供のために何をしてやるのかということも１つはみんなで取り組んで行かなければならな

いというふうに思います。 

 教育要覧に上げてあるとおりの物事を進めるんだということではなくして、そういうことを、

方向を少し変えた方向でやっていくのも、子供たちの育成のためになるんじゃないかなというふ

うに思いますので、ここら辺も行政と教育委員会が一体となって取り組んで、県下に負けない対

馬っ子を育てなければいけないというふうに、私は思っております。 

 この夢づくり基金も対馬市が、私はトップではなかったかなと思います。 

 私が分科会に長崎で参加したときに、対馬市の教育委員会の担当が発表しました。そのときに、

西海市の社会教育委員さんから質問がありました。うわーっ、非常にすばらしい取り組みをされ

てるな、対馬はということで、今、西海市も今度、夢づくり基金を組まれて、４億組んだという

ことで、この間、聞きました。 
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 そういうことで、そういうようないいこともいっぱいあるんですから、先に、先に進めること

も大事だなというふうに思っております。そうすることで、やはり対馬の子供たちが県下におい

てでもすばらしいこの成果が残される。 

 定例会の冒頭、脇本議員が少し触れられました、少年の主張大会ということで触れられました。

本当にこう、子供たちに発表させることで、議論をさせることで子供たちが成長していく。これ

は大人がそうさせていかなければ、子供はできないんです。そこをもう少し我々大人は子供のた

めに何をしたらいいのかということを考えていただいて、一緒にやって行かなければいけないの

かなというふうに思ったところでございます。 

 特に、また少年の主張大会でも県体にことし２名出場しました。県内で２名出場したのは、初

めてです。対馬市からも２名選ばれて、１名は優秀賞を取りました。本当にすばらしい発表で、

県下でも負けない発表をしております。その子供たちに本当に大人が後ろを見てやって、後押し

をしていかなければ、私はだめじゃないかなと。 

 それと、また１８歳から選挙権、引き下げられて、７月から始まったわけでございます。こう

いうことも１つの枠の中に入れて、政治に関心を持たせるということも１つの枠の中に持たせて、

我々大人がかかわりあって行かなければいけないんじゃないかな。 

 私はもう１つ、これを我々議会も今、特別委員会をつくって、いろいろ議会改革をやっており

ますけど、子供たちをここで、子供議会で議員にさせて、発表させることによって、傍聴席に保

護者・地域の皆さんが聞きに来ていただくというふうに思っておりますので、そこら辺も一体に

なって取り組んで、対馬の子供・大人、これを一体にしていかないと、今、対馬は郷土という言

葉でやっておりますが、なかなかこう先には進まないとというふうに思います。 

 そういうことをすることで変わって来たなというようなことが思われるようなところをしてい

きたいと思いますので、本当に忙しい中で、子供たちも忙しい中、また教育委員会も仕事の中で

忙しいとは思いますが、校長会に諮っていただいて、前向きに検討していただきたい。 

 最後に、そのことについて、教育長、もう１回、私が今、述べたことについて御答弁をいただ

きたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  教育長。 

○教育長（永留 和博君）  今、議員さんのおっしゃられることは、非常に私もよくわかりますし、

今後は現場の子供たちとか、学校の現場の状況とかを、やはり校長会を通して進めていかなけれ

ばならないと思いますので、まずは校長会と相談をして、前向きに検討していきたいというふう

に思います。 

○議長（堀江 政武君）  春田新一君。 

○議員（１番 春田 新一君）  よくわかりました。大変お忙しいでしょうけど、校長会に毎月
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１回、１日１回あってるんですかね、校長会。その中で折りあったら校長会の中でも意見を出し

合って、いい方向にしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いをいたします。 

 市長も答弁をされましたので、市長のほうにも１つお聞きしますが、どうでしょうか。 

○議長（堀江 政武君）  市長。 

○市長（比田勝尚喜君）  この子供議会の件につきましては、前回、開催されました市長会の中で

も話題になりまして、子供たちの意見は大変新鮮な、すばらしい意見がよく出るというようなこ

とで、このことは大いにやるべきだというような首長さんたちもたくさんいらっしゃいましたの

で、ぜひ前向きに検討してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  春田新一君。 

○議員（１番 春田 新一君）  ５項目の質問に御答弁をいただきまして、本当にありがとうござ

いました。 

 そのように、今、言いましたように、三根川についても、この子供議会についても、早急に何

らかの手立てをしていただいて、一日も早く決定・解決をしていただきたいというふうに思いま

す。 

 また、対馬病院につきましては、今後、調査をされて、どういう方向がいいのかまた検討され

て、前向きに進めていただきたいと思います。病院側としては、多額な予算が必要になりますの

で、どうもこう言い難い、何とも患者さんのためには、まず車を乗って来られる人のためには、

何とかしてやりたいけど、どうしても今のところは予算がありませんということですから、そこ

ら辺を病院と話をされて、一日も早い決定をされるように今後、協議をしていただきたいという

ふうに思います。 

 以上で、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（堀江 政武君）  これで、春田新一君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  暫時休憩いたします。再開は１１時５分からとします。 

午前10時48分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時04分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 ７番、黒田昭雄君。 

○議員（７番 黒田 昭雄君）  こんにちは。新政会の黒田昭雄でございます。 

 比田勝市長とは初めての一般質問でございます。既に比田勝市政はスタートいたしましたが、

４年間御活躍を期待したいと思っております。 
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 いい政策については公明党としてしっかり国へつなげて、スクラムを組んで一緒に頑張って行

こうと思っておりますけれども、二元代表制といたしまして、言うべきはしっかりと訴えをさせ

ていただきたいと考えております。 

 今回の選挙戦を間近に見まして、比田勝市長、非常に体力があるなということを感じておりま

したけども、くれぐれも桐谷副市長ともども体には気をつけて、市民の幸せのため、全力を尽く

して頑張っていただきたいと思っております。 

 それでは、通告に従いまして、大きく３点、質問をさせていただきます。 

 まず、初めに、地域マネージャー制度について。この地域マネージャー制度につきましては、

前市長の重要施策であることは誰もが言えることでございますけれども、制度がなかなか確立で

きなくて、いろいろな制度がある中、一番質問があった項目ではなかろうかと思っております。 

 当時、市長と副市長は、副市長、総務部長のお立場で、間に入って、ある意味、慎重にという

か、真実が見えてるんじゃなかろうかなと私は思っております。 

 今回、比田勝市長が誕生いたしまして、私自身は何か変えるのかなということを期待しており

ましたけども、目に見える形では何も手を下さないなと感じておりましたので、今回、質問をさ

せていただきます。 

 まず初めに、現状と課題についてをお伺いします。その次に本制度が発足して８年弱となりま

したけれども、一度立ち止まって検証するお考えはないか、お伺いをいたします。 

 次に、地方版政労使会議の設置についてでございますが、この地方版を除けば政労使会議とい

うことになりますけども、この政労使会議は公明党の提言で自民党とともに推進をいたしまして、

２０１３年に国策として国に設置され、都道府県も全て会議を済ませた会でございますが、企業

の賃上げに一定の効果を上げたと評価をされていると聞いております。 

 本市では最近、賃上げをしている企業もあると聞いておりますけれども、なかなか厳しいとこ

ろもあるようでございます。所得の伸び悩みは若い世代の人生設計に深刻な影響を及ぼし、結婚

や出産をためらうことにとどまらず、本土に行ってしまう方も少なくありません。 

 賃上げと言いましたけども、我が国は社会主義ではありませんので、本来であれば会社がもう

けて、そのもうけを何に使おうが、経営者が自由に判断するということはわかっているつもりで

ございますが、この会議を開いて、特に若者の賃上げや雇用関係の改善を図るために、対象者と

いたしましては行政サイドはぜひ市長が入っていただきたいと思っておりますけども、労働者の

代表、経営者の代表、そして経済界、経済界は商工会、金融機関になるかと思いますが、率直に

語り合うことによって賃上げ、そして働きやすい環境に向けた労使間の共通理解の醸成が図って

いけるものと、私は確信をしております。 

 行政が音頭を取って労働者、そして経営者の代表等が本音を語り、若者の所得拡大、処遇改善
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にする会議を設置する考えはないか、お伺いをいたします。 

 最後に、在宅就労支援についてでございますが、障害をお持ちの方やその御家族、育児や介護

と外で働くことが非常に難しい方が在宅就労を支援する制度というのがあるんですが、その制度

を推進するお考えはないか。 

 まず、障害をお持ちの方について、初めにお伺いをいたします。 

 以上、３点、よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  黒田議員の質問にお答えいたします。 

 まず１点目の、地域マネージャー制度については、平成２１年度から実施している事業でござ

います。本年度１８１の行政区、２５の旧小学校区に３４０名の職員を配置しております。 

 地域マネージャーの担う役割といたしましては、人口減少と少子高齢化が進行する中、職員が

地域マネージャーとして地域に入り、地域が主体となったまちづくり活動のサポートや、地域の

方々が目的意識を持って、地域の課題の解決に向けた行動を起こすための施策や、地域の将来像

をまとめた地域づくり計画策定の支援を担っており、平成２７年度末までに島内１８１行政区の

うち７８行政区で地域づくり計画の策定が行われております。 

 本市におきましては、平成２１年度から地域マネージャー制度を、先ほど申しましたように実

施しておりますが、全国的に人口減少・高齢化問題が顕在化する中で、他の自治体におきまして

も職員が地域に入り、地域づくりや地域コミュニティの存続を支援する地域担当職員制度の導入

が進められている現状がございます。 

 本市におきましても、引き続き地域マネージャー制度の存続に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 なお、地域マネージャーの配置につきましては、職員の希望及び居住または勤務地域への配属

を行っておりますが、職員数の減及び広域的な異動により、地域マネージャーによる地域へのサ

ポートが十分に行われていない現状もございます。 

 また、職員は通常の職務とあわせ地域マネージャー業務を行っており、勤務時間中の活動が困

難な場合が多く、主たる活動は休日か勤務時間外に行っているのが現状でございます。 

 しかしながら、全国の過疎地域の状況を鑑みますと、人口減少・高齢化による地域コミュニテ

ィの存続が困難な状況が発生してきており、人的な地域支援の重要性が見直されております。 

 本市におきましても、市民協働のまちづくりを目指し、地域と行政を結ぶパイプ役として、今

後も必要に応じて検証をしながら、制度の見直し・改善を図り、地域に根差した制度として継続

してまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の、地方版政労使会議についてでございますが、まず、国及び県の動きにつきま
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して若干、触れさせていただきます。 

 国のほうでは、政府・経済界・労働者の代表が、経済活性化策や雇用問題などを話し合うため、

平成２５年９月に「経済の好循環実現に向けた政労使会議」が設置されています。 

 一方、長崎県におきましては、国の動きに順じ、長時間労働の削減や非正規労働者の正社員化、

女性の活躍促進など、働き方改革の推進における諸課題について検討するため、平成２８年１月

に労働者団体や使用者団体、行政機関など、７団体で構成する「働き方改革等推進のための長崎

県７者会議」を設置し、労働時間の現況や非正規労働者の正社員化について、意見交換や認識の

共有がなされているところでございます。 

 対馬市におきましても、長時間労働の削減や非正規労働者の正社員化、女性の活躍促進は重要

な課題であり、特に小規模な事業者や経営者の支援、若い世代から３０代、４０代の働き盛りの

方々、言いかえれば、これからの対馬を背負っていく方々の労働環境の改善は、私といたしまし

てもぜひ取り組んで行かなければならない課題だと思っております。 

 現状といたしましては、連合長崎大東・壱岐・対馬地域協議会及び対馬地区労働者福祉協議会

から産業・雇用・労働・中小企業・福祉・社会保障・教育・経済政策など、多分野に渡る要求を

毎年いただき、市といたしましても住民の皆様が安心して暮らせる公共サービスの向上や雇用労

働環境の向上などについて、方向性や施策をお示ししているところでございます。 

 国や県のように、労働者や使用者に関する大きな団体が対馬にはありませんので、組織化によ

る協議等は難しいとは思いますが、小さな自治体ならではのフットワークの軽さを生かし、商工

会などと連携し、事業者の経営改善や働きやすい労働環境の改善を目指し、効果的な施策を模索

していきたいと考えております。 

 また、具体的には市民との対話集会、あるいは移動市長室の開催を計画しておりますので、そ

のような機会を通して御意見を吸い上げるよう、努力してまいりたいと思います。 

 次に、３点目の在宅就労移行支援制度についてでございますが、現在、対馬市には就労移行支

援事業の利用の支援をする指定事業所もなく、在宅及び通所による障害者の就労移行支援事業の

利用は、対馬島内にはありません。 

 ただし、一般企業等への就労を希望する障害者が利用可能な、就労移行支援事業とは別の目的

である障害福祉サービスの事業として、就労継続支援Ｂ型事業として一般企業等で雇用されるこ

とが困難な障害者に対し、島内４事業所で事業が実施され、障害者の利用が行われているところ

であります。 

 また、島内の地域活動支援センター２カ所においても、通所による障害者に創作的活動等の機

会の提供を行う障害福祉サービスを実施しているところであります。 

 御質問の障害者への在宅の就労支援につきましては、利用者への経費の助成につきまして、毎
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向きに検討する余地はあるとは考えておりますが、県内の動向や障害者の利用状況等を把握し、

必要に応じて整備していかなければならないと考えております。 

 また、在宅就労移行支援の利用につきましては、島内では利用できる事業所がなく、利用を希

望される方は島外の事業所を利用することとなりますが、在宅での就労利用の場合、職種がパソ

コン操作のみのほうに限定されるといったことが話を聞いております。当該事業所の職員の週

１回の定期訪問・緊急時訪問などの支援の対応や、在宅利用者が月１回島外の事業所へ通所する

必要があるなど、経費の問題等もあり、現実的には在宅就労移行支援の利用は難しいものでない

かというふうに考えております。 

 県内の状況は、在宅就労支援事業団とは異なりますが、障害者の身近な地域において就業及び

日常生活上の支援を必要とする障害のある方に対し、相談・支援を目的とした障害者就業生活支

援センターが県内５カ所に設置されており、関係機関と連携を取り、支援業務を行っているとこ

ろであります。 

 また、対馬市におきましては、県内の障害者就業生活支援センターの設置を受け、対馬市地域

自立支援協議会の中で、障害者の就労支援の体制づくりを行うため、就労支援部会を立ち上げる

準備を関係機関と協議をしているところでありますので、御理解賜りますようお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  黒田昭雄君。 

○議員（７番 黒田 昭雄君）  まず、１点目でございますが、地域マネージャー制度につきまし

ては、継続してやって行くということを、お伺いをいたしました。 

 ちょっと現状認識ということで、ちょっとわからない部分がありますので、今から再質問を何

点かさせていただきたいと思います。 

 この地域マネージャー制度につきましては、政策ができて、市長がなかなかその１年たっても

制度は確立しない中、議会でもずっと設問があってたわけですけども、制度の確立が大体３年を

めどだということで、その間に地域づくり計画を作成を完了いたしました。 

 それから、この地域づくり計画を反映した総合計画ですね、総合計画は本年度４月からスター

トしたわけですけども、約２年前から、厳密に言うと２年半前か３年半前ぐらいから、前市長は

地域づくり計画が総合計画に反映するんですよということで、議会でもどこでも訴えておりまし

たけども、この地域づくり計画も今、おっしゃられた１８０分の７８地区ということで、なされ

ていない。この現状をどうお考えか、お答え願います。 

○議長（堀江 政武君）  市長。 

○市長（比田勝尚喜君）  今の現状の中で、１８１行政区のうちの７８の行政区で地域づくり計画

が策定され、他の自治体、行政区では、まだ確かにつくられておりません。 



- 143 - 

 確かに、この地域マネージャー制度では、地域での格差があるとは私自身も認識はしておりま

すけども、これをまた職員間の研修等や地域への説明等で、何とかこの行政と地域をつなぐパイ

プ役として、もう少し活躍をしていただきたいというふうに、これからも叱咤激励をしたいとい

うふうに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  黒田昭雄君。 

○議員（７番 黒田 昭雄君）  わかりました。 

 次に、質問をさせていただきます。 

 上位計画である振興計画というのがあるわけですけれども、この振興計画ですね、各部局から

上がったものを３年間の計画を立てるわけでしょうけれども、これも地域づくり計画を重視した

手法に変えていくと、振興計画をある意味なくして地域づくり計画に変えていくと。 

 もう１点が、この地域づくり計画が地域の陳情や要望に取ってかわれるようにしたいと。これ

は他県の行政視察でとか何かで、担当者が言ったかと思うんですが、多分、議会では言ってない

と思うんですけれども、本音のところは区長制を廃止にして、地域マネージャー制度で要望陳情、

そういったことに応えていこうという思いがあったんだろうと思います。 

 これについて、今現状を鑑みますと、非常に厳しいものがあると思うんですが、どういう認識

をされているか、御答弁をお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  市長。 

○市長（比田勝尚喜君）  まず、この地域づくり計画を重視した手法に見直していくということは、

これはもう以前から申しておりました。 

 今回の議会でも出たところでもございますけども、まず、この地域づくり計画を条件として着

手する案件もあります。そして、この２点目の、これが地域の陳情や要望にとってかわるような

区長制を廃止したいとか、そういったことは全く、今の段階でもそうですし、今までも考えてお

りません。 

○議長（堀江 政武君）  黒田昭雄君。 

○議員（７番 黒田 昭雄君）  わかりました。区長制の廃止の流れは、多分、担当者が行き過ぎ

た発言をしたんだろうと思っております。 

 次に、職員に対してのことでございますが、職務だと、地域マネージャー制度は職務だという

ことでございます。フレックス制ということで、いわゆる代休ですかね、対応できない場合には

残業手当で補痾をするということを聞いております。 

 住民はボランティアということで、一部の職員の中、大多数と思うんですけれども、手当がも

らいづらいという話も聞いております。 

 一緒に汗を流すということで、協働の意識の醸成ということが、このことで諮りにくかったん



- 144 - 

ではないかなと思っております。 

 これ、私の持論ですけれども、インセンティブという意味で、一律に支給するんではなくて、

これも難しい問題ですけども、能力制ということで、頑張った人にだけ一時金に評価してあげる

とか、そういうふうなことがよかったんではなかったかなと思います。 

 そして、採用試験のとき、これをお伺いしたいんですが、ある意味、この地域マネージャー制

度は、一般企業で言えば営業職、総合職、いわゆるバリバリの営業マンだろうと思います。もう

８年、準備期間から言えば９年近くになるわけですけども、ずっと採用をしてこられたと思うん

ですけども、地域マネージャー制度はしっかり確立していれば、ここまでは言わないんですけど

も、この９年間、面接に際して、この地域マネージャー制度に耐え得るバリバリな営業マン的な

採用を考慮して、面接を臨んだのか、そういう採用をされたのか。３点、申し上げましたけども、

全般的な、職員に対しての、私の質問の所管をいただきたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  市長。 

○市長（比田勝尚喜君）  大変難しい質問でございますが、まず、今の現状といたしまして、職員

は夜間、そしてまた休日、週休日などをこの地域マネージャーの活動に充てているところでござ

いますけれども、その対応といたしましては、フレックスタイムでの対応、そして振りかえでの

対応、そしてまたその他、できないときに時間外での対応というようなことで今、対応をしてい

るような状況でございます。 

 そして、またインセンティブという点で、職員の間に差をつけてもいいんじゃないかというよ

うな御意見でございますけども、この辺につきましては、公平性の観点からも慎重に対応してま

いりたいというふうに思います。 

 そして、また３点目の、採用に関して、こういう地域マネージャー関係の面接で考慮したのか

というような点でございますが、面接の時点におきましては、総合的に判断されていると私自身

も感じております。そして、私自身もこれまで副市長として面接をしたときに、確かに地域マ

ネージャーに燃えて受験をしたというような職員もおりましたので、ここら辺は適正に考慮され

ているものと考えております。 

○議長（堀江 政武君）  黒田昭雄君。 

○議員（７番 黒田 昭雄君）  今の、公平というお話が市長からありましたけれども、頑張って

いる方も、私もよく知っております。頑張らない方も何となくわかる気がいたしますけれども、

頑張っている方を評価しないというのは、ある意味、そちらの方が公平ではないかなと思ってお

ります。 

 ここで、長く過ぎるとあれですので、今、質問しましたけれども、あまりこの具体的な解決策

を導くような御答弁ではなかったかと思いますが、今後の方向性として、私は比田勝市長、そば



- 145 - 

で選挙戦を見ておりまして、変えるものは敢然と変えると、そういう訴えを、意味合いの訴えを

ずっとしておられたと思います。前市長の政策を引き継ぐというのは基本でございますが、おか

しいものは変えると、そういう御発言がありましたので、この地域マネージャー制度につきまし

ては、何はともあれ、確立できないということは、これはやっぱり変えなきゃいけないと思うん

ですよね。そこをこれを踏襲するという考えはないと思います。 

 これについては質問を求めませんけども、これから何らかの対策を練ることを期待したいと思

います。 

 次に、地方版政労使会議の設置の提案でございますが、これについては対話集会とか移動市長

室というか、そういうことで対応したいというお話でした。私もそれでいいかなとは思っており

ます。 

 何でこういう御提案をしたかといいますと、私も一般企業に勤めた、労組のない一般企業に勤

めたことがありまして、やっぱりお互いに言えなくて、悔しい思いをしてやめていった同僚も数

おりましたけども、今回の地域マネージャー制度も、途中からお金をもらわないと動かないよと

いう、そういうのもやっぱりある意味、労組があるから可能になったわけで、テレビでは橋下元

市長が職員組合にやられてる姿も見ましたけれども、労組のないこの対馬の小企業でございます

ので、何とかそういった言える場というか、多分、市長が行かれても、市長も何の資料もないと

思うんですよね。賃上げお願いしますと言っても、じゃあ、何か支援をしてくれという、そうい

うお話になるかと思うんですが、どちらかというと、小企業というのは、いろんな分で行政がか

かわりにくい分でありますので、商工会とかそこら辺にも一転、任せるんじゃなくて、市長が直

接、入り込んでいただきたいなという思いでございます。 

 特に思うんですが、若い世代の労働者が手厚くなるような、そういう社会の醸成をつくってい

ただきたいなと思います。 

 実は、私も一般企業に勤めて私の代ぐらいまで、ずっとお金の一番いるときに給料を上げてい

ただきました。多分、ここにお並びの部長さん方は、ある意味いい時代で、もう少し下まで多分、

いい時代だと思うんですが、多分、もう４０中くらいから大変厳しい、そういう感じになってる

と思います。これは公務員だけじゃなくて一般企業もそうです。 

 そういう分で、若い人の、上げられる、一気にそういう社会情勢にはできませんけども、そう

いう情勢にしていただきたいという思いで、市長に中心になっての政労使会議を訴えていただき

ました。ぜひ、これをすっかりまとめていただきたいなと思っております。これについてはもう

答弁は要りません。 

 最後に、この在宅就労支援の分なんですけども、これにつきましては、今、市長のほうから就

労移行支援ですね、障害者の方に特化した質問をさせていただきましたけども、この在宅就労と
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いうのは健常者もできますので、子供が小さくて外で働くことが困難な方、介護で外で働くこと

が困難な方、また軽度の障害、いわゆるサービスを受けてない障害者の方ですね、そういった方

で外で働くことが困難な方、いろんな理由で外で働くことが困難な方の在宅就労ですね、これを

推進するお考えはないか、お伺いをいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長。 

○市長（比田勝尚喜君）  先ほども答弁の中で申しましたように、現在、九州地区では、この在宅

就労移行支援センターは熊本と宮崎の２カ所しかないということで、現時点ではなかなか難しい

問題であろうと思っております。 

 ただし、この要件がもう少し軽くなるように、関連法の改正を検討が進めていらっしゃるとい

うことでございますので、この間にここら辺のところをもう少し勉強しながら、研究を進めてま

いりたいというふうに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  黒田昭雄君。 

○議員（７番 黒田 昭雄君）  今の関連法の改正が検討されているということ。これは、実は就

労移行支援のほうですね、健常者ではないんですよ。次の改正が３０年の予定でございまして、

市長も言われました、月１、向こうから来て、週１、失礼しました、月１こちらから行って、週

１、向こうのほうから、施設のほうからいろいろな実習とか指導をずっと永遠に行われるわけで

すけれども、これについては、もしかして離島で、遠隔地とか離島でモデル事業ができるかもし

れないという、これがうちの公明党秋野が尽力をしておりまして、今、市長のほうがしっかりと

研究・準備に取りかかってくれるという御答弁でしたので、慎重に着手をしてほしいなと思って

おります。 

 どうしてこういう、最初の御答弁では、確かに就労移行支援というのは、今現状では熊本の施

設で受けるのは無理でございます。あえて無理なことを御提案したかと申しますと、今、都会の

企業で障害者の法定雇用率をしっかりと２％を守ろうとしております。この法定雇用率の２％に、

もし届かなければ、納付金を、いわゆる罰則金でございます、払わなければいけません。 

 しかしながら、企業が直接雇用を障害者のほうに、会社に来てもらいますと、バリアフリーを

しなきゃいけません。または、そんなに障害者の方が過ごしやすい会社ではないでありましょう

から、そこにはお手伝いする人も必要になるかと思います。 

 そういった経費を考えますと、在宅就労、これを都会の企業は大きく舵を切っているというこ

とでございます。熊本のこの理事長、秋野にも聞きますと、必ずや、この障害者の方が引っ張り

だこになる時代が、もう間もなく来るということをお伺いをしております。 

 どうか、今の引きこもりの方も多うございます。こういった方にも希望を与える政策でありま

すので、改正３０年と言われてますけども、それまでに準備をして、これをよろしくお願いいた
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します。 

 次に、私、実は虹の原の対馬分教室の先生にヒアリングをしてきたんですけども、この先生が

開講しまして、できるだけ島内にというのが、希望が子供たちが多いと。しかしながら、島を出

て行かなければならない。これが、市長がおっしゃいました、就業継続支援のＢ型しかないとい

う、それが原因だろうと、１つの原因だろうと思います。学校側といたしましては、就職すれば

もう企業側にはもう手を下せません。次にバトンを渡す場所がないということでございます。企

業側に取りましては、やっぱり障害者がお仕事をなさるということは、いろいろな悩み、これは

本人の悩みもありましょうし、企業側も悩みます。そういった方、そういった悩みに相談する場

所がないと。親御さんに言ってもやっぱり忍びない部分があります。あくまでも、これは一つの

雇用でございますので、そういったことを考えた場合に、この先生がいわく、障害者就業生活支

援センター、これがないことが一番困ってるんですよというお話をいただきました。 

 実は、この件については、平成２４年の６月に私が訴えさせていただいたんですが、このセン

ターを設立するのはちょっとハードルがあるもんですから、それをカバーできる実行支援を求め

たんですけども、市長は一生懸命取り組んで行くとおっしゃいましたけれども、福祉部長はその

ときどなたかわかりませんけども、一生懸命やってもやっぱり手は下せないんですよね。社協の

障害者相談支援事業、これでもやっぱり手は下せないんですよ。やっぱり生活支援センター、こ

こでないと会社側にも、ものは言えないし、障害者にもなかなか寄り添うことはできないと思い

ます。 

 これにはハードルが、設置するためにはハードルがあるんですけども、過去３年間に５人の一

般就労をさせるという実績が必要でございます。誰がするかと言いますと法人ですね、ＮＰＯ法

人とか、社会福祉法人、県下では実はないのは対馬と壱岐と上五島だけでございますが、今のと

ころ法人の中で設置しているのは、社会福祉法人のようでございます。 

 今度は、誰が認可っていうか、オッケーするかと言いますと、県の指定でございます。ぜひ今

後、この在宅就労、障害者の方が引っ張りだこになる時代が必ずや訪れると思いますので、この

実績が３年に５人という、この実績が可能になるように、組織づくりというか、機運づくりとい

うか、市がかまないと、どこもこれはしてくれないと思います。 

 多分、社会法人がある意味、手を挙げないのは、これを言ってはいけないんですけど、多分、

報酬、介護報酬が少ないんではないかなと、福祉サービスの報酬が少ないんじゃなかろうかなと

思うんですが、需要と言えば、非常に生徒数、障害者の方は少のうございますけども、障害者の

方がいらっしゃる以上は、１人であっても私は努力をしていただきたいと思いますれけども、何

とかこの障害者就業生活支援センター、これを設置するような努力を望みますけども、いかがで

しょうか。 
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○議長（堀江 政武君）  市長。 

○市長（比田勝尚喜君）  冒頭の答弁の中でも申し上げましたように、今現在、対馬市におきまし

ては、この障害者就業生活支援センターに変わるものといたしまして、就労支援部会を立ち上げ

る準備をして、関係機関と協議を重ねているということでございますので、ここら辺をもう少し、

私自身も勉強しながら、そのような方向に進みたいというふうに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  黒田昭雄君。 

○議員（７番 黒田 昭雄君）  しっかり、これも研究をしていただきたいと思います。 

 今、国境離島新法で、船のほうがＪＲ並み、飛行機のほうが新幹線並みと言われております。

今の熊本のお話をしましたけれども、これが将来、九州で２つだけなんですけども、将来、これ

が福岡にできれば、私はある意味、今は月１、週１のハードルは高うございますけれども、これ

が福岡にできれば、何のことはないかなと思っておりますので、これについては福祉環境を広域

という考えはわかりませんけども、今、この前、市長のほうは観光で手を結ばれましたけれども、

ぜひ福祉関係もどういう形になるかわかりませんけれども、広域の考えもぜひ研究していただき

たいなと思っております。これについては答弁は要りません。 

 以上、３点を申し上げましたけども、一番最初の地域マネージャー制度につきましては、私の

本音は、続けていってほしいなとは思っております。しかしながら、時もある意味お金ですから、

ここまで制度を確立できないというのはいかがなものかなと私は思っております。これも比田勝

市長の最初の課題だと思います。これからの改革を期待しまして、これで市政一般質問を終わら

せていただきます。ありがとうございました。 

○議長（堀江 政武君）  これで、黒田昭雄君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  昼食休憩とします。再開は午後１時からとします。 

午前11時52分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時00分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 報告します。渕上清議員より、早退の届け出があっております。 

 一般質問を行います。１４番、初村久苻君。 

○議員（１４番 初村 久苹君）  皆さん、こんにちは。会派・新生会の初村久苻でございます。 

 今日の日本列島は、熊本の地方の大震災、また、東北・北海道の大雨災害等、起こっておりま

す。お亡くなりになりました方々の御冥福をお祈りいたしますとともに、被災されました皆様に

お見舞いを申し上げます。 
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 対馬市といたしましても、いつ災害に見舞われるかわかりません。昨年の５０年に一度の大雨

被害のように、今日いつ起こるかはわかりませんので、万全を期して災害に強いまちづくりに務

められたいと思います。 

 それでは、通告に従いまして、市政一般質問を行います。 

 主に３点について順を追って質問をいたしますので、よろしくお願いをいたします。 

 １点目、いづはら病院跡利用について。 

 現在、いづはら病院跡には、いづはら診療所が本年６月に開院し、また、行政の一部の健康づ

くり推進部が入居され、２機関で市民の健康、福祉に活用されています。今後、特別老人ホーム

が施設の一部を改修して、平成２９年度中に開設予定であるとお聞きをしています。何しろ大き

な広い土地と建物であり、空きスペースがまだ十分あると思われます。有効利用するためにも、

市長の公約でもあります漁火の湯の温泉を利用した温浴施設と運動施設を今後どのように進めら

れるか、計画と見通しについてお伺いをいたします。 

 ２点目の対馬市の道路網について。 

 国道３８２号線は、比田勝港より厳原港まで、現在、延長８６.５キロと、昔と比べたら大分

短縮をされ、毎年度予算づけされ、改良されていますが、今でも急カーブで幅員も狭く、未整備

区間も多くあります。県道は、主要地方道６路線と一般県道９路線の実延長２０３.５キロ、毎

年度箇所づけはされ、改良はされていますが、いまだ交通不能区間があります。市道は、１級、

２級、その他の路線で１,５５６路線、約８２３キロと聞いております。毎年、重要路線につい

ては、整備改良をされていますが、予算が伴う事業であり厳しいとは思いますが、国道・市道と

あわせ、県・国に強力に要望・陳情活動進めるべきと思いますが、市長のお考えをお伺いいたし

ます。 

 ３点目、対馬しいたけについて。 

 対馬しいたけ補助制度には、平成１８年度より、ほだ場整備散水施設、種駒補助金等、国・

県・市の支援により、生産者も頑張ってきたところですが、１０年経過しますと生産者も高齢化

が進み、６０歳以上が８４％と高い比率であります。現在の種駒補助制度は、しいたけ部会加入

者を限定して、植菌数４万個以上１円、１０万個以上１.５円の市の補助があり、今から先、高

齢者が４万個以上の植菌をするにはかなり難しいと思われます。これを下限１万個以上と改めら

れないかお伺いをいたします。 

 それとあわせて、農家と就業者も高齢者が多く、数年前は市の補助で農作業等支援制度で農援

隊制度があり、現在は農協単独で上地区、下地区で２名雇用して農家に支援をしています。市と

しても、農協に補助支援して、数名増員して農家の支援はできないかお伺いをいたします。 

 私の質問はこれで終わりますが、市長の明解な答弁を求めます。また、一問一答で後はお願い
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をしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  初村議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の御質問についてでございますが、３月の市長選挙の折、選挙公約として、旧い

づはら病院跡に漁火公園の温泉源泉を利用した小規模な温浴施設と運動施設を整備することを市

民にお約束をしたところでございます。選挙公約実現に向けて、職員には早急に対応策をとるよ

う指示を示しているところでありまして、関係部署を集め、協議を行ったところでもあります。

結果といたしまして、温浴施設を含め、今後の高齢者の健康づくりを推進するための拠点施設の

整備方針と旧対馬いづはら病院跡をいかに利活用すべきか再度見直し、基本計画を策定すること

となり、物事を進めているところでございます。 

 今後の予定といたしましては、基本計画を来年２月末までに策定し、その後、実施設計を行い、

整備を行うこととしておりますが、できる限り早急な施設完成に向けて努めてまいりたいと考え

ております。 

 なお、旧対馬いづはら病院に整備予定であります特別養護老人ホームは、来年４月から運営開

始に向けて整備が推進されているようであります。市が計画しようとしております温浴施設等も、

同建物に整備する予定でありますので、整備がおくれることから、特老ホームの運営に支障のな

いよう、十分配慮して事業計画を立てていきたいというふうに考えております。 

 次に、２点目の対馬市の道路網の整備についてでございますが、島内の国道・県道につきまし

ては、国道１路線、主要地方道６路線、一般県道９路線の計１６の路線がございます。平成

２７年４月１日現在の島内の国県道の改良率は、国道が９７％、主要地方道が６７％、一般県道

が７０％となっております。平成２８年度の主な道路改良事業といたしましては、国道３８２号

線が上県町の大地工区、樫滝工区、美津島町の畠ヶ浦工区、主要地方道が厳原豆酘美津島線の吹

崎工区、尾浦安神工区、一般県道が比田勝港線の西泊工区を実施予定と伺っております。 

 また、交通安全施設事業といたしましては、国道３８２号の中村工区のほか、３路線の整備が

予定されております。 

 対馬振興局の今後の整備計画につきましては、まず、現在着手している区間の早期完成を目指

しているところと聞いております。現在着手している箇所では、一番の大型事業であります大地

工区の完成が平成２９年度を予定しており、その後の新規着工路線につきましては、交通量や費

用対効果を考慮し、幹線道路、縦貫道路を優先的に整備していく計画と伺っております。 

 市といたしましても、県の整備計画の方向性を踏まえながら、議会にも、国県道路等整備促進

特別委員会がございますので、未整備箇所の優先順位等を含め、御検討をいただければと思って

おります。 
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 次に、市道の整備状況でございますが、今年度は、道路改良事業が市道久田日掛線、尾浦浅藻

線、内山２号線、堂坂線、仁田志多留線、鰐浦落土線の６路線を整備することとしております。

そのほか、道路防災事業で、市道津柳女連線ほか５路線の整備を行います。このうち、３路線に

つきましては、平成２９年度完成を目指して整備を進めているところでございます。 

 今後の整備につきまして、市道尾浦浅藻線と市道堂坂線でトンネルを計画しておりますので、

トンネル区間の施工の際は、この路線に集中して投資できるよう、その他の路線の早期完成を図

り、整備を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、３点目の対馬しいたけの補助制度についてでございますが、しいたけ種駒補助と施設整

備に伴う森林・林業再生基盤づくり交付金がございます。しいたけ種駒補助につきましては、種

駒数４万個から１０万個に対して１駒当たり１円、１０万個以上につきましては１.５円を補助

しているところでございます。また、森林・林業再生基盤づくり交付金につきましては、５個以

上で構成される協業体の施設整備に対して補助するものでございます。 

 議員御質問の種駒補助金につきましては、平成１８年に、それまで一律１.５円を補助してお

りましたが、生産者の意欲をかき立て、生産量の拡大を図るため、２万個以上を補助の対象とし、

さらに、平成２３年には、４万個以上を補助の対象とするなど、底上げを図ってきたところでご

ざいます。４万個未満の生産者にも補助できないかとの御質問でございますが、しいたけをなり

わいとしていない小規模な生産者にまで補助するのは、生産量の拡大としての効果が薄いと思わ

れますので、今後の高齢化を考慮したとき、どこまでその補助をすべきか、今後の課題として検

討を重ねてまいりたいというふうに考えております。 

 それと、通告外の件で１点、農援隊について質問がございました。農家の高齢化と労働力不足

による支援策として、農協におきましては、平成２１年からの３カ年間、ふるさと雇用という国

の補助を受けて６名の雇用を行っております。また、平成２４年度からは、農協独自で２名の雇

用を行い、農家の支援を行っているところでございます。市の支援策としましては、議員さんか

らも御指摘がありましたように、平成２４年度から３カ年間で、「対馬（しま）野菜、対馬（し

ま）で食べて元気回復事業」を農協と協議の上、立ち上げ、農家の負担を求めながら、３年後に

収支計画が成り立つ仕組みづくりに取り組んだところでございます。具体的には、農援隊として

２名、生産者からの農産物の集荷や、給食センターや農協直売所への配送に４名、しいたけの選

別に４名、直売所での従事者として８名を雇用し、生産者から販売まで網羅した取り組みを行い、

農家所得の向上と雇用の確保に努めてきたところでございます。直接的な支援は、他の産業との

兼ね合いもあり、難しい問題ではございますが、国や県の補助事業があれば、検討してまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 
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○議長（堀江 政武君）  １４番、初村久苻君。 

○議員（１４番 初村 久苹君）  それでは、一問一答でお願いをしたいと思います。 

 まず、いづはら病院跡利用につきましては、ただいま市長のほうから報告ありましたけど、高

齢者も、対馬市は今６５歳以上が約３４％ですかね、約１万人強おります。そのうちに、やっぱ

り特老、いろいろなそういう施設に入ってる人たちが今は７００人から８００人、デイサービス

合わせたらやがてもう１,０００人に近い数の人たちが通所をされております。その関係で、旧

いづはら病院跡に福祉施設ができて、あそこに５０名と４０名のデイサービスの施設ができると

いうことで、幾らか大分緩和できるかなと思いますけど、まだ待機者が３００人近く、それが重

複してる面もありますけど、実数はわかりませんけど、そのような数字であると聞いております。

その関係で、それは幾らか、５０と４０ができたら幾らかカバーされるかなと思いますので、そ

れはそれとして、ぜひ来年の４月ということでございますので、早急にこれも計画どおりに進め

ていってもらいたいと思います。 

 それとですね、温浴施設の件でございますけど、確かに、それはもう今ある漁火の湯は、足湯

だけでもったいないような状況でございます。それを利用して、市長が決断をしてやるというこ

とでございますので、大変、厳原にしろ、美津島地区にしろ、近くの人たちはそこに行って、健

康施設ですね、健康ランドみたいなとこと一緒に温泉に入って、そういうような運動をして元気

になれば、それで対馬の医療費も抑えられると思いますので、ぜひそれはつくってもらいたいと

思います。 

 それとあわせて、今、市長、旧いづはら病院は大変広い建物で、まだそれでも空きスペースが

いっぱいあると思いますので、今は、さきほどのリオオリンピックで卓球、テニス等、日本はい

い成績を残しております。その関係で、卓球スペースとか、テニススペースぐらいができる施設

はできんかなと思います。それと運動、ジムですね、ある程度の機器を置いてジムをつくるとか、

それは金はかかると思いますけど、将来の子供から年寄りまでの施設として、そこが有効利用で

きるような方向に何とかしてやったらどうかなと、私はそう思いますけど、市長の考えをちょっ

とお伺いしたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  いづはら病院跡地の利用の件でございますけども、初村議員さんもおっ

しゃっておられますように、私も、足湯の源泉をこのいづはら病院跡に引っ張って、ここで温浴

施設と運動施設を整備したいということをかねがね申しております。このことにつきましては、

約ですね、今、１階の半分近くを特別養護老人ホームのほうに行きますので、あと残りのところ

をできる限り有効利用を図りたいという思いで、この病院跡地の改修基本計画をこの９月１３日

に入札に付す予定としております。そして、この計画の策定を２月末ぐらいまでに終えて、その
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後、検討を重ねて整備にかかりたいというふうに考えております。その中には、もちろん温浴施

設、そしてまた、運動施設等も考えておりますけども、今、議員さんおっしゃられるテニスとか、

そこら辺まで入るかどうかは、まだ今のところはっきりわかりませんので、まず検討を重ねてい

きたいというふうに思います。 

○議長（堀江 政武君）  １４番、初村久苻君。 

○議員（１４番 初村 久苹君）  わかりました。そしたら、温浴施設と健康施設は、９月までに

基本計画ということでいいですか。 

○市長（比田勝尚喜君）  いや、２月末。 

○議員（１４番 初村 久苹君）  ２月末までに設計。 

○市長（比田勝尚喜君）  計画ができます。 

○議員（１４番 初村 久苹君）  計画か。基本計画がですね。わかりました。 

 それは大変、厳原、市民も、とってもいい施設ができると思っております。ぜひその計画で進

めてもらいたいと思いますけど。 

 それと、やっぱり今あそこに、特老と、今は診療所もできましたが、健康づくり推進部もです

かね、そこも入っておりますので、あそこがちょっとにぎわうような格好になれば、厳原の活気

も少しは出るかなというような気持ちも持っておりますので、ぜひ、来年の２月までに設計でき

れば早目に、市長の任期は一応４年でございますので、もう半年以上は過ぎました。あともう

３年半でございますので、市長の１期目の任期中には、ぜひできるような方法でこの計画を進め

てもらいたいと思います。よろしくお願いします。それで何かあれば。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  今おっしゃられるように、この病院跡地をみんなが、市民の皆さんが集

う場として、そしてまた、健康増進の場として利用したいと思っておりますので、それに向けて

一生懸命頑張ってまいりたいというふうに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  １４番、初村久苻君。 

○議員（１４番 初村 久苹君）  どうもありがとうございます。ぜひお願いをしておきます。 

 それと、道路網の整備でございますけど、現在、国道も、昔から比べたら、厳原から比田勝ま

で行くにも、約３０分近く短縮されたと思います。確かに、もう改良はされてきておりますけれ

ども、まだまだですね。それは一遍には事業はできませんけんが、それはもう私もわかっており

ます。それは随時、早くできるように、やっぱり国・県に働きかけんで黙っとったんじゃ、やっ

ぱりできんと思いますので、強くそこは要望をしながら、今後早目に、もう１年でも早く。もう

国道になってから、昭和５０年ですけんがもう４０年過ぎましたかね。なると思います。早目に

貫通ができるように、国のほうに働きかけをばお願いをしてもらいたいと思います。どうですか、
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市長、その問題について。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  このことにつきましては、議会の国県道等整備特別委員会の皆様と力を

合わせながら、国・県のほうへ働きかけを行ってまいりたいというふうに思います。対馬市民が

どの地域からも対馬空港まで６０分という構想を総合計画の中でも掲げておりますので、これに

向かって邁進してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  １４番、初村久苻君。 

○議員（１４番 初村 久苹君）  ありがとうございます。そしたら、国道の件は、もうこれで終

わりたいと思いますけど、県道ですね。県道は、私、主要地方道が６路線と一般県道が９路線と

思っていますけど、市長のあれでは１６路線になっとるけど。 

○市長（比田勝尚喜君）  国道が１路線です。 

○議員（１４番 初村 久苹君）  ああ、そうですか。はい、わかりました。県道は１５路線でい

いとですね。 

○市長（比田勝尚喜君）  はい。 

○議員（１４番 初村 久苹君）  はい。 

 その県道の件ですけど、１５路線ある中で、交通不能区間があるわけですたいね。それはもう

市長も御存じと思いますけど、主要地方道で厳原豆酘美津島線が約不能区間が１,５７８メー

ター、そして、一般県道舟志宮原線、これが９,３４３メーターと２カ所不能区間があるわけで

すよ。これはもう今は、主要地方道厳原豆酘美津島線は、先ほどの議会でも齋藤議員、船越議員

からお話しがあったように、市長も御存じと思いますけど、そのようなわけで、私たちも、市長

のとこにもお願いに行き、県のほうにもお願い行って、市長も気持ちよく推進をしていこうとい

うことで、お願いして協力してもらいました。まことにありがとうございます。 

 今後、やっぱり対馬の主要道路として、私は現在の問題じゃないと思うとですよ。将来的に考

えて、やはり今、佐須坂トンネルもできてますよ。去年貫通しましたですね。あそこができた関

係で、厳原から佐須まで行くにはもう十何分で行くわけですよ、小茂田浜までですね。そのよう

な条件が整っておりますので、ぜひ、あそこ今、市道で上槻から椎根まで通っておりますけど、

やはり道も狭いし、やっぱり急カーブも多いし、通りにくいわけですよ。その関係で、やっぱり

それをば今の市道ば改良しても、近くはなりません。短縮はできません。それですけん、今の休

止をしている、当初は１０年間という休止ということでございましたけど、もう今は十二、三年

経っておりますけんが、ぜひこれを再開に向けて、我々市議会としても頑張りたいと思いますの

で、今後とも市長の協力をお願いしたいと思います。そうすれば、あそこが通れば、今、椎根ま

で１０キロちょっとあります、距離として。あそこが通れば、５キロで通れるわけです。半分に
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なるわけですから、時間にしても約５分か１０分、１０分まではいかんでしょうけど、５分以上

はもう短縮されると思いますので、ぜひこれは我々も頑張りますので、市としても、将来のビジ

ョンとして、やっぱり対馬を網羅するためにも必要な道路と思いますので、そして、やっぱりあ

そこから来て、小茂田まで来て引き返すんじゃなくて、観光客がですね、大型バスが通って、南

の豆酘まで行って、豆酘地区も結構、豆酘崎灯台とか、多久頭魂神社とかいろいろな有名な施設

もありますので、ぜひそこまで通して、将来は、今、尾浦浅藻線もそれはもう何十年後になるか

わかりませんけど、私たちの生きているうちはできんと思いますけど、やっぱり対馬の今後

１００年後を考えたら必要やと思いますので、ぜひ推し進めてもらいたいと思います。市長の心

意気をちょっと。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  私の心意気ということでございますけども、私自身も、このたびの県道

佐須トンネルの開通によりまして約１７分の短縮ができたということで、かなりの大きな経済効

果が上がっているというふうに考えているところでございます。 

 議員御指摘のこの殿浜工区につきましても、私も実際に現地のほうまで出向いてまいりました

けども、さすがにトンネルが２本掘れれば、５分以上の短縮が可能じゃなかろうかというふうに

思います。こういう意味でも、その費用対効果は、かなりの費用対効果が出るのではないかなと

いうふうに考えておりますので、今後とも、期成会も結成されましたことでありますし、期成会

の皆様とともに力を合わせながら、辛抱強く、これを県や国に要望を上げてまいりたいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  １４番、初村久苻君。 

○議員（１４番 初村 久苹君）  ありがとうございます。よろしくお願いしときます。 

 それと、市道の件でございますけど、市道も１級、２級、その他の路線とあるわけですけど、

詳しい内容は私もよくわかりませんけど、１級は特別に重要な路線と考えます。それで、やっぱ

り今市道も改良６路線ですかね、改良されておりますけど、これが２９年、３１年と改良が終わ

る箇所もあると思います。その関係で、今後の事業として、大型事業で尾浦浅藻線ですね、それ

と堂坂線ですか、大きな、これが堂坂線は約６０億か、尾浦浅藻線も、尾浦と安神だけでも三十

何億とかかかるというような計算でございますけど、確かに、これはもう大きな事業で、ここを

やりかけたら、なかなかほかのとこに予算が回らんというような状況になろうかと思いますけど、

ぜひこれも必要な道路でございますので進めてもらいたいと思いますが、今既存のやっている路

線を早目に投資しても、そこを早く改良して通れるような状況に持っていって、ぜひこの市道路

線、堂坂線の改良を進めてもらいたいと思います。どうしても予算がつくわけでございますけど、
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やっぱり先ほどの補正を見ましても、大分やっぱり減額されておりますもんね。やっぱり２億近

くの減額が、予算規模で減額されております。それであと、やっぱ国・県に独自にでも行ってお

願いをするように、国県道特別委員会もありますので、市長部局と合わせながら、ぜひ、もう

我々の機関もあと半年余りでございますけど、頑張ってもらいたいと思います。 

 それと、しいたけの問題ですけど、確かに、市長の言われることはよくわかります。しいたけ

を生産をふやそうということで、平成１８年から取り組まれてきたわけですけど、実際に、駒数

がですね、その取り組んでくる姿勢はわかるんですけど、やっぱり高齢者が多くなって、いわば

その高齢者がもう対応し切れない状況があるわけですよ。それで、この種駒植菌数にしても、平

成２４年度が１,５４８万８,０００個、昨年は、昨年っちゅうかことしですか、２８年度は

９０９万８,０００個、約６００万個以上も減っとるわけですよ。これは、やっぱり一つは高齢

者のために、やっぱり体がついていかんとかそういうような状況があると思います。それで、市

長が言われますけど、４万個以下は補助金が出ないということは、１万個以上は食用じゃないで

すよ。これはやっぱり少しでも入れて、家計のために仕事いうて入れとるわけです。二、三千や

ったら食用でいいかもしれないです。１万個以上は食べ切れません。ぜひこれは、市の税金です

けんが、お互いに公平な立場をもって、やっぱ１万個以上打つ人たちにはやってもいいじゃない

ですか。年間幾らですか。昨年のあれでは５０万かそこらですよ。５０万個やったら１円やって

も５０万じゃないですか。それを１００万にしても１００万円じゃないですか。それはもう税の

平等性を考えたら、公平公正の立場になったら、せめてもう１万個以上にはやると、そしてまた、

それ以上、１０万個以上、４万個以上やる人たちには、まだ補助制度を拡充してもいいじゃない

ですか。そうすれば、やっぱり生産者の手取りもよくなるし、今しいたけも、今年度から、去年

ごろから上がっております。もう平均で５,０００円ぐらいことしは行くような状況でございま

すので、ぜひやっぱり高齢者にも喜ばして、市長、どうですか。ぜひそれは、もう今年度も補正

でも何でもいいけんが、ぜひやってくださいよ。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  平成２７年度の実績で見てみますと、議員さんおっしゃられるように、

４万個未満は約５３万個ぐらいございます。そういう面で、今おっしゃられるように、これをす

るのはいいんですけど、ただ、ここら辺のじゃあ何万個を境にするかというところを、しいたけ

振興部会あたりと今後しっかり協議を重ねてまいりたいというふうに思います。 

 そして、要は、このしいたけの補助金も、あくまでもとの目的がしいたけの振興拡大という大

きな目的がございますので、これに沿うような形で協議を重ねていきたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（堀江 政武君）  １４番、初村久苻君。 
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○議員（１４番 初村 久苹君）  その基本はわかるわけですよ。私もしいたけ部会に入ってます

けんですね。 

 しかし、確かに、それである大手の業者も入って、やっぱり一生懸命頑張ってくれております。

そやけん幾らかふえるかと思っても、なかなか若い生産者が育たないもんですから、かえっても

う尻すぼみになりようわけですよ。それだから、やっぱり基本はわかりますよ。わかりますけん

が、それはそれで進めてもらえばいいと思いますけど、私は１万個以上、それは協議会があると

思いますけん、そこに上げて、ぜひそのような方向で、市民は平等だということば示してくださ

い。そして、私は１万個と言いますけど、１万個を基本としてそれだけはしてやってもいいと思

いますので、よろしくお願いをしておきます。 

 それと、農援隊の問題ですね。確かに、今まで市長が、副市長、前にも農林水産部長のときか

らだと思いますけど、内容は一番詳しいと思いますけど、農援隊も、確かに農家のためになっと

うと思いますよ。やはり今は、各集落にもう若手がおらないという兼ね合い、人夫を雇おうにも

おらんとですよ、実際問題として。それはもう６,０００円、７,０００円出してもいいんですけ

ど、実際に雇う人たちがおらん。それで困っとるわけですよ。そういう状況やとですよ。そやけ

ん、ぜひ、市の負担も幾らかかかると思いますけど、これはいつかの新聞に載ってましたけど、

ＪＡ島原ですかね。ＪＡ島原の農協は、売り上げもあそこは対馬市と比べたらもう何十倍もいい

わけですけど、農家の作業支援隊などの活躍によって、生産量も上がるし、高齢化の労力不足に

も、加勢にはなるですね、そういうような関係で、島原半島に３０名おるらしいです、農援隊が。

それで、総体的に生産をして、ＪＡが、それで赤字、赤字、もう赤字やことはわかるんで、補痾

を３市あるけんが、約３市で１,０００万ずつぐらいしてやりよっちゃないですか。そして、生

産意欲を上げさせて、高齢者に支援をして、生産が上がれば、市民の所得も上がるわけですけん、

ぜひその農援隊制度も今後、今どうのこうのは難しいでしょうけど、今後はやっぱり図っていか

ねばならんじゃなかろうかと私は思いますけど。雇うにしても、今、労力が少ない関係でおらん

とですよ、実際の話。そこば何かあれば。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  労働力の問題につきましては、農林業のほうだけじゃなくて、水産業に

おいても労働力不足ということで、外国からの労働力を求めるというような動きも出ているよう

な現況でございます。そういう中で、じゃあどうしていくのかというところをいろいろ県とか、

担当部のほうで協議が重ねられているところでございますが、できる限り、新規就業等の補助事

業等を重ね合わせながら、何らかの対策ができないかということで、前向きに検討をしてまいり

たいというふうに考えます。 

○議長（堀江 政武君）  １４番、初村久苻君。 
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○議員（１４番 初村 久苹君）  どうもありがとうございます。ぜひ、この問題は、今、昨年度、

農協さんが２名ほど雇っておりますけど、農協の負担も結構あるとですよ。約、昨年の実績で六

百数十万かかって、地元負担が約１５０万、あとの負担は、４５０万ぐらいは農協が負担してる

わけですね。それだけしてやっぱり農協も生産者のためになろうとしておりますので、ぜひ、市

も見過ごすわけにはいけませんけんが、よく検討をして今後はやってもらいたいと思います。 

 もう時間も大分経過しましたので、もう私の質問はこれで終わりたいと思います。どうか、市

長の前向きな答弁をいただきまして、ありがとうございます。 

 なお、私も通告にはちょっと載せたんですけど、同僚議員が、上野議員が副市長問題はあした

取り上げると思いますので、市長も、私も見てて公務が大変だと思います。副市長も１人ではち

ょっと厳しいかなというような感じを持っておりますので、ぜひ今後は、上野議員のあした質問

があると思いますので、そこはよろしく、もう上野議員に任せておりますので、よろしくお願い

したいと思います。健康には十分留意され、対馬市のかじ取り番として一生懸命に頑張ってもら

いたいと思います。 

 以上で、私の質問を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（堀江 政武君）  これで、初村久苻君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  暫時休憩します。再開は２時からとします。 

午後１時45分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時59分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 ４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  清風会の船越洋一でございます。通告に従いまして、大きくは

３点について市長にお伺いをいたします。 

 まず１点目は、木質バイオマス発電事業についてでありますが、島内の８５％が山林である対

馬で、木材を燃料とした木質バイオマス発電は、理にかなった事業だと思います。市長にも話は

入っているとは思いますが、九州電力の関連会社である九電みらいエナジーが長崎県で初めて木

質バイオマス発電に取り組もうとされております。この事業は、長崎県の離島、壱岐・五島では

到底できない事業だと思います。離島というハンデである中で、企業誘致は大変困難な現状で、

この事業を誘致することにより、間伐材、雑木等を有効に活用でき、林業の活性化、雇用の拡大、

消費等にも経済効果が大きいと思いますが、市長の考えをお伺いをいたします。 

 次に、２点目でありますが、旧中対馬病院跡地利用についてであります。この件については、
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前市長にも一般質問をした経緯がありますが、改めて比田勝市長にお伺いをいたします。対馬は、

農林水産業である一次産業の発展なくして島の活性化は図れないと思います。しかし、現状では、

いそ焼け、魚価の低迷、農林においては、イノシシ・鹿の被害等があり、厳しい状況下にありま

す。近年、真珠の価格が少しよくなってきたと聞いておりますが、経済状況は決して上向いてい

るとは思いません。しかし、一方では、韓国からの観光客は、本年５月で９万人と言われており

ます。昨年を上回る見通しであり、また、比田勝、厳原には、大型ホテルの建設が始まっており、

今後、さらに国内外の観光客が増加するものと思われます。現状では、土産品店、免税店等があ

りますが、大型バスで観光客を受け入れる施設は皆無であります。そこで、旧中対馬病院跡地を

利用し、一次産業である農・林・水産、真珠に至るまでの振興を図る上で、対馬の核となる道の

駅的な拠点施設をつくるべきだと思いますが、市長の考えをお伺いをいたします。 

 次に、３点目ですが、これは３つに分けておりますので、まず第１点目ですが、韓国人観光客

誘客対策についてでありますが、１つ目は、釜山事務所の体制強化及び職員の給料改善について

であります。６月定例会後、会派で釜山事務所の現地調査で渡韓をいたしました。現地職員の説

明を受け、副所長ほか１名が業務をしており、所長は市観光商工課長が兼務し、月に一度程度渡

韓し、事務連絡を受けているとのことであります。昨年度は約２１万人、本年５月までに９万人

もの観光客が来島され、対馬の経済に大きく貢献しているものと思われます。これも釜山事務所

の対応が大きな成果を上げていると思います。市長も、５年後は３０万人、１０年後は４０万人

を目標を立てておられますが、現在でも多忙を極めている状況であります。近年は、特に個人か

らの問い合わせが多く、１カ月に１,７００件、パンレット送付は１日に５０件から７０件もあ

るそうであります。早急に事務所の体制強化を図るべきだと思います。また、副所長は、旧厳原

町時代に、国際交流員として勤務しており、その後、釜山事務所を開設時に職員となり、対馬か

らいろいろなイベントの調整、通訳をと多忙を極めております。また、多忙を極めているにもか

かわらず、給料は現地一般企業よりも低く、せめて釜山の企業並みに勤務年数に応じた給料に見

直すべきだと思いますが、市長の答弁を伺います。 

 ２つ目は、島内店舗のカード化の推進についてでありますが、韓国社会ではカード化が進んで

おります。どこでもカードが使用できる状況でありますが、せっかく対馬に観光に来ても、韓国

のカードは使用できない状況であります。韓国で広く一般に使用されているカードは、シンハン

カードであります。対馬市商工会会員約１,０００店舗ぐらいあると思いますが、ＪＣＢカード

は使用可能でありますが、シンハンカードは使用できず、韓国人観光客はカードでの買い物はで

きない状況であります。しかし、韓国のシンハンカードを使用できるカード会社が九州カードと

いう会社で、島内では、現在３店舗が加盟しているとのことでありますが、このカードを使用で

きるように対馬島内で普及すれば、島内の商店で買い物ができ、消費の拡大に大きく貢献すると



- 160 - 

思われます。一昨日、九州カードの役員の方が来島されて、今後の取り組みについてセミナーの

開催を予定されているとお聞きをしておりますが、市としても、商工会と連携して積極的に取り

組むべきだと思いますが、市長の考えを伺います。 

 ３つ目は、今現在運休中の金浦～対馬便の就航についてでありますが、ＫＥＡ癩癩コリアエク

スプレスエアという会社が、平成２２年４月から平成２５年７月まで約３年間、１８人乗りプロ

ペラ機でプログラムチャーター癩癩計画運航で就航し、延べ１万人の利用客があっております。

現在、ソウルから釜山経由で対馬に入るには約６時間程度かかり、ソウルからの観光客の誘客は

不便な状況であります。今後、ＫＥＡ癩癩コリアエクスプレスエアでは、対馬～金浦間の提携便

を５０人乗りジェット機で就航する計画があるように聞いておりますが、市長は実現に向けて取

り組む考えがあるかお伺いをいたします。 

 以上３点について、市長の答弁を求めます。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  船越議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の木質バイオマス発電についてでございますが、太陽光発電や風力発電と違い、

自然の状況により変動を受けず、燃料があれば、連続して発電が可能な質の高い電力でございま

す。平成２５年度に初めて対馬市に木質バイオマス発電の提案が企業よりなされ、これまでに民

間の林業事業体を構成員とする地域材倍増協議会において、安定した発電用の素材の供給の可能

性の検討や、九州経済連合会主催による木質バイオマス発電に関するシンポジウムをこの対馬に

おいて３回開催していただき、対馬の林業についての情報の共有を図ってきたところでございま

す。 

 また、対馬市と振興局にプロジェクトチームを設置し、毎月合同会議を開催すると、バイオマ

ス発電誘致における問題点等を洗い出しを行っているところでございます。 

 島の約９割が山林であるこの対馬で、森林の未利用材をエネルギーとして利用することは、森

林林業の活性化による雇用の創出やエネルギー需給率の向上、さらには、森林が有する多面的機

能の発揮など、さまざまな面で対馬の活性化につながる大変有益な取り組みであると考えており

ますが、企業が示しております経営計画において、まだまだ問題点も多く、行政としての支援の

あり方を県と一緒になって引き続き検討していくこととしているところでございます。 

 次に、中対馬病院跡地の活用につきましてでございますが、所有者であります長崎県病院企業

団を訪問し、長崎県病院企業団の意向を確認したところ、病院企業団としての活用計画はなく、

今後、譲渡する方向で進められているとのことであり、譲渡の場合においても、第一に対馬市に

投げかけを行うとのことで確認をしております。それを受け、対馬市といたしましても、盒知地

区の中心地であり、重要な土地であると認識しておりまして、庁内で検討委員会を立ち上げ、活
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用方法などの検討に入っているところでございます。 

 船越議員の質問の趣旨であります農林水産業の振興に向けた道の駅的な拠点施設の整備につい

てでございますが、対馬で生産・採取された農林水産物等の販路拡大はもとより、新しい観光拠

点としての活用、島内供給体制の拠点などの新たな役割を担う拠点施設の整備については、私自

身も必要であると考えております。現在、拠点施設整備については、一部の産業団体から提案も

あっておりますが、施設の規模や内容、運営体制、ランニングコストの試算、財源等の確保、近

隣事業者等への配慮など、いろいろな観点から検証・検討を行う必要があると思われます。現段

階では、まだ検討の域を脱しておりませんけども、関係する産業団体、長崎県などとも協議しな

がら、検討を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、３点目の韓国人観光客誘客対策についてでございますが、６月定例会におきまして、釜

山事務所の業務内容の拡充について御質問をいただき、観光客誘致や交流事業の拡大、経済交流

の推進を図るために、業務の拡充は不可欠であり、検討するとお答えをしたところでございます。 

 今回は、釜山事務所の体制強化、職員の待遇改善についての御質問でございますが、御存じの

とおり、対馬釜山事務所は、一般財団法人対馬国際交流協会が運営しており、対馬市が運営費用

を補助金として支出しているところでございます。 

 業務の内容は、国際交流に関する情報収集、韓国内での対馬宣伝事業、韓国からの観光客の入

国支援、対馬からの視察研修への同行通訳などのほか、最近では、観光交流部門以外の木材や水

産物の貿易に関する調査やＰＲイベントなどにも協力をしていただいております。 

 このような中、職員の給与につきましては、年齢や勤務年数、韓国内での物価上昇率を考慮し、

韓国内の同様の職種の平均的な給与額に見合うように調整していると聞き及んでおりますが、対

馬市のために昼夜休日を問わず、献身的に対応してくれております職員２人の待遇については、

まだまだ改善の余地があると考えているところであります。国際交流協会とも協議の場を持ち、

今後の検討課題としたいというふうに考えております。 

 また、体制の強化ということでありますが、事務所のあり方として、担当課であります文化交

流・自然共生課長が国際交流協会の専務理事と釜山事務所長を兼務しております。今後、業務拡

充を目指すに当たっては、対馬市職員の派遣だけでなく、民間の活力、例えば、日本企業の現地

法人のＯＢなど、ビジネスの知識と経験、ネットワークを備えた人材を雇用することも、一つの

方法ではないかと考えております。 

 また、パンフレットの送付など、簡単な業務であれば、臨時職員を雇うなどの方法もあります

ので、いろいろな可能性を考えた上で、今後、国際交流協会との十分な協議を重ねて判断したい

というふうに考えております。 

 次に、４点目の島内のカードの推進でございますけども、議員おっしゃられるように、韓国の
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皆様は、クレジットカード利用が普及しており、通常の買い物をする際でも、クレジットカード

による決済をすることが日常的でありますことから、対馬に旅行で来る際も、現金を準備せず、

クレジットカードを利用しようとする方が多いと聞いております。 

 しかしながら、対馬の事業所や商店では、クレジットカードの利用に対応していない店も多く、

支払い時にトラブルになるケースが発生しておりました。 

 そのような中、平成２３年度に、十八銀行様からクレジットカード端末機の無償設置の御提案

をいただき、対馬市商工会様の御協力もあり、６９台の端末機設置がされ、既存のものと合わせ

て１４０台から１５０台の端末機が設置されていると思います。これにより、ＪＣＢ、ＶＩＳＡ

等を含めて７種類のカードの利用が可能になったところでございます。最近では、九州カード株

式会社様が韓国クレジット業界最大のシンハンカード様と提携し、韓国ハウスカードの利用が可

能となるよう普及活動が行われているようでございます。九州カードの社長様は、８月４日、私

のところにも訪ねていただいて、お話しをさせていただいたところでございます。このクレジッ

トカードの利用環境が整えば、韓国人観光客の買い物の利便性の増大と消費拡大につながるもの

と大いに期待しているところでございます。既に、数社におかれましては、自社努力により、韓

国の方々なじみのクレジットカードなどが使用可能な端末機を導入されていると聞いております。

未設置の事業者におかれましては、この機会に、カードの利用環境が整えられ、売り上げの増加

を目指していただきたいと思っているところでございます。市といたしましても、商工会などと

連携・協力し、観光客のニーズや動向などの情報を流していきたいというふうに思っております

ので、各事業所におかれましても、アンテナを張りめぐらし、そのような情報を的確に捉え、経

営に役立てていただきたいと考えているところでございます。 

 最後に、国際航空路線につきましては、平成２１年７月から、韓国のハンソ大学の傘下にあり

ますコリアエクスプレスエアが２０人乗りのビーチクラフト機で運航されていたものと存じてお

ります。当機は、韓国の金浦・大邱・釜山と対馬を結ぶ国際チャーター便として運航しておりま

したが、平成２５年７月から現在まで運休をしております。運航に当たりましては、韓国～対馬

航空路で国際線としての運航実績を積み上げたいという意向があり、運航が開始されたものと承

知しております。その後、チャーター便として運航が行われておりますが、国際航路との競合で

集客が困難になったこと及び韓国国内での航空旅客の需要が高まったことから、航空機材の国内

線への振りかえがあり、現在に至っているものと伺っているところでございます。 

 現在のところ、再開の話につきましては聞き及んでおりませんが、今後さらなる外国人観光客

の受け入れに向け、航路のみならず、航空路を活用した誘客についても一つの手段であると考え

ておりますので、韓国のＫＥＡを訪問して要請をしたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 
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○議長（堀江 政武君）  ４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  市長、なかなかいい答弁をいただいているようでございますが、

まず、この木質バイオマス発電ですね、これは、県それから市がいろいろタッチせないかん部分

がたくさんあります。それで、そこら辺で難航してるのかなというような気持ちはするんですが、

この事業は、どうしても対馬ではやらなきゃならん事業だと私は思うんですよ。というのは、対

馬の山林を若返らせるには、木を伐採をして、また木を生やしてこんと若返りはないんですよ。

そういう観点からしますと、例えば、市有林についても、市有林は、今、１,２３８ヘクタール

あります。そのうち、人工林が６２７ヘクタール、それから、自然林が６１１ヘクタール。人工

林のうち、人工林が６２７ヘクタールある中で、間伐材が済んでいるところ、森林は１８１ヘク

タール、それから、まだ未実績のところが２７４ヘクタールある。未実績のところの間伐材をや

ると、この２７４ヘクタールというのは、まだまだ間伐材が出てくる可能性がある。それともう

一つは、天然林の６１１ヘクタール、これもまだ伐採をしていかないかん。そうしますと、対馬

市の財産である、せっかく森林に杉・ヒノキを植えとるわけですから、要は、一般の林業業者に、

自分の山の間伐をしてくださいよ、してくださいよって言いながら、要は、市自体もまだまだこ

の間伐は終わってない状況なんですね。やっぱり間伐をしなきゃ、森は生き返っていきませんの

でね。そうしますと、そういう観点からしても、この木質バイオマス発電っていうのは、これは

対馬の中の自然林を今業者さんがたくさん入って今やっていっていただいておりますけども、こ

れも利益、ものすごく収益が上がってるんですよ。今、チップ工場に木材を運んで、トン当たり

５,５００円から６,０００円、それで生計を立てている林業業者はたくさんおられる。それと、

定年退職をされた、あるいは、農業をされていて自分の山をお持ちの方が軽トラックで、例えば、

自分の山を伐採してそこに木材を運び込むという人も、例えば、月に３０トンから５０トン運ぶ

人もおられる。そうしますと、農業を傍らでしながら、自分の山でありますから資金はかかりま

せん。そうしますと、そういう人たちが軽トラック１台で農業してますから、軽トラックはどこ

も持ってますよね。そういう人たちがやっぱり自分の山を切って自分で持っていけば、結構、

１６万、１７万、二十何万っていう金が副収入が入ってくるわけ。こういうバイオマス発電をや

ることによって、チップ材の供給が必要になってくるわけですから、そういう人たちも、自分の

山を切ってでもそういうことができるという可能性もあるんですね。そうすると、それが消費の

拡大につながってきます。あるいは、また、このバイオマス発電事業、発電をやることになりま

すと、例えば、みらいエナジーさんがそこを開発するにしても、雇用の拡大もありますね。それ

から、チップ工場も、工場を拡大せないかんでしょう。そうすると、そこでもまた雇用が生まれ

ます。そして、チップを切って、山を切って、林業業者ですか、そういう人たちもしっかり切っ

て持っていかないかんわけですから、そうしますと、その人たちも雇用をふやしてこなあかんで
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すね。そうすると、雇用がそこで生まれてくるんですよ。生まれてきます。そういうことを全体

をこう見回した中で、この事業を取り入れることによって、どう変わっていくのかというのは、

市長、よく考えてみてください。これは決してね、対馬のためになる、私は事業だとこのように

思いますので、そこら辺も一つ御答弁をいただけますか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  船越議員おっしゃられるように、大変有益な事業であると私自身も考え

ております。 

 ただし、その中で、今現在課題となっておりますのが、要するに川上側ですね、間伐材・未利

用材を売る側、そして川下、バイオマス発電事業者のほう、買う側ですね、ここの単価の差が今

３,０００円ぐらい差があるんですね。これらをどう埋めていくかといったことをちょっと今い

ろいろ、県や倍増事業体、そしていろんなところと検討を進めております。これを埋めていきま

せんことには、２０年間この単価差を市が払うということになれば、かなりのこれ損失になりま

すし、果たして最後までその運営ができるかという問題もありますので、そこら辺をまず課題解

決をしたいというふうに考えております。 

 それから、またあわせて、チップの運搬関係でおきましても、一応、まだ課題が残っておりま

す。それプラス、設置する場所ですね。これが今、地域の方々とはまだ詳細な面までは交渉はし

てないということでございますが、ちょっと真珠関係の事業者の皆様からの理解がちょっと得に

くいだろうというようなことで、場所の検討も今現在行っているような状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  ４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  やはりチップ工場の近くにそういうのは建設しないと、運搬コス

トがかかりますよね。それは、やはり県の所有地であったり、市の所有地であったりするところ

が結構あるんじゃないかなと思うんですよね。協力できるところはしっかりと協力をしていきな

がら、誘致に向けて、今、市長の言われる運搬業者、産業の川下・川上の問題、そこら辺もしっ

かり詰めていかないかんことだとは思うんですが、今、国境離島新法も成立をしましたね。そう

すると、やっぱり離島だからこそやれる事業というのには、大きな着目点があろうかと思うんで

す。ですから、そういうことも含めた中で、国のほうのそういうことも含めてやっぱり考えてい

く必要があるんじゃないかな。これをやり上げると対馬はよくなっていくと、私はそう思います

んでね、一つそれはしっかりと取り組んでいただきたい、このように思います。 

 チップ工場っていいますか、木材、林業業者の人たちと話をしてみると、年間６万トンですか、

ぐらいの木材は出せると。だけども、それが２０年となってくると、自分たちは生きとるか生き

とらんかわからんと。しかし、やっぱり公社なり、森林組合なり、そういうところの企業としっ
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かりした提携をしていけば、それも可能になるんじゃないかなというふうに思いますんでね、そ

ういうことも含めた中で、ぜひこれは前向きに取り組んでいただきたいとこのように思います。 

 次が、中対馬病院跡ですね。これは、市長が言われましたように、私も企業長のところに、ち

ょっとお会いする機会がありましたんで行きました。今、市長が答弁されたとおり、企業長もそ

のようにお答えをしていただきました。これは、これも先ほどから言いますが、対馬の核となる

施設というのは、どうしても１つ私は要ると思うんですよ。これをやることによって、大型観光

バスで入ってくるところがない。今現在、農協さんは、国道３８２号線の関連で、あそこは立ち

退きに入ってくると思うんですが、本来自体は立ち退きになりませんが、前はそっくり取られる

はずなの。あそこももう古いから老朽化が進んでいます。やはりそういうことも含めた中で、農

業・林業・水産、それから真珠、これを含めた対馬の産業を１つにまとめたやつをあそこにつく

ることによって、対馬の底力が私は出てくるんじゃないかなと思うんです。やっぱりそういう施

設は、ぜひとも私は必要だと思います。いろいろな問題はあると思います。しかし、ここが

５,３００坪、１万七千幾らですか。広さがありますよね。土地が広いんですよね。そうします

と、１万７,５９３平米です。そうすると、坪数に直して約５,５００坪。広いです。私も、ちょ

っと路線価格というのを調べてみたんです。そうしますと平米当たり１万３,７００円、そうし

ますと２億４,０００万ぐらいです。路線価格で買えばですよ。その２億４,０００万ぐらいの金

を例えば捻出をして、市が取得をして、そして、そういう産業団体が一括してそこで拠点的にや

れるという施設を可能にしてやれば、対馬の産業は変わってくると私も思います。ですから、そ

こら辺も含めて考える必要が私はあると思うんですよ。いかがでしょうか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  このことにつきましては、先ほども答弁いたしましたように、今現在、

振興局のほうともプロジェクトチームをつくって、いろんな角度から検討をいたしております。

そういった面で、決してだめっていうあれじゃなくて、できる方向っていいますか、前向きな検

討を現在行っているところということでございます。 

○議長（堀江 政武君）  ４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  これも大変重要なことでありますので、やはりこれには、国・県

の力も借りないとやれる事業じゃないと思いますんで、しっかりそこら辺も組み立てていただい

て、ぜひそれが実現できるように、ちょっと力を出してみてください。よろしくお願いします。 

 それから、３点目の韓国人観光客誘客対策についてでありますが、まず、釜山事務所の件です。

この釜山事務所は、市長も先ほど言われましたように、大変多忙ですよ、本当に。夜も昼もない

ですよ。見とるとね、やっぱかわいそうなぐらいありますね。それかといって、決して給料はい

いというわけじゃない。やっぱり職員を動かすには、給料はしっかりした企業並みの給料を出し
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てやった中で、しっかり頑張ってくれということでやらんことには、やっぱり不満があれば、だ

んだん能力っちゅうのは落ちてくると思うんですよ。 

 体制強化ですけども、要は、対馬高校から韓国に留学してますよね。これは、釜慶大学、東亜

大学、釜山外国語大学、ソウル市立大学、これ、平成１４年から行ってるんですが、２７年度ま

でに合計３９名、うち今現在在学してるのは１７名、卒業した人は２２名です。１名の方が上対

馬のほうで観光関係のところで就職しとるということですが、せっかく韓国に留学をして語学を

勉強して、韓国の経済も勉強して、そうしとる人たちが有効に対馬の宝として、有効に雇用はで

きないのかと。市のほうでどうして、そのところにあっせんをして、雇い入れる気があるのかな

いのかですね。そういうことも含めて、韓国の事務所の拡大、強化ですね、強化策、今はそうい

う人材も可能性があるんじゃないかなと思います。 

 それともう一つは、韓国の釜山事務所は、国際交流協会に補助金を出して運営がされてるわけ

ですが、補助金というのは、足りない分を補い助けるという意味ですよね、補助金というのは。

足りない分をじゃないんですよ。全部補助してるんですね。だから、そこらへんがちょっと私は

違うんじゃないかなと思うんです。このままで、国際的な交流をしていく中で、このままでいい

のかなというような感もしますよ。というのは、市がタッチをしない。ただ、所長が月に１回か

２回かは行って、業務連絡とかそこら辺の打ち合わせをして、チェックをしよるということだけ

で済むんですかと。市の責任はどこにあるんですかと。お金は出してますよ。しかし、責任はど

こにあるんですかって言われたときには、市がやっぱり責任とらないかんですよ。ですね。どう

もそこら辺がアンバランスなところがあるなというふうな感がいたします。そこら辺も、やはり

国際交流をやっていく、国際的に交易もして、経済交流をしていくということであれば、やはり

そういうことも、しっかりとした立場に立ってやっていくべきじゃないかなと思います。 

 もう一つは、職員の給料ですが、この職員の給料っていうのは、国際交流協会の規約っていい

ますか、給料体系によって決まってると思うんですが、やはりそういう民間の企業と市の職員と

の格差っていうのはあると思うんですよね。だから、そこら辺の見直しをしっかりして、やっぱ

り市の職員並みの仕事を、それ以上のことをしよるわけですから、そういうこともしっかりと踏

まえた中で、給料体系っていうのは考えてほしいとこのように思います。答弁願います。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  まず、国際交流の関係ですけども、現在、対馬高校の国際交流科を卒業

されて、韓国へ留学された生徒さん、この人たちを対馬市のほうといたしましても採用しようと

して、まず、ことしも今受験をたしかされていると思います。そして、以前にも１名採用されて

いるところでございます。今後も、船越議員おっしゃられるように、こういったところの卒業生

を釜山の事務所のほうに採用できたとするならば、それはそれで、韓国での勉強をされてある方
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ですから、大変有益なことでないかなというふうに思います。 

 それともう１点、国際交流協会関係の補助金の件でございますけども、ここについては、やは

り収益事業をする団体ではないということで、そこには、ある一定の補助金・助成をすることに

よっての活動ということになりますので、御理解をお願いしたいというふうに思います。 

 それと最後に、給与面でございますが、今現在、国際交流協会からも、待遇改善の要望も来て

いるところでございますので、韓国の同じようなところの給与体系、そしてまた、韓日の文化交

流協会、韓国の観光公社、そういったところの広範囲にわたる給与体系をちょっと調査をしてい

るところでございます。その上で、また、待遇改善、給料等の決定については行いたいというふ

うに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  ４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  お願いしときます。市長、お願いしときます。 

 次に、島内店舗のカードの推進でありますが、これは、やはり先ほど市長も答弁されましたけ

ども、シンハンカードというのを使わないと、対馬に来ても使えないんですよね。韓国の人に、

先ほど市長も言われましたが、要は、韓国の中で一般的に使われてるのはシンハンカードが一番

多いということなんです。それはたくさん皆さん持ってあるの。そのカードを持ってきても、例

えば、十八銀行に行って金を下そうっていってもおろせないですね。私も十八銀行行きました。

どうなんですかっていうと、おろせませんと。おろせるのは郵便局では下せますが、うちでは下

せませんと。あれのところは為替をやってるんじゃないですかっていうけども、そこはだめです

ねと、言うことなんです。 

 しかし、ダメなもんはしょうがないんですが、やはり国際都市みたいな感じで今対馬っていう

のはなってますんでね、そこら辺もやはりできるような方向づけっていうのは今後必要じゃない

かなと思います。それのとっかかりとして、島内のカードの推進ですよね。これは、九州カード

という会社が市長のとこにも来られたということですが、これは１０月ぐらいにセミナーを開催

して、その住民の、その店舗の人たちの意見まで十分聞いた中で進めていきたいというような意

向と聞いております。そこら辺は、やはり商工会もタイアップし、また市のほうもバックアップ

してやりながら、それをやれば、今、韓国から来よる人が、例えば、日本円にかえてくる金が幾

ら平均なのか。それで、使おうにも、使いたくてもカードが使えんから、それしかかえてきてな

いから使えませんということでは、消費の拡大にはつながっていかん。それをお金をつかってい

ただくには、そのシンハンカードというの使えるようにすることによって、消費が拡大が図れる

わけですから、ぜひこれもしっかりと取り組んでほしいなと思います。どうでしょう。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  このシンハンカードの件につきましては、私も、九州カードの小石原社
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長さんですかね、この方からもいろいろとお話しをお伺いいたしました。そういう中で、じゃあ、

市がどういういった面で連携して助成ができるかなということで、いろいろ部内でも協議を重ね

ているところでございますが、要は、以前、２３年度でしたか、十八銀行がカードを導入した際

にも、端末機の設置については、やっぱり十八銀行のほうが無償で設置しているというような事

例もあっておりまして、そういう面に関しては、市としての助成は難しいだろうということで、

今後で商工会と連携してそこら辺を広めていく必要があるなというふうに考えているところでご

ざいます。 

 そこで、今、先ほども話がありましたけども、この１０月の中旬ごろ、インバウンドセミナー

で、このシンハンカードの説明があるということで、この際に、端末機の設置についても説明を

したいということを聞いております。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  ４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  ぜひこれもしっかりと進めていただきたいと思います。 

 次に、現在運休中の金浦～対馬便の就航についてでありますが、これは、今、釜山からのお客

さんは、ソウルから釜山まで新幹線で来ます。これは３時間ぐらいかかりますよね。一般席です

と６,０００円ぐらい、グリーン車で９,０００円ぐらいだと思います。それから、釜山から対馬

に船が来るわけですが、これは往復１万５,０００円ぐらいかかると思う。そうしますと、ソウ

ルから対馬まで来るというと、最低６時間かかるんですね。比田勝にすると４時間半で来ると思

うんですが、厳原ってなりますと６時間かかると。それぐらいかかってまで対馬に行かないかん

のかというようなこともあろうかと思うんですが、この飛行機利用で就航させることによって、

ソウルのお客さんが飛行機で１時間半ぐらいすれば来るわけですから、ぜひこれは就航に向けて、

市長、取り組む必要があると私はあると思うんですが。長崎県では、長崎空港にソウルからの便

を今度定期をさせましたよね。やはり、ほかの地域は、トップがみずから行って、交渉して、誘

致をしてくるんですね。対馬でも、やっぱり市長がちょっと動いていただいて、そして、向こう

の意向もしっかり聞いた中で、就航が可能になるように、これは努力してほしいなと私は思うん

ですよ。ここの会社は、今５０人乗りのジェット機を飛ばそうかというような気配があるみたい

なんです。そうしますと、５０人乗りで来ると結構なお客さんが来るんですね。今までみたいに

プログラムチャーターっていいますか、計画運航で来るんじゃなしに、定期便として来れば、例

えば、釜山から回ってきた人の帰り明けには飛行機でソウルに帰れるっていうような状況もある

も生まれてくると思う。そうすると物すごく便利がよくなります。そういう可能性もありますの

で、一つここら辺もしっかり取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 
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○市長（比田勝尚喜君）  私も、先ほどもこのことにつきましては、韓国のほうを訪問して、ぜひ

要請をしたいと答弁をいたしました。いろいろ情報を聞くところによりますと、機材も購入して

いるのではないかというようなそういう情報もちょっと聞いておりますので、船越議員さんおっ

しゃられるように、ぜひ韓国に訪問して、この要請をしたいなというふうに思っております。ぜ

ひ議会の皆様にも、御支援いただければなというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  ４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  この韓国からの飛行機便なんですけどね、これを入れると、本当、

対馬っちゅうのは、私は変わってくると思うんですよ。今は、お客さんは船でしか来ませんけど

も、港がもうばんばん満杯になってきますよね。だけども、飛行機が入ってくるってなってくる

と全く違いますからね。 

 飛行機の使用料、空港の使用料っていうのが高いというような話も聞いたんです。私、空港事

務所行きまして、その使用料っていうのを聞いてきたんですが、使用料っていうのは安いんです

ね。私も初めて知りましたけどね。今、先ほど言われたビーチクラフト機ですか、これで行くと、

１回千六百何十円ぐらいでしょう、使用料は。それぐらい、えらい安いなと思ったけども、それ

ぐらいに安いです。そうしますと、それぐらいやったら向こうも喜んで飛んでくると思うんです

よ。ぜひそこら辺も含めた中で、いろいろ私もこの３点、大きなところでは３点、市長にお伺い

をしましたが、しっかりと取り組んでいただいて、対馬の活性化が生まれていくようによろしく

お願いをしときたいと思います。 

 終わります。 

○議長（堀江 政武君）  これで、船越洋一君の質問は終わりました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（堀江 政武君）  以上で、予定の市政一般質問は終わりました。 

 あすは定刻より、本日に引き続き市政一般質問を行います。 

 本日はこれで散会とします。 

 お疲れさまでした。 

午後２時50分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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午前10時00分開議 

○議長（堀江 政武君）  おはようございます。 

 報告します。山本輝昭君から遅刻の申し出があっております。 

 ただいまから議事日程第４号により、本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．市政一般質問 

○議長（堀江 政武君）  日程第１、市政一般質問を行います。 

 本日の登壇者は４人を予定をしております。 



- 173 - 

 それでは、届け出順に発言を許します。５番、渕上清君。 

○議員（５番 渕上  清君）  おはようございます。市長、お疲れでしょう。きょうが、一般質

問の最終日です。市長の答弁聞いてますと、非常にやる気は見えるんですが、普段のあの元気さ

が壇上で見えません。普段どおり明るく元気にやってください。 

 早速、通告しておりました対馬市の重要な政策課題の一つである国際交流の中の、特に韓国観

光客受け入れについて市長にお尋ねします。 

 大きく１番目です。観光客誘致にかかる受け入れ体制の整備策についてお尋ねします。 

 御承知のように、平成１１年、釜山・厳原間に定期航路が開設されましてから１７年が経過し

ました。そして、昨年は、対馬にお迎えした観光客数は２万１,６７８人を数えました。（発言

する者あり）２１万。そうですか。（笑声）まあ晩期高齢者ですから許してください。そして、

今、順調に年間およそ２６万人を数えるぐらいのペースで、増加の一途をたどっておる現状でご

ざいます。 

 加えまして、対馬市のホテル誘致等によりまして、大型ホテルの建築がどんどん進められてお

る現状でありまして、およそ９００人前後の収容人員の増加が見込まれるような状況になってき

ました。 

 さらに、旅客船は、大亜高速海運が４,０００トン級、定員８２６人の高速船を就航させるべ

く、現在ドック入りして、内装の化粧直しが行われているそうです。さらに、未来高速海運にお

いても、定員４４０人の高速船の就航に向けて準備がなされているようです。 

 このように、民間活力は、対馬の韓国からの観光客の状況、展望を素早く察知されまして、

着々と投資が行われております。 

 この現状からしまして、対馬を訪れる韓国観光客は来年度以降急増し、年間４０万人の時代は

すぐそこに来てると言っても過言ではないと考えます。 

 しかし、しかしですよ。市長、大変なことになりそうなことが想定されるんです。それは、民

間活力の素早い対応に対しまして、行政の対応する観光客受け入れ施設の整備状況はと申します

と、決して万全とは言えません。数多くの課題がありますが、早急に対処しなければならない課

題だけに絞って、今回は、特にその具体策についてお尋ねをいたします。 

 その基準となる観光客目標数値は、しばし４０万人とされておりますが、私はちょっといかが

なものかなと前回の質問でも異論を唱えておりましたが、今回は、基礎数値として４０万と仮定

した場合の１日当たりの観光客の受け入れ数を計算しますと、まあ単純計算しますと、４０万人

を日曜、あるいは、しけ等を考えますと、３００日が就航日数と仮定しますと、およそ１,３３２人

になります。これ単純計算ですよ。それに、その日によって、土曜は多かったりしますんで、増

減がありますので、２割増減があると仮定しますと、大体１,６００人ぐらいの受け入れをでき
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る施設等が必要になろうかと思います。その辺を基準にしながら、順次お尋ねをしていきます。 

 まず、１番目です。旅客船の規模と便数の目標。現在、対馬・釜山間に就航している船舶の旅

客定員数は、オーシャンフラワーが４４３人、コビーが２００人、ＪＲ九州も２００人、単純に

合計しますと８４３人になりますが、ＪＲ便は福岡航路の寄港便でございますから、万度にこれ

を計算するのはいかがかと思います。およそ７８０人が対馬に来れる状況、それぞれが１便入港

したとしてですね。この配船では、年間３０万人の観光客を受け入れるというか、輸送するのは

３０万人が限度となろうかと思います。 

 そこで、港湾施設国際ターミナル、ＣＩＱの体制、基礎数字に必要なことですから、どのよう

なその配船が一番ベターであるのか。その辺について、どのようなお考えをしておられるのかお

聞かせください。 

 ２番目です。港湾の旅客船係留設備についてでございます。厳原、比田勝港とも４,０００ト

ン級の船舶の係留施設がありません。既に比田勝港の港湾管理者である長崎県に対しては、対馬

振興局にその整備方を要望されているようですが、その対応がどのようになっているのか。完成

予定時期は、あるいは、供用開始時期はいつになるのかお知らせください。厳原港については、

３年後の供用に向けて工事がもう既に開始されているようでありますから、回答は結構です。 

 ３番目です。国際ターミナルの整備についてお尋ねします。厳原港、比田勝港ともに国際ター

ミナルの待合室は、１００人ぐらい入りますと目いっぱいの状況です。特に、比田勝港の国際

ターミナルは、第２次対馬市総合計画が制定された以降の、ことし完成したばかりなんですけど

も、計画との照合性はどうなっているんでしょうか。全くわかりません。韓国観光客誘致を重点

施策に掲げる対馬市としては、余りにも恥ずかしい施設ではないかと思います。いよいよ本格的

な展開が目前にある今、この現状をどのように改善しようとされるのかお知らせください。 

 ４番目に、ＣＩＱ体制でございます。観光客を最初にお迎えするＣＩＱ体制について、外国の

観光客が対馬に到着して、まず最初に入国審査を受けるわけですが、その審査ブースに至っては、

比田勝港が６ブース、厳原港は５ブースでございます。１人当たりの審査時間がおよそ１分半が

必要だと言われておりますが、現在は、入国管理官の御努力でおよそ１分弱で対応いただいてい

るようです。いわゆる１時間で６０人ぐらいの審査が行われております。上対馬の場合６ブース

ですから、１時間で３６０人、単純計算ですよね。４００人超えの場合は、およそ１時間強ぐら

いの審査時間になってるような現状のようです。しかも、比田勝港の場合は、厳原からの通勤に

よる審査をされているようですから、１０時から４時までを基準にされておるようでして、非常

に厳しい審査体制がとられておるんです。 

 そういう中で、非常に最初に対馬に入ってきたお客さんに大変満足できるちゅうか、スムーズ

な入国体制がとられていないのが現状であると思います。この辺の対応策についてどのように考
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えておられるかお聞かせください。 

 ちょっと休憩願います。 

○議長（堀江 政武君）  休憩します。 

午前10時14分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時15分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

○議員（５番 渕上  清君）  市長、そこで、この２項目め、３項目めの係留施設……。ちょっ

とできんかな。ちょっといいか。ちょっとごめんなさい。（「休憩」と呼ぶ者あり） 

○議長（堀江 政武君）  休憩します。 

午前10時15分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時39分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 ５番、渕上清君。 

○議員（５番 渕上  清君）  どうも失礼をいたしました。 

 さきに述べました係留施設、あるいは、ターミナル、ＣＩＱの体制、この３項目のうち、１つ

でもぐあいが悪くなるというか、停滞しますと、ホテル等が大きな観光客の受け入れができると

いうことで、しっかりとした今、建築が進んでおるんですけども、こちらに泊まる客が増加する

ことは望めないようになってしまうわけでして、大変なことになろうと思います。しかも、市の

ほうが誘致したホテルのみだけじゃなくて、一般の宿泊業をしとる人たちも、この新しく建った

ホテルのほうと競合をしまして、受け入れの客数が今度は減ってくるわけで、だから、しっかり

とした受け入れ体制を整えんと大変なことになる、そのことを大変心配しております。しかも、

その役割は公的機関が進める役割ですから、この辺についてしっかりとした対応をしなければな

らないと思いますんで、この辺について市長のお考えを、３項目について特にお聞かせをいただ

きたいと思います。 

 それから、経済効果の拡大策については、６月議会で観光消費額の単価を１０％アップという

ようなお話をなされましたが、もともと全国区の平均値といいましょうか、大体の１日あたりの

観光客の消費額の、私は８割ぐらいしか対馬では韓国観光客は使ってないというふうに見とるん

ですが、１０％といいますと、８割が９割になるぐらいの話ですね。まだまだ一般の観光客の数

値まで届かんと。これはもう、特になんですけど、１０％とかのけちな話をせんで、二、三十％

アップぐらいして、全国平均にたどり着いたそれを上回るぐらいの目標数値を持つべきだという
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ふうに考えております。これは特に誰しも考えることですから、目標数値がいやにけちな数字だ

なということを言ってるわけです。 

 大きく２番目です。韓国観光客受け入れ対策協議会の拡充について、さきの質問でも触れまし

たが、観光客の受け入れに係る団体は多岐にわたります。公的機関では、港の整備管理をつかさ

どるのは、厳原港は国土交通省、比田勝港は長崎県、観光客の入国、持ち込み荷のチェック機関

は入国管理事務所、税関、検疫所、ターミナルは対馬市、加えて、警察署も治安のための担当を

されます。観光客が島内に入りますと、道路、公衆用トイレ等は、長崎県、対馬市などが公的機

関ではまず考えられますが、民間団体では、旅客運送を担当するのは、航路を開設している海運

会社、陸上ではバス運行会社、宿泊はホテル・旅館・民宿など、食事はレストラン、食堂等で、

ほかには、タクシー業界とか、車のレンタル会社とか、土産物店などが関係してくるわけです。

このような公的機関、民間団体とそれぞれが一つになって初めて目標が達成されるわけです。 

 しかし、年間４０万人の目標数値に対する各公的機関、民間団体は、それぞれの対応を個別に

考えているようにしか見えません。各セクションの年次計画が全く見当たりません。ホテル誘致

も大切な事業ですが、もっと大切なことをないがしろにされたまま、片手落ちの現状を憂慮して

おるんです。このようなひとりよがりの行政では全くだめです。しかし、過去を言っても始まり

ませんから、早速その拡充策を連携する公的機関、民間団体と再構築して、その具体策の策定を

急ぐべきだと考えますが、いかがですか。市長が選挙時、声を大にして訴えておられました、関

係者とスクラムを組んで邁進しますということの実践になろうかと思います。お考えをお聞かせ

ください。 

 ３番目の韓国観光客の目標数値の見直しについてですが、これはもう時間も余りありませんか

ら、ただ、５年後３０万、１０年後４０万というのは、余りにも目標数値が現状に見合ってない

と思います。韓国の釜山事務所では、連日、個人の対馬の情報が欲しいということで連絡があっ

ておって、その対応に大変追われているようですね。そして、航路の発券窓口では、今までは

エージェントがまとめて団体客の切符を購入してた。現在は、個人で切符を買われる方がもう急

増しておるんですよ。だから、形態は変わってきましたね。もうどんどんふえる状況にあります。

海運業界のある方ともちょっと話したことあるんですが、６０万の時代はすぐそこだとおっしゃ

ってんです。片や、受け入れをつかさどる公的機関が３０万、４０万ということでは、また同じ

ような状況になりかねませんので、しっかりとその辺を、韓国の情勢とか、そういうものをしっ

かりと調査をして、私は見直すべきと。そうせんと、目標数値があってこそ、ターミナルの規模

とか、あるいは、ＣＩＱの体制とか、岸壁の状況とか、そういうのが観光客誘致数に沿った規模

にしなければいけませんから、その計画をしっかり構築した中で着手していかんと、今までみた

いにターミナルとＣＩＱの入国審査をするところとは別々だったり、ちぐはぐな受け入れ施設が
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またやらんにゃいかんようになると。そういうことやなくて、堂々としたゆとりある受け入れ体

制をつくるべきだと思いますんで、そういうことで、ひとつ市長のお考えをお聞かせください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  渕上議員の質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の、旅客船の規模と便数の目標でございます。第２次総合計画におきましては、

平成３７年度末における外国人観光客を、平成２６年度の実績約１９万６,０００人の倍であり

ます約４０万人と想定をしております。現状では、１日最大で比田勝港に５便、厳原港に２便が

入港、８月末まで現在で、既に約１７万人が入国しており、昨年と比較しますと、約２０％程度

の増が推移しております。旅客船の大型化の話も伺っており、観光客数も伸びる傾向にあると思

われますが、今後は、平日や閑散期の乗船率の向上、厳原港の利用促進など、旅行者や航路事業

者への働きかけはもちろん、ＣＩＱ体制の充実、施設整備など関係機関の連携により、３７年度

末の目標であります４０万人達成に向けて邁進していきたいというふうに考えております。 

 次に、２点目の、港湾の旅客船の係留施設の件でございますが、比田勝港における４,０００ト

ン級の船舶の係留施設の件でございます。御指摘のとおり、６月末に要望が出されました。仮に

４,０００トン級の船舶が係留する場合には、現在の岸壁に設置されている係船柱では強度が不

足するとお聞きしております。その対応につきまして、管理者である県に確認いたしましたとこ

ろ、９月末までに運航事業者間の調整と安全確認が整えば事業に着手できるということでござい

ますので、今年度末までに供用開始できるよう、県に強く要望をしたいというふうに考えており

ます。 

 ３点目の、国際ターミナルの件です。６月議会での脇本議員の一般質問にもお答えしたとおり、

当初は、旧国内ターミナルを改修し、オーシャンフラワー４５０人乗りの１隻に対応する予定で

ございましたが、平成２３年度に新規事業者でありますＪＲ九州さん、未来高速さんが参入され、

それに合わせてターミナルを新築することになった次第であります。しかしながら、３社体制に

なっても、間隔を開けて入港すれば、オーシャンフラワーの定員に応じた数のブースでも十分に

対応できるとして計画をした次第でございます。このとき、現在のような過密な入港スケジュー

ルは考えられず、御指摘のような状況となっております。 

 しかしながら、韓国からの観光客誘致を進める上で看過できない事態でありますので、抜本的

な解決のため、ターミナルの増改築計画について検討するよう、担当部のほうに指示をいたして

いるところでございます。 

 ４点目の、韓国人観光客の増加に伴うＣＩＱ体制の拡充につきましては、ＣＩＱの出先機関と

の情報共有を初め、島内のＣＩＱ出先機関への人員増員の要望書の提出を行うとともに、各省庁

へ人員増員など要望書の提出を進めているところでございます。 
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 ＣＩＱにおきましても、急激に増加する韓国人観光客に対応するため、職員の増員や派遣等に

より鋭意御対応いただいているところでありますが、予想を超える入国者数に人員及び施設整備

が追いついていないのが現状でございます。 

 かかる現状につきまして、インバウンド施策をすすめる国へ申し入れを行うとともに、施設整

備等につきましても、国、県、市と連携して行ってまいりたいというふうに考えております。 

 次に、５点目の、経済効果対策の拡大策についてでございますが、今後、船の大型化や新しい

宿泊施設の開業が予定されており、その波及効果といたしまして、飲食消費の増加やレンタ

カー・観光バス業者の増加が期待されるところでございます。 

 また、最近は、厳原、比田勝におきまして、免税店や飲食店などが次々にオープンしておりま

す。民間の投資により、観光客が消費する機会が増えていることも事実でございます。 

 旅行の形態が、先ほど渕上議員からもお話がありましたように、団体から個人にシフトする中、

今後は、人数の増加への対応もさることながら、１人当たりの観光消費額の拡大についても、観

光物産協会、商工会とも連携を図りながら、１０％とアップという目標に少しでも上積みできる

ような方法を各関係機関と協議する必要があると考えております。 

 続きまして、大きな２点目の、韓国観光客受け入れ対策協議会の拡充についてでございますが、

現在、比田勝港において急増する対馬・釜山航路の利用者に対処するため、比田勝港国際航路受

け入れ体制検討協議会を設置したところでございます。 

 御質問の韓国観光客受け入れ対策につきましては、全島一体となって取り組むことが必要と考

えており、市内部においては、既に全島の既存観光施設の洗い出しや、新たな観光資源の掘り起

こしを行うなどして、観光客受け入れ対策に向けた準備を進めているところでございます。 

 今後につきましては、観光客受け入れ体制を強化するためのソフト面と、観光基盤整備等の

ハード面の両面から、受け入れ環境を整備していくことが必要と考えますので、そのためにも、

早期にＣＩＱを含む行政機関、民間団体等で構成する協議会を新たに立ち上げ、官民一体となっ

て全島的な観光客受け入れの具体策の検討を行ってまいります。 

 最後に、第２次総合計画における目標数値の見直しについてでございますが、平成３７年度に

４０万人という数値目標を掲げております。船の大型化や新しいホテルの建設など、計画の策定

時には想定できなかった事態に、政策が追いついていないとの御指摘だと真摯に受けとめており

ます。人や物の流れ、経済の動向を読み、先手を打つことが、対馬の活性化につながるものと思

っております。各施設や取り組みについて実施状況や達成度などを分析し、課題を把握するため

の評価を毎年行い、必要な改善を反映させ、さらに、急激な時代の変化に応じて、目標値の見直

しも含めた検討が必要だと考えております。 

 以上の答弁でございます。どうかよろしくお願いいたします。 
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○議長（堀江 政武君）  ５番、渕上清君。 

○議員（５番 渕上  清君）  答弁いただきましたが、総じて非常に前向きの御答弁をいただき

ました。ただ、一つの目標は、観光客の受け入れをしっかりやろうという目標ですけども、やや

具体策に欠けるんだなという面があります。現状は、具体的な方策までは、協議会を立ち上げて、

その辺から具体策に入っていくと思うんで、随分立ちおくれておりますから、これは早急にしな

ければ大変な状況が来るということです。 

 観光客便の規模については、私はやっぱり大型化することによって、現在、波高３メーターぐ

らいでは、もう欠航してるんですよね。それが、話によりますと、５メーターぐらいまでこの

４,０００トン級の船は入れるそうですから、やっぱり安定した観光客が流れ込んでくるという

ことでは、非常に格安な運賃も想定できますし、しっかりとその辺は取り組むべきだというふう

に考えております。 

 ２点目の旅客船の係留施設なんですが、県のほうも非常に喜ばしいことだということで、調整

が済み次第、着手をするということなんですが、実は、中身は大変厳しいものなんですよ。いわ

ゆるＣＩＱの体制とかそういうもので、およそ午前中に観光客入ってきますよね。そうしますと、

入ってくる船と船の間の間隔が短いことによって、ＣＩＱの対応が本当厳しくなると。特に、今

度は大型船になりますと、例えば、八百何十人乗りですから、それが満席になってくると大変な

ことですよね。だから、その辺の調整はどうするのかということですけども、現状では、現状の

まま単純計算しますと、２時間以上かかるんですよ。それではだめだとおっしゃってるんですよ。

２時間もお客さんを対馬に入ってから島内に入れない状況では、不満が募って、後々に大きな影

響を与えかねないので、その辺の調整をちゃんとしたものを持ってきなさいと。 

 ところが、ＣＩＱの体制とか、そういうものについては、民間の業界では立ち入ることはでき

んじゃないですか。そういうとこで、今、随分苦労しておられるようなんですよ。したがって、

私は、受け入れ対策協議会的なものの中で、その辺の調整とか、そういうものもしっかりと取り

組んでやらんと、業者任せでは、これは先行き、きっとできませんよ。 

 しかも、市長は答弁で、今月末を目指したと言われますけども、着工後、四、五カ月かかるよ

うですよ。それで、コンクリートですから、打設して、すぐオーケーというわけはいかんのです

よね。しっかりと強度が出るまで。だから、半年かかる模様です。したがって、これ急がんと、

ホテルの営業開始に間に合わんですよ。そういう状況と。 

 もう一つは、船のほうは、韓国サイドは、もう航路の、何といいますか、開設に向けての認可

がおりとるそうなんですけども、船が航海しないと取り消しになる模様です。大変なことになり

かねんので、その辺の調整について、市長、やっぱり一肌脱いで、いろいろ方策はあると思うん

ですよね。ＣＩＱの体制についても、現状の前のターミナルというんですか。審査ブースがあっ
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たでしょ。ああいうものを活用するとかしながら、いろいろな方策をできると思うんで、そうい

うとこで緩和策をとって、あるいは、それができるまでの間は、何ていいますか、業界とも旅客

数の制限を相談したりしながら、いろいろ調整はできると思うんですよ。その辺の調整役を担っ

てほしいなということなんです。いわゆる振興局あたりと、何ていう、協議にも、調整がうまく

スムーズに行かないので、やはりターミナル、ＣＩＱ、その体制がしっかり整ってないことによ

って時間がかかるわけですから、その辺の調整役を担うべきだというふうに思っております。後

でお聞かせください。 

 ターミナルの件については、もう既にいろいろ検討なされておるようですが、これもまた、ゆ

っくり計画を練ろうということでは間に合いません。しっかりと急ぐ問題ですから。それも、や

っぱり思い切ったものをつくるべきだと思うんです。資金的な面もあるでしょうけども、ターミ

ナル使用料の改定とか、そういうものでいろいろ対応策はあると思うんで、しっかりと対応して

ほしいと思います。 

 ＣＩＱについては要望書も準備されるようですが、要望だけではだめですよ。ブースをいつい

つごろまでに、ブースをどれだけのものを整備しますから、それに対応できる体制をお願いせん

と、ブースの計画なくて人員の増強だけをお願いしても、話は先に進みません。 

 報道によりますと、国のほうも、日本に外国の観光客、今どんどんふえてますんで、入国審査

官の増強を指示したということは報道されております。ひとつおくれをとらんように、しっかり

やってください。 

 対策協議会も急いで立ち上げて、急いで目標数値、あるいは、設備の拡充、そういうものにつ

いて協議を進めてほしいと思います。 

 特に気になってるのは、係留環なんですけどね。係留施設。その辺について、市長がもう少し

一肌脱いでせんと解決せんと思いますんで、その辺についてお聞かせください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  まず、そのプレハブ施設の活用の件でございますけども、この比田勝港

にありますプレハブの旧施設につきましては、この予備費で対応するように、もう指示を今して

るとこでございまして、今現在、そのブースをふやす方向でいくのか、それとも、今現在、待機

をしてある方たちがかなり困っていらっしゃるという話も伺っておりますので、そこら辺、最適

な方法はどちらかということを再度また検討してまいりたいというふうに考えております。 

 それから、先ほどの船の三者の協議の件でございますが、今度、新しいその４,０００トン級

の船につきましては、比田勝港のほうに工事の期間も含めて、ちょっと入港が難しいというとき

は、できれば厳原港のほうを利用していただければどうかなというふうに私自身も考えていると

ころでございますが、そこら辺は、また協議をさせていただければなというふうに思っておりま
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す。 

 それと、比田勝港の新ターミナルのその増築の件でございますけども、これも現在６ブースを、

できれば１０ブースに確保できるように、もう早く来年からでも着工できるように準備を進めて

まいりたいというふうに、今、担当課のほうにもどういう方策があるのか、そこら辺を含めて指

示をしているところでございます。 

 それから、ＣＩＱの調整の件でございますが、ＣＩＱのほうにも、今、渕上議員さんが話があ

りましたように、このインバウンド政策の件もありまして、まず、市のほうが準備をしないこと

には、ＣＩＱにお願いしても、ちょっとＣＩＱとしても難しいという面もあろうかと思います。

そういうことで、先ほども申しましたように、できれば早い内にこのブースの数をふやして、Ｃ

ＩＱのほうにもまた直接出向いてお願いをしたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  ５番、渕上清君。 

○議員（５番 渕上  清君）  およそ私が想定した以上のその辺の状況を先取りして、しっかり

と対応してあるなという感じがします。 

 しかし、ＣＩＱの体制についても、あるいは、係留施設についても、ターミナルについても、

これがしっかりと対応できるまでには、工事を必要としたりすることなんですから、時間を要す

るんです。だから、いかに早くその着手ができるかというのが、このホテルができるまでの、ホ

テルが営業を開始するまでにその辺が整備できるかちゅうのは、もう時間の問題なんですよ。勝

負ですね、時間の。だから、これは早急に官民一体になって、やっぱり対馬市の観光行政ですか

ら、市長が中心になって先導して、そして、それぞれの機関とも連絡調整して緊急的にやってい

かんと、大変なことになるというふうに私は見てるんですよ。だから、時間もありませんから、

しっかりと取り組んでください。ほかに対馬の活性化策いろいろあるようですけども、これほど

先の見えた活性化策はないと思うんですよ。今これをやりしくじると大変なことになりますから、

今が急増していくのか、あるいは、横ばいになるのかの瀬戸際と思うんです。しっかりと取り組

んでやっていかなきゃいかんと思いますが。 

 もう一度聞きます。係留環の件ですけど、振興局との協議、あるいは、ＣＩＱ体制を含めた、

そういうものについての早期着手に向けての、何ていうんですか、調整役を、市長、担っていた

だけんかなというふうに思うんですが、いかがですか。そのことについてだけでいいです。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  調整役ということでございますけども、この調整役、事業者間の調整役

ということで、行政といたしまして、どこまで入り込めて調整ができるのかなということは今私

自身も思っているところでございますが、できる範囲では努力をしたいというふうに思います。 
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○議員（５番 渕上  清君）  最後です。 

○議長（堀江 政武君）  ５番、渕上清君。 

○議員（５番 渕上  清君）  業者の調整を言ってるんじゃないです。振興局との早期着手に向

けた調整ですよ。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  振興局のほうとは、前回も申しましたように、毎月１回ミーティング、

プロジェクト会議をしておりまして、その調整を私のほうもやろうと思っております。実は、昨

日も振興局長のほうにもいろいろとお願い等もしているような状況でございます。 

○議員（５番 渕上  清君）  重要な政策ですから、しっかりと頑張ってほしいし、議会サイド

もできるだけのスクラム組んだ中での対応もしていきたいなと思います。どうもありがとうござ

いました。 

 最後に済いません。きょうは、ちょっとぶしつけな姿を見せました。皆さんにお断りします。

元気ですから御安心ください。ありがとうございました。 

○議長（堀江 政武君）  これで、渕上清君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  暫時休憩いたします。再開は１１時３０分からとします。 

午前11時16分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時30分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 １１番、上野洋次郎君。 

○議員（１１番 上野洋次郎君）  皆さん、おはようございます。会派、新政会の上野洋次郎でご

ざいます。本定例会では、新政会より５名の質問者でありますが、私が最後の質問者です。よろ

しくお願いいたします。 

 まず、質問に入る前に、昨日、対馬市においても、地震で震度２、そして、震度３という地震

があっております。震源地は韓国のほうでしたけれども、マグニチュード５.７ですかね。そう

いう中で、議長の許しがあれば、きのうの地震で対馬市において災害があったのか、なかったの

か、もうそれだけで結構ですので、市長、報告できればよろしくお願いいたします。 

 今定例会の市政一般質問について、４項目通告しておりますので、順に市長の見解を求めてま

いりたいと思います。 

 まず、１項目めの副市長定数条例の適用についてでございます。 

 比田勝市政が船出し、やがて半年になろうとしております。５月からは、行政経験豊富な前総
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務部長を副市長として迎え、きょうに至っております。おそらく市長は、国会議員、省庁職員と

の顔つなぎやまちづくりのために、情報収集に奔走される日々ではないかと推測いたします。決

して１人体制に問題があるというわけでもありませんが、しかし、第２次対馬市総合計画におけ

る課題分析にあるように、人口減少と高齢化の大きなうねりの中、地域の生き残りをかけた重要

課題が山積しております。さらに、市長の所信表明に対し、市民が抱く大きな期待に沿える責任

があることは言うまでもありません。 

 今、国では、地方創生を旗頭に、お金、そして、人的支援をしております。そのようなことを

踏まえて、国の職員を招聘し、高度な知識と国とのパイプを活用しながら、問題解決に努めてい

く必要があるんじゃないかと考えますが、市長の現状認識と、副市長の外部招聘を含めたところ

の今後の比田勝市政の運営体制について、市長の見解をお尋ねいたします。 

 次に、第２点目、主要地方道上対馬豊玉線の道路改良についてであります。 

 この区間は、豊玉町の浦底から上対馬町の比田勝までの主要地方道であります。現在、浦底か

ら琴までの区間はおおむね整備されておりますが、琴から比田勝間の区間は手つかずな状況であ

ります。また、曽・櫛間も未改良区間であります。この未改良区間である曽・櫛間、そして、そ

のほかの区間の整備計画について説明を求めます。 

 次に、水産業振興についてであります。 

 まず１点目、輸送コストの助成事業、漁業用燃油高騰対策事業については、来年度も継続する

考えはあるのか。特に、この補助事業は漁業者にとって大変な重要なものであり、また、多くの

漁業者より継続を望んでおられます。そのことを含めて、市長の見解を求めます。 

 次に、漁業燃油高騰対策のうち、本年度は、省エネ機器導入事業に対し補助を行う予定であり

ますが、この省エネ機器導入事業の実績報告を求めます。 

 次に、３点目、今後、雇用が見込まれる外国人労働者に対して、空き住宅を使用させることは

できないのか、条例改正を含めて検討していただきたい。市長の見解を求めます。 

 次に、最後、４点目でありますけども、フェリー・ジェットフォイル運賃の割引制度の拡充に

ついてであります。 

 長崎県及び対馬市では、一定の要件を満たすフェリーとジェットフォイルを、利用者に対して

島民限定の割引運賃５０％を実施しておりますが、本年、平成２８年４月１日から、本土への通

院者に対する割引が追加となりました。現行の割引制度では、特定医療割引、後期高齢者割引、

学生割引、身体障害者等自動車航送料割引等があります。 

 今回追加された本土通院割引は、対馬病院、上対馬病院において診療を受けた島民が、島内で

完結できない高度医療を要するため、主治医が事前に発行する紹介状を持って本土医療機関で診

療を受ける場合に、割引を受けることができます。なお、既に紹介状を持って本土医療機関で診
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療を受けている方も、実施日の以降は対象となっております。 

 そこで、質問をいたします。なぜ対馬病院、上対馬病院のみの紹介状で、市の診療所、あるい

は、民間病院での紹介状は適用されないのか説明を求めます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  上野議員さんの御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の副市長定数条例についてでございますが、条例の定数は３名以内とすると規定

されております。市長就任後、議会の選任同意を得て、５月１日から副市長１人体制で公務を進

めてまいりました。議員も御承知のとおり、その現実は、昼夜、休日を問わない勤務体制となっ

ています。私自身は、就任時から本市のトップセールスのため、まず、対馬と私自身の顔を覚え

ていただけるよう、島外関係者、関係機関へ出張を精力的に行っており、その中、行政を停滞さ

せることなく、迅速かつ果敢に進めなければならないという重責が、留守を預かる１人の副市長

の肩にのしかかっております。私自身、副市長時代も１人で執務をしてきた期間もございますが、

当然のことながら、地方創生の推進を初め、国境離島新法の活用など喫緊の重要課題に取り組み、

強力に対馬市の振興策を進めるためには、副市長１名体制で当たるより、２名体制で臨むことが

重要と、就任時よりその人選にも思いをめぐらしております。 

 また、去る６月定例会におきましても、国からの諸問題に対し明るい役人を副市長に招聘して

はどうかという脇本議員の御提案もいただいたところでございます。 

 政策課題の早期解決と、自立と循環の宝の島 対馬の実現のため、引き続き、国・県を初めと

して、民間も視野に入れた人選と、その調整に鋭意努めてまいりますので、御理解、御協力をお

願いいたします。 

 次に、２点目の主要地方道上対馬豊玉線につきましては、曽・櫛間を初め、ほか２カ所の未改

良区間がございますが、平成２７年４月１日現在の改良率は８６％となっております。平成

２８年度の国道・県道の主な道路改良事業といたしましては、国道３８２号が３工区、主要地方

道厳原豆酘美津島線が２工区、一般県道の比田勝港線が１工区の実施予定と伺っており、主要地

方道上対馬豊玉線の道路改良は、今年度は予定されておりません。 

 今後の整備につきましては、昨日の初村議員の答弁と重複いたしますが、対馬振興局は、現在

着手しております区間の早期完成を第一に考えており、新規着工路線につきましては、交通量や

費用対効果を考慮し、幹線道路、循環道路を優先的に整備していく方針としております。 

 市といたしましては、総合計画でも、各集落から対馬空港まで約６０分で移動できるよう目指

すこととしておりますので、当該路線の改良事業は非常に重要で、優先度は高いと考えておりま

すが、昨日も申しましたように、県の方向性を踏まえながら、議会でも御検討いただき、今後、
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要望してまいりたいと思っております。 

 なお、未改良区間のうち、舟志・琴間につきましては、御存じのとおり、県とのスクラム事業

により、市道堂坂線道路改良事業として現在整備を進めているところでございます。 

 続きまして、水産業振についてでございますが、１点目の輸送コスト助成事業、漁業用燃油高

騰対策事業等、来年度も継続する考えはあるのかという御質問ですが、輸送コスト助成事業につ

きましては、国の離島活性化交付金を活用して事業の実施をしているところでございます。漁業

用燃油高騰対策事業につきましては、現在、燃油の価格は安定しておりますので、議員御承知の

とおり、燃油に対する助成は今年度より行っておりませんが、昨年度まで助成しております省エ

ネ機器導入事業につきましては、今年度より国の施策がＴＰＰに関連して、競争力強化型機器等

導入緊急対策事業となっており、本事業を活用して実施しているところでございます。 

 水産業を取り巻く環境は、議員御承知のとおり、さまざまな課題が山積しておりますので、市

といたしましても、今後、燃油高騰に左右されない足腰の強い漁業経営を目指すための下支えと

して、輸送コスト助成事業、漁業用燃油高騰対策事業等につきましては、国の助成制度の動向を

見極めながら状況を精査し、今後も継続を図ってまいります。また、燃油に対する助成につきま

しては、今後の燃油価格の動向や社会情勢を注視しながら検討してまいりたいと考えております。 

 ２点目の省エネ機器導入事業の実績を求めるという御質問ですが、１点目の答弁のとおり、今

年度より国の事業が競争力強化型機器等導入緊急対策事業となっております。現在把握している

県内の採択件数は７５件で、事業費ベースで約５億２,０００万円となっております。そのうち、

対馬市の採択件数は４０件で、事業費ベースで約２億７,０００万円となっております。採択額

における県内での対馬市の占める割合は、事業費ベースで５２％となっております。 

 本事業につきましては、今年度は国の助成に対して、市も１０％の上乗せ補助を実施するよう

考えております。これにより、１点目で答弁いたしました内容と重複しますが、安定した漁業経

営の下支えとして、今後も補助が継続できるよう、国の助成制度の動向を見極めながら、取り組

みについて継続してまいりたいと考えております。 

 ３点目の今後の雇用が見込まれる外国人労働者に対して空き住宅を使用させることはできない

かとの御質問でございます。 

 まず、市営住宅への外国人の入居につきましては、公営住宅の管理におきまして、外国人は、

日本国内において永住する地位が与えられている者や、４カ月以上在留する中長期的在留者につ

きましても、地域事情を勘案の上、可能な限り地域住民と同様の入居資格を認めるものとしてお

ります。したがいまして、日本人と同様に公募などを経た上で入居ができるものと判断しており

ますので、条例改正の必要はないものと考えております。 

 ちょっとまだまだ詳しい説明がもし必要でございましたら、後で説明したいと思いますので、
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若干省略させていただきたいと思います。 

 続きまして、４点目のフェリー・ジェットフォイル運賃の割引制度の拡充についてでございま

すが、本土通院割引制度につきましては、平成２１年度から長崎県のリフレッシュ補助を活用し

た運賃割引制度となっており、特定疾患割引、後期割引、学生割引、身障者等運転自動車航送料

割引に加え、本年４月１日から新たに拡充されたフェリー・ジェットフォイルの割引制度になり

ます。 

 議員御質問の対馬病院、上対馬病院以外の医療機関の発行する紹介状を持って割引の適用を受

けることができないかとの御提案でございますが、割引制度の趣旨といたしまして、地域で完結

できない高度医療を要するため、本土医療機関にて診療を受ける場合の離島住民の経済的負担を

軽減することが目的でございます。また、安易に本土医療機関の診療を進めるものではなく、離

島の病院離れを避け、地域病院の存続を念頭に本土通院等割引が設けられており、病床数２０床

以上の入院施設を持つ病院において発行された紹介状に限り、割引の対象とされております。こ

のことは、島内の診療所と中核病院の連携により、島内の緊急医療体制の充実を第一に、また、

緊急時に島内の中核病院と本土の医療機関との情報共有を図ることに重きが置かれているものと

介します。 

 例外といたしまして、病院を有しない他の離島におきましては、公立診療所発行の紹介状も認

められておりますが、本市におきましては、上対馬病院と対馬病院において主治医が発行する紹

介状のみが割引の対象となりますことを御理解いただきますようお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  １１番、上野洋次郎君。 

○議員（１１番 上野洋次郎君）  まず、１点目の副市長のことに関しましては、今後、民間も含

めた副市長２人体制を考えておるということで、私も理解できました。もうこのことは市長の専

権事項でありますので、これ以上話すことはございません。よろしくお願いいたします。 

 次に、この主要地方道上対馬豊玉線の道路改良についてでありますけども、今の説明では、も

う本年度以降もなかなか実施する計画はないということです。私も多分そういう答えが返ってく

ると思います。市長は上対馬職員の当時知っていると思いますけども、この上対馬豊玉線におい

ては、町自体は市長はわかっていると思いますけども、豊玉町、峰町、そして、上対馬町の町長

で、議員で推進委員をつくっておりました。そのころは、私もその委員会でおりましたけども、

年に県・国、２回ぐらい行った記憶があります。その当時の予算が、年５,０００万でしたよ。

それが、そのころ、亀井静香、その当時、大臣でありました。そのときに、５,０００万であの

道路を改良すると、１００年かかるじゃないかと。こりゃいかんと。５億つけると。それから、

今ああいう、あそこまでできとるわけですよ。このことはもう少しやっぱり、県も財政的に苦し
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いとこわかりますけども、やはり琴から先の、特に上対馬町の人たちはたまらんと思います。や

っぱり何らかの促進委員会、期成委員会をつくってやっていかなければ私はならないと思います

ので、そういうことを踏まえて今後やっていきたいと思います。 

 それと、もう一つ、この櫛・曽間ですよね。この道路は、特にこの東海岸の中でも、例えば、

上対馬町の人が国道を通りますよね。しかし、かなりの部分で大久保から東海岸を通って、あそ

こは大きな、やっぱり大事な道路なんですよ。そういう中で、特に観光、韓国のお客さんがもう

多いわけでありますけども、観光バスも多いです、最近。緊急車両も通ります。そして、今の現

状は、２カ所ぐらいそれが通らんわけですよ。バスが通った後ね。市長もわかってると思います

よ。僕は、この区間は全面的な改良をせいとは言いませんよ。しかし、実際、大きなバスとかト

ラックがあったらかわらんわけですよ。これが主要地方道ですか。できんなら、もうこれ何十年

もできんと言うなら、その区間だけでもやってくれと。このことは強く、市長、言わんと、先に

進めませんよ。私も全区間やってくれとは言いません。だから、本当に市長も一番わかってると

思いますよ。通らないわけですから。車が離合せんわけですよ。そのとこの拡張だけは何とか私

はできると思いますけども、そこはどうですか、市長。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  私も上対馬のほうに帰る際、特に、今、上野議員がおっしゃられました

この曽・櫛間の改良事業、特に韓国のバスとすれ違った際は、かなりここは神経を使うところで

ございますので、先ほども申されましたように、全体的な改良がちょっと予算的に難しいようで

あれば、以前やっておりましたような局部改良的な事業ができないか、再度また県のほうに御相

談と御要望を申し上げたいというふうに思います。 

 それと、ちょっと冒頭、きのうの地震の被害はなかったかという質問がありましたので、ちょ

っと忘れておりましたので、今の時点で報告さしていただきますけども、きのうの地震の被害に

つきましては、現時点では報告を受けていないということを申し伝えます。 

○議長（堀江 政武君）  １１番、上野洋次郎君。 

○議員（１１番 上野洋次郎君）  この主要道に関しましては、市長も現状の認識はしております

ので、もう局部的なものでいいですから、会う機会には早急にやってもらいたいと思います。特

に観光行政をやるなら、それに関して、道路もやっぱりある程度は改良していかなきゃだめです

よ。そして、あそこを通る人はかなり困っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、水産振興についてでありますけども、まず、１点目の輸送コスト助成事業、漁業用燃油

対策事業については、来年度も継続していただけるということを伺いましたので、安心をしてお

ります。 

 次に、この省エネ機器導入事業、先ほどから市長が言う、今回、国の名前が長い、競争力強化
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型機器等導入緊急対策事業でありますけども、これは前市長の折の、これは予算でありますけど

も、補助率の問題を再度聞きたいと思うわけですけども、当初予算では、当時の農林水産部長の

話では１０から１２％、できれば何とか１２％をしたいという答弁でございました。今回、最終

的には、この補助事業は何％と、市長は考えておられるんですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  この事業につきましては、現在、市の上乗せは１０％を計画しておりま

す。 

○議長（堀江 政武君）  １１番、上野洋次郎君。 

○議員（１１番 上野洋次郎君）  もうこのことに関しまして一言言いたいんですけども、今回、

国が１０、市も１０％ということで、私はかなり頑張っていただいたと思うわけですけども、県

が全くないわけですよね、本年度は。県はいつも水産県長崎と言いますよね。そう言いながら、

全く県はゼロ。このことは、市として県のほうに幾らかでも補助ができないのかということは、

まず要望をされたのかどうかお伺いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  私自身、私が知っている水産関係の方には、ぜひ県のほうにも同じく上

乗せ助成をお願いしたいという話はしましたけども、正式には要望はいたしておりません。 

○議長（堀江 政武君）  １１番、上野洋次郎君。 

○議員（１１番 上野洋次郎君）  今後は、機会があるたびに、市も出すから、やっぱり県も応分

の補助もしていただきたいいう話は、今後、来年度以降はやっぱりそういう話をしてもらいたい

と思います。 

 それと、この先ほど言った長い長い名前ですけども、この省エネ機器導入事業については、国

もことしから最低３年間はやると。ことしは補正で組んでおりますけども、最低３年間はやると

いうことなんですけども、もうできれば、全漁連のほうは、それを５年やってもらいたいという

ことを国に要望しております。 

 そういう中で、ころころ今までやっぱりこの補助事業もパーセンテージは変わるわけですよね。

このことを私が心配しとるわけなんですよ。もう今後、国が５０％は、これは間違いないわけで

す。ことし４０億ですけども、もうそれだけで、もう選抜してその額入れとるわけですから、

５０％はもう間違いないわけです。市としても、私は１２％を出してもらいたい気持ちはありま

したけども、１０％でいいでしょう、それは。しかし、これをこの間、この事業があと３年、

５年間あるのであれば、もう１０％やるということを、できれば市長が市民の前で、特に漁業者

の前で言っていただければ、漁業者の方々もやっぱり計画があるわけですよ。６０％なのか、も

し市がゼロで５０％。やっぱり漁業者の持ち分もあるわけですよ。金融機関からまた借らなでき
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んわけでしょう。そういうことを含めて、市長、この国の事業がある限り、市は１０％今後出す

ということを、だから今のやっぱり財政の面もあるでしょうけど、今度、国境離島新法もいろい

ろな予算が入ってきますので、そのことも踏まえて、この事業がある期間は１０％市は出すとい

うことを言っていただけませんでしょうか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  まず初めに、この事業の導入の申請者の希望を募りましたところ、

１８３件の希望があっております。そのうち、ことし採択できたのが４０件ということで、あと

残りが１４３件ございます。これを、この１２月の補正予算も４０億予算がつくようでございま

すので、含めて、皆さん希望される方が等しくこの事業を利用されるように、市といたしまして

も１０％の補助は続けてまいります。 

○議長（堀江 政武君）  １１番、上野洋次郎君。 

○議員（１１番 上野洋次郎君）  ありがとうございます。今市長が言われるように、この本年度

の申請が１８３件、申請総額ですけども約１１億円ですよ。１１億５,０００万。その計画承認

が２億９,０００万ですけども、確かに市長が言われる１８３引く４０は、１４３件ですよ。し

かし、これは今年度の申請だけであって、この事業があるなら、今回はやめとった、しかし、ま

た期間があれば申請したいということもありますので、市長がこの１０％を、この事業があるな

らやるということで、もう皆さん、テレビを見ておられた方は大変喜んでると思います。ありが

とうございます。 

 次に、先ほど外国人労働者の空き住宅は条例改正も要らないということでわかりました。 

 そこで、市長もどうですかね。自分の市長の選挙、全島回りまして、やはりこれは漁業ばっか

りじゃないと思うんですよ、外国人労働者については。私も２月市長選挙で全島回りましたけど

も、かなりやっぱり今後は、特に漁業なんですけども、労働者雇用は大きな問題になると思うわ

けです。今、市としても、確かに農業、林業、漁業、いろんな、特に市長が重点施策とされてお

りますやっぱり雇用の問題で、特にそういうこといつも聞きますので。しかし、それだけでは、

何十人の世界なんですよね、今。例えばですよ、林業整備事業者は６名、製造加工業者に９名、

そしてから、農業に関しましては１２名の就農者、畜産に関しては５名、水産業に関しましては、

これまで１５名、県の補助事業ですけども、市の独自としては５名、漁船リース事業については

１４名の担い手が活用されております。この事業は事業としてわかるんです。しかし、はっきり

この事業だけでは到底、私は追いつかないと思います。 

 これは、きのうなんですけども、私、地区の定置の役員をしておりまして、緊急役員会が招集

されまして、その折に何のことかと思ったら、雇用してる人がもうやめたいと。そういうことで

緊急役員会がありました。その中で、今後、雇用者を探すのも大変だと、こういうお話もありま



- 190 - 

した。黒字倒産しますよと。うちの峰東部管内、定置が４ケ統あるわけですけども、みんな結構、

みんな合わしたら４億５,０００万ぐらいありますけども、やっぱり大きな海の資源がありなが

ら、その１ケ統が終わったら１億５,０００万。漁協は苦しむ。部金が入らない。もう切羽詰ま

った状況なんですよ。これは定置ばっかりじゃないですよ。これは林業にしてもそうでしょう。

いろんな加工関係にしてもそうでしょう。特に真珠関係もそうでしょう。これはもう待ったなし

の状況だと、そういう感じを私は持っております。 

 そういう中で、市長、やはり今後は早急に外国人雇用対策のその部署でもつくってやらんと、

これは大きな、対馬は海の資源がありながら、それが潰れていく。本当これは遠くない。今から

やっとかんと大事な問題になると思いますけども、そこのところの認識をもう少し、市長、聞か

していただきたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  対馬の雇用環境は、確かに労働者不足が入っているというようなことは

お聞きしているところでございますが、昨日も初村議員のほうからも質問がありましたように、

農業におきましても、ほかの産業におきましても、やはりそういった関係で労働者不足に陥って

いるということでございますので、この労働者の確保対策につきましては、また国・県もそのよ

うな機関がございますので、そういったところとまた相談して、また連携しながら対策を進めて

まいりたいというふうに考えます。 

○議長（堀江 政武君）  １１番、上野洋次郎君。 

○議員（１１番 上野洋次郎君）  最後のこの割引制度についてでありますけども、市長の説明に

もありましたように、私も企業団病院の議員として、そういうことはわかっております。ただ、

市民が言われるのは、確かに不公平感があるわけですよね。今現在やったらいいですよ。しかし、

その前からそういうのでかかってたまたま行った人、僕に言われるのは、多分そんな人が多いわ

けですよね。ですから、何かの運用でできないのか。例えば、今行っとる人が、もう民間から紹

介状をもらって行っとる人が、例えば、もう一回、対馬病院で再度かかって紹介状を書いてもら

えばいいわけですよね。そこのところは、まずどうなんですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  あの……。最初の部分私わかりかねますので、担当部長に答えさせます。 

○議長（堀江 政武君）  しまづくり推進部長、阿比留勝也君。 

○しまづくり推進部長（阿比留勝也君）  先ほどの御質問にお答えいたします。 

 再度厳原病院等にかかっていただく場合は適用となります。そのことによって緊急時等、救急

車等で運ばれた場合にも、カルテ等が残りますので、御本人のためにもそのほうがいいのかとい

うふうに考えております。 
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○議長（堀江 政武君）  １１番、上野洋次郎君。 

○議員（１１番 上野洋次郎君）  ですから、今部長のほうがありましたので、やっぱそういうこ

ともわからない人が多いと思うわけですよね。そのことも含めて、何か広報して、やっぱり本当

に補助がいただきたいというなら、こういう方法もありますと、そういう何か告知できるような

ことができるように要望をしておきます。 

 それと、もう一つは、この補助事業は、例えば、フェリー・ジェットフォイルですから、ほと

んどが福岡ですよね。福岡ですよ、多分。ただ、実際にこれは対馬病院からでも、たまたまやっ

ぱり長崎の医療センターとか、まあほとんどががんの患者ですけども、そういう場合もあるわけ

ですよね。多分この割引制度、私から見れば、福岡県だけと思うわけですよ。これはもう、僕は

独自でも、長崎にどうしても行かなけりゃならない患者さんに対しては、これは飛行機の半額ま

でと私は言いません。ある程度のやっぱり助成をしてやると、もうこれは私は必要だと思うわけ

ですよね。実際にそういう方もたくさんおられるわけですよ。そこも不公平感があるわけですよ

ね。そこはどうでしょうか。 

○議長（堀江 政武君）  しまづくり推進部長、阿比留勝也君。 

○しまづくり推進部長（阿比留勝也君）  このリフレッシュ割引についてでございますが、これは

あくまでも船舶のリプレースに関する国・県の補助に対して行っている事業でございますので、

そのあたりについては、今後検討が必要かというふうに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  １１番、上野洋次郎君。 

○議員（１１番 上野洋次郎君）  もうそれは、だから、重々わかっております。ですから、別に

市の単独でもいいから、多分、長崎の医療センター、初めは数は少ないと思うわけですよ。そこ

のとこはもう少しやっぱり、確かに事業自体の中身はわかりますけども、市民としてはやっぱり

不公平感があるわけです。そこのところはもう少し考えていただいて、よろしくお願いいたしま

す。市長、どうですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  このリフレッシュ割引につきましては、スクラムミーティングのほうで

も話が出まして、例えば、平戸あたりの離島はこの対象になっていないといったことで、今後そ

こら辺も含めまして、県のほうに検討を促している段階でございますので、今、上野議員さんか

らありました要望につきましては、また今後そこら辺の御相談を検討いたしたいというふうに思

います。 

○議長（堀江 政武君）  １１番、上野洋次郎君。 

○議員（１１番 上野洋次郎君）  あと９分ありますけども、もう昼飯の時間ですので、ある程度

市長の答弁を聞きましたので。 
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 最後に、いつも市長はやっぱり水産業なくして対馬の振興は、発展はないという強い認識を持

っておられることで、私もこの議員になって、いつもそういう感じで議会活動をやっております。

そこで、これはもう提案だけしますので。 

 今、農林水産部ですよね。私は、今後やっぱり水産が、昔はですよ。ほんの数年前まではほと

んど農業に重点を置いて、国がですね。もう補助関係多いかった。しかし、ここ数年ですよ。エ

ンジンがただとか、こういういろんな補助でと。これは確かにもう金子先生、そして、谷川先生、

かなりもう一生懸命やってくださった。それはもう私も重々わかっております。ですから、こう

いう、たくさん今からやっぱり水産に関していろんな補助事業もできますし、このＴＰＰに関し

て、またそれ関連もありますので、私は、できたら農林部長、別に水産部長つくるような、そう

いう気構えを持って、この水産、行政に当たっていただきたいと思います。 

 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（堀江 政武君）  これで、上野洋次郎君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  昼食休憩とします。午後は１時１０分から再開します。 

午後０時13分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時10分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 １０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  皆様、改めまして、大変お疲れさまです。会派つしまの波田政

和でございます。 

 早いもので、比田勝市政がスタートし、はや半年を迎えようとしています。比田勝市長や執行

部の皆様におかれましては、連日の同僚議員からの質問に対しお疲れもあるかと存じますが、明

確な答弁で最後までおつき合いをお願いしたいと思います。 

 まず、一般質問に入る前に、私が通告しております質問の中で、初めに市長に１点、確認した

いことがあります。その確認したい事柄について市長の答弁の内容により、私の発言が左右され

ることから、１点確認をさせていただきたいと思います。市長におかれましては、自席において

答弁をいただいた後に、私の本来の質問をやりたいと思いますのでよろしくお願いします。よろ

しいですか。 

 では、市長にまず１点お伺いします。本市が発注をする公共事業について、公共事業とは何か

お答えいただきたい。 

 そしてまた、公共事業に対し、どのような姿勢をお持ちなのか、市長の基本的なお考えを端的
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にお示しをいただきたい。よろしくお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  公共事業とは何かということでございますけども、言葉は短い言葉でご

ざいますが、大変難しい問題だというふうに私自身も認識しております。 

 公共事業とは、対馬市でいえば、市民皆様の生活のために資するような事業であろうというふ

うに思いますが、土木事業だけではなく、広い分野にわたる事業になるのかなというふうに考え

ております。 

 またそして、この公共事業に使われる予算につきましても、これも税を初め、国からの補助金

等を活用して行われる、あくまでも市民、人民のための事業ではなかろうかなというふうに思っ

ております。 

 そういうことから、この公共事業に関する市長の考え方、姿勢というものでありまして、あく

までも市民全体の事業でございますので、あくまで公正に行われるものであろうというふうに考

えるところでございます。 

 以上、簡単でございますけど、そのような考え方を持っております。 

○議長（堀江 政武君）  １０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  ありがとうございます。 

 今、入札に関すると公共事業の入札の件ですと、平等にやりたいというお考えのように感じま

してので、それでは本題に入りたいと思います。 

 私は、本題の質問の中で、次の２点について質問をさせていただきたいと思います。 

 まず１点目でありますが、公共事業の入札制度についてであります。現在本市が執行する各種

公共事業の入札に対する本市の考え方と、現行制度における広告の方法、または指名や参加基準

についてお伺いしたいと思います。 

 次に、２点目でありますが、南部地区における観光整備についてであります。 

 当市は観光誘致を掲げる市としましても、近々の課題であると常々認識はしております。近年

毎年増加する観光客に対応するために、どのような観光設備を整備を行っていくのか、またどの

ような方法で観光客に対馬のよさを伝え喜んでいただくのか、特に南部地区においては、まだま

だ整備が不足していると、このように思うところであります。 

 観光誘致に伴う観光スポットの整備や取り組み方、また整備計画及び構想についてお尋ねした

いと思っております。よろしくお願いします。 

 では、１点目の公共事業の入札制度について。初めに市長に御答弁いただきましたたように、

内容は理解はしておりますが、もう少し踏み込んだ議論をしたいと思います。 

 私は、常々、公共事業とは地方自治法や関係法令に基づき、その地域に適合した制度を構築す
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るとともに、地元業者を育成していく制度を構築していかねばならないと感じております。 

 まずは、入札制度について幾つかお尋ねをしたいと思います。 

 １点目でありますが、現行の工事入札制度では、工事の入札が公告されると同時に、その工事

の予定価格が公表されていると認識はしております。これは、俗にいう予定価格の事前公表型で、

平成１６年度に対馬市が誕生した時点では、事前公表はされていなかったと認識しておりますが、

この制度は、どのような目的から入札前に予定価格を事前に公表するようになったのか、また業

務委託や備品購入の入札については、入札前に予定価格を事前に公表はされていないものもある

ようですが、同じ本市が発注する公共事業でも、業種や入札物件により、このような入札制度の

違いがあるのか。入札制度の公平性の観点から見て、どのようなお考えをお持ちなのか尋ねます。 

 ２点目でありますが、指名競争入札についてであります。この指名競争入札のほとんどは、業

務委託や備品購入における入札の場合に、多く取り入れられてると認識はしております。この指

名競争入札に関し、前市長時代と比べ、比田勝市長が誕生されてから執行された入札結果を拝見

すると、指名業者の数や入札を辞退する数などが、今までと異なる部分が私なりに感じておりま

す。それについて、市長はどのように考えるのか。まず、大きくこの２点をお尋ねしたいと思い

ます。 

 次に、南部地区における観光整備についてでありますが、私が冒頭にも申しましたように、本

市において、まだまだ観光整備は不足していると実感しております。そのような中でも、現在外

国人観光客の増加により、来島される観光客の目的が、多種多彩になってきてるのではないでし

ょうか。山登りや魚釣り、またサイクリングやショッピングといったように、さまざまな個々の

趣味や楽しみ方があるみたいです。 

 広大な自然に恵まれた本市において、この自然をふるに活用したアウトレジャー観光スポット

の整備ができないものなのか。また、現在本市が取り組んでいる計画など、構想を踏まえ、どの

ように観光整備を行っていくのかお尋ねしたいと思います。 

 まず、以上でこの大きな２点の答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  波田議員の質問にお答えいたします。 

 若干ちょっと、こちらが予測しておりました答弁と内容が若干違いますので、なかなかちょっ

とうまく答弁できるかどうかわかりませんが、お答えをしたいというふうに思います。 

 まず、この公共事業の入札についてでございますが、この公共事業の契約につきましては、地

方自治法第２３４条の規定によりまして、一般競争入札、指名競争入札、随意契約、または競り

売りの方法により契約締結することとなっております。 

 本市の場合、建設工事につきましては、特殊な場合を除いて１３０万円を超える工事は、全て
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一般競争入札により契約を行うことを原則としております。一般競争入札は、あらかじめ資格要

件を定めて公告をすることで、多数の入札参加希望者から公募できること、また誰でも入札公告

を確認できてより透明性、競争の公平性を確保することができるということでございます。 

 それから、予定価格の前に最低制限価格についてでございますが、公共工事における良質な工

事の施工と企業の安定的な経営を確保するため、工事の確実な施工が不可能となるような、極端

な低価格による入札の排除を目的に、地方自治法施行令第１６７条の１０第２項の規定により、

最低制限価格制度が決められております。この最低制限価格制度により、公共工事の予定価格の

おおむね９０％が落札の最低ラインとなり、極端な低価格による落札を防止しております。 

 質問の要旨といたしまして、予定価格につきましては、私のほうも何年から予定価格のほうし

てるかちょっと調べてきておりませんけども、予定価格につきましても、合併当初はたしか

８０％、済みません、合併当初、何％かちょっと忘れましたけど、その都度予定価格は、その事

業費によりまして、その範囲を定めている状況でございます。 

 そしてまた、役務のほうにつきましては、議員おっしゃられるように、最低制限予定価格は決

めていないというようなことでございます。 

 それと、南部地区における観光整備についてでございますけども、対馬の南部、特に内山から

豆酘を中心とした南部には、鮎もどし自然公園や龍良山原始林、豆酘崎など自然景観の美しい場

所や、多久頭魂神社、赤米神田、八丁郭、美女塚などの歴史・文化や地域固有の伝説、習俗など、

さまざまな種類の観光資源があります。韓国人観光客も南部、豆酘方面の観光に、貸し切りバス

あるいは自転車等で行かれる方も多く見かけるようでございます。 

 しかしながら、観光地までの道路や、道路の整備やトイレ周辺の環境整備等が追いついていっ

ていない状況でございます。道路やトイレにつきましても、地元対馬市民の皆様や観光客の皆様

の安全、利便性を考えた場合、早急に整備、充実を図っていかなければならないと思っており、

現状を把握し、問題点等を整理し、今後の施策に反映してまいりたいと考えております。 

 よりよい観光を提供するためにも、多様化する旅行形態や観光ニーズに対応できる体制づくり

や、このような受け入れ体制の整備が急務でございますので、地域の皆様や事業所の皆様と一緒

になり、地域の目指すところの観光施設の整備の方向性を見出していただき、地域の活性化につ

なげてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  １０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  ありがとうございました。 

 質問と答弁とかみ合わなくて済いませんですね。もう少し、しっかり答弁できるようにお願い

したいんですけども。文字どおり書いたものを書いたように答えるのは答弁になりませんから、
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よろしくお願いしときますね。 

 まず、１点目の入札制度の予定価格事前公表についてですが、私は先ほどの話しの中で、幾つ

か段階を立てながら話をしてたと思うんですけども、そういう中でこの事前公表について、私は

現行の予定価格の事前公表については強く疑念を持っている一人であります。 

 まず、この制度が施行されるようになった背景から少し確認しておきます。端的に申しますと、

平成１８年度において、対馬市において発生した不正入札談合事件がきっかけやったわけです。

時の市長時代に設けられた制度がスタートであったと記憶しております。その中で、二度とこう

いう事案が起こらないようにつくられた制度であると思います。 

 この制度と同時に、低入札価格調査制度及び最低制限価格のランダム方式も採用されたと思い

ます。後、最低制限価格のランダム方式と、すなわち入札執行時に選ばれた２名の業者により、

くじを引いてあらかじめ設定された計数を最低制限基礎価格に乗じ、個々の工事を落札すること

ができる、最低の価格を決定する制度ではなかったでしょうか。間違っとったら、後で訂正をよ

ろしくお願いします。 

 本市において、現在の入札制度は、低入札価格調査制度はほとんど使われることなく、かわり

に最低制限価格制度が主に設定されていると思います。なぜ、私がこの予定価格の事前公表に疑

念を持っているかその理由を踏まえ、お話をさせていただきたいと思います。 

 まず１つに、最低制限価格の変動方式、いわゆる最低制限価格のランダム方式を採用したにも

かかわらず、予定価格の事前公表がなぜ必要なのか。私は最低制限価格の変動方式が採用された

以上、過去の不正入札事案に対する対策はできていると考えております。 

 逆に予定価格を事前公表することについて、積算の専門の方々の数人に御意見を聞きましたが、

予定価格を事前公表するということは、その工事の中身を十分に掌握しなくとも、予定価格から

各種諸経費を割り戻し、直接工事費を算出でき、そこから本市が設定している最低制限基礎価格

に近い価格まで算出できると伺っております。 

 簡単に申しますと、その工事の内容が理解できてなくとも、また全ての工事費において積算し

なくても、最低制限基礎価格すなわち落札価格に近い価格まで、容易に算出できるような入札制

度になっているということが問題ではないでしょうか。どうですか、建設部長、聞いてますか。 

 本来、工事の積算は積み上げ方式です。また工事を請け負うのも一つ一つの工事内容を掌握し、

適切な価格を算出することで、個々の工事における品質の確保や安全対策、または原価管理など

行うことが原則であると思います。 

 例えば、事前公表されている予定価格から逆算し、工事全体の積算もしないまま、たまたま落

札できた業者がいたとするなら、工事内容も掌握できず、安易な気持ちで着工するといった、ず

さんな契約になる恐れもあります。熟練した積算ができる、優秀な業者を育てる観点から申しま
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しても、現在、長崎県などが採用しておりますように、予定価格は事後公表として、最低制限額

の変動方式を採用するといった方法が好ましいとこのように思うわけでありますが、市長の見解

をよろしくお願いしておきます。 

 次に、入札制度の２点目の指名業者の選定方法についてですが、一つ例えを出して、皆様にも

記憶に新しい事案から少しお話をさせていただきたいと思います。ことしの１月に、本市に多大

なる災害をもたらした大寒波であります。その当時は、対馬市内のほとんどで水道管が凍結、破

裂、水道管が破れる、いろんな事案がありました。美津島町内の水道の被害が最も多かったと聞

いておりますが、担当課の職員の皆さんも、連日、連夜、休むことなく寝る間も惜しんで市民の

ために対応に当たられたと認識しております。 

 そこで、特に対応に当たられた皆様よく考えていただきたいのですが、その当時水道管の被害

に遭った方々は、まず何を必要としたのか。恐らく水道業者に連絡したと思います。しかし、時

間が経過し、被害状況が拡大した時点では、すぐ対応してくれる水道業者さんはいなかったので

はないかと思っております。このとき対馬市内の全ての水道業者さんは、休む間もなく対馬市内

の修理や復旧に対応するため走り回っていたようです。 

 私は、冒頭話の中でも申しましたように、公共事業とは、その地域に適合した制度を構築する

とともに、地元業者を育成していく制度を構築していかねばならないと申しました。このような

水道工事一つを考えてみましても、本当に現在の指名制度でいいか疑問を持っているものであり

ます。 

 現在、対馬市が行っております水道工事関連の入札においては、建設業法に基づき、水道工事

業の許可があれば、入札参加資格を有することとなっております。この水道工事業とは、土木工

事業の許可を有している業者であれば、特別に水道工事の何らかの資格がなくても、水道工事業

の許可も登録できるよう建設業法で定められております。そのために、水道工事の入札結果を見

ておりましても、世間一般でいう土木業者と水道業者が混合し、入札が執行されているようです。 

 本市は本土と違い、人口の減少傾向にある中、特に水道工事といった特殊な工事を営むものと

しては、生き残っていくことは非常に大変ではないでしょうか。もちろん水道業者だけではなく、

全ての業種にもいえることですが、もう少し市民のために活躍してくれる方々が報われるような

入札制度づくりはできないものなのか。私はこのような災害一つとっても、いざというときに対

応できる業者がいなければ、本市のみならず、市民生活まで影響を及ぼすことにはなりかねませ

ん。そのためにも、公共事業において、許可があるからという発想ではなく、個々の専門分野を

生かした入札制度を構築していくことが本市の役割ではないかと危惧するところもあります。 

 現在の入札制度では、大きな会社だけが数多く入札に参加でき、また日ごろからこつこつと頑

張っておられる中小の業者さんは、ごく一部の入札にしか参加できません。幾ら競争社会である
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とはいえ、競争さして業者を減らすことは、本末転倒ではないでしょうか。市長、私の言ってる

ことは間違ってますか。首をかしげんで、よう聞いてください。 

 例えば、多数ある許可業種の中でも、自社が最も得意とする業種を絞り込み、本市に登録する

ことができる制度などを構築することで、専門分野での業者育成や経営の安定にもつながるので

はないかと、このように考えるわけであります。 

 また、近日執行された舗装工事、Ａランクによる入札について、若干触れたいと思います。個

別の業者の名はふせておきますが、この入札に関し、参加している一部の業者の中には、入札参

加資格許可条件はクリアできているものの、アスファルトプラントを有しない業者も参加できる

入札物件もあったようにありますが、しいてこのような設備がない業者が、仮に落札することが

あったら、実質的に工事はできかねる業者も出てくるのではないかと、このように思うところで

あります。 

 市長のいう幅広く入札参加を求めることは、と後の責任とは違うのではないでしょうか。市長

におかれましても、十分にこの辺を検討していただき、さらなる入札制度の改革に期待をし、入

札に関する質問を終わりたいと思います。市長、何か御答弁がありましたらよろしくお願いしま

す。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  議員質問の予定価格の事前公表制度の関係でございますけども、恐らく

県内では、予定価格の事前公表をしているところは、対馬市とあともう１市だというふうに認識

しております。 

 そこで、対馬市のほうといたしましても、国のほうから事後公表にすることが適正ではないの

かといったような御指導もいただいているとこでございますが、対馬市といたしまして、今のと

ころ、この予定価格の事前公表制度で、何ら問題等も発生してない状況から、いましばらくこの

状況を見守りながら、行く行くは事後公表制度に移行をさせていきたいというふうに考えている

ところでございます。 

 次に、このアスファルト舗装工事入札の関係で、アスファルトプラントを有しない業者が入っ

ているということでございますけども、このことにつきましては、対馬市の場合、舗装許可業者

の関係が少なくなっておりまして、最低でも５者を確保するためにも、アスファルトプラントは

有してない業者ではありますけども、一般競争入札の参加対象にしているといった状況でござい

ます。 

○議長（堀江 政武君）  １０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  わかりました。国や県の指導で、事前公表より事後に移行して

いくんだという話はわかりました。いまだもって、何も事故がないからということを尋ねてるわ
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けじゃございません。同じ税をかけて仕事をする以上は、積算から始まって、皆さんが理解して

やるのが、行政が公共事業を発注するための仕事じゃないかなと、物をつくっていくだけじゃな

いじゃないですか。先ほども言いますように、人材育成とかいろんな面を含めた話をしておりま

す。ただ単に、事故がないからこれでやっていくんだと、事故があったら誰が責任とるんですか

ね、そしたら。だから、もう少し人材を育成する意味と、生き残りをかけるすばらしい業者を育

てる意味でやっていただきたいということです。 

 それと、先ほど舗装工事の話をしましたけども、参考までに、草刈りに行って鎌がないでも出

すんですか、そういう仕事。変な話じゃないですか。私が言ってるのは、市長、誰がどうこう言

ってるわけじゃないんです。もし、そういったたまたま入札ごっこですからわからんじゃないで

すか、誰が落ちるかわからんのでしょ、決まっとるんですか、決まってないですよね。というこ

とは、もしそういうプラントとかがない業者がとった場合、以前やったら下請けもできないとか、

そういう話が過去にあってるんですよ。そういうことを、今、取っ払ってるみたいにありますが、

やっぱり５者以上なければいけないと。 

 しかし私一番心配なのは、そういう設備がない会社が、たまたま落札したときに、どっからア

スファルトを製作してくるんですか。ある会社が、もしかしたらお互い入札ごっこで負けたわけ

ですから、貸さないちゅうたらどうなるんですか。答えてください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  アスファルトプラントの関係では、そこら辺は業者間の関係だと思いま

すけども、私もそう詳しくはわかっておりません。ただし、これがまた土木工事等になれば、皆

さん生コンクリート等を買って工事をされるわけでございますので、この舗装関係の工事におき

ましても、もしこの島内にアスファルトプラント持たれない業者さんが落札された場合には、恐

らく他のアスファルトプラントを保有されてある業者さんとの契約により購入されて、工事をな

されるものと私たちは解釈しております。 

○議長（堀江 政武君）  １０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  その解釈は正しくないですね。と言いますのが、このプラント

を所有してる会社というのは、そこそこ設備もしてあるし、存続もするためにつくってあるわけ

です。だからそういった意味からしても、なるべく５者いなくちゃいけないなら、規定を３者に

してやればいいじゃないですか。そういうふうに、安全な公開をしていただきたいなと思います。

そりゃ市長の判断でできることじゃないですか、そういうことは。 

 私が、なぜここ事例として挙げたかというと、談合のもとになるんですよ、こういうことをや

ると。やっぱ１回そういった事案が発生しますと、次に尾を引くような案件が過去にもあってお

りますので、ここはしっかり見直していただきたいなと、このように思っております。 
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 今、先ほどから市長は、公平に入札あるべきだと話をしてあるから言ってるんです。だから、

ついでの話ですけど、入札幾つか見ておりますけど、１００万ぐらいの入札でも三十何者が入っ

てる指名競争入札もありますよね。九十何％辞退してます。見てありますか。余り意味ないじゃ

ないですか、そんなことしてやっても。そういったことも含めて言ってるんです。入札ごっこで

いろいろトラブルがあった経緯もありますから、その辺をもう一度見直していただいて、市長も

直接やってあるかどうかわかりませんけども、東京築地みたいにならないように、しっかり担当

課に学習さしていただいて、採用してもらえれば人材育成にもなるんじゃないですか、役所的に

は。そういったのも含めまして、ここはもう一度違う機会に聞きたいと思いますので、この今事

例と出した件について、もう少し突き詰めていきたいなと思っております。 

 それでは、時間も少しありますので、２点目の南部地区の開発について、少しお話さしていた

だきたいと思います。 

 私は、この南部地区において、厳原港を玄関口とし、厳原市内から車で３０分圏内に位置する

こともあり、最も観光地に適した地区であると認識しております。 

 しかしながら、この南部地区には、先ほど市長が話しますように、鮎もどし公園や近年オープ

ンしました内山地区のツシマヤマネコ野生順化ステーション、または豆酘崎公園などの施設があ

ると。ほかには観光客が訪れる場所も少ないと理解しております。 

 そしてまた、この地区には、旧６町時代に整備された、現在余り活用されていないさまざまな

施設や道路もたくさん存在していることも事実です。 

 例えば、近年よく国道や県道をつらなって走るサイクリングの観光客を市長も目にしますよね。

このような観光客にサイクリングのコースなどの観光案内をするなどして、現在では余り活用さ

れていない林道や農道を有効活用し、地域の活性化と市内の交通の問題の解消を狙った施策など、

もう一度見直してはいかがでしょうか。 

 また、それと同時に、北部地区にはパラグライダーが楽しめる場所もあるようですが、ぜひこ

の南地区にも同じような施設設備ができないものなのか。厳原市内からほど近い久田とか内山と

か、こういった施設に適した用地もあるようにあります。こういったアウトレジャーに適した観

光施設を整備することにより、外国人観光客のみならず、国内の観光客も呼び込めるのではない

でしょうか。 

 私の基本的な発想は、対馬の自然を生かし、あるものを有効活用することで、地域を活性化し

たいという基本的な思想を持っております。整備には多少お金もかかるかもしれませんが、現在

使用されていない施設や道路を眠らしておくよりも有効であると考えております。時間も余りあ

りませんが、これについて市長、御意見があればお聞かせください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 



- 201 - 

○市長（比田勝尚喜君）  南部地区における観光開発だと思いますけども、このサイクリングロー

ドの計画について、まず少し説明をしたいと思いますけども、波田議員もおっしゃられるように、

近年、韓国を含め、サイクリングをされてある方が多くいらっしゃいます。こういうことも含め

て、対馬の風景、景観は、特にこのサイクリングに適した空間でもあるということも多く聞くこ

とであります。 

 そういった関係もありまして、このたび４月に成立いたしました国境離島新法関係でも、ここ

ら辺のサイクリングロードの事業も認めていただけるような、そういった内容もお伝えしてござ

いますので、ぜひここら辺で、北部から南部までのサイクリングロードのコース、こういったと

ころを整備していきたいというふうに考えております。 

 次に、パラグライダーの基地の件でございますが、パラグライダーにつきましては、もう既に

上県町の千俵蒔のほうにその基地をつくって、毎年大会等が開かれているところでございますが、

私自身もパラグラダーの基地が下のほうでは、どこが適切な地域であるかよく存じ上げておりま

せんので、そこら辺は、今後いろいろと調査を重ねてまいりたいというふうに考えております。 

 要は、私自身といたしましても、今後可能性のある観光施設の整備につきましては、縦走路等

の整備も含め、積極的に整備をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（堀江 政武君）  １０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  わかりました。市長、何回かこの議会でお顔を拝見する中で、

もう半年たったわけですよ。すぐ１年きますよ。何か手をつけたものはあるんですか、そしたら、

この半年の間に。先ほどの話では、中央行きで顔売りしてるっていう話がありましたけど、そん

なことしかしてないじゃないですか。何かもうやらなくちゃいけないじゃないですか。市民に応

えなくちゃいけないから提案をしてるわけです。だから、提案することが、必ずしも正だとは言

っておりません。そういう中で、やっぱり市民の評価いろいろあるかもしれませんけども、何か

から手をつけていただきながらやっていくのが、私は政治家とは思っておりますから、そういっ

た意味から、何か今やった、今まで話した中で、もうこれには手をつけてるんだというものは何

かございませんか。よろしく。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  大変申しわけございませんが、要は私自身も、この半年の間に早く手を

つけたいという思いを持っておりますけども、まず今計画をするようにしておりますのが、この

厳原病院跡地の温浴施設と運動施設につきましては、まず基本計画に着手すべく、このたしか

９月の１３日が入札じゃなかったろうかなというふうに思っております。 

 それと先ほど申しました、この対馬の尾根、尾根を歩く縦走路の件につきましても、担当部の

ほうには指示を出しまして、まず補助系統をどんな補助が適用されるか、それからコース等を何
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点ぐらいに絞れるかと、そういった検討をまず始めていただいているところでございます。 

○議長（堀江 政武君）  １０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  ありがとうございます。ぜひぜひ、その中にも南地区の、ちょ

っと休憩してる道路とか林道とかを活用していただきながら、生かしていただきたいなと、この

ように思っております。時間もきましたので、最後に私から総括して一言だけ話をさしていただ

いておきます。 

 それは、私は常々に過去の歴史に検討するのは、役人の仕事であり、過去の歴史を踏まえた上

で先を読み、新しい改革を推進していくことは政治家の仕事であると思っております。市長、今

後、失敗もあるかもしれませんが、ぜひ市長の発想で今までと違った改革ができますよう切に願

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で質問を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（堀江 政武君）  これで、波田政和君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  暫時休憩します。再開は２時１５分からとします。 

午後１時58分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時13分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  こんにちは。６番議員、会派協働の脇本啓喜です。質問に入る前

に、今回取り上げるＩＣＴ活用とも絡めて、来る１０月１５日土曜日に開催される「ＴＳＵＳＨ

ＩＭＡ ＢＯＲＤＥＲ ＩＳＬＡＮＤ ＦＥＳ」の取り組みを少し紹介します。 

 同フェスは、元気創出資金から補助金を受けている事業で、同時期に開催される日韓海岸清掃

フェスタともコラボした事業です。事業の不足資金を補うため、インターネット上で寄附金を募

集する、クラウドファンディングを実施しています。 

 昨夜、目標の１００万円を達成したとのことです。出資いただいた１００名を超えるパトロン

の皆様、厚く感謝を申し上げますとともに、また対馬市における事業資金確保の新たな取り組み

の扉を開かれた、同フェス実行委員会の方々に、心から敬意を表しますとともに、フェスの盛会

を祈念申し上げます。 

 さて今回は、昨今よく取り上げられている学校教育の項目の中から、次の３点について現状と

今後の取り組みについて質問します。 

 １番目、ＩＣＴ情報通信技術を活用した学習の充実について。２番目、ＥＳＤ持続可能な開発

を実現するために発送し、行動できる人材を育成する教育の充実と、その推進に大きく寄与する
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であろうアクティブラーニング、学習者が能動的に学習することによって、認知的、倫理的、社

会的能力、教養、知識、経験を含めた涵養的能力の育成を図る学習の充実について。３番目、ス

クールソーシャルワーカー、ＳＳＷ及びスクールカウンセラー、ＳＣの有効活用についてです。 

 まず初めに、ＩＣＴ教育の充実について質問します。この対馬市学校情報化推進計画癩癩以下

ＩＣＴ推進計画と言いますが癩癩では、基本目標として、２１世紀にふさわしい学びの実現に向

けて、教育分野でＩＣＴの積極的、有効的な活用を図り、児童生徒の主体的な学びを推進し、教

育の質を向上させるとうたっています。 

 また、６つの基本方針が掲げられています。その中で基本方針１、教科指導におけるＩＣＴ機

器の活用と体系的な情報教育の推進では、教科指導等へのＩＣＴ機器の活用を行動的に行うこと

により、その効果を積み重ね、確かな学力の向上へつなげていく。基本方針４、学校ＩＣＴ環境

の整備向上では、全ての教科におけるＩＣＴ機器活用を前提として、教室などに適切なＩＣＴ環

境を整備し、児童生徒と教員が安全かつ日常的にＩＣＴ機器を利用できる環境をつくる。基本方

針５、教育の情報化を推進できる人材の育成、基本方針６、教育の情報化を支える体制の充実で

は、学校に導入する情報システムや各種の情報資産の安全な身元管理、計画的な整備を検討を行

うと書かれています。 

 これらの基本方針と５ページの７、具体的な方向性と取り組み方策、これらを踏まえて、さら

に踏み込んだ答弁を求めます。 

 （１）各学校単位で、Ｗｉ癩Ｆｉ環境整備を、市は積極的に実施すべきとの要望が多いと聞い

ています。全教室を整備しなくとも、各校１ないし２教室、ＩＣＴ教室として整備するとか、ま

たは各校の校舎の構造や児童生徒の多少によっては、ポケットＷｉ癩Ｆｉを対応する方法も検討

に値すると思われます。 

 ポケットＷｉ癩Ｆｉであれば、野外活動や体育時の運動場や体育館での活用も可能となります。

このポケットＷｉ癩Ｆｉについては、ポケットＷｉ癩Ｆｉ１台につき、五、六台のタブレットと

の使用が可能というふうに聞いております。例えば２０名のところであれば、４台必要になって

きます。これは月々１台１,９００円、それから１カ月当たり一人１ギガバイトとすると２０ギ

ガバイトで１万６,０００円、もう少しふやして３０ギガバイトにしたって２万２,５００円とい

うことです。したがって、約３万円程度月々あれば、小規模校であれば対応できるということで

す。 

 平成２４年３月定例議会一般質問の際、複式学級を有する学校への職員加配ができないかとい

う要望をいたしました。本市の場合、大半の学校が複式学級を有しており、複式学級においては、

ＩＣＴを活用することで、講義をしてないほうの学年の自学に効果的だというふうに言われてい

ます。 
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 また、多くの学校でＴＴ、チームティーチングが配されていますが、ＴＴの主な任務は成績下

位者への対応が現状のようです。成績上位者の発展的学習支援や口述するアクティブラーニング

の推進には、ＴＴの加配ではなく、ＩＣＴ機器整備が有効だと思われます。そのためには、教育

現場におけるＷｉ癩Ｆｉ環境の整備は必須かつ喫緊の課題だと思われます。 

 ＩＣＴ推進計画の７ページでは、複数のパソコンを教室に持ち込んで使用する場合、配線の煩

雑さを考えると無線ランの整備が必要であるとうたわれています。また８ページの（２）導入計

画を示した一覧表によると、高速無線ランは、平成２８年度から３０年度で整備することが示さ

れていますが、どのような体制を目指すのか、及びそのロードマップを示すことを求めます。 

 （２）タブレットを一人１台貸与する要望を多いので、今後の整備計画について説明を求めま

す。本市においては、児童生徒数の減少や、それに伴う学校統廃合も計画されており、タブレッ

ト一人１台貸与に二の足を踏むところもあるかとは思います。しかし、他の自治体よりも少ない

台数の準備で可能だということも言えます。今後の整備計画について説明を求めます。 

 この件については、９月９日の小島議員の質問に対し、今年度にモデル校の機器活用研究をも

とにタブレット導入機種選定を実施し、平成３１年度小学校、平成３２年度中学校のデジタルを

含む教科書採択に合わせて、買いかえ時期が到来している既存のデスクトップのパソコン、ある

いはノート型パソコンと随時切りかえていくという答弁であったかと思われます。本当にそれで

よいのでしょうか。デジタル教科書が導入される前に児童生徒及び教職員もタブレットを使いこ

なしなれてもらえるように、来年度中にも一人１台の貸与体制を初めなければいけないいうふう

に私は思っています。タブレット操作とデジタル教科書への対応を同時期に行う、現場の負担を

考えれば当然ともいえるんじゃないでしょうか。整備計画の前倒しをするつもりはないか、所見

を求めます。 

 （３）ＩＣＴは、アクティブラーニング推進ツールとしても有効です。共有に対するＩＣＴ活

用学習研究支援及び研修について所見を求めます。ＩＣＴやＡＩ、人口知能の目覚ましい発達は

便利な社会を生み出すというメリットだけでなく、ＡＩが人の仕事にとってかわっていくという

皮肉なデメリットを生み出していきます。特に本市の主たる就業職種の一つである、土木作業員

も、ＡＩにとってかわられる職種の代表として報道等でよく取り上げられています。子供たちが

対馬に残って生活できるためには、どのような能力を見につけさせていくか、今まで以上に真剣

に考えていかなければなりません。 

 ところで、全国一斉テストにおける本市児童の苦手分野が幾つか挙げられています。その中で

も、国語のローマ字表記習熟度、算数の図形は、毎年、正答率が低いということを伺っています。

ローマ字表記は、パソコンやタブレットになれ親しんでいけば、日常のローマ字入力をせざるを

得なくなりますし、見についていくんではないかと思われます。 
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 また、図形の授業では、いまだに昭和時代の立体模型を使った授業が行われている状態です。

電子黒板やタブレット上で立体図形を見せながら、授業等が進められれば、正答率の上昇が期待

できるのではないでしょうか。 

 また、保護者の所得格差と子供の学力に相関が見られると言われて久しいですが、自治体教育

予算の多寡や、教育委員会の政策の質と子供の学力にも影響が見られるという調査結果は、見た

ことがないものの、秋田県の東成瀬村の教育の関する政策と学力テストの結果等からも、影響が

あるのではないかと思われます。 

 ＩＣＴ機器の整備が県内でもおくれている本市においては、市教委並びに市長は、早急にＩＣ

Ｔ機器導入計画を見直しをし、議会に上程すること。また、アクティブラーニングの充実を図る

上でも教諭へのＩＣＴ教育、研修等に関する予算も十分に確保し、速やかに執行し、児童生徒に

生きる力を身につけてもらえるような教育体制を整理すべきです。ここでは教諭に対するＩＣＴ

教育の研修や研究等の具体的支援策について答弁を求めます。 

 もう一つ、ＩＣＴの発展によって生じている大きなデメリットとして、リアル、現実社会と

バーチャル、架空の社会の区別がつかなくなって生じている凶悪事件や、ライン等のＳＮＳのや

り取りに端を発した子供同士のトラブル、また子供を巻き込んだ事件が多発しています。これら

はスマートフォンの校内持ち込み禁止などの、くさいものにふたをするという対処策では、現在

の情報化社会では、ほとんと効果はないことは明らかでしょう。 

 ＩＣＴ教育の中で、ＳＮＳの適切な使用や、リアルとバーチャルを混同することがないような

教育をしていくことが必要だと思われます。 

 このようなことからも、ＩＣＴ教育の充実は、喫緊の課題である、このことは十分理解できる

はずです。 

 ３年前の対馬市少年の主張大会の審査競技時間を利用して、適切なＳＮＳの使い方に関する専

門家の講演がありました。ＣＡＴＶでそれを学校に視聴してもらうなども検討をしてはどうでし

ょうか。教育長の答弁を求めます。 

 次に、ＥＳＤの充実について質問します。ＥＳＤについて質問する前に、その推進に大きく寄

与すると思われるアクティブラーニングについて触れておきたいと思います。アクティブラーニ

ングの世界においては、従来の詰め込み式暗記重視の知識偏重の受動的授業から、児童生徒が主

体的、能動的に学ぶことが求められています。すなわち、何を学んだかよりも、どのようにして

学んだか、知識を習得したかという仮定が重視されます。発見学習、問題解決学習、調査学習等

が含まれますが、教室内でのグループディスカッション、リベート、グループワークもアクティ

ブラーニングの有効な手法だとされています。 

 知識をつなげる、広げる、調べる、対話によって多用な考え方に触れることで、同じ事象であ
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っても、価値の深まりが生じたり、新たな発想の展開をもたらしていく、そんな楽しさを体験し

てもらいたい、そうすることでよりよく生きる力を身につけてもらいたい、そういうふうに願っ

てやみません。上述のことから、アクティブラーニングの実践の普及がＥＳＤの充実に大きく寄

与することは御理解いただけるかと思います。 

 さて、本題のＥＳＤの充実に話を戻します。昨年豊小学校の学習発表会を見学させていただい

た折、郷土に関する研究発表がありました。校区内を中心に対馬の歴史、風習、食など、多岐に

わたってグループ学習をしたことを堂々と楽しそうに、ＩＣＴも活用しながら発表してくれまし

た。とてもすばらしい発表でした。ほんとに感動させていただきました。内容だけではなくて、

調査や体験の御協力いただいた方々のみならず、多くの地域の方々が御参観いただいていたこと

が、都会や大規模学校ではなかなか味わえない、見ることができないすばらしい光景だというふ

うに思いました。 

 この発表は、短縮された形で後日、対馬市交流センターで開催された対馬ワークフォーラムで

も発表され、ケーブルテレビでも放映されましたので、多くの市民の方々もご覧になったことと

思います。その発表は、他校の児童生徒や教職員にも多大な影響を及ぼしているのではないかと

思います。 

 このほかにも、島おこし協働隊や外部就学支援員が中心となって、高校生と取り組むなど、Ｅ

ＳＤの普及が始まり出しています。さらなる普及には、小中高と継投的に取り組むカリキュラム

の作成と実践が欠かせないと思われます。また豊小学校の例のように、学校任せではなく、地域

を巻き込むというや一体となった取り組みを行っていくことが求められると思います。そのため

には、市教委も主体的にかかわり、サポートしていくことを強く要望します。このことも踏まえ

て、今後のＥＳＤ充実に向けた取り組みについて所見を求めます。 

 最後に、スクールソーシャルワーカー、ＳＳＷ、スクールカウンセラー、ＳＣの有効活用につ

いて質問します。昨年、北部地区のＳＳＷ、ＳＣの配置が手薄であったことを指摘し、地元の坂

本県議に依頼したところ、異例の速さで年度中に県が補正予算を組んでくれることがありました。

坂本県議の御尽力に厚く御礼申し上げます。 

 北部地区の教職員からは、ＳＳＷの予算が増額されたことは心強いという声も聞かれています。

ただ、中学生の対応だけで手いっぱいで小学校までとなると、まだまだ不十分であるという声も

あります。県費の増額による効果について市教委の評価を求めます。 

 （２）ＳＳＷ活用の予算として、市単独予算を今年度初めて計上されました。これは、高く評

価しているところです。その経緯と効果について答弁を求めます。 

 あとは答弁によりましては、一問一答でお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、永留和博君。 
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○教育長（永留 和博君）  まず初めに、ＩＣＴを活用した学習の充実に向けた取り組みについて

でございますが、平成１３年１月に策定されたＥジャパン戦略に始まるＩＣＴに関する国家戦略

において、教育分野の情報化は重要な施策課題として位置づけられており、特に平成２５年６月

に策定された、国の第２期教育振興基本計画において、ＩＣＴ環境の整備目標が示されているこ

とは御承知のことと存じます。 

 対馬市においては、市内の小中学校に、平成２１年及び平成２２年度の国のＩＣＴ事業を活用

いたしまして、校内ランの整備、児童生徒用パソコン、公務用パソコン、学習用デジタルテレビ

及び周辺機器の整備を行ったところでございます。 

 今回御指摘のありました、各学校単位におけるＷｉ癩Ｆｉ環境の整備についてでございますが、

このＷｉ癩Ｆｉ環境の整備にかかわらず、平成２２年度に整備いたしましたパソコン等が既に耐

用年数を過ぎていることから、学校のＩＣＴに関する整備について、学校情報化推進計画を作成

したところでございます。 

 大きくは、平成３１年度に小学校、平成３２年度に中学校において使用する教科書の採択が行

われますので、それに合わせてデジタル教科書の導入を計画しており、デジタル教科書の仕様に

はＷｉ癩Ｆｉ環境の整備が必要となってまいります。 

 各学校ごとの、Ｗｉ癩Ｆｉ環境の整備でございますが、平成３０年度までに各教室ごとに無線

ランの導入ができないか、市長部局と協議を進めているところでございます。 

 ポケットＷｉ癩Ｆｉにつきましては、運動場での使用も可能となるのではないかということで

ございますが、体育の授業等でインターネット等を使うことはなく、タブレットパソコンを活用

して、その授業の目的に応じたソフトを導入することにより、画像であるとか動画をとって有効

活用ができるのではないかというふうな点から、ポケットＷｉ癩Ｆｉの導入については、今のと

ころ検討はしておりません。 

 次に、タブレットに関するお尋ねでございますが、一人１台の貸与ということでのお話があり

ましたが、教育委員会の中でも論議があるところでございまして、その利用状況について、どの

ような利用形態とするのか、今回のモデル校の実証実験とあわせて検討していく方向で進めてお

ります。 

 児童生徒用タブレットの導入につきましても、現在協議を進めているところでございますが、

国の基準は３.６人に１台とされておりますので、この基準を参考に各学校ごとにおける最大学

年人数での台数整備を検討しておりまして、この台数を整備しますと、国の基準を上回ることに

なります。なお、児童生徒一人に１台のタブレットの貸与につきましては、今後の課題とは考え

ておりますが、国の基準を参考とさせていただきながら、各学校の習熟度に応じて、その導入に

ついて検討していきたいというふうに考えております。 
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 次に、アクティブラーニングとの関連でございます。アクティブラーニングは、主体的、共同

的な学習形態を意味しており、知識の伝達など受動的な学習ではなく、みずから課題を発見し、

その課題解決に向けて主体的に学習することを重視しているものでございます。 

 しかし、これは全く新しい概念ではなく、これまでも教科領域の学習内容に応じて、行われて

きたものですが、その主体的な活動の部分が、より重視されてきていると理解をしております。 

 この主体的な学びの家庭において、情報を収集する、自分の考えを整理する、互いの考えを考

慮するなど、調査活動や表現活動において効果が期待できるのがタブレット端末だというふうに

考えております。 

 ただし、タブレット端末を活用すれば、アクティブラーニングが実現するというわけではない

というふうに思います。学習の効果を高めるためには、どのようにタブレット端末を活用するか

十分に検討し、適切に使いこなす力を高めることが必要となります。 

 そこで、教員に対する研究支援策でございますが、本年の６月に市内の小中学校の研究主任を

対象に研修会を実施し、アクティブラーニングの必要性や留意点について講義を行いました。ま

た、本年度ＩＣＴ教育推進モデル校として小学校２校を研究指定にし、タブレット端末や電子黒

板、実物投影機等を活用した授業事例、特に複式教育での有効性を見出すための取り組みを進め

ております。この研究成果を、今後市内の小中学校で共有することで、学力向上につなげていき

たいというふうに考えております。 

 さらに、年間６回程度実施している授業研修会の中で、効果的なＩＣＴ活動について取り扱う

ことで、主導力を高め、よりわかりやすい授業の推進を図りたいというふうに考えております。 

 ４点目に、ＳＮＳの使い方についての質問がございましたけれども、特にＳＮＳの中で携帯で

あるとかスマホ、これが今学校現場でも問題になっているところです。現在対馬市では、学校に

は持ち込ませない、持って来ないという基本方針で臨んでおりますけども、先ほど議員がおっし

ゃったように、使わせないのがいいのか、使い方をきちんと指導したほうがいいのか、そこのと

ころの検討につきまして、今校長会のほうにその方向性を出していただくようにお願いをしてる

ところでございます。 

 大きな２点目のＥＳＤ教育の充実に向けた取り組みについてでございます。豊小学校は昨年度

から島おこし協働隊関係者の勧めにより、離島経済新聞社が企画運営している、うみやまかわ新

聞という事業の支援を受けながら、地域学習を中心に取り組んでいただいております。昨年の対

馬学フォーラムでは、しまづくり戦略本部からの声かけにより、各種の成果を会場の方々に発表

するとともに、テレビ会議システムを使って利尻等の事業にも紹介するという中継場面をごらん

いただいております。今年度は、その発展として豊小を訪問した大学生に対して、直接ガイドし

ながら地域の紹介をしたというふうに聞いております。地域学習の模範となる取り組みがなされ



- 209 - 

ているというふうに思っております。 

 ＥＳＤ教育の普及は、市教委の本年度の重点施策の一つとしております。普及に当たっては、

昨年から市校長会、市教頭会、市教務主任研修会において、ＥＳＤ教育の重要性を説明するとと

もに、各校での実践に向けた協力依頼をいたしました。本年度は、県の環境政策課による推進事

業の一環として、上県、上対馬町の小学校４校、中学校３校をＥＳＤのワーキンググループに指

定をしていただきました。今後２年間はこれらの学校における講師派遣や、教材の作成に必要な

予算の確保など、ＥＳＤ教育の充実に向けた支援をしていただくことになっております。 

 教師への支援としては、本年度６月と８月の２回にわたって、市教委主催の研修会を開催いた

しました。島内の小中学校のみならず、高校の先生方にも参加していただき、具体的な学習プロ

グラムづくりを行っております。研修会では、長崎大学や長崎大学院などのＥＳＤの専門家によ

る講演も実施しており、今後もＥＳＤ教育の普及に向けて、継続的な取り組みを進めたいと存じ

ます。 

 対馬市は、立教大学ＥＳＤ研究所との間で、ＥＳＤ研究連携の協定を結んでおります。今後、

数年かけてＥＳＤの実践と研修が行われる予定であります。市教委といたしましても、立教大学

の阿部教授と直接協議を行い、学校教育の分野においても支援をしてくださることで了解をいた

だいているところです。 

 ３点目のスクールソーシャルワーカー及びスクールカウンセラーの有効活用にいついてでござ

いますが、この件につきましては、脇本議員から県教委の児童生徒支援室に対しまして、派遣に

ついて配慮を働きかけていただいた経緯がございます。昨年度北部地区の相談には、県からス

クールカウンセラーの派遣をしていただきました。小学校２校、中学校５校に対し、延べ２９回

の実績があっております。これにより、不登校であったり、友人関係で悩んでいたりする子供や

保護者の相談に対することができました。児童生徒、保護者は、スクールカウンセラーに話を聞

いていただいたり、適切な助言等をしていただいたりしたことで、心の安定や状況の改善を図る

ことができました。ただ、昨年度は、北部地区については、スクールソーシャルワーカーの派遣

実績はありません。これは、派遣要請がなかったということではなく、広い対馬市全体を一人の

ソーシャルワーカーで対応できなかったということであります。 

 そこで、本年度は市の予算で新たに１名のスクールソーシャルワーカーを増員していただきま

したので、久田中学校と豊玉中学校の２校を拠点校として、要請があった北部地区の学校にも派

遣を行っているところでございます。 

 昨年度のスクールソーシャルワーカーの派遣回数は年間４３回でしたが、今年度は１学期末で、

既に３８回の派遣を行うことができました。２人体制になったことにより、学校からの要請に早

目に対応できるようになったというふうに思っております。 
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 今後の支援のあり方としては、スクールソーシャルワーカーを有効に活用するために、教職員

の対応力を高める研修会、これで教職員の資質向上を図っていきたいということと、さらには、

複雑多様化する諸問題に対応できるよう、スクールソーシャルワーカー自身にも、他地区の事例

に学ぶなどの研修の機会をふやしていきたいというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  ６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  順番はちょっと逆になりますが、まずＳＳＷとＳＣのほうからい

きたいともいます。今、昨年度、年度途中で増額してもらって、それから今年は市のほうも単独

予算をつけた効果というのが、効果についての市教委の評価がありました。確かに、そういたこ

とで改善に向かっているというふうな、私も北部のほうの学校ばかりですが、聞き取りをした中

ではそういうことも聞いております。 

 しかし、現場はまだまだ予算が不足しているというふうに捉えています。このあたりが少し教

育委員会と認識が違うのかなというふうに思われます。 

 まず、先ほど最後のほうに言われた教職員の対応能力を高めていきたいということ、私もそう

いうふうに思っています。そうすべきだと思っています。ただ、今このＳＳＷやＳＣを有効活用

するために、各教諭とパイプ役となる特別支援コーディネーターが過去に指定されています。そ

れが十分に機能してないんじゃないかというふうに、数校ですが、私も聞き取りをしたときに、

そういうふうに感じられることがありました。 

 現在、学校側からの申請がない限り、ＳＳＷ、ＳＣの派遣がなされてない状況ですよね。特に

上地区は、いまだに予算不足を理由に派遣を制限されている例があります。学校側が申請を諦め

ている、諦めかけているんじゃないか。もうこれで予算はもうありませんよというふうな形で、

とどまってるということはないのか。よく教育委員会のほうでも、この特別支援コーディネー

ターや学校長、聞き取りを行っていただきたいというふうに思います。 

 障害者に対するケアプランを策定する際、ケアマネージャーがこのケアプランを作成する際、

一人で作成するわけじゃないですよね。他職種連携で策定してきますね。ＳＳＷとも一緒だと思

うんです。市の福祉担当者や保健師あるいは社協の方、医療従事者などを含めたケース会議とい

うものが開かれて、そのこういう事例の児童生徒にはどういう対応をしていこうかっという計画

がつくられるはずなんです。これをやりたいとしても、学校派遣の時間で何とかなりませんかね

というふうな対応みたいな。先ほど言ったように、児童生徒や保護者に面談する時間、派遣され

る時間さえまだ不足してる中、ケース会議を開くというのは困難な状況なんですよね。チームと

しての対応が必要なのに、それがほとんどできてない状況なんじゃないでしょうか。 

 支援が必要な児童生徒に適切な対応ができる態勢の構築について、よく現場の声を聞きながら、
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予算の増額等を市長部局のほうにも要請して、困ってるお子さん、保護者に力になってあげる、

ぜひ取り組みをお願いしたいと思います。教育長、どうでしょう。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  教職員の対応力を高める研修会っていうことですけれども、たしかに

最近、子供たちまたは家庭の中での問題が複雑化してきております。学校の教員だけでは対応で

きない問題が、多々起きてきているから、この外部からのスクールカウンセラーであるとかス

クールソーシャルワーカーが、今入ってきていただいてるわけですけれども、まず最初は、私の

考えとしては、教員の生徒理解力、生徒指導力、こういうものを、まず最初は、高めなければい

けないんじゃないかなというふうに考えております。もう何かあるとすぐスクールカウンセラー

だのスクールソーシャルワーカーだの言ってては、数が幾らあっても足りないんじゃないかなと

いうふうに考えております。 

 学校で解決が非常に難しい問題につきましては、スクールカウンセラーであるとかソーシャル

ワーカーにお願いをしていくという体制はとってきております。 

 それが不十分だと言われれば、それに対して何も答えることはできませんけれども、今年度ス

クールソーシャルワーカーと各学校の特別支援コーディネーターを地区ごとに一斉に集まってい

ただいて、情報交換をするいうふうな会議の場も設定をしております。できるだけ、現場のそう

いう要請には答えていくような体制であるとか、組織であるとか、そういうものを今後もつくっ

ていきたいなというふうに思っております。 

○議長（堀江 政武君）  ６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  今の答弁、ちょっと私問題ありだと思いますよ。学校でまず対応

できることは学校でというふうな話ですが、確かにそういう面もありますが、教育長がそれをお

っしゃられると、相談すべき事例まで相談できないような状況になりますよ。今の発言は、ちょ

っと私は問題があるかと思います。もう一度よくお考えになられたほうがいいんじゃないですか

ね。 

 やっぱり現場は現場で忙しい中で、しかもこのソーシャルワーカー、スクールソーシャルワー

カーっていうのは、しっかりと資格を持った人、必要だからそういう資格を持った人が国から指

定されてるんです。確かに、自分の範囲内で何とか解決することが理想ですよ。だけども、それ

を抱え込んでしまって、今でもたくさん教職員が心身の支障を来してる状況が起こってる。それ

を学校でまず何とかしなさいというのは、少し、大きくちょっと違うんじゃないかというふうに

感じました。時間ちょっとないです、どうですか。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  済いません、私が言う、生徒理解力、生徒指導力っていうのは、これ
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は悩みを抱えている、そういう子供たちだけに対してのもんではなくて、授業を進めていく上で

も、いろんな学校の教育活動を進めていく上でも、教員の生徒理解力であるとか、生徒指導料と

いうのは基本だと思っております。だから、そういう力を高めなければいけないな、そのことが

子供たちが、例えば授業に気持ちよく参加できるであるとか、教育活動に気持ちよく参加できる

であるとか、そういう部分につながっていくというふうに捉えております。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  ６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  これは大事な話ですから、もう時間が少なくなってきましたから、

また改めて一回取り上げてみたいと思います。 

 デジタル教科書とそのＩＣＴのほうに戻ります。デジタル教科書はソフトが必要になってきま

すので、それに合わせたソフトも購入しなければいけないということですが、ハード面は先行投

資できますね。十分に教職員が使いこなせるような形になって、それから、デジタル教科書の新

しい採択に向けさせるというのは重要なんじゃないかなというふうに思います。 

 それから、体育の授業でポケットＷｉ癩Ｆｉが使えないから不用だということだったんですが、

体育の授業と並んで私、野外活動のほうも申し上げました。野外活動で、例えばストリートビ

ューとかの使い方を教えるとか、いろんなことができますよね。 

 私が言いたいのは、これから統廃合を控える中、ハード面を一律に整備していくのか、それと

もこの統廃合の計画を見ながら、弾力的にいろんなやり方があるんじゃないかというふうに申し

上げてるんですよ。今の教育長の答弁では何か、ポケットＷｉ癩Ｆｉについてはもう検討しない

というような形でしたが、よく勉強されてみてはいかがでしょうか。 

 それから、モデル校の指定は今回だけではないですよね。前回もＩＣＴ教育の研究会、東部中

学校であったときもちょっと行かしていただきました。基金の導入等はその時期からも考えられ

る、思考できたことだというふうに思います。 

 それから、国の基準を参考いうことは、国の基準に達すればいいんだということではなくて、

対馬市がＩＣＴ教育を推進しようというのを掲げてるのでれば、対馬市でどういうＩＣＴ教育を

進めていこうか、そのためには国の基準でいいのかどうか、その検討が必要だと思います。 

 例えば、具体的にどういうふうなアプリを使って事業をやってるところがあるのかとか、調査

するとか、必要なんじゃないですか。今度、いろいろ聞きとりに行く中で、マインドマップって

いうアプリを使おうとしてらっしゃる先生から話を聞きましたけど、やっぱりこのつなげるとか

広げるとか調査するとか、まさにこのアプリいいなというふうに感じるようなものありました。 

 これから、この情報化の中で、その人の価値というか、その人が、何ができるかということで

はなくて、その人がどういう人を知ってるか、どういう人に助けてもらえるかというのが、その
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人の価値になってくるとかがあると思います。 

 学校ではカンニングは御法度ですが、社会に出ればカンニングはし放題なんです。自分ができ

なくても、自分が自分以上にできる人を知ってて、自分らがやってやろうという人を持ってるか

どうかが、その人の価値になってくるというふうに私は思います。そのためにも、このＩＣＴ、

ＳＮＳの等で広くどういう人と知り合いになれるかということをつくってあげる、それをわから

せてあげるっていうのは重要なことだと思います。 

 最後に、先ほども触れました外部就学支援員が企画し指導した、対馬高校の国際交流コースの

生徒たちが実施した、韓国人観光客の志向調査について触れます。アクティブラーニングとして

も、ＥＳＤとしてもすばらしいものでした。アンケート内容の項目の決定、アンケートの実施、

アンケート期日の回答の翻訳、アンケートの集計、アンケート結果の考察、プラスアンケート結

果のプレゼンテーションまで、全て生徒たちが主体となってやり遂げたものです。国際交流コー

スの生徒の大半は、対馬以外の出身です。その彼女たちの、どうしてこんなにたくさん韓国人が

対馬に来るんだろうかという素朴な疑問を、みずからが得意とする韓国語翻訳能力を生かして、

調査、研究し、その結果、島内の商工会の会員の方々に向けてプレゼンテーションまで実施され

ました。これはもし事業として民間会社に委託したならば、数百万円の予算がかかるんではない

かと、そのぐらい素晴らしい取り組みでした。 

 それから、対馬高校は日韓市民ビーチクリーンアップや日韓海岸清掃フェスタなど、国際交流

のイベントに参加をしておられますが、この観光に対するアンケート調査の取り組みがなければ、

ユネスコスクールの指定はなかったんじゃないかなと、個人的にはそのくらい高く評価していま

す。 

 対馬には、ＥＳＤの題材となるものが数多くあります。豊小学校や対馬高校の例を挙げました

が、これらを超えるＥＳＤの取り組み事例が数多く出てくるように、市教委と市は十分な支援を

実施することをすごく要望して、私の質問は終わりますが、何か教育長のほうからあれば御答弁

お願いします。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  今、御指摘っていいますか、紹介していただきましたように、対馬高

校の国際文化交流コースの活動であるとか、豊小学校の活動であるとか、これ一つのＥＳＤ教育

が目指す、いい代表例やなというふうに思います。 

 今までも総合的な学習の時間で、いろんな対馬の歴史というか文化とかそういうものについて

も、各学校で取り組んできておりますけれども、これにさらにＥＳＤ教育の考え方を入れていき

ながら、子供たちが対馬を誇りに思う、対馬を愛することができる、そういうふうな子供たちに

育っていってくれたらなというふうに考えます。 
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 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  これで、脇本啓喜君の質問は終わりました。 

 以上で、市政一般質問は全て終わりました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（堀江 政武君）  本日は、これで散会とします。お疲れさまでした。 

午後３時06分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 

 

 



 



 



- 215 - 

 

平成28年 第３回 対 馬 市 議 会 定 例 会 会 議 録（第11日） 

                           平成28年９月16日（金曜日） 

 

議事日程（第５号） 

                       平成28年９月16日 午前10時00分開議 

    日程第１ 議案第66号 平成２８年度対馬市一般会計補正予算（第４号） 

    日程第２ 議案第73号 対馬市公園等設置条例の一部を改正する条例 

    日程第３ 請願第１号 海岸漂着物対策にかかる財政支援措置の堅持を求める請願

書 

    日程第４ 議案第80号 財産取得契約の締結について 

    日程第５ 議案第81号 和解について 

    日程第６ 委員会の閉会中の継続審査について 

    追加日程第１ 発議第６号 海岸漂着物対策にかかる財政支援措置の堅持を求める

意見書 

 

本日の会議に付した事件 

    日程第１ 議案第66号 平成２８年度対馬市一般会計補正予算（第４号） 

    日程第２ 議案第73号 対馬市公園等設置条例の一部を改正する条例 

    日程第３ 請願第１号 海岸漂着物対策にかかる財政支援措置の堅持を求める請願

書 

    日程第４ 議案第80号 財産取得契約の締結について 

    日程第５ 議案第81号 和解について 

    日程第６ 委員会の閉会中の継続審査について 

    追加日程第１ 発議第６号 海岸漂着物対策にかかる財政支援措置の堅持を求める

意見書 

 

出席議員（20名） 

１番 春田 新一君       ２番 小島 德重君 

３番 入江 有紀君       ４番 船越 洋一君 

５番 渕上  清君       ６番 脇本 啓喜君 

７番 黒田 昭雄君       ８番 小田 昭人君 



- 216 - 

９番 長  信義君       10番 波田 政和君 

11番 上野洋次郎君       12番 齋藤 久光君 

14番 初村 久藏君       15番 大浦 孝司君 

16番 小川 廣康君       17番 大部 初幸君 

18番 兵頭  栄君       19番 作元 義文君 

20番 山本 輝昭君       21番 堀江 政武君 

 

欠席議員（なし） 

 

欠  員（１名） 

 

事務局出席職員職氏名 

局長      神宮 満也君  次長     糸瀬 美也君 

課長補佐    梅野 浩二君  主任     洲河 直樹君 

 

説明のため出席した者の職氏名 

市長  比田勝尚喜君 

副市長  桐谷 雅宣君 

教育長  永留 和博君 

総務部長  豊田  充君 

総務課長  有江 正光君 

しまづくり推進部長  阿比留勝也君 

観光交流商工部長  俵  輝孝君 

市民生活部長  根メ 英夫君 

福祉保険部長  仁位 孝良君 

健康づくり推進部長  福井 順一君 

農林水産部長  西村 圭司君 

建設部長  佐伯 廣教君 

水道局長  増田 敬一君 

教育部長  須川 善美君 

中対馬振興部長  平山 祝詞君 

上対馬振興部長  園田 俊盛君 



- 217 - 

美津島行政サービスセンター所長  神宮 喜仁君 

峰行政サービスセンター所長  三宅 一郎君 

上県行政サービスセンター所長  多田 幸喜君 

消防長  永留 弘和君 

会計管理者  阿比留 保君 

監査委員事務局長  松尾 龍典君 

農業委員会事務局長  春日亀剛一君 

 

午前10時00分開議 

○議長（堀江 政武君）  おはようございます。 

 報告します。国県道路等整備促進特別委員会の脇本副委員長から、副委員長及び委員の辞任の

申し出があり、議長がこれを許可しております。なお、副委員長の後任に大浦委員が選任されて

おりますので、報告いたします。 

○議員（１０番 波田 政和君）  議長、発言の許可を求めます。 

○議長（堀江 政武君）  １０番、波田政和議員。 

○議員（１０番 波田 政和君）  ただいまの議長の脇本議員さんの話が出ましたが、この特別委

員会にしても、何しても、皆さんで話し合いをしながら決めた問題に関して、議長の報告だけで

は、ちょっと不十分過ぎるわけです。 

 なぜ、そのようになったのですか。そこまでを説明してくれませんか。 

○議長（堀江 政武君）  一身上の都合によりということでありました。それ以上のことは聞いて

おりません。１０番、波田政和議員。 

○議員（１０番 波田 政和君）  あのですね、議長さん。あなたの資質が問われますよ、そんな

こと言よったら。なぜかと言うと、議長さんというのは、いいですか。進行係してるんじゃない

んです。いろんな諸般の事情があるやないですか。我々もやりたくても、やりたくなかっても、

議員の立場上、皆さん一生懸命やってあるじゃないですか。個々の理由を述べながら、そんなこ

とができるというのが、今後、対馬市議会ので大丈夫ですか。そんなこと許可して。議長にそん

な権限どこにあるんですか。 

 それは、主催している側として、気持ちはわからんでもないです。しかし、その委員会が解散

か何かしたならまだわかります。まだ、途中じゃないですか。私だけかもしれませんけども、そ

の辺は皆さんがしっかり、皆さんで決めた委員会でありますから、不十分じゃないかなと思いま

すが、今後、対馬市議会の歴史に残っていいんですか、そういうことは。 

 特別委員会だからいい、常任委員会だからできない、そこそこ皆さん理解しての行動なんでし
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ょうけども、私は議会として、その辺は少し考えるべきじゃないかなと思っておりますが、再度、

納得いく説明をしてください。 

○議長（堀江 政武君）  局長と相談をいたしまして、話をしましたら、これは議長の権限内で、

やってよろしいということでしたので、そういうふうにしました。１０番、波田政和議員。 

○議員（１０番 波田 政和君）  わかりました。だから、冒頭にも申しますように、議長の権限

でやったちゅうことですね。 

○議長（堀江 政武君）  そうです。 

○議員（１０番 波田 政和君）  議長というのは、一身上の都合やろうが、議員さんの日々の生

活に及ぶことはないかもしれませんけど、いろんな悩みとか、なぜ、そうなったとか、いろいろ

聞いて一つの団体として、統括していくのが議長の努めじゃないんですか。あなたの話であった

ら、一身上の都合という話になるやないですか。一身上の都合というのは、議会人としてどうい

う心情があるかわかりませんけども、私もその中身におるから、大体の話は察するとしても、私

は本体が委員会そのものが閉じたわけではございませんので、そういう勝手な話して、今後、や

ってもいいということをあなたが判断したって捉えていいんですね。それなら、一身上の都合な

ら、そこだけ明確にしとってください。 

○議長（堀江 政武君）  はい。そういう権限があるということで、私はしましたけど、委員長で

あれば委員会の中で話し合いができると、私もその話はしましたけど、そうしたら、これは特別

委員会なので、議長でいいんですということでしたのでそうしました。 

○議員（１０番 波田 政和君）  すみません。もう一つだけ。わかりました。それならそれでい

いですけど、局長、それでいいという根拠を出してくれんですか。何かあるんでしょ。 

○事務局長（神宮 満也君）  あります。 

○議員（１０番 波田 政和君）  それをあとでいいですから、出してください。いいです。 

 以上でいいです。 

○議長（堀江 政武君）  よろしいですか。あとでいいですか。 

○議員（１０番 波田 政和君）  あとでいいです。 

○事務局長（神宮 満也君）  会議規則の中に規定をされております。 

○議長（堀江 政武君）  御理解できたでしょうか、それで。 

○議員（１０番 波田 政和君）  しませんよ、理解は。 

○議長（堀江 政武君）  しませんも、それも、今、私が答弁したとおりになっておりますので、

私もそれに沿ってしただけであります。 

○議員（１０番 波田 政和君）  だから、しませんけども。 

○議長（堀江 政武君）  ちょっと、発言されるときは、手を挙げて立ってしてくれませんか。
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１０番、波田政和議員。 

○議員（１０番 波田 政和君）  もう、数も来ましたので、わかりました。そしたら、会議規則

にのっとってやったということですね。はい、はい。了解です。 

 以上でいいですよ。 

○議長（堀江 政武君）  ただいまから、議事日程第５号により本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．議案第６６号 

日程第２．議案第７３号 

○議長（堀江 政武君）  日程第１、議案第６６号、平成２８年度対馬市一般会計補正予算（第

４号）及び日程第２、議案第７３号、対馬市公園等設置条例の一部を改正する条例の２件を一括

議題とします。 

 議案第６６号は、各常任委員会に分割付託、議案第７３号は産業建設常任委員会に付託してお

りましたので、各常任委員長の審査報告を求めます。総務文教常任委員長、黒田昭雄君。 

○議員（７番 黒田 昭雄君）  皆さん、おはようございます。 

 それでは、総務文教常任委員会の審査報告を申し上げます。 

 平成２８年第３回対馬市議会定例会において、会議規則第３７条の規定により、本委員会に付

託されました議案第６６号、平成２８年度対馬市一般会計補正予算（第４号）、歳入は所管委員

会にかかる歳入。歳出は２款総務費、９款消防費、１０款教育費、１２款公債費、１３款諸支出

金について、その審査の経過と結果を同規則第１１０条の規定により報告いたします。 

 当委員会は、９月７日、豊玉庁舎３階、第１会議室において、全委員出席のもと担当部長及び

担当課長等の出席を求め、慎重に審査をいたしまた。 

 本委員会にかかる歳入は、１０款地方交付税で普通交付税の追加、１４款国庫支出金で離島活

性化交付金の追加、１７款寄附金で指定寄附金の追加、１８款繰入金で財政調整基金繰入金及び

合併振興基金繰入金の追加。１９款繰越金で前年度剰余金の追加、２１款市債で陸上競技場改修

事業債及び臨時財政対策債の減が主な補正であります。 

 歳出は２款総務費で、ふるさと納税返礼システム事業、なりわいづくりプランナー事業、教育

コーディネーター事業、コミュニティ助成事業補助金の計上。９款消防費で防災行政無線改修工

事の計上、１０款教育費で特別支援教育にかかる小中学校改修事業の計上、峰総合運動公園陸上

競技場改修工事の減、同競技場の備品購入費の追加、１３款諸支出金で旅客定期航路事業特別会

計繰出金の追加が主な補正であります。 

 審査の中で、「比田勝認定こども園の駐車場について、足りないのではないか」という意見に

対し、「教育委員会として、現地調査をした上で駐車場確保に向けて検討している状況」との説
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明がありました。 

 来年の４月から保育所も一緒になり、名実ともに認定こども園になります。保護者をはじめ関

係機関の皆様が納得いく形で安全確保に努められるよう望みます。 

 なお、消防本部から過日、当委員会が求めておりました豆酘分遣所の運用開始と対馬病院の開

院による救急出場分析結果の説明を受けました。 

 以上、本委員会に付託されました議案第６６号、平成２８年度対馬市一般会計補正予算（第

４号）は、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で、総務文教常任委員会の審査報告といたします。 

○議長（堀江 政武君）  厚生常任委員長、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  厚生常任委員会の審査報告を行います。 

 本委員会に付託されました事件は、審査の結果、次のとおり決定をいたしましたので、会議規

則第１１０条の規定により報告をいたします。 

 審査の経過、平成２８年第３回対馬市議会定例会において、会議規則第３７条の規定により、

本委員会に付託されました案件は議案第６６号の１議案であります。その審査の経過と結果を同

規則１１０条の規定により、次のとおり報告をいたします。 

 議案第６６号、平成２８年度対馬市一般会計補正予算（第４号）の本委員会にかかる歳入は、

１４款国庫支出金において、広域保育入所にかかる施設型給付費負担金の追加、１５款県支出金

において小規模多機能ホーム城下のスプリンクラー整備支援事業に伴う地域介護・福祉空間整備

等補助金の計上、内示額の変更に伴う海岸漂着物等地域対策推進事業補助金の追加、１８款繰入

金において、平成２８年４月１日付で譲渡した特別養護老人ホーム浅茅の丘の市債の繰上償還金

の未計上分に充当するための財政調整基金繰入金の追加などが主なものであります。 

 歳出については、３款民生費では、社会福祉費で平成２８年１０月から導入されるこども福祉

医療費の現物給付にかかる国保連合会や社会保険診療報酬支払基金に支払う審査手数料の追加、

国民健康保険特別会計繰出金の追加、平成２８年１０月１５日から１８日にかけて開催される第

２９回全国健康福祉祭ねんりんピック長崎大会にかかるスポーツ大会及び芸能関係部門の参加者

への旅費等補助金や職員引率旅費の追加、小規模多機能ホーム城下のスプリンクラー設置にかか

る地域介護・福祉空間整備等補助金の計上が主なものであります。 

 なお、介護関連施設等のスプリンクラー整備事業については、平成２５年１２月の消防法施行

令の改正により、スプリンクラー未設置の既存施設は、平成３０年３月までの設置を義務づけら

れたことに伴い、県の１０割補助で実施するもので、現在、市内の特別養護老人ホームについて

は、全て設置済であります。 

 児童福祉費では、市内３保育所の施設整備の急を要する修理にかかる修繕料や広域保育所運営
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費負担金の追加などが主なものであります。委員から「各保育所の施設の修繕について、どのよ

うな優先づけを行っているのか」など、質問がありましたが、緊急性、危険性、費用等を含め総

合的に判断し、順位づけを行い実施しているとのことで回答がありました。 

 次に、４款衛生費では、保健衛生費で診療所特別会計繰出金の追加、清掃費では海岸漂着物等

地域対策推進事業補助金の内示額変更に伴う、海岸漂着物回収・運搬・処分委託料の追加が今回

の補正であります。 

 以上、本委員会に付託されました議案第６６号につきましては、慎重に審査し、採決した結果、

賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 

 以上で、厚生常任委員会の審査報告といたします。 

○議長（堀江 政武君）  産業建設常任委員長、春田新一君。 

○議員（１番 春田 新一君）  皆さん、おはようございます。 

 産業建設常任委員会、審査報告書、本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決

定をしましたので、会議規則第１１０条の規定により報告をいたします。 

 審査の経過、平成２８年第３回対馬市議会定例会において、会議規則第３７条の規定により、

本委員会に付託されました案件は、議案第６６号、議案第７３号の２議案であります。 

 その審査の経過と結果を同規則第１１０条の規定により、次のとおり報告をいたします。 

 議案第６６号、平成２８年度対馬市一般会計補正予算（第４号）の本委員会にかかる歳入では、

１４款国庫支出金において、農業費補助金の情報通信技術利活用事業費補助金は、獣害から獣財

プロジェクト事業費で定額補助であります。 

 次に、水産業費補助金の減は漁港整備事業費の組みかえによるものであります。道路橋りょう

費補助金の主な減額理由は、市道久田日掛線、堂坂線など、市道６路線の道路改良及び小綱銘線、

上対馬病院線など、５路線の法面災害防除工事並びに橋りょう長寿命化整備事業の減額に伴う社

会資本整備総合交付金事業の交付決定額の減によるものであります。 

 １５款県支出金において、農業費補助金の構造改善加速化事業補助金と産地パワーアップ事業

補助金であります。 

 水産業費補助金の主なものは、漁場整備事業補助金の追加で、瀬、豆酘地区の漁礁整備にかか

る国の追加内示によるものです。漁業等近代化対策事業補助金の追加は、新水産業収益性向上・

活性化支援事業の増によるものであります。 

 次に、２１款市債は、国庫補助金の交付決定額の減額によるものが、今回補正減額の主な理由

であります。 

 続きまして、歳出については、６款農林水産業費では、産地パワーアップ事業補助金の追加は、

そばコンバイン購入に対する補助金で、国が５０％、市が２０％を補助するものであります。 
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 次に、構造改善加速化支援事業補助金は、対馬農協が購入する畜産運搬トラックに対する補助

金で、県が３分の１、市が２０％を補助するものであります。 

 ７款商工費では、高規格テント３張分の備品購入費の追加で、キャンプイベントの開催及びキ

ャンプ施設の充実を図ろうとするものであります。 

 ８款土木費では、歳入同様に社会資本整備総合交付金事業の交付決定に伴う、市道改良事業及

び災害防除事業９路線分の減額が主な補正であります。 

 次に、議案第７３号、対馬市公園等設置条例の一部を改正する条例につきましては、近年、国

内外を問わずアウトドア志向が高まる中、キャンプ愛好家が増えており、利用者の満足感、利便

性の向上を図るために高規格テントを導入することに伴う所要の改正を行うものとの説明を受け

ました。 

 改正の内容といたしましては、神話の里自然公園に高規格キャンプテント３張を導入し、その

使用料を１日５,０００円とするものです。 

 また、ほかのキャンプ場にも同様の計画がある旨の説明を受けました。 

 以上、本委員会に付託されました、議案第６６号、議案第７３号の２議案につきましては、慎

重に審査し、採決の結果、いずれも賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定をいたし

ました。 

 以上で、産業建設常任委員会の審査報告といたします。 

○議長（堀江 政武君）  報告が終わりました。 

 これから、各委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから、２件について、一括して討論、採決を行います。 

 議案第６６号、平成２８年度対馬市一般会計補正予算（第４号）、議案第７３号、対馬市公園

等設置条例の一部を改正する条例の２件について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 ２件に対する各委員長の審査報告は、いずれも可決であります。２件は委員長報告のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（堀江 政武君）  起立多数です。２件は委員長報告のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．請願第１号 
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○議長（堀江 政武君）  日程第３、請願第１号、海岸漂着物対策にかかる財政支援措置の堅持を

求める請願書を議題とします。 

 本件は、厚生常任委員会に付託しておりましたので、委員長の審査報告を求めます。 

 厚生常任委員長、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  委員会審査報告書、本委員会に付託されました事件は審査の結果、

次のとおり決定しましたので、会議規則第１１０条の規定により報告をいたします。 

 請願第１号、海岸漂着物対策にかかる財政支援措置の堅持を求める請願書。審査の経過、平成

２８年第３回対馬市議会定例会において、会議規則第３７条の規定により、本委員会に付託され

ました請願第１号、海岸漂着物対策にかかる財政支援措置の堅持を求める請願書について、その

審査の経過と結果を同規則第１１０条の規定により報告をいたします。 

 本市における海岸漂着物処理については、海岸漂着物処理推進法第２９条に規定する「離島地

域の処理経費に対する特別の配慮を行う」に基づき、補助率１０分の１０の全額国費により賄わ

れておりましたが、平成２７年度の海岸漂着物等地域対策推進事業では、漂流・海底ごみの回収

処理について、新たに補助対象に加えられたものの、その補助率が５％引き下げされ、さらに平

成２８年度以降は、その補助率が１０％に引き下げられました。 

 本請願は海岸漂着物の効率的な処理に関し、必要な財政支援措置の拡充を図るため、海岸漂着

物等地域対策推進事業についても、従前の補助率、１０分の１０に戻し、全額国費による対応と

するよう求めるもので、請願の趣旨は十分に理解できるものであり、内容も妥当であるとして、

委員から反対の意見はありませんでした。 

 審査の結果、請願第１号は賛成多数により採択すべきものと決定をいたしました。 

 以上で、厚生常任委員会の審査報告といたします。 

○議長（堀江 政武君）  報告が終わりました。これから、報告に対する質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから、討論、採決を行います。請願第１号について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件に対する委員長の報告は採択であり

ます。委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は委員長報告のとおり採択することに決定し

ました。 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．議案第８０号 

○議長（堀江 政武君）  日程第４、議案第８０号、財産取得契約の締結についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 消防長、永留弘和君。 

○消防長（永留 弘和君）  ただいま議題となりました、議案第８０号、財産取得契約の締結につ

いて、その提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 議案集の１ページをお願いいたします。 

 参考資料を２ページに添付しておりますので、御参照願います。 

 本案は、現在、消防本部が導入、運用しております高規格救急自動車の取得契約の締結をいた

したく、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。 

 入札につきましては、去る、８月３０日に３者によります指名競争入札を執行いたしました。 

 １者の辞退があり、参加２者によります入札の結果、最低入札者である長崎県長崎市五島町

４番１９号、西九州トヨタ自動車株式会社長崎支店、支店長元山繁氏が３,１２０万円で落札し

ましたので、これに消費税相当額を加算した３,３６９万６,０００円で、９月５日、同氏を相手

方とした財産取得仮契約を締結いたしております。 

 ここに本契約を締結いたしたく、議会の議決を求めるものでございます。 

 このたび購入いたします高規格救急自動車は、現在、美津島出張所で運用しております平成

１３年度に導入いたしました高規格救急自動車の更新車両でございます。全国に違わず、対馬市

におきましても救急需要の増加に伴う、出場回数も増加しております。 

 市民の救急に対する期待は、今まで以上に増しており、安心と安全に応えるために、最新の高

規格救急自動車を購入するものでございます。 

 大変簡単ではございますが、説明を終わります。御審議の上、御決定賜わりますよう、よろし

くお願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は、委員会への付託を省略することに決定し

ました。 
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 これから、議案第８０号について、討論、採決を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．議案第８１号 

○議長（堀江 政武君）  日程第５、議案第８１号、和解についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 建設部長、佐伯廣教君。 

○建設部長（佐伯 廣教君）  ただいま議題となりました議案第８１号、和解についての提案理由

とその内容を御説明申し上げます。 

 議案書の３ページをお願いします。 

 本裁判は、平成２７年３月４日付でアジア港運株式会社より市を相手とする訴えがあったもの

でございます。 

 事件の概要といたしましては、長崎県から権限委譲を受け、本市が管理している厳原港管理事

務所において、係留施設使用許可申請書の受付態勢に不備があったため、原告が不利益を受けた

のは不当であるとして、本市に対し、損害賠償及び慰謝料として１００万円の支払いを求めたも

のでございます。 

 これより、双方の主張に対する認否のやりとりを行いながら争ってまいりましたが、長崎地方

裁判所厳原支部の裁判官より、これまでの双方の主張、立証を踏まえた上で紛争の早期かつ円満

解決の見地から、和解案が提出され、この和解案をめぐり、双方の意見を裁判官が調整した結果、

議案書の４に明示しております、和解の内容で双方が承諾した最終の和解条項案が平成２８年

８月３０日付で、同裁判所より送付されましたので、地方自治法第９６条第１項第１２号及び第

１３号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明を終わります。御審議の上、御決定賜わります

ようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。

６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  この和解内容についてなんですが、和解の内容について、全員協

議会では、要旨というものが配られましたが、要旨では、和解の詳しい内容がわからないという
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こともありますし、これは心配が過ぎるのかもしれませんが、要旨というものは市役所のほうが

つくったものでありますから、不都合なところが隠されているということがあるかもしれません。

あるとは言ってません。 

 その中で、和解案の２のところが気にかかります。まず、和解案の２を読ませていただきます。 

 ここに最終的には、厳原港において原告と被告は、過去、原本を提出しないファックスによる

係留施設使用許可申請を認めたことや、係留施設使用許可申請書のファックス送受信日時を係留

施設使用許可申請の受付日時とする取り扱いを行ったことは、誤りであったことを確認の上、今

後、係留施設使用許可申請書をファックスで送信した場合でも、その後に同申請書の原本を提出

し、受け付けられた日時が係留施設使用許可申請の受付日時とすべきことを相互に確認するとい

う和解内容になっております。 

 これについてですが、この係留申請の受理について、博多港や下関港にもどういう取り扱いを

しているかお聞きしました。この大きな国際港でさえ、ファックスでの受付かつ原本は不要だと

いうことでありました。 

 対馬市、しかも厳原港のみ入港実態にそぐわない原本主義を貫く、合理的理由の説明を求めま

す。あわせて、厳原港と市内他の港湾の係留申請が異なるというダブルスタンダード、二重基準

でなくてはならない合理的理由の説明を求めます。 

 先日の議員全員協議会においては、次のような答弁がありました。 

 厳原港の係留量が他の港湾に比較し、極端に多いことから、他の港湾の利用促進を図る観点か

ら厳原港は原本主義、ほかの港湾は申請を簡素化している旨の答弁でありました。 

 この答弁には合理性がないと思われます。まず、厳原港の係留量が突出しているのは、係留量

が高い九州郵船や対州海運、壱岐対馬フェリーとフェリーが毎日入港するから当然です。しかし、

その申請は、申請内容が変わらないため、複写した申請書に日付を記入するだけであり、事務作

業の負担はありません。 

 また、フェリー以外の船舶入港が他の港湾より極めて多いことも言えません。それほど、極端

だとは言えません。さらに、対馬市は、国内外とも物流の増加推進を掲げているにもかかわらず、

市外他の港湾より厳格な申請とすることは、厳原港の利用促進に悪影響を及ぼすことは明らかで

す。 

 また、わざわざ同申請を二重基準とする合理性もありません。和解条項２でうたってあるよう

に、原本主義をこれからも貫いていくと、この和解内容を認めるとそういうことになります。議

会もそれでいいという判断をすることになります。比田勝市長が掲げる比田勝港の開港を目指し、

貿易の促進を図る厳原港も開港をそのまま続けて貿易を図っていきたいというような答弁が、

６月の私の一般質問のときにもありました。 
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 それと逆行するようなことであると思います。まず、この申請が二重基準である理由、それか

ら厳原港だけが原本主義でなければならない合理的理由の説明を求めます。 

○議長（堀江 政武君）  建設部長、佐伯廣教君。 

○建設部長（佐伯 廣教君）  まず、厳原港において原本提出でしているということなんですけど

も、平成２０年度まではファックスでの申請も認めておりましたが、その間、いろいろ問題があ

りまして、件数も多く問題があったため、平成２１年度から原本提出にするように関係機関と協

議調整をした結果、そういうふうになったところでございます。 

 それと、厳原港は、原本ですけども、ほかのところはファックスということでございますが、

ファックスでよそのところは別に問題もなく行っておりまして、利用の促進の観点からほかのと

ころはファックスでして、利用件数の多い厳原港は問題があったために、一応、原本を提出させ

ているような格好にしております。 

○議長（堀江 政武君）  ６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  議長、今の答弁は全然答弁になっていないので、これからする質

問はまだ２回目じゃないですよ、１回目です。きちっと私が言う合理的、その理由のなってない

ですから。皆さんもそう思うでしょ。合理的理由じゃないですよね全く、合理的理由の答弁を私

は求めています。 

 先ほど、この中にも質問の中でも申し上げましたけれども、今の部長の答弁であれば、厳原港

の利用促進を図らなくていいということになります。ほかのところの利用促進ばっかり図るため

に、その事務手続を軽減するんだということなりますよね。それでいいんでしょうか。 

 他の機関との調整を図ってやったということですが、では、なぜ、そのときに厳原港だけ厳格

にしなければならないんだと。ほかの下関であっても、博多であっても電話して聞きましたが、

そういう手続はとってません。なぜ、厳原だけそういうことをしなければならないのかというこ

とを、その協議した機関に問わなかったんでしょうか。そうすることで、利用促進が逆に抑制さ

れるんじゃないんですか。どうでしょうか、全然答弁になってませんから、これ１回目の答弁で

す。どうぞ。 

○議長（堀江 政武君）  建設部長、佐伯廣教君。 

○建設部長（佐伯 廣教君）  厳原港の利用促進を図らないというわけでないんですけど、厳原港

では、過去ファックスでの申請のときに、いろんなトラブルが多くございましたので関係機関と

調整した結果、原本を提出するように県とか、海上保安部とかと協議した結果そういうふうにし

ております。 

○議長（堀江 政武君）  ６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  １回目の答弁と全然変わらないじゃないですか。答弁になってな
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いですよ。じゃあ、原本主義にすれば、その問題があったことは起こらないんですか。一番心配

されているのは、テロとかそういうのが起きてきているから厳格にしていかなきゃいけないとい

うのはわかります。 

 しかし、これを原本を提出することでそういう危険性が下がるんですか。ほかにやり方がある

んじゃないですか、ここにこだわる必要は全くないんじゃないですか。これ、和解が成立したか

らいいじゃないかということが全協でもありました。そうじゃないんです。この和解を認めるこ

とで、今の市役所としては都合がいい和解かもしれません。しかし、今後、貿易を進めていくと

か、そういうことをやっていく対馬市としては、不利益を被るかもしれない。そういうところま

で審査するのが議会じゃないんですか。全然、合理的な答弁になってません。合理性のある答弁

をお願いします。大体、市役所で同じ申請を２つの基準でやるということ自体、相当な理由がな

い限りおかしいでしょう。違いますか。同じ申請をするのに、どこはこれでいい、あそこはこう

しなきゃいけない、合理性がないでしょう。納得のいく答弁をお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  建設部長、佐伯廣教君。 

○建設部長（佐伯 廣教君）  厳原港以外の港湾と事務処理が違うことにつきましては、本裁判の

中でも争点となりました。市の反論として。（「大きい声で言ってください」と呼ぶ者あり）市

の反論といたしまして、利用状況において、大きな差があり、２番目に多い比田勝港の約６倍以

上の取り扱い上の差があっております。その分でありますので、厳原港とほかの港湾との事務手

続の違いに合理性があると反論をしております。このことについて、和解条項案の中には何も触

れておりませんので、このような市の取り扱いについても、裁判官には御理解いただいていると

考えております。 

○議長（堀江 政武君）  ６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  今、裁判官がそういうふうに思うというだけであって、裁判官が

それを認めたわけではありませんよね。百歩譲って、それを裁判官が認めたとしましょう。しか

し、実態にそぐわない和解内容であれば、裁判起訴が書かれたこの内容自体どうなんだろうとい

うことを審議するのも議会の仕事です。誰が正しいかじゃなくて、何が正しいかをやるのが議会

です。 

 今までの答弁は全く、その答弁になってないです。合理性なんてないじゃないですか。事務手

続を簡素化するための一つの、なぜ、しなきゃいけないかという理由に係留量が多いからってい

うのを出してこられましたけど、係留量が多くても、さっき言ったように簡単な日付を入れるだ

けの作業が何でそんな事務作業が多いんですか。それよりも、韓国からボートが入って来たり、

ヨットが入って来たり、それのほうが新たにどれぐらいの長さのものなのか、誰が申請してきた

のか、そういうことを見るほうがもっと事務手続としては要ります。 
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 当然、この大きな船が毎日入港してくるわけですから、係留量は上がるでしょう。係留量が多

いからって言って事務作業が比例するとは限らないじゃないですか。全然、合理性ないです。も

う水かけ論のようですから、これを認めてしまえば全協の中で和解が成立してるからいいじゃな

いか。一般質問でもすればいいじゃないかという意見もありました。 

 しかし、それでは、一旦認めたものを一般質問でひっくり返すようなことになっちゃいます。

言いたくなかったですけど、この前の一般質問の中でも教育予算のことについて認めてしまった

から、もう言っちゃいけないことかもしれないですけど、博物館の予算があれば十分できること

です。しかし、もう、私は議員としてそれを認めてしまったから、そういうことを言っちゃいけ

なくなってしまうじゃないですか。今回もそうです。ここで、原本主義でいいということを認め

てしまえば、一般質問のときに何であのときにきちっと言わなかったんだということになっちゃ

うんです。 

 だから、私はここにこだわっているんです。全然合理的な理由でないということを申し上げて、

もう水かけ論ですから、それ以上の理由は言えないんでしょうから、質問を終わります。 

○議長（堀江 政武君）  ほかに。３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  今の問題なんですけど、私はこのことで市役所に何回も通って、

課長とずっと話をしたんですが、今までファックスで認めとったんで、裁判になってからファッ

クスで認めないということで言い出したらしいんですけど、私は何回も通って、やっと電話一本

ではだめだから、ファックスをつけてくださいということで何回も、何回も言ってやっとファッ

クスをつけてもらった。 

 ファックスが済んでしまったら、ファックスをつけましたって言って終わったら、今度は原本

じゃないと認めませんと言い出したんですよ、市役所のほうが。これはどういうことなんですか。

ファックスで認めないなら、今までどおり、ファックスはもう１回線、私が何回言ったところで、

つけなくてよかったんじゃないですか。私はそう思いますよ。韓国から入って来る船が原本を出

せますか。どういうことなんですか。それで、私はこの問題は恥ずかしい問題やって思います。

全然、市に落ち度がなかったなら、こんな裁判にはなってないんです。全部、漁協に委託してる

でしょう、これを、それで、市はかかってないじゃないですかあんまり。だから、こんな問題が

起こるんです。 

 ファックスを流した、あのときの問題を皆さんがわかってないと思うんですけど、平成２３年

のときは、管理事務所の不備なんですよ、これは、今までファックスを認めよったから、原告は

ファックス流したんです。ところが、船が入って九州郵船が出てしまった。じゃあ、管理事務所

のほうは電話を転送にして出かけてるんですよ、ずっと。お昼ぐらいにまた船が入って来るころ

に帰って来る。また、船が出たら出かける。そういうことをしてたんです。だから、幾らファッ
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クスを流しても転送にしてるから流れなかったのが今後の事件なんです。 

 だから、市のほうとしても、こういう落ち度がないように、これから市民から比田勝尚喜被告

になってるじゃないですか。こんなことがないように、しないといけないんです。恥ずかしいじ

ゃないですか。大体、担当の課長は、原告側も早くから謝ってもらえばこれで収めますよという

ことだったんです。 

 ところが、課長としては、絶対謝りません。私は本人まで一緒に連れて行って謝ってくれれば

早く済んだことなんです、これは。市としては、一切謝ることはありません。謝りません。あく

までも言いましたよ。だから、そういうことを何もなかったら、裁判にならないじゃないですか、

大体。もうちょっと市も管理をしないとだめです。漁協に任せたままじゃないですか、何でも。

そして、入られたら市が出て、比田勝尚喜被告、恥ずかしいことじゃないですか。市民と裁判を

してから、だから、今までファックスを認めて、私が行って回線を入れてもらったんですから、

ファックスも認めるようにせんと、合理的にしないとだめだと思います私は。そして、幾ら和解

をしても、比田勝市長が一言、市民に対して今度の事件はすみませんでしたということを言うべ

きだと思います。 

以上です。 

○議長（堀江 政武君）  建設部長、佐伯廣教君。 

○建設部長（佐伯 廣教君）  ファックスの受付は、平成２０年度までしかしておりません。

２１年からは、全て原本の受付にしております。あくまでファックス、電話では予約として受付

ているだけでございまして、普通、電話で空き岸壁を確認しまして、そして、その岸壁の位置を

申請書に記入して原本を持ってくる、そのような手続を今までも行ってますし、ほかの利用者も

全部そのように行ってわかっていると思っております。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  ２７年まで、ファックスで認めているんです。だから、それは認

めてあったんですよ、２７年までファックスで。何で、今になって原本ですか。それと、もう一

つ言わせてもらうのは、普通の船は九州郵船とかは全部書類を管理事務所に預けてあるんです。

そして、ただ印鑑を押すだけになっているんです。 

 だから、そういうことまでしてるんです。中を喋れば、管理事務所のずさんさが出てくるんで

す。でも、私たちは、もう、今のところいっぱいわかってますけど、黙ってますけど、原本主義

じゃなくてファックスも認めるようにせんと、もう、何のためにもう１回線ファックスをつけた

んですか。もうちょっと考えてください。市民と裁判をするようなことはやめてくださいよ、市

が。 

 以上です。 



- 231 - 

○議長（堀江 政武君）  建設部長、佐伯廣教君。 

○建設部長（佐伯 廣教君）  今のところ、原本受付にしておりますけれども、今後の将来的な話

としまして、貿易船の増加等、状況に変化があった場合とか、そういうときには、一応、事務の

簡素化を考慮しながら港湾利用者の皆さんの意見とか、要望とかを聞きながら、そして関係機関

と協議調整しながら、その辺については進めていきたいと思っております。 

○議長（堀江 政武君）  ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は、委員会への付託を省略することに決定し

ました。 

 これから、議案第８１号について、討論、採決を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件の採決は、起立によって行います。

議案第８１号、和解については原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（堀江 政武君）  起立多数です。本件は、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．委員会の閉会中の継続審査について 

○議長（堀江 政武君）  日程第６、委員会の閉会中の継続審査を議題とします。 

 産業建設常任委員会で審査中の平成２７年発議第４号、対馬市伝統的町並み保存条例について

及び決算審査特別委員会３常任委員会において、審査中の事件であります認定第１号、平成

２７年度対馬市一般会計歳入歳出決算の認定から、認定第１０号、平成２７年度対馬市水道事業

会計決算の認定についてまでの１０件について、配付のとおり継続審査の申出書の提出があって

おります。 

 お諮りします。各委員長から、申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにしたいと思い

ます。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。１１件は、各委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続審査とすることに決定しました。 

 議事運営の都合により、暫時休憩します。しばらくお待ちください。 



- 232 - 

午前10時59分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時01分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 お諮りします。ただいま、船越洋一君ほかから、発議第６号、海岸漂着物対策にかかる財政支

援措置の堅持を求める意見書が提出をされました。 

 本件を日程に追加し、追加日程第１として議題にしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。発議第６号を日程に追加し、追加日程第１として

議題とすることに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第１．発議第６号 

○議長（堀江 政武君）  追加日程第１、発議第６号、海岸漂着物対策にかかる財政支援措置の堅

持を求める意見書を議題とします。 

 提出者の趣旨説明を求めます。４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  ただいま、議案となりました発議第６号について、提案趣旨を説

明をいたします。 

 発議第６号、平成２８年９月１６日対馬市議会議長、堀江政武様、提出者、対馬市議会議員船

越洋一。賛成者、対馬市議会議員黒田昭雄、同じく、春田新一。海岸漂着物対策にかかる財政支

援措置の堅持を求める意見書。上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第１項の規定によ

り提出します。 

 それでは、意見書を読み上げて、提案の趣旨説明にかえさせていただきます。 

 海岸漂着物対策にかかる財政支援措置の堅持を求める意見書。対馬市における海岸漂着物処理

については、海岸漂着物処理推進法第２９条に規定する、離島地域の処理経費に対する特別の配

慮を行うに基づき、補助率１０分の１０の全額国費により賄われておりましたが、平成２７年度

の海岸漂着物等地域対策推進事業では漂流・海底ごみの回収処理について、新たに補助対象に加

えられたものの、その補助率が５％引き下げられた。 

 さらに、平成２８年度以降は、その補助率が１０％に引き下げられた。対馬市は、国境離島と

いう地理的な条件から、周辺の国又は地域から大量の漂着物が押し寄せ、生態系を含む海岸の環

境の悪化、美しい浜辺の喪失、海岸機能の低下、漁業への影響等の被害が生じている。 

 このような状況を鑑み、対馬市においては、海岸漂着物等地域推進事業により、多額の経費を

余儀なくされているところであり、ひいては海岸漂着ごみ対策事業の停滞につながりかねない。
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したがって、従前の補助率１０分の１０に戻し、全額国費により対応していただくよう要望する。

記、海岸漂着物対策事業について、国の補助率を１０分の１０に復元し、制度を堅持すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 平成２８年９月１６日、長崎県対馬市議会。提出先、内閣総理大臣様、総務大臣様、財務大臣

様、環境大臣様。 

 以上、御賛同いただきますよう、よろしくお願いをいたします。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件は委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は、委員会への付託を省略することに決定し

ました。 

 これから討論を行います。発議第６号について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。発議第６号は原案のとおり決定すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 お諮りします。本会議における議決の結果、条項、字句、数字、その他において、整理を要す

るものがある場合、その整理権を会議規則第４３条の規定によって、議長に委任願います。御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。したがって、整理権は議長に委任することに決定

しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（堀江 政武君）  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。 

 市長より挨拶の申し出があっておりますのでこれを受けます。市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  閉会に当たりまして、お礼と御報告を申し上げます。 

 本定例会におきましては、９月６日から１１日間にわたり慎重に御審議いただき、提案申し上

げました平成２８年度対馬市一般会計補正予算（第４号）、４つの特別会計補正予算並びに水道

事業会計補正予算、条例の一部改正等の議案につきまして、御決定を賜わり衷心より厚く御礼を
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申し上げます。 

 本日、御決定いただきました案件につきましては、適正な事務処理に努め、対処してまいりた

いと存じます。また、本定例会の本会議や各常任委員会での審査におきまして、議員皆様方から

ちょうだいした、御意見等につきましては、今後の行政施策への検討課題として捉え、機会ある

ごとに情報の発信と共有に努めてまいる所存でございます。 

 さらに、閉会中の決算審査特別委員会及び各常任委員会に付託されます、平成２７年度対馬市

一般会計歳入歳出決算の認定をはじめとする認定議案につきましても、慎重審査のほどよろしく

お願い申し上げます。 

 終わりに、２点御報告申し上げます。 

 まず、今月、４日に発生いたしました韓国人登山者の遭難事件に関する報告でございます。 

 概要につきましては、先日、配付した資料のとおりでございますが、その捜索は通報の翌日か

ら３日間、陸上自衛隊対馬警備隊をはじめ、対馬南警察署、消防などの各関係機関から総勢、延

べ７５０人を動員し、丘から、空からの活動が功を奏し、無事、遭難者を救出できたことは、日

本のみならず、韓国国内においても大きく報道をされております。 

 同月、８日、救出活動のお礼に市役所を訪れた韓国総領事館パク室長の言葉を皆様へ紹介した

いと思います。 

 たった一人の韓国人旅行者の捜索のために、自衛隊、警察、消防に加え、ボランティアの消防

団員の皆様の連携のとれた捜索活動を目の当たりにしたとき、大変な感動を覚えましたと。厚く

お礼の言葉を述べられました。 

 この言葉は、人命最優先とする我々日本人の価値観と使命感に燃える捜索関係者皆様の活動に

よるもので、改めて同じ日本人であることを大変誇らしく思いました。 

 事故の検証と今後の登山ツアーのあり方に対する指導をお願いし、あわせて、未だ未解決であ

ります仏像返還に対し、御尽力いただくよう要請も行いました。 

 次に、朝鮮通信使のユネスコ記憶遺産登録を目指し、本年３月に登録申請を提出したことは、

第１回定例会の折、行政報告申し上げたところでございますが、来る１１月１３日から２０日ま

での期間、ＮＰＯ法人朝鮮通信使縁地連絡協議会と財団法人釜山文化財団の主催により、フラン

ス、パリで開催されますＰＲ事業に構成団体の代表として参加いたします。 

 その間、記憶遺産登録を確実なものとするため、朝鮮通信使の世界史的重要性、希少性をしっ

かりと訴えてまいります。 

 最後に、議員皆様方の御健康と御活躍を御祈念申し上げ、本定例会閉会の挨拶とさせていただ

きます。ありがとうございました。 

○議長（堀江 政武君）  閉会にあたり、一言御挨拶を申し上げます。 
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 平成２８年の第３回定例会は、議案全般にわたり熱心に御審議をしていただき、ここに滞りな

く閉会の運びとなりました。 

 議員各位はもとより、市長以下、市幹部の方々の御協力に対し、心から御礼を申し上げます。 

 また、審議の中で出ました貴重な意見や指摘事項等につきましては、今後の行政運営に生かさ

れることを期待をいたします。 

 最後になりましたが、皆様方の御健勝と御多幸を記念し、閉会の挨拶といたします。 

 会議を閉じます。 

 平成２８年第３回対馬市議会定例会を閉会します。お疲れさまでした。 

午前11時14分閉会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 

 



- 236 - 

 

   会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

                  議  長 堀江 政武 

                  署名議員 小田 昭人 

                  署名議員 長  信義 
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